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く第24回総合リハビリテーション研究大会>報告書

はじめに

今研究大会は、メインテーマを先の省庁再編に

よる厚生労働省の誕生で主要な課題である「働く

こと・働き続けること」、サブテーマを実践重視の

「現場主義」とし、 2001年 11月 16日・ 17日の

両日にわたり、大阪サンパレスにおいて開催しま

した。

開催に際して、社会福祉・医療事業団の長寿社

会福祉基金の助成をうけ、日本障害者リハビリ

テーション協会および総合リハビリテーション研

究大会常任委員会、全国就業支援ネットワークの

諸国体をはじめ、金画の段階から様々なご助力を

いただいた実行委員の先生方、とりわけ、 ILO

(国際労働機関)本部職業リハビリテーション専

門官のパーパラ・ムレイ(BarbaraMurray)さんの

招聴にご尽力頂いた丹羽先生および松井先生、熱

い思いを語って頂いた講師の皆様、全国各地から

はるばるご来場いただきました参加者の皆様、そ

して裏方として本会を支えていただいたスタッフ

の皆様に深く感謝申し上げます。

おかげさまで歴史に残る熱い研究大会を無事に

閉会することができました。

1.研究大会のテーマ設定

今研究大会は、「総合リハビリテーションjが

意図する専門領域が集合・連携するという意味で

の総合化をさらに進めて、ライフサイクルの確立

や社会経済活動への参画、あるいは、「権利の獲

得JI自己実現jの手段としての「働くこと・働

き続けることjに主眼を置き、正に<人間として

の総合化>を追究することを目的としました。

それは、「人は一定の年齢になったら働くJI多
くの国民と同等・同質の就業形態や労働条件で就

業するJという単純な論理を実現することに他な

りません。また、<統合化>には、旧厚生省・!日

労働省・旧文部省のそれぞれで実施されてきた障

害者の就業支援施策を統合化し、さらには、障害
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種別ごとに独特の展開がなされてきた支援施策の

統合化、あるいは、産業界や労働団体の賛同を得

て、包括的な枠組みを構築して、統合的な就業支

援システムとして機能させることの必要性を訴え

るとし寸遠大な意図も含まれています。

2. I第24回総合リハビリテーション研究大会j開

催の経緯

開催に向けた組織構成として、大会長に山下虞

臣氏(日本障害者リハビリテーション協会会長)、

副会長には協賛団体でもある<全国就業支援ネッ

ワーク>会長の春田丈夫氏、顧問には元 ILO職

業リハビリテーション部長の丹羽先生を推挙し、

研究大会全体の企画立案を担う実行委員会を立ち

上げると共に、実務を担当する大会事務局を大阪

市職業リハビリテーションセンター内に設けまし

た。

大会テーマをより深めるために、実行委員長に

はわが国の先駆者である北星学園大学の松井亮輔

教授、また、標梼したく現場主義>を実践されて

いる各層からのご指導を仰ぐために、副委員長と

して、藤井博氏(連合大阪副事務局長/政策局

長)、笹村尚志氏(全国就業支援ネットワーク副

会長/広島地域就障害者雇用支援センタ一所長)、

高橋豊輝氏(全国就業支援ネットワーク副会長/

しろやま寮障害者雇用支援センタ一所長)、山本

憲治氏(関西経営者協会事務局次長)、実行委員

には全国の就業支援現場の第一線で重責を担って

おられる方々にご就任をお願いしました。

2001年 6月に第一回実行委員会を開催し、正

式に第 24回総合リハビリテーション研究大会の

組織的な運営が始動しました。

3. プログラム構成

(1)基調講演

ILOにおける職業リハビリテーションプログラ

ムの責任者でもある、パーパラ・ムレイ氏を講師
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としておまねきして、グローパルな視点から障害

者の就労にかかる政策動向に関する最新情勢を学

ぶこととしました。

(2) オムニバス講演

わが国の障害者雇用施策として関係者の間で評

価が高かった<障害者緊急雇用安定プロジ、エク

ト>について、その遂行に携われた 3人の講師か

ら、①実施状況、②アンケート調査の概要、③

コーデイネーターとしての視点、から同プロジ‘エ

クトを検証することにしました。

(3) シンポジウム I

「雇用企業から=雇用に至るまで・雇用の後・

今後に向けて」をテーマに、雇用企業の立場から、

矢野紙器株式会社の矢野専務に包括的なレポート

を頂き、雇用側の視点から 6人の実践者からそれ

ぞれの企業における課題や展望を語って頂きまし

た。

(4) シンポジウム E

「就労支援ネットワークの最前線」をテーマに、

政策立案者の立場から前厚生労働省大臣官房総

務課企画官の依田晶男氏より提言をしていただい

た後、就労支援ネットワークを構築し、それを稼

働させておられる 6人の実践者によるシンポジウ

ムを行い、ネットワーク構築の方向性を考えるこ

ととしました。

(5)分科会

実践者の方々から、<耕す><拓く><紡ぐ>

というテーマの 3つの分科会と最新のトピックス

をポスターセッションで発表いただきました。最

後は、村田幸子さん(NHK解説委員)の司会で、

各分科会のコーデイネーターによる総括を行い、

今大会の集約をしました。

4.大会参加者

<就業支援>に特化したプログラムであったた

め、参加者が少なく、大会運営を危ぶむ声もあり

ました。社会福祉・医療・教育・労働・企業関係

者に参加を呼びかけたところ、全国から総勢550

名を越える方々が参集され、 2日間を通して緊張

が途絶えることなく熱心な討議か交わされました。

また、報告書にも書きましたが、基調講演をして

いただいたパーパラさんがかかわってこられた政

労使三者構成の専門家会合で起草された「職場に

おいて障害をマネジメントするための実践に関す

る草案 Finaldraft of practice on managing dis-

ability in the workplaceJが、 ILO理事会におい

て採択されたその時に日本の関係者が集っていた

わけで、正に日本の関係者が「エンパワーメント」

された瞬間だ、ったと思います。池田さん、松井さ

んのご尽力によりその全文を掲載することができ

ました。そこで述べられている精神を共有できる

ことは大きな喜びです。

もうすでにご承知のことと思いますが、「アジア

太平洋障害者の十年」最終年国際会議として、

2002年第 6回DPI世界会議札幌大会、とともに、

2002年 10月21日・ 22日・ 23日には、「アジア

太平洋障害者の十年」最終年記念フォーラムとし

て、第 12回RIアジア太平洋地域会議、「アジア

太平洋障害者の十年」国内推進キャンペーン(2001

年~ 2003年)、第 25回総合リハビリテーション

研究大会が大阪で合同開催されます。

同じ事務局が担当致します。あわせてご案内致

します。



第24回 総合リハビリテーション研究大会 日程表(敬称略)

: 第 1日目<11月 IIG日(金 9.30~ 17'30) イブ二ンク・セッション 18:00 ~ 20: ) > t 

時間 講座名および講師 所 属 tJ. ど

9:30 受付開始

9:50 [実行委員長あいさつ1 総合司会

松井亮申l1l 小林茂夫

北星学園大学教授 大阪J1i障害者就労(雇用)支援センタ一 所長

10:00 I基調講演】

~ i寅 題 「障害のある人の雇用ポリシーと雇用プログラムの動向」

12:00 Recent Developments in Employment Policies and Programs for People with Disabilities 

講 自市 Barbara Murray ILO本部職業リハビリテーション専門官

講師紹介 丹羽 勇 元ILO職業リハビリテーション部長

【昼 食1

13:00 【オムニパス講演】

~ テーマ r検証:緊急雇用安定プロジェクトと地域性」

14:30 コーディネーター:小林茂夫 大阪市|箪害者就労(雇用)支援センタ一 所長

①実施状況から 丹下一男 日経連理事・障害者雇用相談員・障害者雇用アドノfイザー

②アンケート調査から 森 悟子 大阪障害者雇用支援ネットワーク

③コーデイネータとして .:Lsili 修司 電機神奈川術祉センター センター長

[休憩】

15:00 【シンポジウムI]

テーマ r雇用企業ーから=雇用に主るまで・雇用の後・今後に向けてJ

~ コーディネーター:尚弁敏子 加古川はぐるまの家 施設長

: LlI日 光 一 中小企業支援指導センター・コスモラーマ代表

17:30 ショートレポート 矢野 孝 矢野紙器(株)専務取締役

①マイカル 小林 繁 人事本部 人事部 人権担当課長

②ピークヤム 谷口さち F. アシスタントマネージャー

③ストローク 金{. 鮎子 代表取締役

④高島屋 J!6I，m 寿博 総務部 人事グループ人事担当係長

⑤ユニバーサルスタジオジャパン(USJ)

森LlI 正 人事部次長

⑥オフィス オオイ 大JI: 行衛 代表取締役

18:00-1 [イブニング・セッション1(懇親会)

20:00 1 
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乞Jt(協)働刊業所段階胞111の不ツトワーク
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~ ②社会資源の創出と平ツトワーク

(J主rl' 十1-~ ノk AIIii (千1:)c才、 y 卜ふくい di10J1J!'Jf 
f*:if! ③ずI設けlにおけるネットワーク

15分) ~~íi賀 子守政 (社 ) 主I~~'/I沈北部地|丘降下:者!rlUIJ 止:1&センタ一所長
④労組 経|お ・労働 ・文緩機ty，Jのネァトワーク N PO法人大阪附~.::';;' IIIU Il支援ネ y トワーク

ildi f告j二 広報啓発Nぺi(述介大阪)

12:00 ~N護学校と就77 ・ 'Ij円 lt兵ネ 7 トワーケ
iJ1滋和弘 !1i ~J~ 有lí !l似係長!;~q 校校長

@;地域センターにおける111¥川立;夜才、 y トワーク

1I1i::0 欽 大阪附'gf，Jji:tlセンタ 主任1(;';'1:;~;: {i"[，R A~ カウンセラー

食]

途中休憩 15分)

ァーマ・司会者 報告内容と報告者

< j;Jf T > オL京都における就労支tU11J貨の策定 点京抑制千11:I，，1I:li:'，l;:tMtll，¥ljiil:ll:&:9'i.thifJl:f'I'tlyj / 奈 良 ツie
糾対う 十|会'tf似の地域化 地域 大阪府における就労支1i2ilìlj伎の ~1定 大阪府商工労働 i~:ll / 村 l i~;' 

で就業土:1まにかかる 大阪dlにおける就労支阪市Ij伎の策定 kl波ilii¥J!:Llf制'111:1.，] / ILI iJ 111 

干|

I:Aを作り 、7主ぷさせ i3.~t'i LJl における就労支緩市Ij伎の策定 以賀県I，jj会111;1JI・'j;於|け / ;制，1， 隆
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< ili く> |町許可事者による1T業務の例jE '企業主l介ユニ 7イカ / 林 美生 j二
第似(jlj作jな:11会資源を開発 ):1 11 ドj附持者のホームヘルパ-j\~I& : Jt~/j-~~'Tなんてん / i{li 11 

否4dLt〉、| 、 して判的1:
4
)ーピスとして

企業1)'li長時の民間 港第二育成 I，;tl / )J~ ml ずi
i}t!:供するlI!j人や機関 析や11利IZとしてのアプローチ くすの本クリニアク / 111 I11精 一

料相IIjη存者のピアカウンセリング .ふれあいセンター / ノK 山雌秀

<コーr'r.イー小川 市 > K必純設からの発信 : H'iひまわりf'I:業!針 / 拠 i国干IJ 江

< 紡 > ~tlN地域のネ y トワーク やおきトiiitll会 / 北山守典

第さまざまなU会資源 111 J f~のネ ッ トワーク 。ii'i!!弘l:iJ'Jj:t;'ifI(JlJ土:112センター / 'i; 
三 をつないでいる iu t'l L';~. rr~ f'i Amネy トワーク iu 1't県qJt'i illi / 大 槻 敏 iVJ
分布、 y トワーカ - . ~m: :r; 地域就労lli2七ミナーの全削展開とヒ/'7]ン 全円本有成会 / iJ'i !J< 圭 f
Fノト|、 地域就労支援の取りキIlみ 熊本県慨'，i;:.}'i'lII¥川促進協会 / 材、 IIJ 美鈴

<コーfIトト 岡武H¥T> Jí; 1+'~，\における就労支援のl[Jiり制iみ 兵隊県立総0(1)ハヒノ / ，1，川直樹

'.I;q"J機関の役割 111附r/i'lハピ'11医療センゲー / 大 山 勉

(13:00-16:00 分科会

欠
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なぎさ

ffI 

健
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/ 武川

/ 斎藤
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(13・00-16・00 途中休憩 15分)

就業主;援ネ y トワークと↑~iNH:~供 全国就業主w平 yトワ-711¥阪di段業指jI'J.七ンす一

向付415{の紡fllll埼事者就労止;伝 a 社会情千II:iL人 il.i. 
おお「しい附謀者能)JIJH'J8脆J1 ・なごや職業|品川l校

航~F;の試み NPOiL人杭;gdir仲11降持者地I戎生活xtti!li介会
、"山から (知的防持者の就労土:JL) 附菜ランドたてやま

線n;1ズレインボーワークの試み I 総局|丘レインボーワーク

就労支伝ボランティアの1~~成 大阪市附'，1;:お，;:.t'J;'(lnUIJ)文仮センター

延e;'i:> 

ポスターセッション

最近のトピ yクス

実践アピール
<コイJトト 。合知l

次長

分干|会 ポスターセ ッ ション:~(告と第 2 1¥同総介リハビリテーンヨン研究大会の総i，T;
コーデイ不ータ一 村111 事寸 NHK向'1M!.委n
~~分科会 館 |除去 l占:l%lUJIJf)党総合大';::1支助紋12
第分fI会 小川 i;'i (tl)判IiEやまびこの:11 f'i 1[11] fi 18述|勾在センデ一

節分科会 同'1~U~ 111 JC ti，¥lii;j I}i ):1;'，' ~i;: 日雇 ITI 支援七ノデ- HT:指導只
'ポスターセ yシヨノ fT知l任市 川十111ドにi;'.r，地域Il:.i ，é，文扱七ンターのぞえ「胤と~![j

閉会の川副会長存111 丈夫 ( !!j ) 防省:r， Jliil: m~ ， JI I似セ/タ- '':;;;，fM'll'jf 

16:10 

16:50 

センターぷ
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第一分科会

第二分科会 第三分科会

ポスタ ーセッション 分科会・ポスタ ーセ ッシ ョン

第24回総合リハビリテーション研究大会の総括



開会



開会 の 辞

おはようございます。全国各地からおいでくだ

さった皆さんに実行委員長として探く感謝いたし

ております。今研究大会は、500人近 くの方々の

参加を待て、と ても嬉しく 思います。総合リハビ

リテー ション研究大会は今回で 24回目 を迎えま

した。大阪では、1992年に第 15回大会に続いて

今回が2回目の開催と なります。今回の大会の特

徴として挙げられるのは、本当は私は札幌の人間

ですので、 ここで大会の実行委員長を務めるとい

うことは、ある意味で極めて異例なことでござい

まして、本当は実質的な責任者は、大阪市職業 リ

ハビリテーションセンターの関所長が、座ってい

らっしゃいますけれども、この方こそ本当にここ

で挨拶すべき方なんですが、たまたま実は来年も

う既に1M!案内のとおり、大阪で、も って、アジア太

平洋障害者 10年最終記念フォーラムというのが

開催されます。その中では私が副会長をしており

ます、国際リハビリテーション1窃会のアジア太平

洋地域会議、それから、今日見えてますけれども、

丸山 さんが事務局長をやっております、アジア太

平洋障害者の 10年推進 NGO会議大阪会議とい

うのがあわせて来年開催されるわけですけれども、

そういうことを配慮して、特別に私をあえてこの

実行委員長というふうにしていただけたというふ

うに、私は理解しております。

それから、この大会の 2つ目の特徴としては、

既に1d'1l案内のと おり従来、総合 1)ノ¥ビリテーショ

ンというのは、あらゆる分野を網縦するようなプ

ログラムになっていたわけで、ございますけれども、

今回のプログラムはこの働く こと、倒jきつづける

ことというテーマに象徴されるように、この職業

リハビリテーションということが、ひとつの大き

松井亮輔

第 24回総合リハビリテーション側先大会

実行委員長

北星学園大学教授

なテーマとして取り上げ、られ、しかも この現場主

義を正面から掲げた大会であること、それから全

国で展開されている、様々な障害者就業支援の実

践活動が鳥11敢できるようなプログラムが組まれて

いますけれども、それには障害者就業支援が点か

ら線、そして面へとネットワークを広げることが

意図されていると。これは大阪な らではの、極め

てユニークな取組ではないかというふうに忠われ

ます。

3つ日 は、今回のこの基調講演の講師として、

国際労働事務局、lLOの職業リハビリテー ション

プログラムの責任者でもある、パーパラ ・ムレイ

さんが講f::fjiとしておいでいただいておりますけれ

ども、彼女からグローパルな視点からの障害者の

就労動向についての、最近のレポー トを直接聞け

ると思います。そういう意味では、我が国がこれ

からの取組を考える上で、極めて貴重な示唆が与

えられるものと考えます。先ほど触れましたよう

に、来年はアジア太平洋障害者の 10年の最終年

です。1981:年の国際障害者年、それに続く国際

障害者の 10年について、これまで20年以上にわ

たって、障害者の完全参加 と平等実現を目指した

IIK k:~ が、国際的にも国内的にも展開 されて きたわ

けですけれども 、今回のメインテーマである働く

こと、働きつづけることの我が国の実態を見ると、

現場で多くの関係者の方々の並々ならぬ御努)Jを

傾けられ、また相当の成果を上げ、られてきたにも

関わらず、残念ながら量的にも質的にも、まだま

だ解決すべき課題は少なくありません。特に知的

障害、あるいは精神障害をもっ方々の期待に、ま

だまだ添えない状況にあるというのが実態だとい

うふうにl芭しミます。

13 
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現在ニューヨークで行われている国連総会の中

で、メキシコ、それからアイルランド、中国政府

が来年の国連総会の議題として、障害者権利条約

を取り上げるように、キャンペーンを積極的に展

開しています。もしこのキャンペーンが成功すれ

ば、来年の国連総会で、障害者の権利条約が取り

上げられるという可能性があります。もっともそ

の来年の国連総会で、たとえ議題として取り上げ

ることが決まったとしても、もちろん条約化に至

るまでには、相当長いプロセスが必要であるとい

うことは事実です。しかし、もしこの条約化が成

功すれば、障害者の完全参加と平等を目指した取

組を、長期的に続けるための有力な武器になると。

あるいは、ツールになるというふうに思われます。

来年の大阪で開催する RIアジア太平洋地域会

議、及びアジア太平洋障害者の 10年推進キャン

ペーン会議のテーマも、権利条約に向けてのパー

トナーシップということをテーマに掲げているわ

けですけれども、これは障害を持つ者持たない者、

それから経営者、労働組合も含む市民と関係者、

及び途上国と先進国とが密接にパートナーとして

連携しながら、条約化に向けての取組を進めると

いうことが意図されております。それで、働くこ

と、働きつづけることをメインテーマとする本大

会の成果が、障害者権利条約の中身として生かさ

れること、つまり、障害者の働く権利保障の前進

に寄与し得ることを、心から願うとともに、きょ

う御出席の皆さん方が、それに向けてぜひとも御

協力、御支援をいただきたいというふうに、お願

い申し上げたいと思います。

最後になりましたが、既に御案内のとおり、今

年に引き続いて、来年、第25回総合リハビリテー

ション研究大会が、大阪で開催されることになっ

ております。そういう意味では、この実行委員会

の方々 は、 2年間にわたって大変御苦労をいただ

くことになるわけですけれども、私たちとしては、

その御苦労にこたえるためにも、この来年の大会

にも、ぜひ今回あるいはそれ以上に多くの方々が、

参加してくださることをお願いしたいと思います。

また、この大会の開催に当たっては、社会福祉医

療事業団から、多大な御助成を賜りましたことを

深く感謝申し上げて、私の挨拶とさせていただき

ます。どうもありがとうございました。



基調講演



基調講ii!i

講師紹介

紹介をさせていただきます。パーパラさんはア

イルランドの国絡を持っておられて、アイルラン

ドの首都のダプリンの御11'，身でございます。押さ

んアイルランドを御存じだと思いますけれども、

イギリスの|燐にあります、北海道の大きさの 11本

の 5分の lぐらいの小 さな鳥でございますが、緑

に包まれた国、エメラルドの島と呼ばれている美

しい回でございます。農業、牧畜、漁業というの

が主要産業でござし、まして、その小さな国が障害

弁問題については、非常に熱心に取りキ11んでおら

れるという事実がございます。在、も大分前に、 RI

世界リハビリテーション協会の大会が141~J かれたと

きにも参りました。それから RIの前の会長、 ドク

ター ・アーサー ・オライリーさんが務めてお られ

ましたアイルランドの方です。 [14(にもたびたび

来られて、講演を1，;JったJiで、あります。ノてーバラ

さんは、今回、 日本には 31司口だということを聞

きました。ことしの初めでしたか、京都の会議で、

も私はお会いしております。

ノくーパラさんはダブリン大学、大学院で経済学、

社会学を 1江攻されました。それから、スイスの

チューリッヒ大学で、社会学で判よ 1:りーを取刊され

ております。アイルランドの政府におきましては、

さっき1\ 1 しましたように、 )I~常に 1;私i;:す;問 JW に取

り去[lんでおります政府でございまして、リハビリ

テーションfr、、1'，11与はナショナルリハビリテー

ションボードという名前で11千ばれていた機凶の訓

告人問先の部門におられました。 それからまた 1~lt~l~

;i[芥の椛利擁護、 ) I~恒常委11 会のイ1 ・ Ji にも携わっ

てお られて、政策 ltoでいろいろなイ|ー・jTを され、

1997年には政的:のレポートとして、 1)](!J-.-がレポー

トを懸案いたしました。その問においてヨーロ ッ

丹羽勇

元 1LOJ版業 リハビ リテー ション部長

パ連合、あるいは欧州会議との深いかかわりがあ

りまして、非常に有名な)Jでございます。

きょう、私がJLOの同僚として皆さんにパーバ

ラさんの御紹介をする 、J147ii-にあ りがたい機会を

いただいたわけですが、ILOはそれが本]践でござ

いますが、よい人材を集めております。rLO本部、

lLO地域'jL務局には、l世界の優秀な人材をいつも

求めております。さっきお話になりました松)I二先

生、彼も私がlLOにおりましたときに労働省に頼

んで、 eぜひ松~ I さんを ILO にいただきたいと 。 そ

ういうことで、松)1.. ，j'~ Iji llr先生は、 ILO のアジアよ千

洋地J攻事務局で、リハビリテーション咋 ~'JH とし

てお働きいただきました。ノてーパラさんは')こは松

井先生の後で、1966年に、バンコクに赴任されて

ILOのイl'Ji.をしていただきました。

在、がジュネーブにおったときに、 世界の保ー秀な

人を取りたいとjよl、いまして、 Il本からは松井さん、

ドイツからはハイデルベルク大学におりました人、

その人が私の後を継いだわけですけれども、それ

からアメリカのグ y ドウイルインダストリーの1~

秀な人も引き抜いて、今アフリカで働いてもらっ

ております。それからポルトガルからは DPIです

ね。陣字下.-it運動の起こりました 1981年の DPIの

設立にJI'(接関わって、 '1¥IJ会長を務めたポルトガル

人を私は JLOに引き抜きました。それから、イラ

ンからは11示柴の'，1/l' 'J i:;;を lLOに引 きJ友きました。

そのほか大勢の人を ILOに引き抜いて、いい仕事

をしないけないということで始めたわけですが、

ハーパラ さんは4げ工 ILOの本部の)jに移られて、

リハビリテーションの上級 i川II:J官のイ1:事をしてお

られます。ただ:1{ ，;;1，~存者 I I\H位だけではなくて、あら

ゆる差別排除の11¥j題に関する、問題のコーデイ

17 
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ネーターをされております。特に、この最近 ILO

が取り組んでまいりました課題ですか、批准づく

りの中の行動規範、コード・オブ・プラクテイス

という仕事がありますけれども、私がILOにおり

ました 1983年には、世界で初めて、障害者に関

する条約をつくりました。今でも世界の条約は、

ただこれ一つです。その障害者の雇用リハビリ

テーションの条約をつくりまして、 10年後に 1993

年に、日本もその条約の批准をいたしました。条

約は非常に大事な文書でございますけれども、そ

れだけではだめで、それをどのように運用するか、

そのいわゆる実施要領というようなものを私たち

は行動規範と申しておりますが、 ILOの本部で

パーパラさんが責任者として、っくり上げられま

した。そのことについても、きょうはお伺いでき

るのではないかと思います。あまり長い御紹介を

しても大事な時間がなくなりますので、終わりた

いと思いますけれども、私はさっき、パーパラさ

んに何の趣味を持っているかとお聞きしたところ、

ヨガができると、それから泳ぐことができると、歩

くことカ苛子きだと、アジアの旅行をしたいと。そ

ういうような趣味を持っていらっしゃるらしいで

す。

Now Barbara. Now your turn... and good 

luck. 



障害のある人の雇用ポリシーと雇用プログラムの動向

障害者に対する

雇用政策ならびに雇用プログラム

最近の進展

iiiiffi， 
ミ~J

皆さん、きょうは本当にこの大阪に来て、皆さ

んに今朝お話ができますこと、嬉しく思っており

ます。丹羽さんからも今、御紹介がありましたけ

れども本当に 4年半、私は ILOのバンコクの事務

所で仕事をしておりまして、その後ジ、ユネーブに

赴任となったんですが、今アジアが懐かしくてた

まらないとホームシ yクになっている状?主です。

障害者に対する

雇用政策ならびに雇用プログラム

• I世界の変化

- 履用機会の変化

. I{Ii!J易の障害者について これまで何を学んできたカ。

今後どの方向に進んでいくのカ 1

前O¥i
、丘三F

きょうの私のテーマなのですが、障害のある人に

対する雇用政策並びにプログラムということで、

お話をさせていただきます。特にきょうは、 4つ

の トピyクに絞ってお話をしていきたいと思って

おります。そこでまず、その中で考えていきたい

ことなのですが、今私たちが住んでいる、生活を

している社会というのは、非常に急速な変化を遂

げております。その中で、特にそのような社会を

Barbara Murray 

1LO本部職業リハビリテーション専門官

特{故つける 3つのトレンドについて、お話をして

いきたいと考えています。そしてそういった変わ

りつつある、変わりゆく社会の中で、特に障害者

の雇用機会がどうなっているかというお話、そし

て特にこのお年、 30年の聞に、障害者の雇用機

会がどう変わってきたのかというお話をしていき

たいと思います。そして第 3番目 のトピックとし

ては、ここ数年、長年にわたって、かなりの数の

障害者がオープンマーケッ トということで、オー

プン雇用の市場で仕事をしてまいりました。その

経験から、私たちは一体、何を学んだのかという

ことをお話したいと思います。そして、それに基

づいて最後の結論のところで、皆さんに疑問を投

げかけたい。では、そういったこれまでの経験を

踏まえて、これからの障害者雇用は一体どういう

方向に進んでいくのか。これは非常に難しい問題

だと思うのですが、それを投げかけるという形で

終わりたいと思います。

世界の変化ー全般的傾向

ゲローパル{ヒ

情報技術革命

. 自動化

・ 経済発展

{鑓}

まず、世界の変化ということ、社会の変化、ードト

界の変化ということでお話をしたいと思います。

まず、我々が世界の変化ということで見る、 一番

大きな傾向というのはグローパル化の傾向、 IT革

命という傾向、それから自動化の傾向、そして経
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済発展ということなのですが、こういった 4つの

分野において、著しい傾向が見られるわけであり

ますけれども、ではそれが一体、障害者雇用にど

ういう意味を持つのであろうかということを考え

世界の変化一全般的傾向

- グローバル化

ー稜争の拡大

ー不確実性の増大

.情報技術革命

ー新たな機会

一新たな課題

母事

てみたいと思います。まず、グローパル化という

ことなのですが、一体グローパル化とは何を意味

するのでしょうか。まず市場が、世界に向けて開

放されるようになってきた。そうするとそれに伴っ

てグローパル化の中で、競争の拡大が起きてまい

ります。市場が開放されたということ、そしてそ

れに伴って競争が拡大したということは、国家経

済にとって、また国家にとって大きな機会を与え

るものでありますが、同時にそれぞれの国に対し

て、大きな挑戦課題を投げかけてまいります。そ

してそういった社会の中では効率化、生産性が要

求されることが非常に多くなっている。このこと

は、障害者の雇用を考える上で、非常に重要な問

題であります。すなわち、障害者は効率的に就労

できるか、働けるか。障害者の生産性が高いかと

いうことが問われるわけで、あります。特に使用者

の側は、雇用主の方は、障害者がその職に応募し

てきます。そうすると、この人は障害があるから、

効率はどうなんだ、生産性はどうなんだというこ

とを必ず問うわけですね。また、グローパル化に

伴って、企業の不確実性というものも拡大してお

ります。したがって、このグローパル化の波の中

で、企業は企業の将来すら見えなくなっている。

その状況の中で、これまでに障害者を雇用して、

非常にポジテイブなよい経験をしているところは

別ですが、その経験がないところは、使用者の側

が障害者を雇用することをためらうという傾向が

出てまいります。したがって、このグローパル化

の中で、障害者雇用の機会というものが、かつて

に比べて、広く見られなくなる可能性もあるとい

う、そういった可能性が秘められております。

さて皆さん、私たちはその IT革命ということは、

もうよく周知していると思うのですが、 IT革命に

よって、私たちの生活の仕方がずいぶん変わって

しまいました。しかし同時に IT革命によって、障

害者の雇用の機会というものが、開けてきている

ことも事実であります。したがって IT革命によっ

て、これまではできなかったことをコンピュータ

を使うことで、例えば移動に障害のある人、視覚

障害のある人、聴覚障害のある人、そして知的障

害のある人、そういった人がこれまでできなかっ

た仕事ができるようになっています。 IT革命とい

うのは、本当にそういった意味で、障害者雇用の

機会を聞いた大きな草命であると言えます。こう

いったIT草命によって、テレワークすなわち遠隔

で仕事ができる。その職場に行かなくとも、例え

ば自宅でも就労できるようになりました。また、

音声合成装置を使って、会話をすることもできま

す。そういった形で、就労の機会を革命的に聞い

ているのがIT革命です。

しかしながら、よいことばかりではない。 IT革

命によって、同時に挑戦課題が生まれていること

も事実です。そのひとつが情報革命の速度なので

す。例えば、そのコンピュータで使われています

基本的な言語というものが、 MS-DOSからグラ

フイツクインターフェイスへと切りかわってきま

した。この速度が非常に早かったということで、

特に視覚障害の方が、その情報にアクセスをする

というところに、大きな課題を投げかけました。

今の情報はグラフイツクインターフェイスが中心

になって、情報の交換がなされています。また、

ITを使いこなすためには、かなり高いレベルの教

育を必要とします。しかしながら、障害者と障害

のない人で、教育の機会へのアクセスが異なって

いることを考えれば、そこにもひとつの課題が潜

んでいることになります。

それから、 ITというのは非常にコストがかかる

と。それからまた、 ITをうまく使っていくために

は、社会のインフラが必要になってまいります。

例えば電話網がどうであるか、電力が十分にどこ

にでも届くようになっているかと。そうなると、特

に途上国の場合には、その社会インフラというと

ころで問題が存在することになります。したがっ



て、障害者に対して就労のトレーニングをしてい

る人たちにとっては、こういった新しい世界の流

れの中で生まれてきた、機械が提供する利点とい

うものは、もちろん十分に使っていかなければな

らないと同時に喜んでばかりはいられない。同時

に、その訓練をしている人たちは、ここで今申し

上げたような挑戦課題に直面するわけです。その

課題を乗り越えるためには、それぞれのひとりひ

とりが想像力を駆使して、しかも努力をして、そ

の障害を乗り越えていかなければならない。その

課題を克服しなければいけないということになり

ます。

世界の変化一全般的傾向

- 自動化

ー職の喪央

一支援険器の改良

.経済発展

-1iId)スキ"集約度の増大

ー若年層の失業

ー世界下11/.'7

題事

それから、もうひとつ次のトレンドとして、自

動化、オートメーションということを申し上げま

したが、これも障害者の就労機会という面で、大

きな影響を与えております。かつては、障害のあ

る人はスキルのレベルの高くない、ルーチンの反

復作業をやっているということがその就労の中心

でありましたが、そういった職が機械に奪われて

しまってなくなってきている。そういったルーチ

ンのスキルレベルをあまり要求されないような仕

事は、今は機械がやるか、もしくは、お客さんの

側がもう自分で、やってしまっているということが

起きております。例えば、ガソリンスタンドの庖

員さん、それからお庖の庖員さん、銀行の窓口に

座っている人、それから事務職、電話交換手、こ

ういった仕事が今、どんどんどんどんとなくなっ

てきています。したがって今、障害者の就労支援

をしてらっしゃる方は、周りを見漉して、そう

いった職場がなくなってきた、では、ほかに何か

新しい職はないだろうかと、それを見つけなけれ

ばならないということ、それがひとつの課題となっ

ております。これまで、ここだ、ったら就労の支援

ができたというところが今、職がなくなっている

ということで、もっと創造的にほかに職場がない

か、それを探さなければなりません。

しかしながら、障害のある人で就労を求めてい

る人にとって、自動化というのは決してマイナス

の側面だけではありません。こういった自動化が

進むことによって、様々な支援機器が登場してま

いりましたし、また、その職場の改造、適応も非

常にやりやすくなってきた。そのことによって、障

害のある人が自立した生活、そして就労が可能に

なっている、そういった側面も自動化は持ってお

ります。

私、 4番目のトレンドを経済発展と名つけまし

たが、今私たちが生活をしているこの時代という

のは、それぞれの職において、よりスキルの向上

が求められる時代であります。ということは、ス

キルのない人はその職場から排除される、その可

能性を秘めた社会に私たちは住んでいるというこ

となのです。したがって、どの国においても、一

番今優先度の高い課題というのは、人々のスキル

をいかに向上させるかということであります。雇

用主が求めているスキルを持っている人、この人

たちは職探しをしても、容易に職が見つかります。

したがって、障害者に対して就労のためのトレー

ニングをする場合、そこでトレーニングされるそ

のスキルの内容が、労働市場の機会と直結してい

なければならない。それは、そのローカルなその

地域のことかもしれない。もう少し幅が広い域、

例えば近畿圏だとか、関西圏だとかそういったと

ころかもしれない。もしくは、国レベルかもしれ

ない。それぞれの枠の中で、その労働市場が求め

ている、そのスキルが身につくようなトレーニン

グをしていかなければならないということです。

そこで障害者のための就労のトレーニングセン

タ一、では、そこはどういう仕事を、これからし

ていかなきゃいけないのか。そしてまた、例えば

職業リハビリセンターのようなトレーニングセン

ターでは、労働市場が求めている、使用者が求め

ているスキルに対して、意識を持つ必要がありま

す。トレーニングセンターの中には、使用者との

関係をこれまで以上に密接にして、一体使用者が、

雇用主がどういったスキルを求めているかのアド

バイスをもらって、そこに車交った、ターゲットを

当てたトレーニングをしているところもあります。
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また場所によっては、そのトレーニングを行う場

所を、トレーニングセンターではなくて、企業の

中に設けている、企業でトレーニングをするとい

う形をとっているセンターもあります。企業でト

レーニングをすることによって、その障害者が雇

用された後、使うであろう、そしてこれから学ん

でいかなければならないであろう、様々な機械や

手順というものがギャップのない形でトレーニン

グできると、同じ機械、同じ手順を使ってトレー

ニングを受けられるという利点を持っています。

もうひとつ経済発展に伴うトレンドとして、若年

者の失業率という問題があります。これが今、多

くの国で、この若年者の失業というのが大きな問

題となっています。様々な国で、世界中で現在、

若年労働者の 6，000万人が失業しているという報

告があります。しかも、今後この先の 10年間に、

労働市場に入ってくる、参入してくる若年者は 12

億人いると言われております。そのことが今、就

労を求めている障害者にとってどういう意味があ

るのか。このことは今、障害者が職業就労を求め

ていると、その就労を求めている障害者が、今数

字を挙げた若年労働者と競争しなきゃいけない。

労働市場をめぐって競争しなきゃいけないと。し

かもこの若年労働者というのは、非常に高い教育

レベルを受けている、高い教育レベルではあるけ

れども、とにかく失業するのは困るから、最初に

つく仕事はどんな仕事でもやりましようと言って

くる、若年労働者と競争しなければならないこと

になります。したがって、こういった政治的な懸

念も高まっています。したがって、障害者団体並

びに障害者支援団体は、政治家に対してロビー活

動をして、年齢のいかんによらず障害のある人の

就労の権利が守れるようにという活動を今、やっ

ております。

さて、 9月11日のあの同時多発テロ事件以降、

アメリカの経済指標が下降してまいりました。そ

して、それと同時に世界中の経済指標を見ても、

世界同時不況がやってくるといったような懸念が

出てきております。もう既に、例えば航空業界、

ホテル業界、観光業界、そしてレストラン業界に

おいては、かなりの失業が出ております。こう

いった経済が下降に向かうという中で、障害者の

雇用はこれから先、ますます難しくなるであろう

とも言われております。

そこで、障害者の権利に関して活動している人

たちは、政治家を含めた様々なところに圧力をか

けて、障害者がちゃんとした仕事に就けるような、

その権利を守るための活動をしていかなければな

りません。今申し上げましたのが、一般的な今の

世界のトレンドです。

世界の変化-障害

-法的枠組みならびに政策上の枠組み

・排除することのコスト:意識の向上

・障害ならびに直面する問題の理解におけ
る変化

母語

では、もう少し一般的なところから的を絞って、

障害者並びに障害者の雇用、就労というところで

どういった変化が起きているか、それを少し見た

いと思います。まず初めに申し上げたいのが、法

的並びに政策の枠組ということ。そして、もうひ

とつは労働力から、労働市場から、労働力として

障害者を排除することによって、どれだけコスト

がかかるかということについての意識が高まって

きたということ。そして最後に、障害者に対する

理解、それから障害者の持つ問題に対する理解が、

どのように変化をしてきたかということも触れた

いと思います。

各国の法的枠組みを政策上の枠組み

-障害者の社会参加の権利を最大限に推進
する政策

-雇用促進のための国の法律

ー定率雇用

司雇用に関する衡平法/差別禁止法

~の維持

建議

まず初めに、それぞれの国での法的並びに政策

の枠組について、少し触れたいと思います。この

数 10年の聞に、世界の多くの国で、障害者に関

する法的並びに政策の枠組に、大きな変化が生ま

れております。皆さんも御存じのように、多くの

国においては、政府が障害者をできるだけ完全な



社会参加ができるように、その権利を推進するた

めの政策を採用してきました。これに、私たちは

もう慣れ親しんでしまっていて、 20年前は福祉政

策が中心であったということを忘れがちでありま

す。かつては福祉政策といっていたもの、それが

障害者の権利が中心になってきたと。このことひ

とつをとっても、大きな変化が生まれているとい

うことです。このように、障害者の完全な社会参

加を促す、障害者の社会参加の権利を推進する政

策を組むということは、そこに障害者の就労を支

援する法律も含まれてまいります。

そこで、そういった政策の中で、国によっては

使用者が、ある従業員数の一定の割合を障害のあ

る、障害があると認定された人に対して、取り入

れていくようにという、その定率雇用制を導入し

ている国もあります。そして、こういった定率制

をとっている国においては、もし企業が、その

パーセンテージを満たさなかった場合には、何ら

かの額のその罰金を払いなさいと、それをひとつ

プールしておいて、例えば障害者のための障害者

が就労機関にアクセスできるようなそのプログラ

ムにそのお金を使ったり、もしくは職業リハビリ

の目的で、そのお金を使うということを行ってお

ります。日本もそういった法律をとっております

ので、皆さんはこの規定についてはよく御存じか

と思います。そして、こういった定率制をとって

いる国というのは、ヨーロッパの多くの園、例え

ばフランス、ドイツ、イタリア、それからアジア

でも例えば中国、タイ、モンゴル、インド、日本

などはこういった制度を導入しております。

また、世界の国の中には差別禁止法、もしくは雇

用公平法を導入している国もあります。すなわち、

障害を理由にして、採用、昇進、解雇、その他の

雇用の側面で差別があってはならないとする法律

を出しております。このような法制度をとってい

る、こういった制度を採用している国は、オース

トラリア、カナダ、ニュージーランド、それから

スカンジナピア諸国、南アフリカ、米国、英国等

であります。そこで、英国なのですが、英国はか

つては定率制をとっていました。しかしながら、

その制度を廃止しまして、今は差別禁止法に変

わっております。アイルランドの場合も、特に公

共部門で定率制をとるという制度をとっていたん

ですが、現在は差別禁止法に変えるべく準備を進

めております。

こういった法律の生まれた背景には、障害者に

対する職を拡大しようと、雇用機会を拡大しよう、

雇用を創出しようということで、こういった法律

が生まれてきました。しかしながら、本当にその

方法が、こういった方法が、障害者の雇用創出に

ベストな方法なのかどうか、それはまだ確信が誰

にもありません。これに関しては、様々な議論の

分かれ、そして批判もあります。例えば定率制を

批判する声があります。定率制を批判している人

は、この定率制をとることで、障害者に対するそ

のイメージが悪くなると、すなわち障害者は社会

にとっての負担である、そして雇用主、使用者に

対して強制的に障害者を雇用させようとする、そ

のことが障害者のイメージの悪化につながるとい

う批判があります。

それからまた、この定率制はうまくいっていな

いという批判もあります。使用者の多くは、障害

者を雇用するかわりに、金で払えばいいじゃない

かということで、罰金を払っている、国庫にお金

を出していると。したがって、決して障害者の雇

用機会の拡大には、つながっていないという批判

があります。したがって、国がその職業リハのた

めのお金を十分に持っていたとする。これは使用

者から集めたお金ですが、それがたくさんたまっ

ているところは、実はこの定率制がうまく機能し

ていなしヨ。すなわち、定率制によって職を創出で

きなかった、雇用創出できなかったということを

表しているという批判があります。また、あるエ

キスパートに言わせれば、更にそれを突っ込んで、

こういった制度を導入するということは、使用者

に対して、雇用主に対してまた新たな税金を課し

ているようなものだと批判している人もいます。

またある人たちは障害者が、障害のない人と同じ

ように、同じ市民権を持つのであれば、この定率

制という雇用だけではなくて、障害者の権利を

謡った別の法律的な枠組が必要であるという意見

を述べている人もいます。

ところが、また別の専門家は言います。では、

差別禁止法がいいのか。就労のための公平法をと

ることが本当にいいのか、そっちの方が定率制よ

りもよくなっているかという議論を展開します。
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例えばアメリカには、アメリカ人障害者法という

法律があります。これでは、どうなのだという議

論を展開するんですね。例えばこの法律が施行さ

れて、運用されて最初の 10年、雇用機会は本当

に拡大したのか。 1%じゃないかと言う人もいる

のです。

それからまた、この法律によって、使用者は余

計に障害者の雇用にその意欲を示さなくなったの

ではないか。逆に様々な権利がi匝われているため

に、使用者を相手取った訴訟が起きている。それ

によって、多くの問題が発生しているから、使用

者は余計障害者を雇用しなくなるのではないかと

いう意見もあります。

したがって、政策責任者にとって、では一体何

が正しい答えなのか、その答えがはっきりとは見

えてこないのです。もっとも効果的な法的枠組は

一体何なのか。その答えを出すためには、これま

で以上に調査、研究を進める必要があります。

しかしながら、もう既にひとつ、はっきりとし

ていることがあります。法律というのは、障害者

の雇用機会を拡大する上でのひとつのツールに過

ぎない。ほかにもたくさんのツールが必要だとい

うことです。したがって、効果的な実施の方策と

いうものがなければ、たとえ法律があっても、そ

れはあまり役には立たないということなのです。

そこで、開放された労働市場における、障害者雇

用を拡大するために、様々な国で、様々な対策が

とられております。その例を少し御紹介しましょ

う。例えば、国によって障害者を雇用した使用者

に対して、様々なインセンテイブを提供しようと

しているところがあります。例えば、その賃金の

一部を助成しましょう。もしくは、税金を免除し

ましょう。社会保険の支払を少しだけ緩和しま

しょう。もしれま、職場を改造するに当たっては

助成金を提供しましょう。その他のサポートサー

ビスを提供しましようとしている国もあります。

今、最後にサポートサービスという言葉を申し上

げましたが、サポートサービスの中には、例えば

専門的なt支術アドバイスをする、もしくは、その

職の分析をする、それからジョブコーチを提供す

る、もしくは何か問題が発生したときにその問題

を解決するためのリーソースパーソン、資源とな

る人を提供する、そういった支援サービスも今、

用意されております。

先ほどのは、使用者に対するサービスでしたが、

また障害者に対するサービスも提供されています。

例えば、日常生活のタスクを行うに当たって、付

き添いのサービスをつけるとか、コミュニケーショ

ンのサービス、オン・ザ・ジョブでその就労の支

援をするサポート、それからまた福祉機器、介護

機器の導入、そしてまた、先ほどと同じように、

何か問題があったらその問題解決のためのリー

ソースパーソンを提供するといったサービスが提

供されています。

こういった支援策に、ではそれぞれの国が、一

体どれぐらいお金を支出しているのだろうかとい

うことで、今回の講演を準備するに当たって、

ちょっと OECDの数字を当たってみました。そこ

で、ここで私が指標としてヲ|いたのは、政府の一

般的な雇用拡大策の中で、積極的に障害者を支援

するための雇用策に、どれだけお金を費やしてい

るか、そのパーセンテージ、全体の雇用拡大策の

中で、障害者向けのものが何%占めているかとい

うことを指標として拾っております。例えば96年

の数字で見てみますと、ノルウェーは、 96年ノル

ウェーでは、全体の雇用拡大策の中で、障害者の

雇用拡大策の占める割合は 52%でした。オラン

ダは 39%、スウェーデン 31%、アメリカ 21%、

日本は 1%0 (会場:わらい)。

これは、非常に関心のある数字だと思います。こ

れは5年前ですので、変化があると期待しますが、

興味ある数字です。政府のやる気を示します。

それからもうひとつ 3番目の法律なのですが、

この法律は、もう既に雇用されている人が、その

雇用期間中に障害を持つようになった、そのこと

に対して、その人がその職を保持できるか、維持

できるかどうかということなんです。この場合に

は、もう既に雇用された人が、場合によっては労

災で、もしくは、その職業に関連した疾病によっ

て障害を持つようになった。もしくはその他の理

由で、雇用されてから障害を持った人たちに対す

る法律です。

こういった、就労後に障害を負った人は、障害

を負ってから 6ヶ月後に、明らかにもうその職を

維持することが不可能であるということが、はっ

きりしない限りは、その職を維持する権利がある



ということなのです。したがって今ついていた、そ

の障害を負う前についていた同じ仕事が維持でき

るか、もしくはそれができない場合でも、同じ職

場の中で別の仕事につけると、そういった権利が

あるということなのです。先ほど申し上げた、障

害者を採用するための条件と同じ条件が、雇用さ

れた後に、採用後に障害を負った人の職の保持に

も適応されます。そしてまた同時に、その元の職

に復帰するための方法と方策というのも、ここで

は謡われておりまして、例えば障害を負ってしば

らくの問、会社を欠勤したと。その後、徐々に元

の仕事に戻れるように、段階的に復職をするとい

うことも進められております。

こういった、それぞれの圏内でのトレンドとい

うものに歩調を合わせるように、国際的な局面で

も、様々なイニシアテイプが打たれております。

障害者の機会均等、障害者の完全社会参加を目指

して、 80年代以降、国際的な様々なイニシアテイ

ブがとられてまいりました。

国際的イニシアチブ

障害者に問寸勺世界tii"動プログラム.1982 
・ 国連日障害古，1叩年 1983-92 

・園嘩惇辛甥WI.1993 
• ILO"，~章畜音l職業け，どリ手ーショ L ならびに雇用に関する条約
159号 (19旬、ならひに勧告168号 (1983) 勧告99号(1955) 

・障害者リ eり手ーシ， :に閉する政策の椛ーのた止々欧州王議.
1992 

・7:"-"7大平消帰害者の10年.1993-2002 

7土玉開発4こ閉するコベユハーケL宣言.1995 
・?ヲリカ障害者の10革、 2000-2009

題事

ここにそのうちのいくつかをリストアップさせ

ていただきましたが、もう皆さん、こういったも

のについてはよく御存じでしょう。こういったイ

ニシアテイブの多くは、説得するイニシアテイブ

であると。ただし、上から 4番目のところ、これ

はちょっと違っていますね。この 4番目のもの、

これは ILOの 159号条約、これは障害者の職業

リハビリと雇用に関する条約で、これは国際条約

と同じで、批准した国に対しては拘束力がありま

す。 1983年にこの条約が発効した後、 73ヶ国が

既に批准をしております。しかも、 ILOの私たち

にとって非常に心強いのは、過去 3年の聞に批准

した国が 14ヶ国あるということです。ということ

は、この条約は 1983年の条約なのです。それが、

この 3年間の聞に、批准した国が 14ヶ国あると

いうことは、今もこの条約に関心を示している国

があるということ。しかもこの条約は 1983年の

条約ではあるけれども、今も意味のある、今の時

代に関連した条約であるということです。

そして、アジア太平洋障害者の 10年が 1993年

から 2002年ということで設定されました。これ

が契機となって、アフリカ諸国もそれに倣えとい

うことで、アフリカにおける障害者の 10年は

2009年まで続きます。ですから、アジアの一員と

して、皆さんはぜひ誇りを持っていただきたい。

アジアは先例を切って、アジア太平洋地域障害者

の 10年ということで試みを行いました。でもそれ

だけで、はなかった。それがひとつの令旨となって、

途上国が多いアフリカにも影響を与えて、アフリ

カがそれに続いているということは、皆さん、ぜ

ひ誇りに思っていただきたいと思います。

国際的イニシアチブ

.t士会のすべての側面ならびに分野にお
ける障害者の完全参加を促進する

・社会の多様性の形態のーっとして障害
を捉えることを推進する

・「すべての人のための社会j の必要性
を指摘する

さて、こういった国際的なイニシアテイプは、

一体何を掘っているのか。社会のあらゆる側面、

あらゆる分野において、障害者の完全参加を推進

すること。これは非常に著しいことだと思います。

世界中を歩いてみます。世界中、富める国も貧し

い国もどこに行っても、そこの政治家はこの言葉

を口にするんですね。もちろん、その国の障害者

の実情というものは、国によって大きな差はあり

ます。しかしながら、世界の国々が、今共有して

いるビジョンはこれだということなのです。

また、イニシアテイブの中には、障害というも

のを社会の多様性のひとつの形態として、見てい

こうというイニシアテイプもあります。そして、す

べての人を含んだ社会をつくろう、すべての人の

ための社会というものを求めている、そういった

イニシアテイブもあります。そしてまた、障害者

の人権というものを強調する、その動きも出てお

ります。それを反映しているのが、国連の障害者
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の権利条約であります。そして差別のない、人権

においても差別のない社会をつくろうという動き

であります。

EUに加盟している 15ヶ国に対して、拘束力の

あるアムステル条約の第 13条、ちょっと引用し

てみたいと思います。差別禁止というところで障

害者を謡った、拘束力のある法的な文書は、これ

が第 l号なのです。このアムステル条約によって、

EU加盟国はすべて自国の法律の中に、この先数

年以内に、この項目を取り入れるようにというこ

とを義務づけられております。現在は、 EUの加

盟国は 15ヶ国でありますけれども、近い将来、多

くの旧東欧諸国がここに参加をすることになりま

す。そうするとこのアムステル条約の持つ意味と

いうのは、非常に大きくなってまいります。将来

的には、ヨーロッパの 25ヶ国がEUに加盟するで

あろうと。そうするとそれらの国において、障害

者の権利というものを、その国の法律の中に盛り

込まなければならないということなのです。

法律の専門家の意見によれば、このような形で

それぞれの国の法律の中に、この障害者の権利と

いうものが盛り込まれるようになれば、それをも

とにして、ヨーロッパ欧州裁判所において、様々

な訴訟が起きるであろう。例えばその定率制につ

いて。それから、障害者の人権との絡みで、定率

制についてもその裁判の場で、法律の場で問題に

なる、そういった時期が来るであろうと専門家は

言っております。したがって将来、定率制は法律

的にどうなのかということを裁判所が判断するこ

とになります。その判断の行方が、どういった方

向に向くのか、非常に私たちにとっては関心のあ

るところであります。

排除することのコスト

-社会保障、各種給付金の支払い

.国家経済に対する機会費用

母車

このスライドに挙げた、そういったビジョン、こ

ういったピジョンの背景のもとに、障害者雇用の

機会についての変化が起きてきているということ

であります。私はビジョンこそが、変化を促す原

動力であると信じたいと思っております。しかし

ながら、政治家がその政治を動かすに当たって、

その心を動かされるのは、実はビジョンだけでは

ないということを申し上げたい。現在、世界には

3億 8，600万人の就労年齢の障害者がおります。

そして、この就労年齢にある障害者の失業率は、

障害のない就労年齢の人の失業者に比べて、はる

かに高いものがあります。国によってはその失業

率が、 80%だという報告が出ているところもあり

ます。このことは政府にとっては、非常にコスト

高につながっているのです。例えば、社会保障の

整った国においては、こういった障害者年金とい

うものが、非常に大きな比率を占めている。そし

て、その障害者年金の支出が、年々急速に伸びて

いるという現状があります。

もうこれ以上、このままその社会福祉の給付が

続けられないということで、国の方が、障害者の

雇用というものに積極的に取り組み始めたところ

もあります。例えば、その障害者に対する社会福

祉の給付が、文す GDP比どれぐらいになっている

かというのは、ちょっと数字をヲ|いてみますと、

例えばこれは 97年の数字なのですが、ポーランド

では社会福祉給付のお金、これ障害者に対する社

会福祉給付ですね。これが対 GDP比 6.27%、オ

ランダ 4.62%、フィンランド 3.91%、日本

0.57 %。実際オランダの場合には、先ほどその雇

用拡大ということで、特に障害者の雇用拡大に政

府が積極的な策を打った後、この対 GDPに占め

る障害者の社会福祉給付の支払のパーセンテージ

が、 3%下がったという報告があるんです。それ

だけではありません。こんなにたくさんの数の障

害のある人を労働市場から排除することには、そ

れ以外にも多くのコストが発生します。これは、

国家経済に対する機会費用ということであります。

そんなに多くの人に、就労の機会を与えないこと

によって、国全体としての生産性が失われるとい

うことであります。

これを世界銀行が、世界全体で一体どれだけの

数字になるかという計算、試算をしております。

その数字を見ると、驚くほど高いのです。これが

世界の経済における損失として、どれだけの損失



につながっているか。 1年間で米ドルで、 l兆

3，700 億ドルから l兆 9，400億ドルの損失につな

がっていると世銀は試算しております。中には、

それはでも推定じゃないか、試算じゃないかと

おっしゃる方がいらっしゃるかもしれない。しか

し、ひとつここで注目をしておくことがあります。

この世銀が、そういった試算をしたということ事

体が、障害者に対する見方が変わってきたという

ことなのです。すなわち、政府もそれからまた金

融機関も、そういった金融関係の組織も、世銀も、

障害者を生産者として見るようになったというこ

となのです。障害者はサービスを受ける存在であ

るとみなされていた、福祉の対象であるとみなさ

れていた時代から比べると、これは非常に大きな

有意な変化だとになります。

もうひとつ、非常に関心のあるトレンドが見ら

れます。国の中には障害者の購買力、購買者の支

出力というものに目を向け始めた国があるという

ことなのです。例えば、これはインターネットを

ヲlいていただくとこの数字は出てきます。例えば

カナダでは、米国では、英国ではどうかと。障害

者の購買力、支出能力がどれだけあるかというこ

とについての数字が出ております。このようなこ

とは、特に使用者に対して、障害者雇用というこ

とを説得する場合、非常に重要な要素となります。

特に今、経済的に非常に不確実な時代にある、グ

ローパル化の波の中で、そして世界不況の波の中

で、それぞれの使用者、経営者、雇用者と雇用主

というのは、非常に不確実な状況におかれている、

その時に、障害者も潜在的な消費者であるという

このポイントは、非常に使用者にとっては魅力的

なポイントとなるのです。したがって、障害者に

対する見方が変わってきたということなのです。

一方で障害者を生産者とみなし、また一方で障害

者を消費者とみなすと。そういった視点が出てま

いりました。

障害の理解の変化

道徳的定義:

罪、悪いカルマに焦点

医学的定義: 同グ
個qの機能溝書に焦点 | 

噌ごごミユ | 社会的定義:

社会的コンテキストに
焦点

そこで、ちょっともう一度一歩下がって、障害

者をどのように我々は理解してきたか、過去がど

うであったか、そして現在はどうであるかを見て

みたいと思います。まず初めに、道徳的定義とい

うことから入ってみたいと思います。これは、今

はなくなったと言うつもりはありません。まだこ

ういった見方をしているところもまだ、残っている

でしょう。例えば、なぜこの人は障害があるのだ

ろうかと聞いてみると、それは悪いカルマがある

のだとか、また何かの罪の結果、障害を負ったの

だという見方をしている人はまだいます。ところ

が、 20世紀に入った頃から、障害に対する医学的

な定義が出てまいりました。それぞれの組織にお

いても、また公共サービスにおいても、障害を

個々の障害で見ていく、そしてその障害に対して、

どういったサービスをf是供するかというネ見点が出

てまいりました。現在も多くの国では、障害を理

解するに当たって、この医学的定義が主流となっ

ています。

しかしながら、最近、 20年 30年ぐらい前から、

もうひとつの定義として、社会的定義が生まれて

きています。そこの社会的な定義が導入されるこ

とによって、障害を個々の障害として見るのでは

なくて、社会的なコンテキストでf足えるように

なってきています。

障害者が直面する問題

道徳的定義:

医学的定義:

社会的定義:

に〉 ・恥、罪の意識

と~> ・機能障害

仁=、 .社会の障壁

このシフトによって、障害者が直面する問題と

いうのも変わってきます。例えば、道徳的な定義

が主流である社会においては、障害者の直面する

問題は、恥、そして罪の意識の問題です。そして、

医学的な定義が主流である場合には、それぞれの

個々人の機能障害が中心となってまいります。そ

して、社会的な定義が主流になってきますと、そ

の障害者が社会に完全統合されるために、どのよ

うな社会的な障壁があるのか。どういった社会的
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障壁を克服する、改善しなければいけないかとい

うところに焦点が移ってまいります。これが問題

であるならば、ではそれぞれの問題に対してどう

いった解決策が考えられるのか。例えば、道徳的

道徳的定議:

医学的定義:

社会的定書量:

解決策

仁今・取り柄を

明らかlこする

k=二〉・個別のリハビリ
アーンヨン

ヒコ〉・障壁の撤廃

な定義が中心である場合には、例えばお祈りをす

る、お願いをする、取り柄を明らかにする、もし

くは奇蹟よ起きてくださいと祈る。日本の状況は

どうかわかりません。でもヨーロッパでは、かつ

てはその障害のある人たちが、毎年巡礼に出かけ

る場所というのがありました。そこに行ってお祈

りをすれば、私のこの障害は、奇蹟的に治癒され

ると願って、巡礼する場所というのがありました。

医学的な定義が主流である場合には、その問題に

対する解決策としては、それぞれの個人に対して、

個別のリハビリテーションを提供するということ

になります。そして、できるだけその人を(ノー

マル)にするという形で、リハビリテーションを

していくと。これと対照的なのが、社会的な定義

なのです。医学的な定義においては、その人の障

害をリハビリによって取り除いて、できるだけ

ノーマルな状態をつくるということですが、社会

的な定義に基づけば、その障害のある人が社会統

合する上で、障壁となっているその障壁を取り除

くと、社会の側の障壁を取り除くことになります。

この定義の変化によって、その障害がある人、本

人を変えるのではなくて、すべての人のための社

会をつくると、社会を変えるということがその主

流となってきます。

WHOがこの障害の分類として、新しい分類を

導入しました。これは今申し上げた、社会的定義

を取り込んだものであります。過去において WHO

は、その障害を分類するに当たって、形態障害、

形態能力障害、機能障害、それから社会的不利と

いう定義、分類をしておりましたが、それにか

わって新しい定義では、活動の制限、並びに参加

の制限という分類をしております。もちろん本当

に、このアプローチが適切な、そして実際的なア

プローチなのかどうか、実際にそれを適応してみ

て、その結果を見る必要があります。個別のリハ

ビリテーションではなくて、社会的なバリア、障

壁というところに焦点を当てている、それがいい

のか悪いのかという議論も今行われています。

国によっては、政府によっては、この社会的定

義と医学的定義を組み合わせようと、統合しよう

としているところもあります。現在、それに取り

組んでいるのが、一部のスウェーデンの研究者で

あるということも聞いております。すなわち、こ

の社会的定義が行き過ぎると、そして社会的な障

壁を取り除くことが行き過ぎると、個々の個別の

リハビリテーションカfあまりにもないカfしろにさ

れないかということに疑問を抱いております。先

ほどの、例えば障害者の雇用、就労支援に当たっ

て、定率制がいいのか、それとも機会均等法がい

いのかという議論と同じでありまして、実際には

新しいこの定義で、社会的定義を強調する方がい

いのか、医学的定義を強調するのがいいのか、同

じような議論が今行われているのです。

政策の傾向

| 家諸tftzァーす | 
施設ケア: いグ

保護的アプローチ、社会保襲 | 

そと己
地織ケア:

インクルージョン、
インテグレーション

そこでこの話を終えるに当たって、ちょっとも

う一度、これを政策のトレンドという観点から見

てみたいと思います。すなわち道徳的定義、医学

的定義、社会的定義か攻策にどう反映されるかと。

例えば、道徳的定義が主流である場合には、この

障害者のケアをするのは家族であると。その場合

には、家族は障害者を家に閉じ込める、人の目か

ら隠すということを行います。今でも国によって

は、まだこのシステムがとられているところもあ

ります。しかしながら、医学的定義が広く使われ

るようになってきますと、今度は障害者を施設入



所させる、そしてそれによって、社会を保護する

ということが行われる。ヨーロッパの観点からし

ても、まだまだこういった施設はたくさんありま

す。こういった形で、障害者を施設に入所させる。

これは保護的なアプローチであると同時に、施設

に入所させることで、社会が障害者とかかわりを

持つことによって起きる、様々な問題を保護して

しまおうというアプローチであります。

しかしながら、社会的な定義が医学的な定義よ

りも優先されるようになると、ここで、ノーマラ

イゼーションという考え方が導入されるようにな

る。インテグレーション、インクルージョンが進

みます。そして、コミュニティーケアということ

が、強調されるようになります。このことが、そ

の雇用に対する、障害者雇用のアプローチとして、

新しいアプローチを生みだしているということは、

冒頭申し上げました。社会のあらゆる側面で、障

害者が平等な権利を持って、完全参加をするとい

うことであります。

障害者一
均質なグ、ループではない

軽度、中等度または重度 ・生まれた時からの障害

・身体障害 ・小児、思表期からの障害

・感覚障害 ・成人』こなってからの障害

.知的障害

・精神保健障害

噂事

これが、一般的な世界の変化、そしてそれに伴

う政策の変化、特に障害者政策の変化につながっ

ています。そこで今度はもう少し具体的に、それ

ぞれの様々な国で、障害者雇用の面で一体どうい

う変化が起きているかを見てみたいと思います。

ただしその前に、一言だけ申し上げておきたい。

これはもう皆さん、常に頭に置いていらっしゃる

と思うのですが、私たちが障害者、障害のある人

という言葉を使った場合、これは均質なグループ

ではないということなんです。障害者と一言で

言っても、身体障害の人もいます。視覚障害、聴

覚障害の方もいます。知的障害の方もいらっしゃ

います。また精神保健上の障害を負っている人も

います。また、生まれたときから障害を持ってい

る人もいます。子供時代に、もしくは¥0代になっ

てから障害をおった人もいます。またその後更に、

成人して教育を受けているとき、もしくはもう就

労して雇用されて就労しているときに障害を持つ

人もいます。このどこに自分が入るかによって、

その人が就労する、もしくは社会参加をするに当

たって、障害がほとんど影響を及ぼさないケース

もあるし、逆にその人が就労したり、もしくは社

会参加をするためには、多大な支援と援助を必要

とするというケースも生まれてまいります。社会

的なコンテクストが非常に重要であるということ

を私、お話をしました。障害者というのは就労で

きないとみなされている社会もあります。ところ

がその同じ障害者が、貴重な労働力だとされてい

る社会もあるのです。したがって社会的なコンテ

クストによっても、その意味は変わってきます。

このような形で、障害者本人にも様々な広がりが

あるということ、そしてそれぞれが求めるもの、必

要とするものが違っているということがあります

ので、それぞれの状況に応じたソリューションと

いうものを考えていかなければならない。

雇用機会の変化

(上自己)
)7(51;吃〉

題惑

では一体現在、その障害者はどういった雇用機

会を持っているのでありましょうか。例えば作業

所だとか、授産施設といったようなところ、ここ

から始まっています。皆さんは、そういった状況

をよく御存じだと思うのですね。障害のある人が、

障害のない人の働いている場所とは別の場所で作

業している、就労しているというケースは皆さん

御存じだと思います。ここでは英語の方で、シェ

ルタード・エンプロイメントとシェルタード・ワー

クと言葉を 2つ変えました。その保護された雇用

化、保護された仕事化ということで分けておりま

す。シェルタード・エンプロイメントと保護就労

といった場合には、これは契約に基づいて労働を

提供します。したがって、労働法の元で、その障
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害者は権利と義務を負うことになります。ところ

が、作業所や授産施設で行われている労働の大半

は、そのカテゴリーには入っておりません。した

がって、それを英語ではシェルタード・ワークと

いう形で書かせていただきました。もちろんこう

いった作業所、授産施設で就労するという機会も

多くの障害者にとっては、非常に重要なことであ

ります。その授産施設、作業所で就労している人

が、ほかの場所で就労する、そのために必要な基

本的な訓練をそこで受けることができます。これ

が広く行われてきた、そしてまだ多くの固におい

ては、これが主流であるという国もたくさんあり

ます。

しかしながら私が申し上げた、その障害者に対

する政策や、障害の理解に伴って新たな動きが出

てまいりました。国によっては従来型の作業所、

授産施設に対しては、助成金を出さないという国

も出てきています。すなわち、障害者だけを作業

所や、授産施設で就労させる、ほかの労働者から

切り離すというのは、社会的統合という政策のそ

のゴールに合致しないものである。したがって、授

産施設にはお金を出さないという国も出てきてい

ます。したがって、そういったセンターを運営し

てきたところは、運営の仕方を変えていかなけれ

ばなりません。そこで、そのまず場所を移したと

ころもあります。例えば、そういった作業所を

ショッピングセンターの中につくるとか、それか

ら工業団地の中につくるというところも出てきて

おります。そうすることで、ショッピングセンター

や工業団地といったような、他の労働者が働いて

いるところに近いところで作業することによって、

障害を持たない人と障害のある人が、かかわりあ

いを持てるような機会を増やしていこうとしてお

ります。

また、国によっては今授産施設なり作業所で仕

事をしている、就労している障害者のうち、年何

パーセントかの割合でその授産施設を出て、ほか

の職場に就労させなければならないという規定を

設けている国もあります。それでも、もちろん障

害者にとっては特別なそのサービスの提供、サ

ポートの提供は必要だと思います。しかしながら、

個々の障害者がインクルージョン、メインスト

リーミングを実践していくためには、新しいサ

ポートの仕方というものが、生まれてこなければ

ならないと思います。したがって、サービス提供

者にとってみれば、これはひとつの大きな挑戦課

題であります。サービスを提供する側は想像力を

f吏って、新しい発想をして、その就労の機会を創

出していかなければならないということです。

次がオープン雇用ということでありますが、こ

のオープン雇用、オープンな開放された労働市場

での雇用ということ、これは特に、成人してから

障害を負った、もしくはある程度の年齢を超えて

から障害を負った、障害を負う前にある程度の教

育や訓練を受けている、もしくは既に就労経験が

あるという人の場合には、これはひとつの大きな

オプションとなっています。もちろん、障害者の

中に使用者が就労の機会さえ与えれば、全くサ

ポートなしでこの市場で就労できる人、障害者と

いうのもおります。しかしながら、中には障害者

がこのオープン雇用の場で就労するためには、何

らかの支援の枠組を必要とするケースもあります。

その支援の枠組が必要だからこそ、国によっては

定率制度を導入したり、また公平法、もしくは差

別禁止法を導入したりしているのです。

もちろん先ほど、法律とそれからその法律を裏

づけるための、実施のための手段というのが必要

であると申しましたけれども、法律があり、更に

それを実施するための有効な策があれば、オープ

ンな労働市場で、障害者が雇用される機会が拡大

していくというのは事実であります。

それからもうひとつ障害者の雇用の形態で、今

重要性を増しているのが自営という形態でありま

す。特に途上国の場合、その使用者、企業での雇

用というものカ宮、オプションにあまりならないと

ころでは、この自営というのが非常に大きな重要

な就労の機会となります。例えばラテンアメリカ

諸国では、新しく創出されている職の 10のうち 9

は、インフォーマルな職である、すなわち自営業

であると言われています。そういった雇用の形態

は、アフリカにおいては新しい職が 10あれば、そ

のうちの 8がそうであると。したがって、障害者

の雇用の機会として、自営という形態を考えるこ

とも非常に重要であります。特に今の時代、 IT革

命が進んだ今の時代では、新しい形の自営という

ものも可能となってまいりました。障害者がeコ



マースに携わるという機会も増えております。

となると、では今度は障害者にサービスを提供

している側にとっては、そのことがどういう意味

を持ってくるのか。障害者がeコマースに携わる

と、そのためには、その就労のための職業リハを

する職業訓練をする側で、ビジネス開発のトレー

ニングをしていかなければならないということで

もあります。それから実際に、そのビジネスを自

分で始めるために必要な信用、それが障害者が利

用できるようなイニシアテイブを取り入れるとい

うことも必要であります。この信用、すなわちそ

のお金が借りられるかという、お金を借りるとい

うことに対して、保障をするということ、これは

非常に重要なのです。障害者の多くが、お金を

持っていなしE。銀行はお金を持っていなかったら

お金を貸さない。だから能力があるのに、仕事を

始めたい、ビジネスを始めたいと，思っても、ビジ

ネスが始められないというケースが考えられてま

いります。

それからまた、自営という形態をひとつのオプ

ションとして考えた場合、就労支援サービスを提

供している団体は、その本人が原材料を入手した

り、それからできた最終製品をマーケテイングす

るというところで、支援をしていく必要がありま

す。なぜここに、この自営というところに私が時

間を割いているかというと、今随分この世界の不

確実な時代の中で、しかも不況が予想される時代

の中で、就労のあり方というのが変わってくる可

能性があるのです。不況がある、その中で障害者

の雇用の形、また就労の場というのも、従来の場

所とは随分変わってくるであろうということが予

想されます。これまでは、こういった自営の形態

というのは、途上国の障害者の雇用の場であった

かもしれない。しかしながら、自営という就労の

オプションは、日本のような先進国においても、

これから拡大していかなければならないと考えら

れます。

したがって、まずひとつの流れとして、この保

護された雇用環境、作業所なり、授産施設といっ

た保護された雇用環境から、オープンな雇用環境

へ、もしくは自営へと、障害者の就労の場が移行

していく必要カfあるということ。これはビジョン

であります。しかしながら、なかなかそれが常に

100 %実現できるわけではない。障害者の中には、

一生授産施設で過ごしている人もいます。そこで、

この完全に保護されたその雇用の場から、少し

オープンな場へと移すために、援助付雇用、支援

就労というものの道が模索されております。もと

もとは、これは知的障害者を対象にして、開発さ

れた雇用の形態ではありますが、今は知的障害だ

けではない、あらゆる障害者に対して、サポート

支援をしながら就労するというのは、非常に価値

のある就労形態であるという認識がなされるにい

たってまいりました。

では、この援助付雇用、支援就労というのはど

ういうものなのか。形態はいろいろ考えられます。

例えばその現場で、職場でOJTという形で訓練を

受けると同時に就労経験をする。それに加えて、

個々の個人に対して、ジョブコーチなり、ほかの

形態で、職場での必要な支援をしていく。例えば

ひとつの例としては、このジョブコーチが、ジョ

ブコーチという専門職がその職場に入って、その

職場で本人のトレーニングをするということも考

えられます。もしくは、そのジョブコーチではな

くて、リーソースパーソンというその専門家がい

て、その人が定期的に障害者が雇用されている場

所を訪問して、問題が出てきていないか、また問

題があれば、それを迅速に解決できているかどう

かということをチェックしていく。また、その雇

用期間中を通して、継続的にフォローアップや支

援を必要とする障害者もいます。しかしながら、

中にはその就労に当たっての最初の段階だけ、援

助が必要である、支援が必要であるという障害者

もいます。この場合は、その労働者に対する給与

の支払は、使用者が払います。そして、障害のな

い人と比べて、障害のある人の生産性が落ちてい

る場合は、生産性が落ちた分を公的な機関が助成

金、補助金という形で支払うと。

では、そういった状況の中で、この支援付就労、

支援就労というのが、障害者の雇用創出にどうつ

ながってくるかといつことなのです。これについ

て、その研究はどうでしょうか。調査、研究をし

てみますと、誰もが、支援就労というのは非常に

ょいと言うのですね。例えば使用者も、障害者本

人も、またサポート機関も、それからその職場の

同僚たちも、これはいいシステムだと言います。
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でも、そのことによって障害者に、ほかの人と同

じような雇用の機会が本当に与えられるであろう

か。それが、そういった形につながっているのは、

ごくわずかの事例だと言わなければなりません。

この援助付就労、援助付雇用から、オープン雇用

へと移行できた人というのは、使用者が求めてい

るスキルを身につけていた人なんです。したがっ

て、職業リハビリをする、職業訓練をするところ

で正しいスキル、使用者の必要としている、今労

働市場が必要としているスキルをトレーニングで

きているかどうかというのがここでの鍵となりま

す。多くの場合、こういった援助付雇用、支援就

労、支援雇用というのが行われている。でも本当

に使用者が、障害者に関心を持って雇用している

かというとそうではない。障害者を雇えば、その

給料の一部を補助金で、賄ってくれるから、障害者

を雇うというところも数多くあるのではないかと

思います。例えば、使用者の中には、特定の障害

を持つ人に対して、援助付雇用ということで雇用

しましょうと。補助金が出る聞は雇用する。補助

金が出なくなったら、それで、終わりというところ

もあるのです。 l人の障害者に対して、その賃金

の補助が出るのは、ある一定の期間であるとする

とその人について、補助が出ている期間は雇用す

る。でもその期間が切れたら、その人は解雇して、

新しい障害者を雇って、もう一度その補助金の枠

組を、制度を使おうとする。

こういった支援付雇用、支援付就労をやった国

の経験から、これからこういった就労の形態を導

入しようという国は、重要な教訓を学んでおく必

要があります。理想としては作業所、授産施設か

らまずこの援助付雇用に移って、そこから更に

オープン雇用へと移行することが理想であります。

しかしながらそのためには、援助付雇用を促進す

るための対策において、様々な改善がなされなけ

ればならないと考えております。このジグソーパ

ズルには、もうひとつの要素が実はございます。

これが、社会的ビジネス、もしくはソーシャル

ファームと私たちが呼んでいる事業形態なのです。

実は、このソーシャルファームというこの形態な

のですが、イタリアで 1970年代に精神障害者の

雇用を目的として、立ち上げられたというのが第

1歩なのです。例えば、名前はいろいろあります。

ソーシャルファームとH乎んでいたり、ソーシャル

コープラという社会協同組合と呼ばれたり、ソー

シャルエンタープライズ、社会的企業と呼ばれた

り、いろんな名前で呼ばれているんですが、これ

はビジネスで、障害者もしくはその他の就労に不

利な人たちを雇用するために考えられたビジネス

なのです。そこのビジネスで働いている人の 30% 

から 50%を障害者、もしくは雇用に不利な人に

すると。それ以外、残りは障害のない人が雇用さ

れます。これは逆統合、リパースインテグレー

ションのような形をとっています。それぞれの従

業員、労働者に対しては、その市場でその職に対

して適正な賃金が支払われる。それから雇用に当

たっての義務と責任は、すべての労働者で均一で

あります。

ただし、このソーシャルファームについては、ま

だまだ答えの出ていない要素もたくさんあります。

先ほど、この支援就労、援助付雇用についても、

まだまだ研究をしなきゃいけない、調査をしなけ

ればいけないと言ったと同じように、ソーシャル

ファームについても研究、調査を行う必要があり

ます。しかしながら、これまでの経験で見ていき

ますと、このソーシャルファームという考え方は、

非常に障害者を雇用する面でコスト効果がある、

しかもオーフ。ン雇用への移行の促進につながって

いるということであります。

慣行の変化ー雇用

-オープン雇用への統合の拡大

.職の保持に対する強識の増大

.移行期の職場としての作業所

.以下に対する支援:
ー雇用主

ー労働者

ー自営業者

織

もう一度雇用についての、この慣行の変化とい

うものを見てみたいと思います。オープン雇用で

の、統合というものが進んできた。障害を後で

負ったとしても、その仕事を保持できる、そのこ

とに対する強調がなされるようになってきた。そ

れから、作業所、もしくは授産施設での仕事とい

うものシェルタード・ワークというのが、これが

生涯の就労の形態ではなくて、就労のひとつの移



行の形態であると。移行期の就労への形態である

ということが、理解されるようになってきた。そ

して、積極的な雇用拡大のための対策が打たれる

ようになってきた。そこでは使用者に対しても、

労働者に対しても、また自営業者に対しても支援

が行われている。このサポートといった場合には、

財政的なサポート、技術的なサポートが含まれま

す。特に、その技術的なサポートというところで

は、障害管理という考え方が導入されてきていま

す。

後天的に障害を負った労働者一

芽生えつつある傾向

.雇用主に対しては以下のことが奨励される

一従業員の保持

ーリハビリテーシヨンへの関与

一仕事の適応を行う、または新しい仕事を見つける

.労働者に対しては以下のことが奨励される

一復服

ー必要に応じた再訓練

織

もう一度、しかしながら、そこにいく前にトレ

ンドの話をしましょう。後天的に障害を負った人

の就労について。これまでは、雇用された後で障

害を負った人は、その職場を去って、家にこもる

ということが起きておりました。しかしながら、現

在は使用者に対して、その労働者を保持すること

が奨励され、またその障害を負った労働者に対し

て、使用者はリハビリに関わるようにということ

が奨励される。また固によっては、それが法的に

義務づけられている国もあります。それから必要

に応じて、その人の仕事を、その人の障害に合わ

せて変える。もしくは、その人の障害に適した、

別の職を見つけるということが、使用者に対して

奨励されております。でもここで注目を浴びてい

るのは、使用者だけではない。対策の中には、労

働者に目を向けたものもあります。労働者に対し

ても、復職しましようということが奨励されてい

る。障害になった後、もしくは事故に遭った後、

できるだけ早い時点で、復職しましようというこ

とが奨励されております。そういった職業リハは、

受傷後6ヶ月後、 l年後に行うのではなくて、で

きるだけ早期リハビリを行った方が有効であると

いうことも示されて、証明されています。そして

また必要であれば、もう一度再訓練を受けるとい

うことで、その再訓練のための場所をつくること

も奨励されております。

これまでに学んだこと
・障害者は特定の仕事しかできなし、と仮定するのは問
遣うている

・正しいスキルをもら、適性や能力にあうた仕事が与

えられれば、障害者も優秀な従業員となりうる

・失業したり.活動的/J:労働市場の外lこし、る障害者:

十分に活用されていない重要な潜在労働力である

・事業において、障害者を雇用するニとによる雇用主
側の利益

母事

そこでこういった障害者の雇用の可能性、就労

の可能性について、これまで我々はどういった教

訓を学んできたのでしょうか。まず、これまで障

害者に対して社会が持っていた、ほかの人たちが

持っていたその見方、考え方、過程というものに

対して、大きな挑戦が投げかけられているという

こと。障害者は特定の仕事しかできないと考える

のは誤っている、そういう仮定をすること事体が

誤っているということを我々の経験がはっきりと

証明しております。また、その障害を持つ人も、

適切なそのスキルを身につけることができれば、

知識もある、才能もある、やる気もある、そうす

れば、様々な幅広い職につけるのだということが

証明されています。だから、視覚障害者は電話交

換手か、かご編みしかできないと言われていたの

は、これは過去のアイデアであって、絶対にそう

いうことはないのです。そのことカfわかっている

にも関わらず、サービス提供者も含めて、まだこ

の従来前とした考え方にとらわれている。従来の

考え方を打ち破るということは、我々に与えられ

た新たな挑戦課題です。正しいスキルがあれば、

そしてその職というものをその人の能力やその人

の適正に合わせれば、障害者は、場合によっては

障害を持たない人よりも、優れた労働者となり得

るということなのです。このメッセージを伝えて

いるのは、実は使用者なのです。使用者の言葉を

聞いてみると、障害者を雇った場合に、もちろん

その職の中に少し手を加えて、変えなければなら

ないものもある。でもそのことは、そんなにお金

のかかることではないと使用者は言っています。

実際に、そういったプラスの経験をしている使用

者の方もいらっしゃいます。ただし、その声が少
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ない。だからこれを増幅して、多くの人の耳に届

ける必要があります。

これからの方向性

-障害者の参加の拡大

雇用可能なスキルへの焦点、の増大

・雇用主、ならびに労働者の役割の拡大

・ 障害者を雇用するビジネスケースに対する意識の高

まり

・職場における障害管理の重視

韓議

それから、就労支援サービスを提供している側

においては、正しいスキルのトレーニングをする

ということ、それからその人のスキルと職場、職

のマッチングを正しく行うということが求められ

ます。障害者が失業している、もしくは障害者が

労働市場に入っていかないということは、これは

国にとっても使用者にとっても、大きな損失であ

ります。そういった潜在的な労働者をしっかりと

組み入れるために、国は積極的な雇用拡大政策と

いうものを打っていかなければならない。これを

どこまでやっているか。国によって、大きな聞き

があります。 OECD諸国の数字は一部、先ほども

引用させていただきました。障害者の雇用拡大政

策に、力を入れているのは、例えばノルウェーで

あったり、スウェーデンで、あったりします。ただ、

そういった対策にあまり手を打っていないのが、

日本のような固なのです。おそらく、これも将来

は変わってくることでありましょう。また同時に

今、障害者を雇用するというビジネスケースが芽

生えつつあります。これが何は意味するか。その

障害者が、適切な正しいスキル、その職場に合っ

たスキルを身につけていて、そして、その職とい

うものが本人の適正と能力に合わせてあれば、そ

うすれば使用者の言葉を借りれば、その障害者の

就労継続は長く続くということであります。そし

て、その障害者は障害を持たない人に比べて、欠

勤率も少ない。非常に生産的な従業員である。そ

して、非常に関心のあることに、こういった形で

適切な障害者の雇用のシステムをとれば、実はそ

の会社にとって、そこの労働者にとって士気が上

がる、チーム精神が生まれてくるという言葉が、

その使用者から聞こえてまいります。したがって

これから先、こういった障害者雇用の事例という

ものをもっともっと耳にする必要があるであろう。

そこで私は、この前に未来を占うべく水晶玉を置

いて、さあ、将来はどうなるのでしょうというお

話で締めくくりたいと思います。実際に、これか

らの方向性ということは、きょうの午後、そして

あすと皆さんが、討議なさる内容かと思います。

私は、こう思います。これからは、障害を持つ労

働者が労働市場に参加をする、その比率というの

は、今まで以上に拡大していくでありましょう。

それから、就労につながるスキルというところに、

これからますます焦点が当たっていくでありましょ

う。そのローカルな地域で、もしくはもう少し広

い拡大した地域で、もしくは国の中で、その労働

市場が求めるスキル、それを身につけた障害者が

雇用されるということであります。

これまで障害者雇用の主役は、 NGOであり、政

府機関でありました。しかしながら、これから重

要な役割を果たしてくるのは使用者であり、そし

て労働者だと思います。すべての人のための社会

をつくっていこうと思った場合には、社会的パー

トナーシップが不可欠であります。その中にはも

ちろん、障害者の雇用ということも含まれてまい

ります。それから、これも今直前申し上げました

が、障害者を雇用するその事例というものについ

ての意識、ビジネスケースについての意識が高ま

らなければならない。その事例の中で例えば、職

の保持の度合いであるとか、それから忠誠心、ロ

イヤリティーであるとか、生産性であるとか、士

気の向上であるとか、そういったことも、その事

例の中に盛り込まれていかなければならないと思

います。そして、それとの関連の中で、職場にお

ける障害管理というものに対して、これからもっ

と強調されていかなければならないであろうと。

最後に、ではこの障害管理とは一体何なのかとい

うことをお話したいと思います。

ILOの行動規範

職場における障害の管理

-専門家三者間{政府・労働者・使用者)

会議により最終決定、ならびに採択、
2001年10月3-17日

ILO理事会にて承認、 2001年11月16日

母車



障害管理とは何か

・以下に対応する調整を通じて障害者雇用を
促進する職場におけるプロセス

，個人のニーズ

，職場環境

.企業のニーズ

ー法的責任

鱒

この ILOでは、障害管理に関する行動規範、最

近出したところであります。これは実はきょう、

ILOで承認されることになっております。障害管

理とは、一体何なのか。これは職場で障害を持つ

人に対して、サービスを提供するためのプロセス

であると。そのためには、調整の取れた努力が必

要である。そしてその努力がターゲットとするの

は、個々のニーズ、就労環境、それから企業の側

のニーズ、そして使用者の法的責任ということで

あります。定率制度を取っていようが、差別禁止

のアプローチを取っていようが、それぞれの企業

には法的責任というものがあります。このことで

使用者というものが、この障害者雇用という面で

の前面に出てまいります。すなわち、使用者が、

障害者がその職場でもっともよい形で統合される

には、どうしなければならないか、それを考える

責任があるということなのです。そこで先ほど申

し上げました ILOの行動規範では、こういったこ

とが植われています。これは先月、ジュネープで

聞かれました 3者問、すなわち政・労・使の会合

で採択されています。この今3者問、政・労・使

と申し上げましたけれども、この行動規範の実施

に向けて、議論をしてきた世界中で、労働者の代

表 9名、使用者の代表 9名、政府の代表 9名が

入ってこれを議論し、最終化し採択しております。

そして世界中のエキスパートから、専門家からコ

メントを求めました。そしてこの行動規範に対し

ては、世界 34の政府、 18の使用者機関、 8つの

労働者機関、そして障害者に関わる 5つの国際機

関が詳細なコメントを提出しております。この行

動規範はきょう、採択されることになっています。

採択されると、ちょっと時差の関係がありますの

で、されるでしょうという言葉を申し上げたいと

思いますが、これは社会的パートナーシップのア

プローチを採用したものです。

規範は以下における障害の問題を管理する上での

ガイダンスを提供する

動

この中にどういった要素が含まれているかをも

う一度、少しご説明をしたいと思います、簡単に。

ここではまず、採用に当たって、その障害管理の

ガイダンスを提供する。もちろん採用というのは、

一番重要なことではないかと思います。今、その

就労を求める障害者にとって、一番の障害になっ

ているのが、その採用というところの入口なんで

すね。だからここで、その障害管理というガイダ

ンスを提供するということは非常に重要でありま

す。それからまた、ここでは昇進に当たってのガ

イダンスを提供する。これがなぜ植われているか

というと、障害者の場合、たとえその採用という

門をくぐったとして、採用されたとしても、採用

されたときの条件とそのままで、全く昇進がない

というケースがよく見られるからです。したがっ

て、このことも非常に我々にとっては、懸念事項

であるということで、この行動規範の中には昇進

についての内容も盛り込まれております。それか

ら職の保持に関するガイダンス。それから雇用さ

れた後に障害を負った人に対する、復職に関する

ガイダンスも提供されております。この障害管理

という考え方が、新しいその基盤を我々に与えて

くれるでありましょう。これまでは障害管理と

いった場合には、復職と職の保持というところだ

けが中心で、あった。しかしながら、 ILOの視点か

ら言えば、それだけでは十分ではない。採用、そ

して昇進というところも、我々がしっかりと押さ

えていかなければならないと考えています。とい

うのは、そのフォーマルな公式な労働の形態で、

雇用されていない障害者が途上国にはたくさんい

るのです。したがって採用、昇進というところも、

ここはしっかりとf甲さえていかなければいけない

と思います。
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障害管浬ー主要な関係者

織

では、その障害管理に一体誰がかかわりを持つ

のか。ひとつは、まずその企業そのもの。それか

ら、様々な使用者。企業といっても大企業だけで

はない。大企業も中小企業も、零細企業も含めて

企業と呼びたいと。それから民間部門、公的部門、

公共部門を含めて企業、事業体と呼びます。都市

においても、地方においても、先進国においても、

途上国においても、市場経済にある企業でも、移

行経済の企業でも。 1983年に生まれた 159号条

約というのは、政府がその視点の中心にあったの

ですが、今回の行動規範の中心にあるのは、企業、

使用者ということであります。でも、その障害管

理を進めるためには、企業だけでは十分ではあり

ません。その使用者団体も、このことをしっかり

と押さえていかなければならない。そして、その

使用者団体の加盟使用者は、障害者に対する雇用

機会を提供するということを行っていかなければ

なりません。労働者団体も重要であります。

なぜか。なぜここで、こういうことを言ってい

るかというと、特にこれまで、その障害者が職を

保持できなかった理由のひとつとして、本人がそ

の職ができないと、その職の求められていること

ができないということではなくて、自分は同僚か

ら受け入れられていないのではないかという、そ

ういった感じを持ったために、辞めていくという

ケースが多々あったのです。それから、関係当局、

政府も重要であると。ここでは例えばサポート

サービス、支援サービス、それから金銭的なイン

センティブ、そしてまた様々な枠組を提供すると

いう意味で、政府の役割も大であります。それか

ら最後に障害者の団体、そして障害者支援団体と

いうものも重要な役割を果たしています。これが

すべてそろって初めて、ジグソーパズルが完成す

るのです。この行動規範の中では、もちろん個々

の今就労を求めている障害者に対して、コンサル

テーションをするだけではなくて、こういったす

べてのところとコンサルテーションをしなければ

ならないということが書かれております。

将来は、皆さんともっともっとこの障害管理につ

いて、お話ができるようになることを期待してお

ります。特にこのことは不況に入ったと言われる

時代、重要性を増してきています。障害者の就労

の権利というものをこれからも維持するためには、

社会的パートナーすべての関与が絶対必須であり

ます。

皆様、どうも御清聴ありがとうございました。



障害管理とは何か

・以下に対応する調整を通じて障害者雇用を
促進する職場におけるプロセス

ー個人のニーズ

ー職場環境

.企業のニーズ

ー法的責任

鱒

この ILOでは、障害管理に関する行動規範、最

近出したところであります。これは実はきょう、

ILOで承認されることになっております。障害管

理とは、一体何なのか。これは職場で障害を持つ

人に対して、サービスを提供するためのプロセス

であると。そのためには、調整の取れた努力が必

要である。そしてその努力がターゲットとするの

は、個々のニーズ、就労環境、それから企業の側

のニーズ、そして使用者の法的責任ということで

あります。定率制度を取っていようが、差別禁止

のアプローチを取っていようが、それぞれの企業

には法的責任というものがあります。このことで

使用者というものが、この障害者雇用という面で

の前面に出てまいります。すなわち、使用者が、

障害者がその職場でもっともよい形で統合される

には、どうしなければならないか、それを考える

責任があるということなのです。そこで先ほど申

し上げました ILOの行動規範では、こういったこ

とが植われています。これは先月、ジ、ユネーブで

聞かれました 3者問、すなわち政・労・使の会合

で採択されています。この今 3者問、政・労・使

と申し上げましたけれども、この行動規範の実施

に向けて、議論をしてきた世界中で、労働者の代

表 9名、使用者の代表 9名、政府の代表 9名が

入ってこれを議論し、最終化し採択しております。

そして世界中のエキスパートから、専門家からコ

メントを求めました。そしてこの行動規範に対し

ては、世界 34の政府、 18の使用者機関、 8つの

労働者機関、そして障害者に関わる 5つの国際機

関が詳細なコメントを提出しております。この行

動規範はきょう、採択されることになっています。

採択されると、ちょっと時差の関係がありますの

で、されるでしょうという言葉を申し上げたいと

思いますが、これは社会的パートナーシップのア

ブローチを採用したものです。

規範は以下における障害の問題を管理する上での

ガイダンスを提供する

鱒

この中にどういった要素が含まれているかをも

う一度、少しご説明をしたいと思います、簡単に。

ここではまず、採用に当たって、その障害管理の

ガイダンスをf是供する。もちろんf采用というのは、

一番重要なことではないかと思います。今、その

就労を求める障害者にとって、一番の障害になっ

ているのが、その採用というところの入口なんで

すね。だからここで、その障害管理というガイダ

ンスを提供するということは非常に重要でありま

す。それからまた、ここでは昇進に当たってのガ

イダンスを提供する。これがなぜ植われているか

というと、障害者の場合、たとえその採用という

門をくぐったとして、採用されたとしても、採用

されたときの条件とそのままで、全く昇進がない

というケースがよく見られるからです。したがっ

て、このことも非常に我々にとっては、懸念事項

であるということで、この行動規範の中には昇進

についての内容も盛り込まれております。それか

ら職の保持に関するガイダンス。それから雇用さ

れた後に障害を負った人に対する、復職に関する

ガイダンスも提供されております。この障害管理

という考え方が、新しいその基盤を我々に与えて

くれるでありましょう O これまでは障害管理と

いった場合には、復職と職の保持というところだ

けが中心で、あった。しかしながら、 ILOの視点か

ら言えば、それだけでは十分ではない。採用、そ

して昇進というところも、我々がしっかりと押さ

えていかなければならないと考えています。とい

うのは、そのフォーマルな公式な労働の形態で、

雇用されていない障害者が途上国にはたくさんい

るのです。したがって採用、昇進というところも、

ここはしっかりと押さえていかなければいけない

と思います。
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障害管理一主要な関係者

織

では、その障害管理に一体誰がかかわりを持つ

のか。ひとつは、まずその企業そのもの。それか

ら、様々な使用者。企業といっても大企業だけで

はない。大企業も中小企業も、零細企業も含めて

企業と呼びたいと。それから民間部門、公的部門、

公共部門を含めて企業、事業体と呼びます。都市

においても、地方においても、先進国においても、

途上国においても、市場経済にある企業でも、移

行経済の企業でも。 1983年に生まれた 159号条

約というのは、政府がその視点の中心にあったの

ですが、今回の行動規範の中心にあるのは、企業、

使用者ということであります。でも、その障害管

理を進めるためには、企業だけでは十分ではあり

ません。その使用者団体も、このことをしっかり

と押さえていかなければならない。そして、その

使用者団体の加盟使用者は、障害者に対する雇用

機会を提供するということを行っていかなければ

なりません。労働者団体も重要であります。

なぜか。なぜここで、こういうことを言ってい

るかというと、特にこれまで、その障害者が職を

保持できなかった理由のひとつとして、本人がそ

の職ができないと、その職の求められていること

ができないということではなくて、自分は同僚か

ら受け入れられていないのではないかという、そ

ういった感じを持ったために、辞めていくという

ケースが多々あったのです。それから、関係当局、

政府も重要であると。ここでは例えばサポート

サービス、支援サービス、それから金銭的なイン

センテイプ、そしてまた様々な枠組を提供すると

いう意味で、政府の役割も大であります。それか

ら最後に障害者の団体、そして障害者支援団体と

いうものも重要な役割を果たしています。これが

すべてそろって初めて、ジグソーパズルが完成す

るのです。この行動規範の中では、もちろん個々

の今就労を求めている障害者に対して、コンサル

テーションをするだけではなくて、こういったす

べてのところとコンサルテーションをしなければ

ならないということが書かれております。

将来は、皆さんともっともっとこの障害管理につ

いて、お話ができるようになることを期待してお

ります。特にこのことは不況に入ったと言われる

時代、重要性を増してきています。障害者の就労

の権利というものをこれカか、らも維持するためには、

社会的パ-トナ一すベての関与が絶対必

ます。

皆様、どうも御清聴ありがとうございました。



職場において障害をマネジメントするための実践綱領

職場における障害マネジメントに関する専門家による 3者協議

前文

障害者(注 1)は均一の集団ではない。彼らは、身

体障害、感覚障害、知的障害あるいは精神障害を

持っている。彼らは、出生時から障害を持ってい

たか、児童期、 10代あるいはそれ以降の時期、後

期教育期、または、就労中に障害を受けたのであ

る。障害は、労働能力や社会での役割遂行にあま

り影響のないものもあれば、かなりの支援、援助

を要するような大きな影響があるものもある。

世界中で、障害者はあらゆるレベルで労働の世

界に参加し貢献している。しかし、多くの働きた

いと望んでいる障害者が、沢山の障壁のために働

く機会を持てないでいる。

世界には 3億 8千6百万人(注 2)の就業年齢の

障害者がいるが、そのうちの失業状況は一般の就

業年齢者とくらべはるかに高く、いくつかの国で

は失業率は 80パーセントにまで上ると報告され

ている(注 3)。経済成長は雇用機会の増大を導く

ことができるということが認められているが、こ

の綱領は、現在の国家的状況の中で、雇用主が障

害者の技能と潜在能力を活用することができるよ

うにする最良の実践について概説するものである。

障害者は、雇用されることによって、国の経済

に貴重な貢献をするだけでなく、障害給付費用を

減らし、また貧困をも減少させるということが次

第に明らかになってきている。彼らは、職務に

よっては適していることがよくあるため、障害者

雇用は事業経営にとって十分そろばん勘定にあう

ジ、ュネープ 2001年 10月

国際労働機関

ことである。また、障害者となった人が、職務あ

るいは作業関連の訓練を通じて獲得した貴重な専

門技術が維持されるため、彼らを雇用継続するこ

とによって、雇用主は資格のある労働者数を増や

すことで利益を得ることにもなる。

多くの団体とそのネットワークー雇用主団体、

労働者団体、障害当事者団体も含むーは、障害者

の雇用、雇用継続、職業復帰の機会の推進に貢献

している。これらの団体が採用している対策には、

政策提言、助言や支援サービスの提供が含まれる。

この綱領は、雇用主一大、中または小企業、民

間部門または公的部門、途上国または高度の工業

国のいずれを問わずーに職場における障害関連問

題をマネジメントする積極的な戦略を採用させる

ようにするために作成されたものであるO

この綱領は原則として雇用主向けのものである

が、障害者の雇用機会の促進を支援する法制や社

会政策の枠組みを作ること、および、インセンチ

ブの提供については政府はきわめて重要な役割を

演ずる。さらに、この綱領の目的達成には、障害

者の参加とイニシアチブが重要である。

この綱領の内容は、全ての障害者に対する安全

で健全な雇用の促進を意図した国際的協定および

イニシアチブ(付S表lと2にリストされている)

の土台となる原則に基づいている。この綱領は、

法的拘束力を持つ協定ではなく、また困の法律を

破棄したり、それに取って代わろうとするもので

もない。各国の諸状況に照らして読まれ、囲内法
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と慣習に従って適用されることを意図したもので

ある。

注 l この綱領全体を通じて、障害者を表す用語

として r people with disabilitiesJ、rpersons with 
disabilitiesJ、[r disabled personsJ、rdisabled peo-
pleJが互換的に用いられている。これらの用語を

用いたのは、世界の各地で受け入れられている用

語を反映させようと意図したためである。

注2 WHOの推定によれば、世界の人口の 10

パーセントに当たる 6億 1千万人が障害を 持っ

ており、そのうち 3億 8千 6百万人が 15歳から

64歳であるとされる(国連世界人口 統計，1998)。

注3 報告されている失業率は、イギリスの 13

パーセント(これは非障害労働者の 2倍)からド

イツの 18パーセント、多くの途上国における 80

パーセント以上までの幅がある。
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1.一般規定

1.1.目的

この綱領の目的は、職場における障害問題のマ

ネジメントについて、以下のことを意図して実践

的な指針を提供することである:

(a)障害者が、職場において平等な機会を確保で

きること;

(b)採用、職業復帰、雇用継続、および、昇進の

機会を推進することによって、障害者の雇 用見

通しを改善すること;

(c)安全、アクセシプルで健全な職場を推進する

こと;

(d)従業員の障害に関連する雇用主のコスト(あ

る場合には保健ケアと保険支出を含む)を最小化



するようにすること;

(e)障害のある労働者が企業に対してなしうる貢献

を最大にすること。

1.2.原則

1.2.1.この綱領に盛られている原則は、 1983年の

職業リハビリテーションおよび雇用(障害者)に

関する条約 (NO.159)および勧告 (No.168)を含

む、国際的労働基準を基礎とするものである。

1ユ2.証拠に基づいた効果的な職場における障害

マネジメントの実践、および、最良の実践と経験

は、障害のある労働者が企業に対して生産的な貢

献を行い、貴重な労働の専門技術を維持すること

を可能とする。

1.2.3.この綱領は、障害関連問題について適切に

障害マネジメントが行われれば、障害者は自分の

技能と能力に合った職務を通じて職場で大きな貢

献をすることができ、その結果、雇用主は障害者

を雇用することから利益を得る、という信念に基

づいている。さらに、効果的な障害マネジメント

戦略が実施されれば、企業は、障害者になった経

験ある労働者の雇用継続から得るところがあると

いう証拠、また、保健費用、保険支出及び時間の

ロスを著しく節約できるという指摘にも基づいて

いる。

1.2.4.ILO基準に照らせば、職場における障害者

の機会と処遇の実効的な平等を目的とした特別な

積極策は、他の労働者に対する差別とは見なされ

ない。

1.2.5. 障害マネジメントは、政府、雇用主団体、

労働者代表、労働者団体および障害当事者団体の

積極的な協力のもとに実施されれば、最も効果的

である。

1.3.適用

1.3.1.この綱領は以下のそれぞれにとって利益と

なることを意図している:

(i)工業国、発展途上国、移行期の国の、都市部

や農村部にある、種々の規模の民間、公的部門の

雇用主;

(ii)会員への情報、助言その他のサービスの提供、

ならびに、障害者の雇用機会の擁護者としての役

割を持つ雇用主団体;

(iii)職場及び国家レベルでの協議、交渉のプロセ

スにおいて、障害者を含む労働者の利益を代弁す

る役割を持つ労働者団体;

(iv)障害者の機会均等の促進に関する、国家政策

と実施に責任のある公的部門の機関;

(v) 障害者一障害の原因、種類を問わない;

(vi) 障害者の雇用機会推進の役割を持つ障害当

事者団体;

(vii)障害者(原因は問わない)となった場合に、

雇用を維持するための支援環境の存在を認める、

職場にいる他の労働者。

1.3ユこの綱領の規定は、職場における障害問題

の効果的マネジメントの基本的要素と 考えられ

るべきである。これらは、障害のある労働者の雇

用や雇用継続から得る雇用主の利益を最大にする

ことを助けるものである。これらはまた、障害の

ある労働者が貴重な貢献をすることができ、また、

国の法律で定められた法的枠組みの中で、平等な

機会を持て、平等に処遇され、差別の対象になら

ないようにするのに貢献できる。

1.4.定義

調整あるいは便宜

障害者の雇用を促進するための、機械や設備の

調整および改良を含む職務の改善、ないしは、職

務内容、作業体制の変更、および、仕事場へのア

クセスをよくする作業環境や作業時間の改善。

行政当局

法的な力を持つ規則、命令、その他の指示を発

する権限のある大臣、政府の部署、その他公的な

当局。

障害マネジメント

個人のニーズ、労働環境、企業のニーズ及び法

的責任に注意を向けた連携のとれた努力を通じて、

障害者の雇用を促進することを意図した職場にお

ける処理プロセス。
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障害者

適切に認定された身体的、感覚的、知的または

精神的損傷の結果として、適切な雇用の確保、復

帰、維持、昇進の見込みが実質的に低減した個

人。

差別

雇用あるいは職業において機会や処遇の平等を

なくする、または、損なう一定の理由に基づく、

何らかの区別、排除または優先。禁止されている

理由で人びと、または、ーグループのメンバーを

不平等に取り扱う公的当局あるいは民間の個人の

特定の態度は、事実上の差別にあたる。間接的差

別とは、一定の特徴を持つ人びとについて実際に

は不平等な扱いとなるような、一見ニュートラル

な状況、規則、実践を指す。障害者の特定の要件

に対応するための特別な保護、および援助対策を

適用した結果によって生じる区別あるいは優先は、

差別とはみなされない。

雇用主

雇用する者および雇用される者の両者の権利と義

務について、国の法律と慣行に従って書かれた、

あるいは口頭による雇用契約のもとに、労働者を

雇用する個人または組織。政府、公的当局、民間

企業、ならびに、個人も雇用主になり得る。

従業員援助プログラム

雇用主と労働者団体が共同で、あるいは、雇用

主だけ、労働者団体だけのいずれかによって実施

されるプログラムで、労働生産性に影響を与える、

ないしは結局は与えるかもしれないような個人的

難儀を引き起こしそうな問題に関して、労働者に

対して、そして、しばしば家族に対しても援助を

提供するもの。

雇用主団体

主として雇用関連事項に関して、会員の利益を

保護し推進すること、また、サービスを提供する

ために作れられた、個々の雇用主、雇用主の他の

協会、あるいは両者によってその会員が構成され

る団体。

平等な機会

ILO条約 No.159の4条に沿った、全ての人に

とって差別のない雇用、職業訓練、および特定の

職業への平等なアクセスと機会。

損傷

心理学的、身体医学的ないし精神機能システム

を含む、身体的機能の何らかの欠損または異常。

国際労働基準

3者構成(政府、雇用主、労働者)の国際労働

会議で採択される、全ての労働関係事項における

原則と基準。これらの基準は、国際労働条約及び

勧告の形態をとっている。条約は、加盟国の批准

を通して条文の実施についての拘束義務が生じる

ものである。勧告は拘束力のない協定であるが、

政策、法制、および実践の指針として提供される

ものである。

職務改善

個人のニーズに合うように行う、道具、機械、

ワークステーション、労働環境の改善、または再

構成。これには、作業構成、作業スケジ‘ュール、

および、作業の順番の調整、労働課業を基本的要

素にまで細分化することも含む。

職務分析

特定の職務に係わる任務と、必要とされる技能

の詳細リストを作ること。これは、労働者は何を

しなければならないか、どのようにやらなければ

ならないか、どうしてそれをしなければならない

か、また、それを行うにはどんな技能が係わるか

を説明するものである。分析には、用いる道具や

操作する機械も含めることができる。通常、職務

分析は職業紹介過程の第一歩である。

雇用継続

職務上の任務や雇用条件が同じであっても違っ

ても、同じ雇用主のところにとどまること。有給、

または無給の休職後の復帰を含む。

メインストリーミング

雇用、教育、訓練、および、社会の全ての局面



に障害者を含めること。

職業保健サービス (OHS)

本来予防的な機能を持ち、労働に関係して最善

の身体的、精神的健康を推進すべく安全で健全な

環境を設定し維持するための要件について雇用主、

労働者、労働者代表を助言する責任のある保健

サービス。 OHSはまた、労働者の身体的、精神的

健康に照らして、労働を労働者の能力に適合化さ

せることについて助言を行う。

障害者団体

障害者を代表する組織で、彼らの権利を擁護す

る。これらは障害当事者団体の場合も、あるいは

障害者支援団体の場合もある。

職業復帰

怪我あるいは疾病のために休業した後に、労働

を再び始めるのを支援するプロセス。

職業リハビリテーション

障害者が、適切な雇用を確保し、維持し、かっ

昇進し、それによって、社会への統合または再統

合を進めることができるようにするプロセス。訓

練および再訓練も含まれる。

労働協議会/職場委員会

雇用主が協力をする企業内の労働者の委員会

で、雇用主は相互の関心事についてこの委員会と

協議する。

労働者/従業員

賃金または給与を目的として労働し、雇用主に

労務提供をする全ての者。雇用は、口頭または文

書による業務契約よって決められる。

労働者代表

1971年の労働者代表条約 (NO.135)に従って、

国の法律または慣例のもとに認定された人で、次

のいずれかを問わない:(a)労働組合代表、すなわ

ち、労働組合により指名あるいは選ばれた代表;

(b)選出代表、すなわち、国の法律または規則の規

定、あるいは、労働協約の規定に従って事業体の

労働者によって自由に選出された者で、その機能

には、当該国において労働組合の独占的特権と認

められた活動は含まれない。

労働条件

労働者が働く諸状況を決定する要因。これには、

労働時間、作業体制、職務内容、職員厚生、さら

に、労働者の労働安全と衛生を保護する対策が含

まれる。

労働環境

労働課業が遂行される施設と周辺諸状況、およ

び、労働者の健康に影響を与えるような環境要因。

職場

雇用されている者が、自分の労働を行うために

そこに居たり行ったりすることが必要な全ての場

所で、雇用主の直接または間接の管理下にあると

ころ。例としては、事務所、工場、農園、建設現

場、船、個人住宅が含まれる。

ワークステーション

事務所または工場の一部で個人が労働するとこ

ろ。机、または用いられる作業床面、椅子、設備、

その他の細目が含まれる。

作業試行

特定の職務の経験を提供したり、あるいはそれ

への適性をテストするための作業活動。

2.雇用主、労働者代表の一般的責務、および、行

政当局の責任

2.1.雇用主の一般的責務

2.1.1.職場における障害関連の問題をマネジメン

トする場合、雇用主は、全体的雇用方針の不可欠

な部分として、また、特に人的資源開発戦略の一

部として、障害をマネジメントする戦略を採用す

べきである。この戦略は、従業員援助プログラム

がある場合にはそれと関連づけたものにするべき

であろう。

2.1.2.障害マネジメント戦略には、以下のことへ

の対策を含めるべきである:
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(a)就労経験のない人や、失業期間の後に職業復

帰を希望する人をも含む、障害のある求職者を採

用すること;

(b)障害のある従業員のための機会の平等;

(c)障害者となった従業員の雇用継続。

2.1.3.障害マネジメント戦略は、安全で健全な職

場を推進するための職場レベルの方針と関連づけ

るべきである。これには、職業安全および衛生の

ための対策、改善のための調整や便宜についての

リスク分析、就業中に障害者となった人に対する

早期の介入と、治療及びリハビリテーションへの

紹介、新規採用者の統合を確実なものにするモニ

タリング体制も含まれる。

2.1.4.この戦略は、国の政策と法律に沿ったもの

であるべきで、また、 ILOの諸条約および蒋に 159

号条約が支持する、平等な機会とメインストリー

ミングの原則を具体化すべきである。

2.1.5.プログラムは、労働者団体と協力して、個々

の障害のある従業員、および、職業保健サービス

がある場合はそれらと、そして、可能な場合には

障害者団体とも協議しながら作られるべきである。

プログラムを作る際には、行政当局や障害問題に

関する専門知識を持っている専門機関と協議する

ことも、雇用主に有益である。

2.1.6.職場内の障害マネジメント戦略は、現存す

る代表者機構、あるいは、このために新しく設立

された機構を活用して調整すべきである。プログ

ラムの調整を担当する者(ひとりまたは複数の者)

は、障害マネジメントの訓練を受けるか、資格の

ある職員にアクセスできるようにしておくべきで

ある。

2.1.7.雇用主は、障害のある求職者と、彼らの能

力、労働能力、興味に適した職務とのマ ッチン

グをする際には、雇用サービス機関と協力するよ

うにすべきである。

2.1.8.雇用主は、交通や住宅などの現物給付の点

で、自分の職場にいる障害のある労働者が、障害

のない労働者と平等に処遇されるようにすべきで

ある。

2.1.9.雇用主団体は、会員の中にあって、障害者

の雇用機会、および、就業中に障害者 となった

人の雇用継続を促進するための擁護者としての役

割を果たすべきである。それは、例えば、とくに

小さい企業に対しては、実際的な情報や助言サー

ビスを提供すること、職場での障害マネジメント

は事業にとって有利となることを広報すること、

障害マネジメントに関する雇用主問のパートナー

シップを促進すること、ならびに、圏内および国

際的レベルでの協議過程で、障害マネジメント戦

略を擁護することによってもできる。

2.1.10.職場への障害マネジメント戦略の導入を促

進するため、雇用主団体は自らの職場の従業員に

対してそのような戦略を導入し、実施すべきであ

る。

2.2.行政当局の責任

2ユ1.行政当局は、民間・公共部門における障害

者の雇用機会を促進する国家政策の一部 とし

て、雇用主が職場で障害マネジメント戦略を採用

するよう唱導すべきである。

2.2.2.行政当局は、国内の事情と慣行を考慮しつ

つ、経済的、社会的規定の一般的枠組みの中に障

害関連問題を含めるべきである。

2.2.3.行政当局は、障害者に対する差別要素が含

まれないようにするために、公的、私的部門にお

ける雇用、雇用継続、および、職業復帰を律する

全てのルール、規則について定期的に見直すべき

である。

2.2.4.行政当局は、障害者の雇用、維持、あるい

は、一般労働市場や有給の雇用に復帰す る過程

で、適切な支援が提供され、また、不当な障壁が

不注意にも設けられることがないようにするため

に、従業員に対する補償を含む社会保護システム

について定期的な見直しをすべきである。



2.2.5.行政当局は、雇用主が質の高い職業紹介、

技術的助言、リハビリテーシヨン、その他公私の

支援サービスを見つけられるよう援助することに

よって、職場における障害問題のマネジメント、

障害者の採用、雇用継続、あるいは、職業復帰に

雇用主が取り組むようにすべきである。国の状況

や法律によっては、職場安全・衛生委員会、従業

員援助プログラム、労使関係部門、平等委員会も

考えられてよい。

2.2.6.行政当局は、雇用主が必要とする種々の機

関からのサービスが、質の高いものであ って、

調整され、かつタイミングよく提供されるように

すべきである。

2.2.7.行政当局は、調整あるいは便宜の目的に

とって何が妥当かについて、国の法律と慣行に

沿って決める規準を設定すべきである。

2.2.8 行政当局は、障害者の雇用機会と雇用継

続を促進、あるいは、助長するための技術的支援、

賃金補助、その他のインセンチプを利用できるよ

うにし、これらを雇用主に知らせるべきである。

2.2.9.行政当局は、雇用サービス機関その他関係

機関のサービスが適切で効果的なものにするため

に、これらの機関への助言提供や協力に雇用主団

体を関わらせるよう努めるべきである。彼らはま

た、雇用主団体が障害者および雇用についての啓

発キャンペーンに参加したり、それをスポンサー

するよう要請すべきである。

2.2.10.行政当局は、職場における障害マネジメン

トに関する以下のような情報交換をするために、

雇用主団体と労働者団体聞のコンタクト、また、

関連専門機関、サービス提供者、障害当事者団体

とのコンタクトを促すべきである:

(a)職場の改造のための技法や技術の開発;

(b)障害のある労働者の作業配置と作業体験シス

テム;

(c)障害者の採用と昇進のための広告と面接シス

テム上の調整;

(d)障害のある労働者および障害分野における意

識啓発についての情報開示 ni係わる倫 理

問題の実践。

2ユ11.行政当局は、障害者の雇用、雇用継続、職

業復帰の促進のために行われている、 雇用関連

の障害問題に対する全てのインセンチプや技術的

助言サービスをモニターし、 定期的に評価す

べきである。

2ユ12.職場における障害マネジメント戦略の導入

を促進するために、行政当局は、自らの職場の従

業員に対してこうした戦略を導入、実施して、障

害者の採用、障害のある労働者への平等な機会、

雇用継続および職業復帰の方法に関してモデル雇

用主となるべきである。

2.2.13. 行政当局は、障害のある女性のための特

別な対策を組み込んだ、障害者の雇用促進、雇用

継続、職業復帰の機会促進対策を配慮すべきであ

る。

2.3.労働者代表の一般的責務

2.3.1.個々の雇用主レベルでも全国的な協議、交

渉過程でも、労働者の雇用機会の平等政策を促進

するにあたって、労働者団体は、雇用継続および

職業復帰を含め、障害者の雇用および訓練機会を

積極的に擁護すべきである。

2.3.2.労働者団体は、障害のある労働者が構成員

として団体に加わり、リーダーシップの 役割を

も担うよう奨励すべきである。

2.3.3.労働者団体は、経営者に対してとともに、

労働協議会、安全委員会、あるいはその他の職場

委員会で、障害のある労働者の利益を積極的に代

弁すべきである。また、障害者の職場への統合を

助長することを目的とした、職場の管理者や職員

の意識啓発や必要な調整、あるいは改造を含む積

極的活動を促進すべきである。

2.3.4.労働者団体は、意識啓発のための行事や障

害者の平等問題を特集した組合出版物を通じて、

障害について組合員の感受性を高めたり、研修を

43 



44 

行うべきである。

2.3.5.健全で安全な職場を推進するため、労働者

団体は次のことをすべきである:

(a)この綱領に従って、現存の職業安全、衛生基

準の堅守および早期の介入と紹介手続きの導入を

強く唱導する;

(b)雇用主および/または障害当事者団体から労

働者の利益のために提供される、障害に関する情

報や予防プログラムに協力し、また参加する。

2.3.6.職場における障害マネジメント戦略導入を

促進するため、労働者団体は、自らの職場の従業

員にこうした戦略を導入し、実施すべきである;

2.3.7. 労働者団体は、障害者の雇用へのアクセ

スを促進する特定の労働法、条約、技術 的支援

について、雇用主の認識を高めるようにすべきで

ある;

2.3.8. 労働者団体は、雇用主がこの綱領に従っ

て、早期の職業復帰のために雇用主が作った職業

復帰プログラムに協力するよう組合員を奨励すべ

きである。

3.職場における障害問題のマネジメントの枠組み

3.1.職場における障害マネジメント戦略の作成

3.1.1.雇用主は、職場での障害問題のマネジメン

トを経営の成功に役立つ優先事項と考え、また、

職場における人的資源開発戦略の不可欠な部分と

みなすべきである。

3.1.2.障害マネジメント戦略は、この分野の全国

的組織や団体を考慮しながら、国の法律、政策、

慣行に従って作られるべきである。

3.1.3.職場における障害問題のマネジメント戦略

を作るに当たって、雇用主は労働者代表 と協力

し、また障害のある労働者や彼らの代表の意見を

聞くべきである。

3.1.4.職場レベルでの戦略は、障害のあるものを

含む全ての職員の貢献と能力を最大にす ること

を目的とする人材開発戦略を補完ものであり、ま

た、この綱領の原則に従って、職業安全、衛生基

準およびそれに関連した、早期の介入と紹介手続

きの堅守を支援すべきである。

3.1.5.障害マネジメント戦略では、障害者の扶養

責任を持つ労働者への対策も考慮することができ

る。

3.1.6.職場における障害マネジメント戦略には、採

用手続き上通例である、障害のある個人の能力、

職業能力および興味が職務とよくマッチするよう

にするために、必要に応じて雇用サービス機関そ

の他の専門機関と相談するという方策も含めるべ

きである。

3.2.コミュニケーションと意識啓発

3.2.1.職場における障害マネジメント戦略は、労

働者代表とも協力して容易に理解される言葉を用

いて、全ての従業員の注意を促すようにすべきで

ある O

3.2.2.企業戦略や障害のある労働者が最も効率的

に働けるようにするために、必要な、労働環境、

ワークステーションおよび作業スケジ、ユールにお

いて必要とされる改善についての具体的な情報と

一緒に、職場における障害に関する一般的情報が

全ての従業員に提供されるべきである O これは、

管理者や一般職員に対する雇用への一般研修、あ

るいは、障害認識講習会の一部を形成しうる。同

時に、全ての従業員に対して、障害のある同僚と

一緒に仕事をする可能性について彼らが持ついか

なる疑問でも提示する機会が与えられるべきであ

る。

3.2.3.職場でこれらの情報や意識啓発講習を計画

する際には、必要に応じて、障害当事者団体も含

む、専門団体から情報提供を求めるべきである。

3.2.4.上級管理者を含め、雇用主は、障害者の採

用と障害者となった従業員の雇用継続に関して適

切と考える対策を通じて、障害マネジメント戦略



に取り組んでいることを知らせるべきである。

3.2.5.雇用主、雇用主団体、労働者団体、行政当

局、および、障害当事者団体は、障害問題に関す

る戦略とこれらの方針の実施に関する情報につい

て、連携して広報することを考慮すべきである。

3.2.6.雇用主は、好実践を推奨するために、(資

材)供給者や調達源に自らの職場での障害マネジ

メント戦略を知らせるべきである。

3.2.7. 職場の障害マネジメント戦略を推進する

に当たって、雇用主グループと雇用主団 体は、

関連する公的部門の機関、専門機関、その他の会

社とこのテーマについての情報交換および研修の

手配を考慮すべきである。

3.3.効果の評価

3.3.1.雇用主は、定期的に障害マネジメントに関

する職場戦略の効果を評価し、必要な改善をすべ

きである。

3.3.2.職場の労働者代表は、評価にアクセスでき、

それに参加すべきである。

3.3.3. 行政当局がこれらのプログラムに対して何

らかの支援をしている場合は、その効果を評価す

るために雇用主からの情報を求めることもできる。

3.3.4. 障害マネジメントプログラムに関する全て

の情報は、配布される前に、匿名にさ れ、秘密

性が守られるべきである。

4.採用

4.1.採用の準備

4.1.1.雇用主に最大の利益と、障害の有無にかか

わらず応募者に、公平な機会を確保するために、

採用プロセス全体を通じて非差別の原則が尊重さ

れるべきである。雇用主は、例えば、採用過程や

求人広告で機会均等への取組みを表明したり、そ

の方針が企業内で実施されていることを知らせる

ロゴを用いたり、応募者はもっぱら能力で選考さ

れると表明することができる。

4.1.2.雇用主は、採用プロセスができるだけ多く

の資格のある障害者を応募する気にさせるように

すべきである。これは、例えば、障害者の雇用

サービス機関や他の特別の機関と相談したり、求

人を種々の障害者にとって確実にアクセス可能な

形式ー印刷物、ラジオあるいはインターネットー

で広告するようにしたり、種々の様式の応募書類

を提供することで可能となる。

4.1.3.雇用主が採用管理を代理庖に依頼する場合

には、障害のある求職者が応募する気になる広告

手段を開発するために、行政当局は雇用主団体、

障害者関連団体、広告協会に協力することができ

る。

4.1.4.行政当局は、効果的な職業紹介サービスの

活用を通して障害者の採用を促進することで、雇

用主を援助すべきである。行政当局はまた、技術

的助言、賃金補助、その他の適当なインセンチブ

の手配を推進すべきである。

4.1.5.雇用主団体、労働者団体、および、行政当

局は、適当な場合には、都市部、農村部にいる障

害者の雇用を援助するための指針を準備すること

ができる。これらの指針は、国 および各部門の

状況を反映すべきである。

4.1.6.雇用主団体は、サービス機関、雇用サービ

ス機関、障害当事者団体に対して、提供される

サービスが雇用主のニーズに合うよう協力するこ

とで、障害のある労働者の採用を支援することが

できる。

4.1.7.特定の職務への障害のある候補者の採用を

考える場合、その職務遂行のために候補 者が能

力を最大に出せるようにするために、必要な場合

には、雇用主は、職場、ワークス テーション、

および、労働条件についてすすんで調整するよう

にすべきである。適切な調節に関する助言とガイ

ダンスは、雇用サービス機関あるいは障害当事者

団体、障害者支援 団体を含む専門機関から得ら

れる。調節が必要な場合は、障害のある労働者、
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および、障害のない労働者と協議して計画し、労

働者代表、および、障害のある労働者あるいは関

わりのある労働者の同意を得て行うべきである (7

節も参照)。

4ユ面接とテスト

4.2.1.雇用前のテストと選考基準は、求人対象の

職務機能にとって必須と考えられる特定技能、知

識、能力に焦点を置くべきである。テストの選択

では、障害のある応募者にとってアクセス可能な

形式であるようにすべく配慮がされる必要がある。

同様に、選考基準は、障害者を不注意で除外して

しまわないようにするために注意深く吟味すべき

である。

4.2.2.民間部門、公的部門の面接担当者には、障

害者の面接、選考過程についてガイダンスが提供

されるべきである。

4ユ3.雇用主は、障害のある応募者が、他の応募

者と平等に面接に参加し、やりとりができるよう

にする、例えば手話通訳者、あるいは、擁護者の

同席を許すなどの方法を考えるべきである。

4.2.4.面接への案内状を発送する際、雇用主は、

候補者に対して、面接に参加するのに必要な特別

のニーズや便宜を前もって表明するよう奨励する

ことカfできる。

4.2.5. 障害のある求職者の特別なニーズを考慮

するための採用プロセスでの調整、および、こう

した調整の根拠を障害のある候補者、および、従

業員に伝えるべきである。

4.3.従業員に対する職務へのオリエンテーション

4.3.1.雇用主は、新しく採用した障害のある労働

者各々に対して、障害のない労働者の場合と同じ

ように会社または事業、労働環境、および、職務

についてのオリエンテーションを用意すべきであ

る。

4.3.2.雇用主は、職務指示書、作業マニュアル、

従業員規則に関する情報、苦情申立手続き、ある

いは、衛生、安全手続きといった、職務および職

場に必須な情報が障害のある従業員に対して完全

に伝わるようにする形式で確実に知らせるように

すべきである。

4.3.3.障害のある候補者に職を与える場合、雇用

主は提案された労働環境、ワークステーション、

作業スケジ、ュール、あるいは研修に対するあらゆ

る障害関連の調節を示し、このテーマについて候

補者とさらに相談すべきである。必要とされるあ

らゆる特別な職務研修や個人的支援について、こ

の時点でも話合っておくべきである。

4.3.4.労働者代表および同僚は、障害のある従業

員の特定のニーズを考慮するため実施されたり、

あるいは、計画されたあらゆる実質的な調整につ

いて相談を受けるべきである。

4.3.5.言語を話したり、聞いたり、理解するのが

困難な同僚と、もっとよいコミュニケーションを

とるための別のコミニケーション技法を学ぶこと

を望む管理者、上司、あるいは同僚向けの研修

コースを推進する上で、雇用主は、行政当局その

他の関連機関と協力すべきである。

4.3.6.障害者が一旦採用された後は、問題が発生

したらいかなるものも早急に確認し、解 決する

ようにするためフォローアップサービスが重要と

なる。そのため、雇用主と障害のある労働者は、

雇用サービス機関その他の関連機関と継続的にコ

ンタクトをとることでその恩恵に浴することがで

きる。雇用主は、職場への満足のいく統合を促進

する観点で、必要に応じて直接これらの機関と相

談し、また、障害のある労働者にもコンタクトを

維持するよう促すべきである。

4.4.作業体験

4.4.1.雇用主は、今すぐに障害者を雇用しない場

合でも、障害のある求職者が職場の特定 職務で

求められる技能、知識、作業態度を獲得するため

の、作業体験の機会の提供を考慮することができ

る。職場をベースとしたこのような体験は、求職

者の技能を雇用主の要求にさらに沿ったものにす



ることができる。これはまた、雇用主にとっても

障害のある労働者の能力や才能を評価したり、お

そらくは、訓練期聞が終了した後の採用を考慮す

る機会ともなる。

4.4.2.作業体験が提供される場では、雇用主は、

訓練生を援助するため職場の管理者または古参の

職員を選任したり、あるいはその代わりに雇用

サービス機関を通じてジョブコーチのサービスが

提供されることもあろう。

4.5.作業試行と援助付き雇用への配置

4.5.1.行政当局は、雇用主及び障害者双方に対し

て、必要に応じて技術的助言を提供する こと、

また、賃金費用あるいは、職場構内や道具、装置

の改造費用といった関連費用に対する補助に当て

ることができる奨励制度について彼らに知らせる

ことで、作業体験、作業試行、援助付き雇用を促

進すべきである。

4.5.2.直ちに採用したり、作業体験の機会を提供

する代わりに、雇用主は、国の法律と'慣行に従っ

て、障害者に対して作業試行、あるいは、援助付

き雇用の提供を考慮することができる。作業体験

の場合と同様に、これらも雇用主にとって能力や

才能を評価する機会となる。場合によっては、終

了後に採用に結びつくこともある。そうはならな

くても、作業試行や援助付き雇用は、障害のある

求職者に対して、結果的に雇用可能性を高める貴

重な作業体験を提供する。

4.5.3.援助付き雇用の場合、行政当局は、その全

期間にわたって公的な雇用サービス機関あるいは

他の専門機関を通じて、ジョブコーチサービスや

継続的なフォローアップサービスの提供を促すこ

とができる。

4.5.4. 作業試行の終了後、行政当局あるいは他

の専門機関は、試行が成功であったかど うかを

レビューし、必要ならば他の手配をするために、

雇用主をフォローアップすることができる。それ

には、当該障害者の作業試行を会社の内外の別な

職務に移してみること、追加的な訓練をすること、

あるいは、その他の支援をすることが含まれる。

4.6.進展の見直し

4.6.1.雇用主は、採用過程が種々のタイプの障害

者にアクセス可能であるようにするために、継続

的に検討するべきである。

4.6.2.行政当局は、障害者の雇用機会促進対策の

有効性について定期的に見直しをし、必要な場合

には、これらの対策の有効性を改善するための手

だてを講ずるべきである。これらの見直しは、雇

用主代表、労働者代表、および、障害者代表と相

談しながら行うべきである。

5.昇進

5.1.キャリア開発

5.1.1.障害のある労働者も、自分のキャリアを上

げるの必要な技能や経験を獲得する機会を、職場

の他の労働者と同等に与えられるべきである。

5.1ユキャリア開発と昇進の機会に関する情報は、

企業内にいる種々の障害のある労働者 にとって

アクセス可能な様々の形式で入手できるようにし、

また伝達されるべきである。そのような情報が電

子的に提供される場合には、特にアクセシピリ

ティに配慮すべきである。

5.1.3.障害のある労働者は、特に、機能障害ある

いは能力障害から生起する他の障害要因、 ある

いは、労働環境上で認識された障害要因からそう

することに消極的になっているようなときには、

昇進への応募を奨励されるべきである。

5.1.4.労働者の昇進を考える際には、雇用主は、

職務で必須な要件に適する公式な資格に加えて、

もしあれば以前の経験、また、能力、現在の実行

力および才能も考慮すべきである。

5.2.雇用主主催の訓練機会、マニュアル、訓練

コース

5.2.1.障害のある労働者が現任訓練プログラムを

利用する機会を作り、周知させるべきで ある。

必要な場合には、行政当局や障害者当事者団体あ
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るいは支援団体は、代読者、通訳者、および障害

者対応がなされた資料の利用を促すべきである。

5ユ2.雇用主は、全ての従業員のキャリア開発を

意図した対策に、障害者の参加を促し、最大限に

までするために、タイムスケジ‘ュール、会場、プ

ログラムの調整を考慮すべきである。

5.2.3.訓練機会を作る際には、雇用主あるいは雇

用主グループは、それらが障害者にとってアクセ

ス可能であるようにすべきである。

5.2.4.職場訓練用ハンドフ守ツクおよび資料は、印

刷物に代わる別の形式や、必要が生じたら原文の

代わりに、視覚的なイラストの使用を含め、コ

ミュニケーション障害や知的障害 を持つ人びと

にアクセス可能なものにすべきである。

5.3.外部での職業訓練

5.3.1.職場ベースで職業訓練を受ける場合には、

訓練コースを障害のある人を含む全ての従業員に

とって利用可能で、アクセス可能なものにすること、

必要があれば訓練マニュアルや材料を変更するこ

とにより、機会均等の方針が実行されるべきであ

る。

5.3.2.行政当局は、教育および訓練の構造が、障

害者にとってアクセス可能であるようにすべきで

ある。一般雇用への参入を可能にするよう彼らに

とって確実にアクセス可能なものにしなければな

らない。

5.3.3.外部の訓練サービス、訓練機会を選択する

際には、雇用主は、障害のある労働者にとって実

施場所がアクセス可能であるかどうかを考慮すべ

きである。

5.4.見直しと評価

5.4.1.障害のある労働者の業績評価は、同じ、あ

るいは、類似の仕事についている人に対して適応

されるのと同じ規準に従って行われるべきである。

6.雇用継続

6.1.中途障害に関する対処方針

6.1.1.現従業員が就業中に受障した場合、雇用主

は、彼らが雇用を続けることができるようにする

手だてを講ずることによって、彼らが蓄積した熟

練能力と経験から引き続いて恩恵を受けることが

できる。職場での障害マネジメント戦略を策定す

る場合には、雇用主は雇用継続の対策も含めるべ

きである。それには以下のものがある:

(a)早期の介入と適切なサービスへの紹介;

(b)徐々に労働にもどる対策;

(c)障害者を持つ労働者が、以前の職務遂行が不

可能となった場合に別の職務を試したり体験した

りする機会;

(c)必要とされるどのような機会や調整でも明ら

かにするための、支援や技術的助言の活用。

6.1.2.障害者のある従業員の雇用継続または職業

復帰を促進する際に、雇用主は可能なオプション

の範囲を知るべきである。ケースによっては、従

業員は前の職務へ何も変わりなく復帰できるかも

しれない。別のケースでは、職務そのものやワー

クステーション、あるいは、労働条件に何らかの

調整が必要になるかもしれない。さらに別のケー

スでは、職場内の別の職務へ移る必要があるかも

しれない。障害マネジメント戦略には、これらの

各々の形式で雇用継続を促進する対策を含めるべ

きである。これらには、本人の訓練または再訓練、

上司や同僚への情報提供、デバイスや装具の使用、

他の適切な支援へアクセスする権利、ならびに、

現在の状況を悪化させないで職務を遂行するのに

必要な手順上の変更あるいは代わりのオプション

が含まれる。

6.1.3.障害のある労働者の配置転換のための対策

をたてる際に、雇用主は、それらの労働者の職業

上の好みを考慮すべきであるし、必要なときには、

労働者代表と協議すべきである。

6.1.4.労働者が障害を受けたときには、雇用主は、

他の処置をとる前に、その労働者の残存能力と技

能を活用するために環境調整対策を十分に考慮す

るようにすべきである。



6.1.5. 行政当局は、障害者が雇用を維持できる

機会を最大にするため、また、事故、怪 我、疾

病、能力の変化、あるいは何らかの障害状況が生

じた後にすみやかに仕事を再び続けられるように

するために、雇用主、雇用主のグループ、雇用主

団体に対してガイダンス、サービスおよびインセ

ンチブを提供すべきである O それには、これらの

労働者が、できるだけ収入を失うことなく、自分

の能力と経験を活用できる現在の職業あるいは別

の職業での機会を推進することを目的とした、個

別カウンセリング、個別リハビリテーション計画、

雇用継続プログラムを考慮する対策が含められる。

こうした対策は、雇用主団体、労働者団体、関係

専門職、障害当事者団体と協議して作られるべき

である。

6.2.評価とリハビリテーション

6.2.1.行政当局は、雇用主の求めに応じて、障害

者となった、あるいは職務上の能力が減じた労働

者について、必要な場合には課業、労働環境や労

働スケジ、ユールの変更、あるいは再訓練を通じて、

同じ職務を継続させる目的で彼らの能力と職業経

験を評価するよう雇用主を促すべきである。

6.2.2.行政当局は、職業生活の過程で障害者と

なった、または、労働に関係した怪我を経験した、

あるいは、職業病が生じた労働者が、以下のこと

を通じて、経済的活動を維持する機会の入手可能

性を推進すべきである:

(a)一般労働市場の種々の部門に適するものを含

む、職業再訓練の機会;

(b)雇用継続と職業復帰に関係する情報、助言

サービスの促進と支援;

(c)雇用継続に成功した実践や経験の例を、男性

と女性、高齢者と若年者、都市部と農 村地域

に適した、国情にも適したイラスト化した資料を

できれば電子データベースの形式で作成するこ

と。，

(d)障害者の労働市場への統合、再統合を促進す

る積極的プログラム;

(e)障害のある労働者を支援する社会保障システ

ムが、雇用継続と職業復帰という目標に矛盾して

いないかのモニタリング。

6.2.3.行政当局は、雇用されている途中で障害者

となった人が必要とする適切なサービス が、す

みやかに利用でき、質もよく、しかも、よく調整

されているようにすべきである O

6.2.4.行政当局は、障害に関して予防、補償、あ

るいは、リハビリテーションの機能を持つように

意図された、社会保障制度の中に現金および現物

の両方での対策の適用範囲について、全ての従業

員の目にとまるようにすることができるO

6.2.5.行政当局は、公的部門で、雇用継続のモデ

ルとなる実践と手続きを確立すべきである。

6.2.6.労働者代表は、自らの組織内で、また、労

働協約の提案で、障害者の雇用継続のための方針

を確立すべきである。

7.調整

障害労働者を採用したり、または、雇用継続す

る際に、本人が職務を効率的に遂行できるように

するために、場合によっては、単ーまたは複数の

調整を必要とするかもしれない。この節では、便

宜的に、あり得る種々のタイプの調整方法が一緒

に集められている O しかしながら、多くの場合、

そのような調整は必要とされないことを強調して

おく O

7.1.アクセシピリティ

7.1.1.障害者の採用と中途障害者の雇用継続を促

進するために、雇用主は、種々のタイプ の障害

者に対する作業場構内のアクセシピリティを改善

すべく、あらゆる必要な手立てを講ずるべきであ

る。これには、構内への入口、構内での移動、ト

イレや洗面所の設備に関する考慮を含めるべきで

ある。

7.1.2.アクセシピリテイの考慮対象には、用いら

れる合図、マニュアル、職場の指示、電子情報も

含まれることを理解すべきである。これらは特に

視覚障害者や知的障害者へのアクセシピリテイに

ついて見直すべきである。
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7.1.3.聴覚障害者にとってのアクセシピリティに

は、音によって伝えられることが多い情報ーベ

ルを鳴らすこと、火災警報、笛やサイレンーへの

アクセスが含まれる。そのような装置は見直し、

必要な場合には、フラッシュライトなどの別の補

助具で補うべきである。

7.1.4.アクセシピリテイの改善を計画する際には、

雇用主は、障害のある労働者および、障害当事者

団体も含む、専門的技術助言サービス機関と協議

すべきであり、また、行政当局が設定した規準を

参照すべきである。

7.1.5. 緊急時に関する計画では、障害者が安全

で効率的に職場から安全な場所への移動 ができ

るようにすべきである。

7.2.改造

7ユ1.障害のある労働者が職務を効率よく遂行で

きるようにするために、ワークステーシ ョンの

改造が必要になるかもしれない。改造を計画する

際には、雇用主は、関係する障害労働者および労

働者代表と協議すべきである。

7.2.2.同様に、職務遂行を最適に行えるようにす

るために道具、設備の改造も必要になるかもしれ

ない。これらも、障害労働者および労働者代表と

協議しながら計画すべきである。

7.2.3.障害のある労働者の中には、例えば、職務

のうちの、その障害者に遂行不可能な部分を取り

除いて別の課業と入れ替えるといった、職務記述

書の見直しと変更が必要な者もいるかもしれない。

7.2.4.障害者によっては、職務を十分に遂行でき

るようにするのに、労働スケジ、ユールの 柔軟性

が重要な要因となり得る。この場合にも、当該労

働者および彼らの代表と協議して考慮されるべき

である。

7.2.5.職務で要求される遂行内容は、とくに採用

後、または、従業員が障害者となった初期の段階

で、障害のある労働者および彼らの代表者と協議

しながら見直す必要がある。

7.3.インセンチプと支援サービス

7.3.1.行政当局は、職場の調節に対するインセン

チプ、ならびに、職場あるいは労働課業の構成の

し方の調節に関する最新の助言と情報を必要に応

じて提供する技術的助言サービスを雇用主が利用

できるようにすべきである。

8.情報の秘密性

8.1.障害者、低下した機能状態、あるいは損傷を

受けた健康状態に関する情報は、彼らの同意の得

て、かつ秘密性を保てる方法で、雇用主によって

収集され、保管されるべきである。

付録 l

障害関連の国際的イニシアチプ

障害関連の国際的イニシアチブには以下のもの

治宝ある:

-障害者に関する世界行動計画，1982年採択

(http://www . un.org/esa/socdev /enable/dis wp-

aOO.htm) 

-国連障害者の 10年， 1 983・92

(http://www.un.org/esa!socdev/enable/dis50y60.htm) 

-障害者の機会均等化に関する標準規則

(http://www.un.org/socdev/enable/dissreOO.htm) 

-職業リハビリテーション及び雇用(障害者)に

関する条約，1983(No.159)，(訳注 1992.6.12批

准登録)、付帯の勧告(No.168)，1983，および、職業

リハビリテーション(障害者)に関する勧

告，1955(No.99)

(http://www.i1o.org!public/english/standards/relm/ilc 

/ilc86/r-iiilba.htm) 

・アジア・太平洋障害者の 10年，1993・2002

(http://www.unescap.org/decade/index.htm ) 

社会開発に関するコペンハーゲン宣言，1995

(http://www.earthsummit2002.org/wssd/wssd/wssd-

rl.htm)。
・アフリカ障害者の 10年，2000-09

(http://www.un.org/esa/socdev/enable/disecnOI7e2.h 

tm)。



これらのイニシアチブは、障害者が社会の全て

の局面や部門への完全参加促進を目的としている。

1995年のコペンハーゲン宣言で、は、障害を社会的

な多様性のー形態とみなし、「万人のための社会」

作りをめざして努力する、包含的な対応の必要性

を指摘している

付録2

その他の関連する ILO条約および勧告

(訳注:条約名、勧告名は労働省編 ILO条約・勧

告集第7版，労務行政研究所，2000によっ た。ま

た、わが国で批准しているものには*印と批准登

録日を付した。)

[基本的人権]

ー雇用及び職業についての差別待遇に関する条

約，1958(No.lll)、勧告別0.111).

[雇用]

雇用政策

・雇用政策に関する条約，1964(No.122，* 1986.6.1 0)、

勧告別0.122);

.使用者の発意による雇用の終了に関する条

約，1982(No.158) 

-雇用政策に関する勧告，1984(No.169);

-雇用の促進及び失業に対する保護に関する条

約，1988(No.168).

雇用サービス

.職業安定組織の構成に関する 条

約，1948(No.88，* 1953.10.20)、勧告別0.83).

職業指導および訓練

ー人的資源の開発における職業指導及び職業訓練

に関する条約，1975(No.142，* 1986.6.1 0)、勧告

(No.150). 

特別カテゴリーに属する人々の雇用

ー工業における児童及び年少者の雇用適格のため

の健康検査に関する条約，1944(No.77);

.非工業的業務における児童及び年少者の雇用適

格のための健康検査に関する条約，1946(No.78);

-児童及び年少者の雇用適格のための健康検査に

関する勧告，1946(No.79);

ー高齢労働者に関する勧告，1980(No.162).

[労働関係]

-企業における使用者と労働者との間の協議及び

協力に関する勧告，1952(No.94).

[労働条件]

職業安全と保健

-空気汚染、騒音及ぴ振動に起因する作業環境に

おける職業性の危害からの労働者の保護に関する

条約，1977(No.148);

ー職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する

条約，1981(No.155)、勧告別0.164);

・職業衛生機関に関する条約，1985(No.161)、勧告

(No.171); 

-職場における化学物質の使用の安全に関する条

約，1990(No.170).

賃金

-農業における最低賃金決定制度に関する条

約，1951(No.99); 

ー同一価値の労働についての男女労働者に対する

同一報酬に関する条約，1951(No.l 00). 

[社会保障]

-所得保障に関する勧告，1944(No.67); 

-社会保障の最低基準に関する条

約，1952(No.l02， * 1976.2.2); 

・ー業務災害の場合における給付に関する条

約，1964(No.121，*1986.6.10)、勧告別0.121);

ー障害、老齢及び遺族給付に関する条

約，1967(No.128)、勧告別0.131).

これらの条約と勧告は、 ILOのウェプサイト

(http://www.i lo.org)から入手可能である。

付録 3

51 



52 

いくつかのILO加盟国が採用している障害者に

関する法的、政策的枠組み例

20世紀の最後の数十年の聞に、世界中の国で、障

害に関する法的、政策的枠組みに著しい変化が見

られる。多くの政府が、障害者ができる限り完全

に社会参加する権利を促進することを目的とした

政策を採用している。これらには、多くの場合法

律に裏付けられた、雇用機会の促進政策が含まれ

る。

いくつかの国では、これは雇用主に対して、職

務の一定割合を認定された障害者のために留保す

ることを求める、一般的に割当雇用法制と言われ

る法律あるいは規則から構成される。雇用主がこ

の義務を満たさない場合には、多くの国では雇用

主に対して、職場のアクセシピリティを促す目的、

あるいは職業リハビリテーションの目的に用いら

れる中央基金に納付金を支払うよう求めている。

このタイプの法律があるのは、フランス、ドイツ、

イタリアなどの多くのヨーロッパ諸国と、中国、

日本、タイなどのアジアのいくつかの国である。

その他の諸国は、反差別法、あるいは雇用均等

法を導入している。この場合には、雇用主が、採

用、昇進、解雇、その他の雇用側面での障害に基

づく差別を違法としている。このタイプの法律を

持つ固としては、オーストラリア、カナダ、ニュー

ジーランド、スカンジナピア諸国、南アフリカ、

イギリス、アメリカがある。

多くの政府は、これらの政策と法律の実施を支

援する種々の対策を導入している。これらには、

動機付けとして作用する、あるいは、その人を雇

用することで雇用主に対して付加的支出その他の

問題を引き起こさないようにするための雇用主へ

の財政的援助、また、関連する技術的助言が提供

され、いかなる問題でもすみやかに解決するため

の支援サービスが含まれる。

これらの政策や法律の変化を背景として、障害

者の雇用機会は過去 10年から 20年の聞に劇的に

進んできている。現在では、障害のある求職者に

対して、特別なセンターを提供するということよ

りも一般雇用に統合することの方が逢かに強く強

調されている。雇用主によっては障害のある候補

者を直接採用しているが、一方、採用決定前に作

業試行や一定期間の作業体験を提供することを好

む、慎重なアプローチをとる雇用主もある。また、

多くの雇用主は就業中に障害者となった従業員を

継続雇用するとともに、法律によって要請されて

いるからでもあるが、障害のために雇用から落後

した人の職業復帰を促している。障害者が職務を

効果的に遂行できるようにする雇用関連の支援を

提供する、雇用主その他の人が留意すべき、障害

者の能力に関して貴重な教訓が、学ばれてきてい

る。



「職場において障害をマネジメントするための実践綱領」
(Code of practice on managing disability in the workplace)の掲載について

本研究大会のゲストスピーカーとして、 ILO(国

際労働機関)本部職業リハビリテーション専門官

のパーパラ・ムレイ(BarbaraMurray)さんをお招

きし、「障害のある人の雇用ポリシーと雇用プログ

ラムの動向一職場における障害マネジメントの重

要性」と題して基調講演をして頂きました。わか

りやすく、また、説得力のある講演内容に、研究

大会に出席された多くの方々から賛同の声が寄せ

られました。

大会2日目 (2001年 11月 17日)の朝にパー

パラさんより、ジ、ユネーブで開催;されていた ILO

理事会において、政労使三者構成の専門家会合で

起草された「職場において障害をマネジメントす

るための実践に関する草案 Finaldraft of prac-

tice on managing disability in the workplaceJが、

採択された旨のご報告いただきました。草案作り

に関わってこられたパーパラさんは、ジ、ユネープ

での晴れやかな瞬間に立ち会うことよりも、われ

われの要請を受けて、日本の関係者を「エンパ

ワーメント」することを選ばれたわけで、、報告さ

れるパーパラさんに“Congratulations! "の声も

かかるなど、参加された方々ともども会場は心地

のよい感激に包まれていました。

ILOは、<条約・勧告>において、障害のある

人の労働の権利や労働を達成ための手法について

大きな影響をもたらしてきましたが、今回の<実

践要項案〉は、政労使の三者で合意されたもので、

その意味について、 1L 0 東京支局

(http://www.il o.org/publ ic/japanese/region/asro/toky 

o/new/index.htm)は、次のように報じています。

=第 24回総合リハビリテーション研究大会

実行委員・企画担当:関 宏之=

<ILO、障害者の雇用展望改善を期待して実

施基準を発表(英語原文)> 
2001年 11月30日(金)発表 ILO/Ol/51

12月3日の国際障害者の日に際し、 ILOは

11月 1~ 16日に開催された理事会で採択さ

れた「職場における障害の管理に関する実施

基準」に世界の関心を喚起します。実施基準

は、 10月に聞かれた政労使三者構成の専門家

会合で起草されたものです。

現在、障害を有する方々は世界全体で6億

1千万人近くに達しますが、このうち 3億

8，600万人が労働年齢人口です。障害を有する

方々の失業率は高く、障害を有する労働力人

口の 8割が失業している国もあり、貧困と社

会的排除の問題が引き起こされています。実

施基準は、障害を有する方々の採用、障害者

となった労働者の雇用を維持する方法に関し、

企業を導く初の基準として、障害を有する労

働者の潜在力実現に向けた環境整備に関する

具体的な方策を列挙します。

また、この専門家会議の模様は、雇用主側の専

門家として出席された日本アイ・ピー・エムの西

嶋美那子さんが「働く広場 (2002.1.)Jで紹介し

ておられます。また、これらの一連の流れはく

http://www.i I 0.org/public/english/bureau/inf/pr/200 1/ 

51.htm>で紹介されています。

歴史的な意味を持つ<綱領>が、第 24回総合

リハビリテーション研究大会開催中に承認された

ことは大変意義深いことであり、実行委員会では、

53 



54 

ILOの許可を得て、池田昂氏(元障害者職業総合

センター統括研究員)と松井亮輔氏(今大会実行

委員長:北星学園大学教授)共訳の全文を本報

告書に掲載させて頂きました。なお、「リハビリ

テーション研究j誌では、 111号 (6月発行予定)

から 3回に分けて最終翻訳校正された原稿が掲載

される予定です。

本文が、皆様の活動の基点になれば幸いです。

最後に、障害のある人の就業支援に関して、世

界的な展望を認識するという好機を与えて頂いた

パーパラ・ムレイさん、今大会の開催に当たって

温かいまなざしを注いで頂いた元ILO職業リハビ

リテーション部長の丹羽先生、また、翻訳に多く

の時間を費やされた池田氏、松井氏に心より御礼

を申し上げます。



オムニバス講演

「検証:緊急雇用安定プロジェクトと地域性」



オムニパス議iiif

検証 :緊急雇用安定プロジェクトと地域性

実施状況から

ご紹介いただいた日経連の丹下でございます。

限られた時間でありますので、大分租I.v、ご説明に

なろうかと忠u、ますが、あらかじめお許しを賜っ

ておき ます。お手元の資料集の 7ページから 10

ページまでに、これからご説明する内容がかいつ

まんで記載されていますので、それをご覧いただ

きながらお聞き下さい。

7ページに障害者緊急雇刷プロジェク トの内特

を載せてあります。この制度の根拠は、平成 10年

末に当時の小説IJ内閣が緊急経済対策の一環として

策定した雇用活性化総合フ。ランでありまして、基

も大分押し詰まってから、日経連に委託の要請が

ありました。

日経連としましては、にわかなお話でもあった

上、これは紛れもない職業安定行政上の施策であ

り、日本経営者団体連盟という 一民間経済団体が

果たして担当すべきことか、また、全国的なプロ

ジェク トとして展開されるわけですから、私ども

の力でその規模に対応できるだろうかといった意

見もあり、正直申し上げて若干ためらいましたが、

障害者雇用とし寸社会的な意義、 また緊急措置 ・

時限措置であるということ、世間から雇用問題の

専管団体という位置付けを頂いている日経連のユ'z:

場としては積極的な協力をするべきであるという

ことになりました。

結果として、予想以上の成果を上げたという大

変ありがたいご評価も頂戴 し、感激させていただ

いているところでありますが、成果の長にあるそ

れを支えた真の要因と思われることを 3つほどに

まとめさせていただきますと 、まず lつは、日経

連は各企業が加盟されるそれぞれの経世話団体が、

団体会員として参加されるという組織形態ですが、

丹下 一男

H 経辿理事 ・ |埠tii~:者雇用相談員 ・障害者雇用ア

ドバイザー

主要梢成メンバー として全国 47都道府県に lつ

ずつ、また府県によってはさらに地域ごとに数ヶ

所、地方経営者協会という組織があります。これ

ら経営者協会の協)Jなくして、この全国的なプロ

ジェクトが遂行できることはなかったといえましょ

っ。
2つ1=1には、職業安定行政の問題である以上当

然とはいえ、全国の労働局、公共職業安定所が全

面的、桔極的な協力をして下さったこと。そして

3つ日は、忘れてならないことでありますが、障

害者の就労援助とし寸立場にある方々、あるいは

その志をお持ちの株々な組占誌の方々のお力j添えが

あったことであります。この 3つがそろ って私ど

も日経連の実務が山がりなりにも遂行で、きたと考

えております。

7ページにありますように、私どもは障害者緊

急雇用支援センターという専任する別組織をつ

くって運用しました。実施Hn聞は、最初に委託を

受けたのが平成 1I年の l月から 12年の 3月、 つ

まり 15ヶ月予算という枠内の予定でしたが、そ

の後 l年間延びまして結果的に 13年の 3月末ま

での委託となりました。

プロジェク 卜の仕組は、期間を通じて大分理解

を頂戴したと思いますが、まず対象者は記載した

ように、公共職業安定所に求職登録をした障害者

です。訓かく申せば、障害者雇用促進法で定める

障害者であるとか、あるいは、職場実習というプ

ロセスが終った後に雇用関係に入ることが可能で

あるといったような条件がついています。いずれ

にしても、すべて安定所で求職登録というフィ ル

ターを通った方々が対象という ことであります。

次に枠組ですが、従来の労働行政及び職業安定
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行政の中では余り例を見ないやり方でして、まず

職場実習という雇用関係のない期間を 1ヶ月経過

していただいて、具合がよければ、更に 3ヶ月の

トライアル雇用という期間をやっていただくとい

う仕組であります。 l人の障害者の方が、合計

4ヶ月を掛けて継続的な雇用に移るか否かという

経験をしていただくということになります。

そして手続ですが、まず障害者を受入れてどの

ような職場実習をさせるか、計画を事業所で決め

た上、日経連宛てにファックスで送っていただし

すべてはこれだけで始まります。その後の、実際

に開始したという通知などもファックスによるこ

ととし、奨励金の請求に関する手続についてのみ

郵送によることとされました。いずれにしても、

A4版の紙を一枚書くことで手続が進むという簡

単さは従来のいろいろな制度の中には見られな

かったことではなかろうかと思います。

奨励金は、ここに書かれている金額が、実習を

した障害者自身と事業所に対して支払われ、その

手続を私どものセンターが担当した訳であります。

このプロジ、エクトの最大の特徴点は、何と申し

ても利用後に雇用することを前提とした、いわゆ

る雇用予約がないという、従来の制度から見て型

破りなところでありましょう。雇用予約がなく、

職場実習、トライアル雇用のそれぞれの期間中、

事業所・障害者の双方が相手を十分観察して、適

合の可否を確認できるということでありますし、

トライアル雇用終了に際して、事業所か不適格と

判断せざるを得なかったという場合も、手続的に

は期間満了による解約という形で終了できるとい

うことであります。

このことが企業にとってみれば、障害者を雇用

しようという考えを持ちながらためらいを感じる

ことの背景にある、残念ながら別れざるを得ない

こととなった場合、いろいろな制度上のペナル

ティーもさることながら、社会的責任を果たせな

かったとの思いが残るといった大きな負担感の様

なものを軽減できる、大変使い勝手がいいという

評価となったと思います。

また、職場実習、 トライアル雇用の奨励金を支

払われることで、人件費負担が軽減されることも

特徴点の一つであります。更にトライアル雇用に

ついては、一定の条件が整うと実雇用率にカウン

トされ、更正手続により納付金の返還も可能とな

ります。そして、既に申し上げたように手続が非

常に簡単であるということも評価点とされました。

なお、プロジ、エクトの進行状況数値を逐一ご披

露していったことについて、民間団体としては当

然のことと，思っていましたが、意外にも従来にな

い適切な措置との評価を頂戴した次第でした。

その実施状況でありますが、表 1~ 3をご覧下

さい。まずプロジ、エクトの受付状況について月別

の表の通り、実際に始まった平成 11年 2月頃は

なかなかご理解いただけなかったのが、次第に認

知されて、大体6月頃から少しずつ軌道に乗り始

めました。平成 12年の 3月、同じく 10月、 11

月、 12月のあたり大変数が増えていますが、 12

年の 3月は最初 l年の予定だったため起きた終末

の駆込みであり、 10~ 12月はいろいろないきさ

つもありまして、平成 13年 3月までの委託期間

にも拘らず 12年 12月で受付を打切らざるを得な

くなったことから、大変多くの方が今のうちにと

いうことで応募されたためであります。いずれに

しても、最初に申し上げた 3つの要因がここに現

れています。

次に、都道府県別ですが、表の一番上に実習延

べ人数Bとして 6，407人とあります。実際に実習

を開始した人数であります。そのうちトライアル

雇用へ移ったのがその右側にある 4，990人であり、

その他に職場実習から直接本雇用に移った方が73

人います。反面、一部ではありますが残念ながら

実習だけで終ったとか実習の途中でギブアップさ

れた方も 21%近くおられます。

それから、トライアルから雇用への移行状況を

見ますと、トライアル満了後本雇用に移った方が

4，019人、トライアルを全部経過しないうちに本

雇用に移った方が84人、それに職場実習から直

接本雇用に移った方を合わせると、 Cという欄に

あるように 4，176人の方がいわゆる継続雇用の段

階に移行しました。表にありますように、事業所

の引受け希望人数の計との比較では、一番右側の

ように 54.6%、半分を少し超える方が、継続雇

用に移られたということですが、実際に実習に携

わった方で見ると、継続雇用になった率は 65.

2%となります。

なお、ご覧のように全都道府県でこのプロジ、エ



クトが利用されましたが、中でもいくつかの県で

は大変に多くの方々が対象となりました。全国を

順序づけて申し上げることにどれ程意味があるか

別として、本日の開催地大阪府がご覧の通り全国

一の実績を上げられました。 2番目が東京都、 3

番目が神奈川県であります。以下、比較的人口が

桐密で、商工業という雇用側の層も厚い府県が上

位を占めていますが、中には例えば岩手県の様に

大都市圏とはやや違う性格の地域が入っておられ

るというようなことからは、そこに就労に携わら

れたあらゆる立場、あらゆる層の方々のご努力が

実っていると拝見しています。

大阪が終始トップを走られたことには、皆さん

ご存知の基盤があります。大阪ではプロジ、エクト

の先駆的な体制を早くから造り上げられたという

側面がありますし、その中身として、公労使の三

者が協力しあって障害者の雇用に力を発揮された

ということが、大阪をトップに位置づけた原因で

はなかろうかと思います。東京都は 2番目といい

ましでも、考えようによれば全国で群を抜いて人

口も多く、企業の集積度も高いわけですから、東

京はもう少し頑張らなければいけないという思い

もあります。また、神奈川もやはり大阪と似たよ

うなことで、労使の連携が極めて密接に進み、就

労支援の組織がきっちり造り上げられているとい

うことは、よくご承知の通りであります。

やはり、こういう組織造りがあってこそ、初め

て障害者雇用が立派に進むということを知実に物

語っていると思います。

更に障害部位別という表ですが、知的障害の方

が全体のどのステージにおいても過半数を占めて

います。このことは、知的障害者の積極的な進出

が見られたことに加えて、このプロジ、エクトが知

的障害者の就労を企業がお考えになるについて適

切な仕組みを持っていたためでもあると考えられ

ます。

先ほど申し上げたように、このプロジェクトは

平成 12年 12月末をもって締切られましたが、資

料の最後に書いてありますように、最終の方々が

4ヶ月のプログラムを終了され、私どもが完全に

実務を終えたのが7月末でした。お陰様で何とか

大過なくやれたという感じがしておりますが、最

後にこのプロジ、エクトを通じて、何を私どもとし

て感じたかという点を申し上げたいと思います。

言うまでもありませんが、企業が障害者雇用に

対して理解あるいは意識を持たれる度合は、逐年

向上していると見させていただいておりますけれ

ども、多くを申し上げませんが、昨今の経済環境

は企業にとってまことに逆風であり、経営の立場

としては、障害者であろうが、健常者であろうが、

雇用という問題自体に積極的になりにくいという

状況にあります。そういう環境下でありますが、

一方、全体としては法定雇用率が未達であるとい

うこと、あるいは国民の就労、つまり働くという

マクロな形の中で、雇用という様式が統計上 8割

を超えているということは、企業として障害者雇

用について大きな社会的な責任を有しているとも

見ることが出来ましょう。言わば企業は今、二律

背反の苦しみの中にあるということを、ぜひご理

解いただきたいと思います。

そうした中での障害者雇用の進展のためには、

大変端的な申し上げようでありますが、企業をし

て障害者の雇用をやりやすくさせるにはどうした

らいいのかということが全ての焦点でありましょ

う。私見を交えて恐縮でありますが、 3つのこと

を感じております。まず lつは陳腐でありますけ

れども、企業自身の更なる工夫、努力であります。

これは、健常者の障害者への置換えというような

初歩的な発想に留まらず、障害者の仕事を自分の

企業の中にどうやって発掘していくかということ

でありますし、更には故のない差別が生じてはな

らないということでありまして、障害者の処遇に

ついては、先ず障害者、健常者を問わない職務遂

行能力に応じた処遇制度を追求しなければならな

いということ、これが企業に課せられる 2つ目の

宿題でありましょう。方法論は企業の体質に合っ

たものを探るべきでありますが、特例子会社とい

うような制度もあります。このようなことも視野

に入れながら、企業は努力を更に進めていってい

ただきたいものだと、私どもは考えております。

なお、従来企業で障害者の概念を身体障害者に

偏って考えておられるという感も多少ありますが、

知的障害をお持ちの方、あるいは精神障害をお持

ちの方が、全体としては大変多く存在するという

こともぜひ理解していただき、例えば知的障害者

を自分の企業に迎え入れるためにはどうしたらい
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いのかということをお考えいただければと思いま

す。このあたりも当面する企業自身の更なる工夫、

努力ということでありましょう。

2つ目が体制造りということであります。これ

は申し上げるまでもなく、全国各地で就労が円滑

に進む体制を確立するということでありまして、

端的に申せば安定所の求職者のプールに働く能力

を持ちながらまだ就労の場に出てみえない方々を

加えて、これを大きくするということであり、企

業が適格者がいないと思わずに済む様な状況を作

ることであります。そのためには、安定所と官民

の就労支援組織、あるいは福祉関係の組織、この

いろいろな組織が垣根を越えて力を補完し合うと

いうことが、大変大切であります。そして、そう

いう中で職業能力に関する情報を企業に対して積

極的に与えていただきたいということで、この方

はいい方だとか、頑張る人ですということよりも、

何ができるか、何が不得手か、ということを企業

に注入していただくことが大切であります。

加えて、雇用された後不幸にして挫折された方

の、再度チャレンジできる機会をつくることも体

制づくりの中心でなければならないと思います。

昨今言われているいわゆる双方向性ということが、

これからの体制づくりの課題でありましょう。

3つ目は、制度の支援であります。特定求職者

雇用開発助成金といったような制度を始めとして、

さまざまな支援のための助成制度があります。こ

のプロジ、ェクトも実はそういうもののーっとして

世に問われたものではなかろうかと思っています

が、このプロジ‘ェクトが成果を上げたということ

は、障害者雇用にとってこういう制度が有効で

あったということを物語っていると私どもは感じ

ます。その後を継承した障害者雇用創出事業が、

本年度の利用を既に停止されている地域が多くあ

るように伺っていますが、大変残念なことであり

緊急プロジ、エクトの成果が十分認識されていない

結果となっているという思いがします。

いずれにせよ、従来ともすれば福祉と雇用との

ギャップの様なものがあったように聞きますが、厚

生労働省が成立したことでそうした問題が一気に

解決され、接近することを願うものでありまして、

今回促進法の改正をめぐり、障害者雇用問題研究

会報告がつい先日出されましたが、その中に今申

し上げた 3つのポイントが、様々な角度から取り

上げられ、改善を志向する議論が展開されている

様に伺っています。この点は心強く感じますし、

期待したいと思うところであります。

大変駆け足でしたが、このプロジ、エクトについ

て入口のところをご説明申し上げました。御清聴

ありがとうございました。
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アンケート調査から

まず、この雇用支援ネットワークについて、簡

単に御説明だけさせていただきたいと思います。

どういう団体かと申しますと、大阪市職業リハビ

リテーションセンターの関所長が代表となりまし

て連合大阪という労働者組合の組織と、あと関西

経営者協会という経営者団体の組織、障害者を雇

用している企業、能団施設の事業所さ らにオブ

ザーパーとして労働関係行政が力日わりネッ トワー

クをつくっている団体です。なぜ、ネッ トワークが、

このアンケート調査にかかわることになったかと

申しますと、先ほど日経連の丹下さんの方から御

説明がありましたが、大阪の方で、緊急雇用安定

プロジェクトに関する原案となるものについての

討議をされておりまして、そのような関係から、

大阪の方にも緊急雇用安定プロジ、エク トの事務局

として、障害者緊急雇用支援センターというもの

を設置し、その事務手続等をこちらのネッ トワー

クの事務局の方で担当させていただいておりまし

たので、そのような関係から、今回のアンケー卜

調査についてかかわらさせていただくこととなり

ました。

まず、アンケートの目的ですけれども 、プロ

ジェク トの成果を整理し、あと今後の事業展開に

関する、参考とするというようなことで調査をさ

せていただきました。その成果を整理するという

ことに関してですが、どこにポイン トを置いたか

と申しますと、先ほども制度について説明があり

ましたように、企業にとって利用しやすいもので

あったのかどうかという点と、障害者雇用をする

際にやはり不安に感じられる企業が多いので、そ

の軽減にどれだけ貢献できたのかといった点につ

きまして、主に視点を置いて調査をさせていただ
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きました。また、 実際に障害者を雇われて、どの

ような問題が上がったかということにつきまして

も、調べさせていただきました。

調査方法はアンケート調査とヒアリング調査の

2種類です。アンケートの方に関しましては、実

際に職場実習を経験したことのある事業所に対し

て、調査票を送らせていただいたんですが、どな

たがプロジェクトの担当をされているのかという

ことがはっきりしておりま したので、その方を御

指名させていただきました。内容は事業所全体に

関する調査と、実習生の個人名を特定してその方

が実際に企業に入られてどうだ‘ったのかといった

ことがわかるような調査にさせていただきました。

この詳細につきましては、「障害者雇用安定プロ

ジ、エクトに関するアンケー ト調査結果報告」の方

に詳しいことを載させていただいております。

3，742ケ所とのうち 2，303事業所に回答をいただ

きました。このような郵送のアンケートにしては

異例でして、かなりの回答数をいただきました。

ヒアリングの選別につきましては、特徴のあった

企業ということで、実際にたくさんの企業、プロ

ジェクトを使って雇われた企業であるとか、障害

者雇用に対する11又組に対して、ユニークな実践を

しておられるといったところに対しまして、ヒア

リング調査をいたしま した。では、アンケートの

概要の方に移らさせていただきたいと思います。

まず、どのような企業とどのような障害のある

方が、このプロジェクトに参加されたのかという

ことを知るために、基本属性という項目を設けさ

せていただきました。まず、参加 された企業の業

種ですが、在rJ小売飲食業、食料品製造業、サービ

ス業といった業種が上位を占めております。その
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他につきましても、かなりの数がございますが、主

に業務請負業、特例子会社、クリーニング、リサ

イクル、あと保健福祉関係の施設が含まれており

ます。

事業所の規模について調べさせていただきまし

た。 55人以下の事業所の数がとても多く、特に

10から 29人といった枠が非常に多かったです。

しかし、それには少しわけがございまして、実際

に大きな事業所ですけれども、複数の小規模事業

所を持っておられるような企業につきましては、

その大きな大元の本社ではなくて、各個別の庖舗、

もしくは事業所の方に回答を求めたため、実際に

その受入人数の規模が少ないという傾向にはござ

います。しかし、そのようなことを考慮致しまし

ても、 3，000人以上や 1，000人以上は少ない傾向

にあります。

次、利用された障害ある方の平均年齢を見てみ

ますと、全体で31.9歳になっており、若い世代の

参加が目立ちました。しかし、 66歳でご利用され

た方もいらっしゃいます。障害種別ごとの年代を

見てみますと、知的障害につきましては、若い年

代の参加が多く、 20から 24歳をピークにあとは

下降しております。身体の方につきましては、や

はり知的と同じように、 20から 24歳というのが

少し多いのですが、全体的に平均して横ぱいの傾

向にございまして、 30から 34歳といった年代で

は知的を逆転しております。精神につきましでも、

数が少ないので少し傾向は言えませんが、大体ほ

ぽ、まんべんなく雇われているという傾向にはご

ざいます。

障害のある方の種別でみますと、知的障害の参

加が多いことが目立つております。身体の中の障

害の内訳では、聴覚言語障害がこの身体の中で占

める割合が大きく、次が下肢位障害となっており

ます。障害種別ごとの程度を見てみますと、身体

につきましては、上肢と下肢障害を除く、ほかの

障害で 1から 2級といった階級が多くて、ほぽ5

割以上を占めております。しかし、知的障害につ

きましては、重度以外の参加が多く、 57.9%と 6

割近い参加となっております。

どのような障害の方が、どういった業種で働い

ているのか見てみました。すると、サービス業や

卸、小売、飲食業につきましては、ほほどの障害

につきましても、多くの参加が見られております。

あと、少し違ったところでは、食料品製造業の方

で知的障害、体幹機能障害で化学、ゴム、石油製

品製造業、聴覚言語障害で電気、機械製造業の数

が多くなっているというのが目立ちます。

これも先ほどと同様に、障害種別ごとで実習職

種、つまり、どのような仕事をされていたのかと

いったことを見てみました。すると、聴覚言語障

害を除く身体障害につきましては、一般事務、事

務補助といった仕事内容が多くを占めており、そ

れ以外の聴覚言語障害、知的障害、精神障害につ

きましては、主に製造関係や軽作業といった実習

職種で多く働いておられるのがわかりました。あ

と、知的、精神に限って見ますと、それ以外に、

清掃や洗浄といった職種が多く、視覚障害につき

ましては、医療介護関係といった職種で多かった

です。おそらく、これはヘルスキーパーで、あると

か、また針ゃあんまといったそういった職種でつ

いておられる方が多いので、このような結果に

なったのではないかと思っております。あと、軽

作業が聴覚言語障害、知的、精神で多いというお

話をさせていただきましたが、それ以外のこの身

体につきましても、やや高い傾向を示しておりま

す。しかし製造の方につきましでも、同じような

傾向にはございますが、やはりちょっと手が使え

ないといった上肢障害であるとか、体幹機能につ

きましては、やや製造加工につきまして、数が少

なくなっております。

従業員規模別で見た業種につきましても、卸

売・小売・飲食業、サービス業は、どのような規

模でも多くの参加が見られております。先ほど、

聴覚の方で多かった電気機械関係や化学ゴム関係

につきましては、 100人以上の規模で参加されて

いるところが多い傾向にございました。

従業員規模別の実習職種につきましでも、作業

系職種の傾向が多かったです。特に軽作業につい

ては、どのような規模でも入っておられるといっ

たことが目立ちました。あと、一般事務について

は、 300人以上のところでされているところが多

い傾向にありました。

次は、制度についてどのような評価です。まず、

制度をなぜ利用したのかっていったことについて、

調べさせていただきました。やはり労働局やハ



ローワークから依頼があったといったところが多

く、それが55.0%を占めております。しかしなが

ら、積極的に障害者雇用を考えておられたといっ

た企業も 32.0%を占めております。あと、どうし

て積極的に障害者雇用を考えていたのに、即採用

をしなかったのかといった疑問もございましたの

で、利用したきっかけと即利用しなかった理由に

つきまして、クロスをかけさせていただきました。

そうしますと、労働局やハローワークから依頼を

受けたにしろ、積極的に雇用を考えていたにしろ、

就労援助機関から依頼があったにしろ、採用する

かどうか判断する時聞が欲しかった、即採用する

には漠然とした不安があったと感じておられる企

業が上位を占めておりました。就労援助機関や訓

練校などで訓練を受けていたら、スキルがあるわ

けだから、すぐに採用してもよさそうな、また不

安がないような印象をお受けいたしますが、実際

には、やはりスキルは確かにあるかもしれないけ

れども、そのスキルがこの職場内でどれだけ生か

せるものなのか、職場の環境の中で、どれだけ適

応できるのかといったこともやはり関係いたしま

すので、そのような結果から、このような「判断

する時間がほしい」や、また「不安があった」と

いった要素が上がってきたのではないかと思って

おります。

次に、制度を利用したことによって、どのよう

な効果があったのか、特に不安は軽減できたのか

どうかといったことについて、調べさせていただ

きました。これは「障害者雇用に関する理解不足

からくる不安J、「漠然とした不安がある」、「知識

やノウハウ不足から不安があるJ、「安全性につい

て不安がある」、「作業効率や品質管理の面で不安

があるJといった 5つの項目に分けて、調べさせ

ていただきましたが、実際にプロジ、エクトの利用

前は、不安があったと答える事業所が多く、この

「作業効率や品質管理といった面で不安があるJと

いう項目につきましては、 73.8%を占めておりま

す。ほかにつきましでも、ほほ5割弱からそれ以

上あるという傾向になっています。不安があって

プロジ、ェクトを利用した後、それはどうなったの

かといったことを調べさせていただきますと、 7割

近くが、どの不安項目に関しましても、軽減した

といったように答えております。あと、一番初め

に不安がなかったところの利用後につきましても、

変化しないと答えるところが約 95%以上を占め

ておりまして、あまり不安を感じなかったといっ

た傾向にあります。このような面から見ても、プ

ロジ、エクトが、実際企業で障害者を雇う際の不安

の軽減に、少し役に立ったといったことが現れて

いるように思います。しかし、不安があったが変

化しない、もしくは不安が増加したと答えている

企業につきまして、どのような状況になったの

かっていったことを少し疑問に感じましたので、

それについても調べさせていただきました。

これは先ほど、利用前に不安があって、利用後

もやはり不安を感じておられるといった企業が、

実際には、すぐその障害のある方を退職させてし

まったのかどうかといったことについて調べさせ

ていただきましたが、不安があっても、 6割以上

の企業の方は、何とか雇用を続けておられると

いった結果が出てまいりました。残りの約 3割は、

やむを得なく退職をしてしまったわけですが、実

際に企業の方から辞めるようにお願いをしたと

いった例につきましては、利用前後ともに不安が

ある事業所の約 10%弱程度でございまして、障

害のある方に対して不安を感じておられても、そ

のまま続けて雇用していこうという企業が多いと

いう事を少し感じられたように思いました。

次は、プロジ、エクト利用後も不安が軽減しなく

て、退職者を出した企業にとっては、この制度は

評価されないものだ、ったのか、その実習について

の評価を調べさせていただきました。そうすると、

このような実習制度があった方がいいと答える企

業が、 99.8%占めておりまして、その理由につき

ましても、雇用の前に判断ができるといったこと

や、実習の聞に指導ができるといった理由で、評

価させていただいているところが多くを占めまし

た。

トライアル雇用についての評価についてても、

同じように調べさせていただいたのですが、これ

も、先ほどの実習と同じような結果になりまして、

やはり 95%以上の事業所の方で、このような制

度はあった方がいいと評価をいただいております。

また、理由につきましても、期間中に判断ができ

る、実習だけでは判断がつかなかったところが見

れるといった理由や、継続雇用が難しくても、期
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間満了という形で終了できるといった意味で評価

をいただいております。この継続雇用が難しくて

も、期間満了で終了できることは、企業が再挑戦

しやすいものであり、企業自身それを評価してい

るという結果が、ここに現れていると思います。

プロジ、エクト実施の手続についての評価を調査

した所、 7割近くが適当であると答えていました。

手続きの簡素化したことが、ここの評価に現れて

いると思いますが、それでも、約 20%がやはり面

倒であると答えおり、きりがないですが、手続き

は出来るだけ簡単な方がよいように感じました。

奨励金の支給額についても、ほぼ適当であると

いった回答が多かったです。あと、実習生に渡す

分と、事業所に渡す分とで少し評価が分かれたの

ですが、実習生に渡す分で、「多かったJと答える

ところが「少なかった」と答えるところより多く、

これはある企業の方にお聞きしたところによると、

実際に雇用に移ったときの金額と、実習のときの

金額とギャップがあるため、少し困るというよう

なお話がございましたので、そのようなことが若

干関係しているものと思われます。

次は、障害者を受入れたことによる影響ですが、

3点調べさせていただきました。まず、理解や雇

用促進に関する前向きな姿勢ですが、それはよい

影響を与えたと答えるところが半数近くを占めて

おります。また職場の雰囲気やチームワークにつ

いてや、職場内の整理整頓や安全対策につきまし

ては、特に変化がないと答えるところが多かった

のですが、これはおそらく障害のある方が実際に

入ってきても、今までと同じように違和感なく、

実習が進められたといったことの現われではない

かと感じております。それ以外に、よかった点と

して、ヒアリングなど等でお聞きいたしますと、実

際に障害のある方を雇ってみて、予想以上に能力

があったので、自分の障害者に対する見方が変

わったであるとか、まじめに働いたり挨拶がきち

んとできるので、自分自身反省するところがあっ

たといったことや、あと安全面の配慮や指示につ

いて、障害のある方についてわかりやすいように、

プログラムを組むため、健常者の方にとってもわ

かりやすく、また安全面に関しても、向上したと

いったことで答えられている企業も多くありまし

た。

次、実習を開始してからの問題点ですが、作業

能力や持続性についてや、安全性の確保について、

あと障害者の勤労意欲や職業意識について問題が

あると答えているところが多くを占めました。し

かし反面約 3割が、特に問題がないと答えていま

した。

これは、雇用状況別に見た問題点ですが、実際

にトライアル中とトライアル後に分けさせていた

だきまして、またトライアル後については、雇用

継続中と退職で分類いたしました。やはり共通し

て、作業能率や持続性について問題があるといっ

たところが多かったです。トライアル中であろう

と雇用中であろうと、そういった面については常

に問題があるといったことが、現れているのでは

ないかと思います。また、実際に雇用を継続して

いるところと、退職したところを比べてみますと、

障害者の勤労意欲や職業意識の方に問題があると

いった面で、差が現れてきました。特に問題がな

いと答えるところについては、雇用中のところが

多く答えている傾向にはございました。また、実

際に雇用しているところと退職者を出したところ

を見てみますと、家庭についての問題や、障害者

個人についての問題が起きていると答えたところ

が多かったです。

次、実際に退職者を出したところで、その理由

について聞かせていただきました。まず、本人の

申出によるものが非常に多かったのですが、具体

的な理由を見ますと、生活の問題や家庭の問題、

あと身体や健康上の問題、勤労意欲や職業意識の

問題が多く理由として上がっておりました。

これを更に分類させていただきました。そうす

ると、本人の申出によるものにつきましては、生

活上の問題や家庭の問題、あと身体や健康上の問

題、職業意識の問題といったところで多く上がっ

ておりました。一方で、企業の事情によるところ

に見てみますと、先ほどの問題につきましでも、

確かに割合は高いのですが、職勤労意欲が意識が

十分で、なかった、技能が障害者にはなかったと

いったことで上げられているところが多くござい

ました。その他について、どういった事情があっ

たかと申しますと、企業と障害のある方本人と合

意のもとで退職したといったことや、御家族や施

設の方から申出があったといったところが多くご



ざいました。どのような事情にしろ、退職する際

には、勤労意欲や職業意識についての問題といっ

たことがやはり多くを占めているようです。

以上のことを、少しまとめてみますと、利用し

やすい実習制度について、やはり続けるべきだろ

うということと、あと実際に不安を感じていられ

でも、多くの事業所の方が雇っておられることか

ら、その雇用後についてのフォローアップを障害

者と企業に対して何かする必要があるのではない

かということを感じました。あとやはり勤労意欲

についての問題がひとつのポイントになっており

ますので、障害のある方自身がどのように働く意

識や意欲を持つのかについても問題になるのでは

ないかと思っております。あと、障害者の方の理

解についてや、その漠然とした不安があるといっ

たことについては、また知識がないといった不安

があると思われるので、情報提供や広報・啓発も

必要ではないかと感じております。
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オム ニパス講ior

コーデイネーターとして

御紹介いただきました、社会福祉法人電機神奈

川福祉センターの土師でございます。この緊急雇

用安定プロジェク トのコーデイネーターを、大阪

の関さんと一緒にやらせていただきました。法律

の中にもありましたけれども、定期的に当時の労

働省と 日障協と日経連と話合を持ちながら、この

事業を進めてきた、その一員として、こ こでまと

めをやれというようなことだと受けております。

その前に、何で私がそういうコーデイネーター

をやるようになったかということを、簡単に紹介

をさせていただきたいと思います。今、私が所属

してます電機神奈川福祉センターは、産業別労働

組合のひとつで電機連合がごさいます。目立、東

芝、松下、富士通等の電機関係に働くに働く組合

員が集まって、つくってますのが電機連合でござ

いまして、全国で約 70万の組合員で構成されて

います。その地方組織のひとつに、神奈川地方協

議会がごさいます、その神奈川地協が、 1972年か

ら労働運動として障害者問題に取り組んでまいり

まして、 20年目の節目で、知的障害者の就労社

会的自立を目指すような事業をやろうということ

から、今申し上げました法人を、設立し平成 8年

の 8月から神奈川の横浜を拠点にして、事業を

やっております。ですから、私も福祉に入ってか

ら、やっと 5年が過ぎたばっかしでございます。

今、この 5年間で私どもの法人で、 200人の障害

者の就労を実現させてまいりました。通所の施設

が 2ヶ所、それに 3ヶ所の就労援助センターがご

ざいます。

実は私も、電機労連の神奈川地協の役員をやら

せていただいてまして、先ほど言いました、障害

者の活動もやってまいりました。組合を終えた後、

土師修司

電機神奈川福祉センタ ー センター長

出身の富士電機の川崎の中に、富士電機フ ロン

テイアという、知的障害者の特例子会社をつくら

せていただいき、私がいるときにはちょうど20人

知的障害者を雇用してまいりました。そういう意

味で、今回の緊急雇用安定プロジェク トは、今

やっております福祉の仕事の上でも 、また実際に

障害者雇用 してまいりました企業としての、関わ

りからだと思っております。ただいま報告のあり

ました御二人とまた違った視点で、この制度を振

り返っていきたいと思います。今新たに雇用意iJ出

事業が展開されているわけですが、今後とも笹11配

慮いただくためにも、多少指摘も入るかもわかり

ませんが、そういう話をさせていただきます。

この緊急雇用安定プロジ、エクトのきっかけは、

全国的に リストラが展開されていますが、労働省

が障害者も四半期ごとに解雇される人数の、デー

タを取っておるんですが、従来に比べて倍近く、

倒産とかリス トラで職を失う障害者が多くなって

いました。労働力として今まで貢献してた人をリ

ス トラしたわけですから、まだ力がある この人た

ちをもう一度活用しようということが背景にあり

ました。言い換えれば、障害者を労働者として労

働力として評価したからこそ、今回のこの緊プロ

があったんだ考えます。

もうひとつ、その解雇されてる障害者が、障害

種別で見ますと、身体が7で、それ以外が 3で

あったことです。結果は先ほど御報告ございまし

たとおり 、知的障害者がss%、精神障害者を加

えますと 6割を超えてるわけですね。言い換えれ

ば、この制度は、知的な障害を持ってる方に対し

て大変いい制度であったというふうに思っており

ます。実は、この仕事に入るとき 、私は、神奈川



でございますので、日経連さんと一緒に、神奈川

の経営者協会に行ってまいりました。これから一

緒にやりましようと言ったときに、当時の神奈川

経協の幹部が、日経連がこんなパカなことをやる

から会員が減ってしまうと申されました。先ほど

丹下さんが、さらっとおっしゃいましたが、日経

連さんの中でこの仕事をやるに当たって、官の手

先になってやるのはおかしいじゃないかっていう

論議もあったようでございます。ですから、全く

別組織をつくられて展開したわけです。その様な

背景があったということをひとつ申し上げておき

たいと思います。

もうひとつは、当時まだ労働局になってません

でしたので、神奈川県の方の労働部の方に行って

まいりました。当時、職安が従来の倍以上の列を

なしていた時期でございましたので、特に安定含

めて気が立ってたと思いますが、こんなこと展開

しでも、 l割も一般雇用に結びつかない、無駄な

事だと言われました。結果を見てください。大変

立派な数字が出ていると思います。それだけこの

制度がよかったんだということをまず認識してい

ただきたいと思います。

もうひとつ、関先生ともいろいろお話ししながら

進めてきたのですが、時限立法で終わらせたくな

い、恒久的な制度にどう結びつけるか、それは数

字を出す以外ないと思いました。実はこのトライ

アルの第 l号は神奈川でございます。あるところ

で、神奈川はやらせをやったなんて言われました

けど。もうひとつ、最後も神奈川だったと思いま

す。いずれにしましても、大阪、東京さんが大変

頑張っておられたということで、今の創出事業に

つながったと思ってます。この制度を更によりよ

い制度に持っていくためには、やはり皆さんが、

より多く御活用いただくということだ、と思ってま

す。

制度の内容につきましては、いろいろございま

したが、特にきょう、リハ・大会ということもあ

りますので、あえて私の考え方を申し上げたいと

思います。特に知的障害者の就労では、仕事を探

す、彼らの適職を探すというのは、大変難しい問

題だと思います。いろいろな所でいろいろ研究さ

れていると、午前中のお話の中にもあったようで

ございますが、結果的に見て、今回の 1ヶ月の実

習と 3ヶ月のトライアル。計4ヶ月間、企業に預

けることによって、その人にあった職域を企業が

開拓してるんだと思います。今は、構造改革をい

ろいろやってます。民活をどんどん進めるという

ことでありますが、ある部分を、民間にゆだねる、

こういう制度を使ってゆだねるということが、結

果的にひとりひとりの障害に合った、働く場所、

能力を引き出す、そういう環境をつくるには、大

変役立つたと，思っております。

もうひとつ違った角度で、成果について考えて

みたいと思います。ひとつは 4，000人を超える人

たちが、一般雇用に移行したわけです。ノーマラ

イゼーションという言葉が聞かれるようになって、

もう 20年以上経ちます。社会へ出て働く、一般

の人と一緒になって働くということが、結果的に

社会を変えることになると思います。彼らの仕事

振り、ひたむきさを見て世の中が変わっていくも

のだと思っています。そういう意味では、 4，000人

の人が、もっと言うと実習から入れますと、 6，000

人の人たちが、一般の社会の中に入って働くって

いうことにチャレンジしたっていうことはまさし

く、ノーマライゼーション・・・そういう社会環

境をつくることに、社会効果として大きく寄与し

たのではないかなと思ってます。

2つ目は経済効果でございます。私は、先ほど

言いましたように、施設の運営をやっております。

措置施設でございますから、 1人に対して、年間

200万いただいてます。雇用された 4，000人を、 1

年間措置したとして計算してみますと、 80億なん

ですね。今回の緊急雇用安定プロジ、エクトは、 2

年と 3ヶ月にわたって展開されました。年度予算

6億でございますが。 2回、補正がありましたの

で、全部で20億強かかっております。 1年だけ見

ても、全部が施設でってことにならないと思いま

すけれども、 80億の成果が出てるんですね。もっ

と言いますと、私どもの利用者 200万の措置費と

いうのは、ランニングコストであって。施設を建

てるお金とか、土地代だとかいろいろ考えてみま

すと。 l人年間 500万かかると言われてます。も

し彼らが働かなかったら、社会的資源の中で、吸

収しなければならないと思います。そういう意味

では社会に出るということが、しかも 20億で 1年

間で 80億の効果が出るというのはすごいと思い
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ます。この 4，000人の人たちが、毎年2割ずつリ

タイアしたとしても、 5年経ってまだ 1，600人残っ

てます。 200何十億という効果につながると思う

んです。こんないい制度はない。私はそう思いま

す。

ところが、今展開してます雇用創出事業では、

実は今年度の予算は、 8月で終わってしまったん

です。それだけ好評だということです。私は、神

奈川で特例子会社をつくる仕事をやっております。

今、私が神奈川でかかわっているのが5社ありま

す。本当は来年の 1月から雇用ということで、し

かも、創出事業があるからそれを使ってやりま

しょうということで、一生懸命口説いたんですけ

ど、もう、使えないんです。場合によったら、来

年の4月以降になりそうです。今、国会通りまし

た補正予算の中にも、実はこの事業に対する補正

がないんです。私どもももっと声を高くして、こ

んなに成果がある、しかも世の中を変えていくと

いう、こういう事業を、できるならもっと伸ばし

ていけたらなというふうに，思っています。関係者

がたくさんおられると思いますが、ぜひ現場の声

として、今申し上げたことを経済効果の面でもぜ

ひ、今後とも反映していただけたら、大変ありが

たいと思っております。尚、来年度予算も、実は

今年度にプラス 200人です。多分また 8月でなく

なるでしょうね。ぜひ御一人御一人いろいろな場

で、声を出していただきたいと思いますし、特に

関係される皆さん、そういう意味で、新しい制度

として更に確立するように、御支援をいただけた

らと，思ってます。

実はきょうは、神奈川がどうだ、ったかという話

が、本題でございました。 l枚だけ資料をつけさ

せていただきました。 12ページあけていただきた

いと思います。私は先ほど言いましたように、富

士電機フロンテイアという特例子会社にかかわっ

てまいりました。日経連が平成 9年に、全国の特

例子会社連絡会を立ち上げました。もちろん、私

もその中に入らせていただいてますし、つい先日

も全国の集まりがございまして、出させていただ

きました。神奈川の特例子会社、実はこの中の日

立、ニコンの2杜は、このトライアルを使わせて

いただいて立ち上げをさせていただきました。そ

れを入れて 10社が連携をとっております。

また、就労支援センター、先ほど私ども 3ヶ所

持ってるって言いましたが、これは平成 3年に神

奈川県の福祉部と、政令市であります横浜、川崎

の3県市が一緒になってつくった制度でございま

して、大体95%が知的障害者の就労支援をして

おります。特に今まで働いていて、リタイアした

方を再就職させることを中心にやっています。そ

れが 10ヶ所ございます。これも就労支援センタ一

連絡会というのをつくらせていただいてます。実

はこのトライアルが始まる少し前に、両方ドッキ

ングさせまして、両方の集まる機会を何度かつく

らせていただきました。真ん中のところのトライ

アルの部分ですが、大変いい、事業でありますの

で、日経連さんにお願いして神奈川の特例子会社

と就労支援センターの皆さんに、日経連のコー

デイネーターに任命いただき名刺をもち、企業を、

回っていただきました。神奈川だけ特別なことを

やったなって言われていますが、特に企業さんの

中に入って、障害者の雇用のお願いに福祉側とし

て行きますと、門前払いを食らうのが常なんです

ね。その時日経連の名刺っていうのはすごく効果

があります。いずれにしましても、その名刺を持

つ人をたくさんつくって、いろんな場面でPRを

させていただいたっていうことが、神奈川の成果

に結びついたんだと，思ってます。

言い忘れましたが、当時の神奈川県の有効求人

倍率が、沖縄に次いで全国で2番目です。ワース

ト2なんですね。工業県でもありますから、パフや

ル崩壊後のあおりをずっと受け続けている県でも

あります。そういう中で、神奈川の数字が高く出

てるのは、そういったところカ宝あったと思ってま

す。

もうひとつは、下の方の点線書きの中にありま

すが、県の経営者協会を中心に、私どもの仲間に

加えまして、公的な機関の方に集まっていただ、く、

企画推進会を持たせていただきました。実際に 2

年間でしたが、毎月 1回この集まりの中で、進捗

状況やセミナーをどうするかとか、いろんなこと

を話し合いながら展開してきた事も成果につな

がったと思います。

今回のこのプロジ、エクトを成功させた鍵というの

は、それぞれの地域で、こういう支援ネットワー

クをつくっていくことにあろうかと思うんです。



一番右の方に障害者雇用部会がごさeいます。実

は、インフォーマルですが、神奈川には、平成 3

年から雇用システム研究会という集いがありまし

て、私どもの富士電機フロンティアも実はそこで

の論議の中で、生まれた会社のひとつでございま

す。現在はその特例子会社や就労援助センターの

仲間を中心に、私どもの施設で毎月 1回雇用部会

を開催いたしております。実はおととい、今月分

やりました。毎月 60人から 70人ぐらいの皆さん

が参加します。今回も小田急電鉄さんが初めて参

加し、特例子会社をこれから検討しますって言う

んで、御挨拶いただきましたが、大体半分ぐらい

が企業関係、それに就労援助センター、学校の先

生も入っていただいてます。

ぜひ皆さんお願いしたいんですが、このトライ

アル管理が日経連から日障協に移っていったわけ

です。でもどこが管理しようと、どこが推進しよ

うと、結果的には l人でも多くの知的な障害を

持っている方、身体的な障害を持っている方が社

会に出るということが、ここにお集まりの皆さん

方も含めて究極の目的だと思うんです。そういう

意味では、どこがやろうと何であろうと、ハンデ

を持って社会に出て、自立する皆さんを支えるよ

うな地域支援のネットワークをつくっていくこと

が大事だと思いますし、日経連がその種を植え芽

を出した。それを違った形でも結構ですから、大

事に育てていただきたいということを重ねて申し

上げておきたいと思います。

最後に多少、自慢話をさせていただきます。今

回のトライアルの結果で、神奈川の特徴を申し上

げますと、先ほど言いましたように、 55%が知的

障害者という数字が出ております。神奈川は、就

労援助センター中心に動きましたので、 70%が知

的障害者でございます。その背景には、この制度

は企業が手を挙げて実習に入りますね。その時に

1回チェックが入るわけです。その仕事に合うか

どうか、マッチングするわけです。 1ヶ月実習終

わったときに、それで辞めるのか、トライアルに

移るのか、またそこでチェックがあるわけですね。

それから 3ヶ月のトライアルが終わった後、今度

は本雇用に行くかどうかということのチェックが

あります。今までの障害者雇用ってどうだった

かって言いますと、最初に求人、求職があってス

タートしたら、後は雇った企業の責任だよってい

うのが従来の障害者雇用、即ち健常者の雇用と全

く同じなんですね。この制度は、少なくとも今

言った 3回、特に就労援助センターが絡んでい

るっていうことは、できれば、一般雇用につなげ

たいということで何回も職員がフォローに行って

ます。

特に障害を持っている人の雇用を実現させるた

めには、きちっとしたフォローをするということ

が、結果に結びつくのだということをここで証明

していると考えます。尚、この神奈川の数字の中

のうち、 80人はうちの法人から就職させていただ

いています。

もうひとつの特徴は、実習から雇用につながっ

た率が、全国で 65%になっています。同じよう

に、神奈川の場合は 77%です。せっかく企業が

手を挙げたのであれば、それに応えるように、よ

りその要求に合った人を送り込んで、サポートし

て、一般就労に結びつけていく努力を、送り出す

方として意識しました。多少、手前味噌ですが、

神奈川はそういうことを中心に、いろいろやって

きた結果が、有効求人倍率が全国でワースト 2の

県ながら、こういう数字が出たと思っています。

もうひとつ、私の持論でございますが、障害者

の雇用、今、企業を回りますと、リストラやって

るからできないと言われます。では、バブルのと

きに障害者雇用って進みましたか。進んでないん

ですよね。そういうことに関係なく、障害者の雇

用ができるような環境になってきたんじゃないか

な。労働力としての価値がある障害者を育てて、

きちっとサポートして送り込んでいけば、きちっ

と自立できる人はたくさんいると思っています。

何かまとまっているような、まとまってないよ

うな話をさせていただきましたが、私自身、この

制度に関係させていただいて大変よかったと思い

ますし、大変大きなものを得たことを御報告申し

上げまして、終わりにしたいと思います。 どう

もありがとうございました。
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コーディネー ター:高井 敏子

加古川はぐるまの家

0高井氏 お待たせいたしました。ただいまから、

シンポジウム。を始めさせていただきます。

ご紹介いただきました私たち 2人は、 1)[1，主1・)11は

ぐるまの家の高井と、もうお一方は地元大阪で中

小企業支援指導セン タ一、コスモラーマの代表を

されている山口光ーさんです。

私は、障害を持った人たちを送り出す側の「送

り手」、そして山口さんは「受け手JiHIJと立場は

異なりますが、同じ団塊の世代をともに生きた 2

人が、わがままなパートナーシップを発揮しなが

ら進行させていただきたいと思います。何とぞ、

ご協力のほど、よ ろしくお即Rいいたします。

それでは、まず初めに、シンポジスト並びに

ショートレポートをいただきます講師の先生方を

ご紹介させていただきます。

ショートレポート をしていただきます、矢野紙

器株式会社専務取締役の矢野 孝様です。(拍手)

そのお隣は、株式会社マイカル人事本部人事部謀

長の小林 繁様です。(拍手)少し離れて、ピー

クヤム株式会社アシスタントマネージャーの谷口

さち子様です。(拍手)そのお隣は、株式会社ス

トローク代表取締役、金子鮎子様です。(拍手)そ

のお隣は、高島屋大阪庖総務部人事グループ採用

担当係長の脇田寿時L様です。(拍手)そのお隣は、

ユニバーサルジャパン人事部次長の森山 正様で

す。(拍手)最後は、オフイースオオイ代表取締

役、大井行衛様です。(拍手)以上の 7名の皆様

です。

なお、シンポジウムの進め方で、すが、まず初め

に、矢野さんよりショートレポー トをいただき、そ

れを受けて 6人のシンポジス トの方にお話いただ

きますが、与えられた時間は 2時間 30分しかあ

コーデイネータ ー :山口 光一

中小企業支援指導センタ ー

りません。そんな中で、できれば最低 3回はお話

しいただきいと思っています。お l人お話いただ

いたら私たちの方からワンポイント質問を入れさ

せていただきながら、進めていきたいと思ってい

ます。

最初にお断りなのですが、本来ならば会場の皆

さんとの質疑応答の時間をとるべきところではご

さ、、ますが、時間の制約もございますので、何と

ぞ、この 2人に任せていただいて、あとは後ほど

の懇親会等をご利用いただき、親交を深めていた

だけた らと思っておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

それでは、矢野さん、よろしくお願いいたしま

す。

矢野 孝

矢野紙器株式会社

0矢野氏 矢野です。会社は、段ボールケースの

製造をしております。場所は大阪の天王寺区の南

に聖徳太子がつくった四天王寺というお寺がある

のですが、その前で、やっております。今年で 51年

目になりますので、 1950年ぐらいが創業です。

今日は、そういった中で失敗も重ねながら、障害

のある人たちと一緒に仕事をして、いろんなこと

を学んだ、それを少しお話しさせていただきます。

障害のある人たちの雇用に至る経緯ということで

すが、実は僕が小さい時から、我が社には障害の

ある人たちが働いておられたのです。聴覚障害の

方たちと、地域におられた知的障害の方が務めて

おられました。ゴ|三常'にかわいカfってもらったとい
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う思い出があるのです。

僕は二代目で、その時は子供でしたから、経緯

というのはよくわからないので、親父に聞いてみ

たら、話の中では障害者雇用という考え方はな

かったようです。その当時というのは人手不足と

いうか、人を必要とする時代だ、ったので、まさし

く人材、戦力としての雇用だったと言っていまし

た。

そんな中でちょっと気になることを言っていた

のです。障害者雇用という、そういった考え方は、

社会の流れとか時代の流れの中からうまれて来た

のではないかと。そして、おまえたちがそういう

社会をつくってきたのではないのかと。確かに小

さい時を思い浮かべますと、いろいろな職場とい

うのが僕らの周りにあったと記憶しています。多

様な職場、そこにはいろいろな人たちが働いてお

られた。その中に障害のある人たちもやっぱり働

いておられたのです。それと、会社の職場は僕の

遊び場でもありましたので、子供心に、大人たち

が働いている職場に何か勢いとか熱気みたいなも

のを感じたのを憶えています。

今はやりの SOHOというのか、スモールオ

フイース・ホームオフィースといったものがあち

こちで、どんどんうみだされていく時代、まさし

く戦後の復興期と言われる時期だったのでしょう

か。地域といった暮らしの空間に、生活の場所や

仕事をする場所が一緒にあった、隣接していたと

いう時代だ、ったような気がします。

今、振り返ってみて思うのですが、その当時は

生活する目的とか手段といったものが自分たちの

側にあった時代、個人に所属していた時代ではな

かったと思うのです。

例えば、我が社は段ボールケースの製造業なの

ですが、ものをつくる手段は自分たちの手の延長

線上にあった、技術というものが個人の身につい

ていた時代です。ですから“包丁一本さらしに巻

いて旅に出るのも"という歌がありますが、働い

ておられる方も非常に流動的だったです。所属領

域を求めて旅をするというか、何かうちの会社を

通行して行く、言い方を変えれば入れかわり立ち

かわりが激しい時代だ、ったのです。

その一方で、組織という観点から見たらどうか

なというと、やっぱりある意味では未成熟という

のか、ルールとかいったものは余りなかった。荒

削りといいますか、帰属意識というようなものも

少なかったように思います。

多分さっきうちの社長が言っていた、おまえた

ちがやった事だというのは、そういうのを組織化

してきたというか、成熟化してきた、そういう中

で本来自分たち側にあった生活の目的とか手段と

いうのが、実は自分たちの所属する領域の方に吸

収されていったという気がします。そういう中で

障害という環境や立場を社会の中で考える必要が

出てきたのではないかと思うのです。確かに、人

側にあったものを組織の側に取り込んだというの

は、僕たちの世代の責任かなという気がします。

僕自身振り返ってみますと、そういう事を実際に

やっていくのですね。そんな中での失敗談が、多

分皆さんのお役に立つと思います。

僕は、 1970年の後半、第 2次オイルショック

以降の非常に厳しい時代に今の会社に入るのです

けれども、その年にそれまで出したことのないよ

うな欠損を出すのです。多分中小企業経営のひと

つの分岐点としての時期だ、ったのではないかとい

う気がしています。

そんな状況の中で僕がやった事は、組織の維

持・発展という事です。親父の世代は創業という

立ち上げの時代だったと思うのですが、その仕組

みを継続する中でさっき言ったようなことをやり

出すのです。例えば、会社の中にルールをつくる

とか、タイムレコーダーを入れて時間管理をした

りするのです。今考えると、何でそんなことを

やったのかなと反省をするのですが。それと、例

えば多技能工化なんて事を言っていました。要す

るに大先輩である、僕らが小さい時から働いてお

られたような職人さんたちに向かつて、これから

はひとつの技術や技能では飯は食っていけないか

ら、何でもできるようにならないといけないとい

うようなことを言っていました。また、作業手順

の標準化や平準化という事もしていったのですね。

その当時のキーワードというのは、合理化という

言葉だったと思います。それとセットになってい

たのが、いわゆるメカ、機械化ですね。そういう

時代だったですね。それを導入していくというこ

とをやったのです。今のキーワードといったら、リ

ストラ。それにセットになっているのがテクノロ



ジーというやつです。これは物すごい削減能力を

持っています。僕は真剣にリストラの本来的な意

味を考えていかんと、後世に笑われるのではない

かなという気がいます。しかし自分自身、同じよ

うなことを当時ゃったわけです。合理化・機械化

ですね。現場では、総スカンというか、猛反発を

受けました。それはそうですよね。今まで自分の

技術として、食べる手段としても自分の手のうち、

働く主体側にあったのが、いわゆる機械化するこ

とによって奪い取られていくという事の中で物す

ごい反発がありました。

組織の歯車になりたくないという話が、現場の

特に若い人聞からいわれました。彼らに僕はこう

いうことを言ったことがあります。歯車というの

は大切なものだ。非常にすばらしい仕事、役割で

はないか。どんなにすごい組織でも、どんなにす

ばらしい機械でも、歯車がひとつ欠けたら機能せ

んやないかというようなことを、聞いている本人

もつらいけれども、言っている本人もつらいです。

歯車が欠けたらかえことするだけです。そのため

に規格化というのをやっているのですから。

そういう中で悪戦苦闘しながらもやろうとして

いたのが、いわゆる人材教育ということです。そ

して、人間関係という一大事業だったのです。そ

んな時期に中小企業家同友会という、障害のある

人たちが直面している問題や雇用を経営課題とし

て考えてきた経営者の交流会に出合うのです。

きょうも仲間が来てくれているのですが、そこへ

入るわけです。

僕は、これによって大分救われました。なぜか

というと、良い仲間に出会えた。良い先輩に出会

えたということです。さっきお話しした人材教育

という事ではいろいろ教えられました。その当時、

僕が障害者雇用ということについてしゃべるひと

つの切り口は、労働能力という考え方でした。僕

は小さいときから、障害のある人たちが立派に職

場の中で活躍されているというのを見てきました

し、実際その時は一緒に働いていましたから。だ

から障害がある、障害イコール労働能力がないと

いう、そういう偏見は捨ててほしいと、そういう

話をしていたのです。根拠のない偏見に基づいて

判断するのは、経営者として知何なものかといっ

た、非常に生意気なことも言っていたので、す。

ところが、その労働能力という時の能力のあり

場所や、そもそも能力というのは何かというのを

実はそのとき余り知らなかったと思います。そこ

らへんを実は先輩に教えてもらうのです。よく言

われたことですが、おまえは人育てをやっている

と言うけれども、おまえのやっていることは、自

分にとって都合のいい人聞を育てようとしている

だけだと。自分たちにとって都合のいい能力を身

につけさそうとしているだけだ。それでは人は育

たないと。人の能力というのは、そのとき僕たち

は潜在能力という言葉を使っていたと思いますが、

そういう人のもっている潜在能力を開花さすとい

うことは、もっと具体的なことだ。自分の職場に

いる、目の前のその人聞が持っている能力を開花

させるということだ。そして開花させることによっ

て、自分の職場で、人材として育ってもらう。ま

たは、働き甲斐という，思いを持って働いてもらう、

それを願うことだと言うのです。教育者になれと

いうことです。

この問、小泉総理のメールマガジンを読んで、い

て懐かしい言葉に出会ったのです。思い邪(よこし

ま)無しと。井上靖さんが、孔子という本を書かれ

たときに、そういう言葉を聞いたのですが、思い

邪(よこしま)無し。馬の斯(ここ)に姐(ゆ)くを思う

というものです。それは、馬をただひたすら育て

る。そしてその馬が力強く草原を駆けめぐる姿を

思い願うという、これと同じことを障害者雇用の

先輩たちは言っているのです。僕は、さすがにそ

れは無理だ。中小企業の経営者というのはそろば

ん勘定をしないといけない。そろばんをはじいて

こそ、企業の存続できるのだということを言って

いたのですが、その先輩は、それはまさにその通

りだ。僕たちは聖人君主ではない。しかし、そう

いうことを思える瞬間がある。常に思い続けるこ

とはできないかもしれないけれども、そういうこ

とを思える瞬間があると。その話を聞いたときに、

障害のある人たちと仕事をされてきた中で、いろ

いろなことを経験されているのだなと感じました。

しかし、僕もそれに似た体験をすることになるの

です。ちょうど 10年前ぐらいになるのですが、今

みたいに非常に厳しい時代で、解決策を描くこと

ができない問題が山積する中で、現場で立ち尽く

すしかないという、言葉ではそういう表現しかで
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きないのですが、実際に精神的にも 肉体的にもく

たくたになっているH守期だったのですが。そのと

きに、うちの会社で一緒に働いていた知的障害の

社員が僕の側に寄ってきてくれて、こう言 うので

す「専務、大丈夫ですよ、僕がいますから」と。

僕は、そのときある瞬'問をおいて、どこか体の中

から、ああそうだ、 何 とかなるんだという声が聞

こえたという感じがしまいた。目からうろこが落

ちるというか、経営をしている中で、経営者とい

うのは一皮むける瞬-問があるとよく 言われますけ

れども 、そういうものだ、ったのかなという気がし

ます。自分が今まで考えていたことが、大転換、

360度グワット回るという感じです。360度グルァ

ト回るというのは、もとへ戻ってしまうというこ

とです。ちょっとここで笑ってもらわないと困る

のですが。考え方というのはそんなに急激には変

わらない。ところが物事の見方が変わった。さっ

き言いましたように、何とかなるなという感じ

だ、ったです。

そのとき、先輩が言っている、人が成長する過

程というのはこういうことだ、ったのかなと思った

のです。僕らは常に言い続けていたわけです。障

害のある人たちが抱えている問題とは何かいう中

で。人が成長するというのは、例えば人間のから

だの中にはたくさんのスイッチがある O これはも

ともと持っているスイッチだ。決して何処から移

植するのではない。そのスイッチは最初オフに

なっている。それを自らの力でオンにしていくな

かで人は成長する。ところが自分の力だけではど

うしてもオンにできないスイッチカfある。それは

例えば人との関係とか、環境との間で押されるス

イッチだ。そのスイッチが押 されることがない。

ずっとないという状況に追いやられる。そういう

人たちの問題がまさしく障害だと。

実は、僕はず、っと彼のそのスイッチを押し続け

ていたつもりだったのです。ところが全然違うと

ころを押していたという気がします。しかし、彼

がまさしくその時、何処かにある僕のスイッチを

押 してくれたのです。

障害者雇用に取り組む先輩経営者に、中小企業

の経営者にとって人育てというのが一番大きな任

務だ、指名だといわれました。人を育てる環境を

職場につくれと言われたのです。

ところが、育つ環境はつくれないぞ。どんなに頑

張っても、コントロールしても育つ環境はつくれ

ない。それができるところが職場だというです。そ

のことの意味が、少し分かったようなような気が

します。働くこと通して、ひとりひとりの可能性

が開花する 、それが組織の可能性につながる。l

たす lが3以上になったり、部分部分の和が全体

を上回るようなダイナミックな力を発揮するO そ

ういう職場のモデルを実は僕たちの先輩や仲間が

つくってきてくれたのだと思います。そして、そ

れはまさに障害のある人たちが働くということを

通じて主役になる中でうみだされてきたのです。

そういう本当にダイナミックな職場をさらにうみ

だす、その姿勢が現場主義ということだと思いま

す。そういう話を続けていきたいのですけれども、

ショー トレポー トということで、そろそろ京冬わら

ないといけません。多分そういう事例はこれから

パネラーの皆様とか、明日の発表でいろいろお聞

きできると思います。ちょっと長くなりましたO こ

れで終わらせていただきます。

(拍手)

O高井氏 矢野さん、とごうもありがと うございま

した。

今、語られたことにつきましては、レジ、ユメに

も記されていますので、次のシンポジス トの方に

移っていきたいと思います。

それでは、マイカルのIJ、林さん、よろしくお願

いいたします。

小林 繁

株式会社マイカル

0小林氏

企業の障害者雇用について

障害者雇用の基本

①人権的考えからの雇用

②障害ではなく特徴

③雇用ではなく就労

④雇用率f確保ではなく人材確保

障害者雇用後の基本

①仕事でのコミニュケーションを取る



②日常でのコミニュケーションを取る

③ともに働く仲間である

今後に向けて

障害者雇用の概念は 1981年に、「国際障害者

年Jの行動計画において話し合われ、発表された、

「障害者は社会の他の者と異なったニーズをもっ

特別な集団と考えられるべきではなく、通常な

ニーズを満たすのに特別な困難をもっ市民である」

とする。これが(理念)であり、本質であるとさ

れています。

このことからも、障害のある人が他の一般市民

と同じように社会の一員として、さまざまな分野

の活動に参加できるように、企業が自ら最低限雇

用率(1.8%)を守りぬくことが企業の社会的責

任であることを認識することが必要です。

①私は現在マイカルで人権と障害者の担当をして

おります。

実は、会社の実情を考えると、今日ここに出て

くる事にためらいがありました。

しかし、このような時だからこそ皆様にお話した

いと思い出てきました。

今私は、人権を担当していて本当に良かったと

思っています。私の障害者雇用の基本は、人間は、

誰でも同じではない、違って当たり前である。な

ぜなら、生まれも、育った環境も同じではないの

だから、同じ人は一人もいない、だからみんな同

じように生きていく権利はもっている。だから皆

が一緒に働く事だ、これが人権を担当している又

障害者雇用の担当をしている私の基本の考え方で

ある。

わが社は今非常に厳しい経済情勢の中にいます。

その中で会社が今後どうなるかと言う流れの中で、

組合は従業員の雇用を守れ、全従業員が働く場所

を確保する事、そうした時に障害者の雇用の問題

はどうするのかとと言う問題が出てきたわけです。

そんな時障害者だけをどうするのではなく、働い

ている全ての人を雇用する事ではないのか、皆の

雇用を守るのは当たり前ではないか、そうゅう考

えの中で次の職場を探して欲しいと話しました現

在、会社の中でお庖は営業しています。ですから

現在障害者のかたも、自分で体調を崩し自分から

辞める人はべつとして、現在それ以外の人で障害

者でやめた人はおりません。

障害者担当としていま一番苦慮しているのは、

もしお庖が閉鎖した時そこにいる障害者のどのよ

うにしていくか、常にそれを考えています。

一番良いのは、全部のお庖が存続できることが

良いのですが、現在では未定です。

会社の中で社員をリストラしているのだから、

当然そこの中で障害者も減らしていかなければい

けないのではないか、要は従業員を減らすという

ことになれば、作業能率が落ちる障害者の人を置

いておくわけにはいかないという話がきました。

果たしてそうなのでしょうか。私はその時話を

したのは、そうではなく自分の持ち場をきっちり

守り、自分の持ち場の中で一生懸命やっている人、

自分の能力で能力の範囲で仕事をしている人、そ

ういう人は決して会社に対してマイナスだけでは

ない、プラスになっている人も多い。健常者で

あってもマイナスになっている人も中にはいます。

会社の中で就労の面から見たらはずすべき人はお

るはずです。

要は、障害者の雇用はどう考えるか、自分の所

で仕事をしていただしそれが会社の全体の中で

プラスになっていく、それは健常者であろうと障

害者であろうとそこの職場でプラスなっていただ

し要はそれだけのものを自分で作りもっていた

だくと言う事が必要になってくると思います。

うちの会社で事務所にいる女a性で、障害を持って

いる方が、障害者雇用促進協会で表彰を受けた事

でのレポートのなかで、彼女自身が言っていた言

葉を紹介してみたいと思います。「私が不自由さ

を感じるところは、きっとお客様も同じ思いをし

ていらっしゃる事が多いでしょう。福祉やサービ

スという言葉が出てこなくても、職場のみんなが

私にしてくれると同じように自然な形で、まるで

当たり前のようにたくさんのことができたらとお

もいます。Jこんなふうに話しておられました。で

すから私は障害を持った方に非常にいろいろなこ

とで教えられた事が多いわけです。これも障害者

雇用のプラスのめんです。

②内部の関連会社については、マイカル本体と同

じように考えております。関連企業といってもい
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ろいろなケースがありまして、会社の中でお取引

をさせていただいているところとか、ありますが

マイカル全体として考えていっていますので、お

庖は現在でも営業をがんばってしているわけです。

③今現在はそういう状況になっていますので、例

えばお庖の中で採算が合わないところでは、お庖

を閉めるという状況に恐らくなってくるとおもい

ます。ただその時に前もって、ある程度状況がわ

かってきた時に、職業安定所などと底の閉鎖等に

ついてコミニケーションをとっていきます。いま

は大阪東の職業安定所をキーステーションとして

全国の職業安定所とのパイフ。を取っています。そ

こでこういうような仕事をしていらっしゃる方が

おりますけれども、勤めるところはありませんか

と前もって調整できるようにしています。

そして大阪市内であれば、今までおつきあいの

あった就労支援センターのかたと前もってのコミ

ニケーション取り合っていく事が大切だと考えて

います。

④人権と言う事とリストラという一見相反する部

分があると考えがちですが、本当にこれから考え

なければいけないのは、われわれ人聞は働く場所

がなければ生活が出来ない、食べていけないと思

います。だから障害があろうとなかろうと、もし

会社がなくなったら働く場所を自分で探していこ

うと言う気構えが必要だと思います。だからリス

トラに対して今立ち止まるというおはなしがあり

ましたけれども、立ち止まっておられない場合も

あるので、とりあえず自分で一生懸命前に突き進

むしか今の現状の中ではこれしかないのではない

かとおもいます。

⑤今、私が人権と言いましたのは、人権担当とし

てずっとやってきてますので、例えば

人権問題を話すときに、いろいろな差別の問題か

ら発生して人権問題が出てくる事が非常に多いわ

けです。私は人権の基になっている事はみんな生

きている人間なのだということが人権の根底だと

思うからです。そこで障害者であるとか、外国人

であるとか、女性であるとか、そういうものが人

権の一つの基軸になっています。その意味からも

障害者だからこの仕事は出来ないとか、言うので

はなく、その人が持っている能力はどう言うもの

があるかと考えるべきだと思います。

さっき僕は言わなかったのですが、障害者の雇

用を増やしていったとき、どう言う考え方をした

かと言いますと、会社の中でこんな仕事があるの

ではないか、こういうことが出来るのではないか、

障害を持っていることと仕事が、雇用ではなく就

労が先だと言う事が根底になって考えています。

ですから人権も障害者雇用もいっしよという考え

方をしています。今、リストラと言うお話があり

ましたがその事に付いては先ほど話したとおりで

す。

⑥もうだいぶ前になりますが、養護学校から先生

がまいりまして、先生が l人の生徒さんの履歴書

をお持ちになりまして、この子を正社員で入れて

くださいと言う話になりました。そこで正社員と

は何時間ですか、と言う質問をしたところ、学校

では八時間勉強をしているから十分出来ると言う

事でした。そこでうちでは最初は短時間で仕事を

して戴いていると言いました、そこで慣れていた

だいて、それから職場で働いていただく事になる

のです。環境が変わると長い時間の労働が出来な

いのです。そこでいろんなトラブルとかいろいろ

なものがおきるわけです。ですから受けるときに、

相手先と受け入れ側のコミニュケーションを良く

とっておく事が必要です。例えば仕事をしていく

中で必要な事は、周りの人とどの様にコミニユ

ケーションとっていくか、どの様に接していく事

が必要です。そういうことがいちばん大事ではな

いかと思います。

⑦今、ネットワークが私は非常に大事だなと，思っ

ています。うちのようにこの様な状況になったと

き、就労支援センターのかたとか、いろいろなと

ころでお会いさせていただいた方など、毎日のよ

うに相談が出来る、やっぱり僕らはただ、たんに

障害者を雇用するだけではなく、どのようなとき

でも相談できる事がいちばん大事で、はないかと自

分自身考えています。

(拍手)

O高井氏 どうもありがとうございました。



人権ということをテーマに障害者雇用も進めてこ

られましたが、この度、民事再生法の適用の申請

をされる中で、現在は l名を除いてそのまま各庖

舗で勤務しているというふうにお聞きしてほっと

していますが、その反面、マイカルさんは大型庖

舗を多数お持ちの中で、今回のことは関連会社に

も波及しているのはないかと思う のですが、そう

いったところはマイカルさんとして、どの程度、;巴

握されているのでしょうか。

0小林氏 はい、 一応は関連会社、そういうもの

についてはわかっているつもりではおりま

す。いろんなケースがありまして、会社の中でお

取引をさせていただいているところとか、

中で一緒にお仕事をしていただいているところと

か、ほとんどお応はやっていますので、今の段階

ではまだそのまま継続を続行 しております。

0高井氏 ありがとうございました。

それでは、次に谷口さん、お願いいたします。

谷口さち子

ピークヤム株式会社

0谷口氏 ピークヤム株式会社はコーヒー ・ス

ムージー を中心にジ、ユース ・サンドイツチ ・11輸入

雑貨等を扱う飲食業で東京都千代田区の霞が関ピ

ルに 1997年創業し、他支);58}苫舗を営業してい

ます。アメリカのカ ートビジネスをヒン トに小さ

な面積での効率のよさを生かし、そこで差別のな

い雇用を実現しようと起こしたベンチャー企業で

あり、現在社員アルバイト合計で約 90名のうち

精神障害者 13名、知的障害者 l名です。

わが社では障害者採用条件を、「作業所、デイ

ケア、授産所等どこかの施設に属している。jとし

ています。ある程度の期間、生活の様子を見て下

さっている職員の方による推薦が必要です。働き

始めた後も相談できる社会資源を持っていること

はご本人にとって仕事を長続きさせられる重要な

ポイン トになっていると思います。事業所にとっ

ても問題が起こったときの第三者のアドバイスは

貴重なものです。

採用後はまず研修からはじめ、評価表に従い手

当てを上げていく }I~をとります。 「労働の力に応じ

た手当て」という単純なものであり、会社側と本

人との合意によるものであり、他アルバイトの不

公平感もありません。

「労働の力=生産性」に関し、送り手側(作業

初頭)と受けて側 (会社)の判定の差に博然、とす

ることもしばしばですが、時間を掛け実力をつけ

た方は我社にとって大きな戦力になっています。

これからも精神障害の方の採用を進めていきたい

と考えています。

(拍手)

O山口氏 精神障害者の方でス トレスに弱く、あ

る日突然やめるということで継続が~1!í~しい方も中

におられるのですが、制11社の場合にス トレス に強

くなれということをおっしゃっていますが、その

辺の経過を少し具体的におっしゃっていただけま

せんか。

0谷口氏 まず、私は相談をするとき 、いろいろ

会社の中で起きた、障害者の方が思っているトラ

ブlレは事実です。それからこちらの思っているの

も事実で、それがどうしても直接は言えなかった

りということがあるので、そこのところを後ろに

いる社会支援の方に相談して、こちらに相談をし

ていただくということで日にちを減らしたり 、時

間を加減したりして、なるべく長く続けられるよ

うにして、その方のス トレス を解消するというこ

とに努める。それを直接こちらがストレスを解消

するのではなく 、まずその障害者の方に言います

と、お父さん、お母さんには相談しないでと 、ス

トレスがも っと高くなってそこで何てひどい会社

だと、家族の中で言い合って、それで、不幸だ‘った

と考えるのがせいぜいで、いい解決にはならない

から、それを、あなたこういうふうに思っている

かもしれないから、この部分は相談しなさい、こ

の部分は我慢しなさいということをそちらで話し

て、こちらにもよく言っていただけるので、こ ち

らも内容があらかじめわかるので、ス トレスが少

ないですし、ご本人も多少なりとス 卜レス を1解拝行消与

する場所を必ず

のでで、、ストレスが少ないというふうに感じていま

す。

0高井氏 どうもありがとうごさいました。

もう少しお尋ねをしたいと思うのですが、次に回
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します。

それでは、金子さん、よろしくお願いいたします。

金 子 鮎 子

株式会社ストローク

0金子氏 株式会社ストロークの金子でございま

す。

私どもの会社のことは、このレシ、ユメに概11陪を

書いてございますので、時間を省略するためにポ

イントだけ申し上げます。私は、定年までよその

企業に勤めておりました。昭和 47年から精神障

害の方たち とつながりがありました。その方たち

の話し相手やご家族の会の勉強会をやってきまし

た。作業所を卒業しでもなかなか一般の就労は難

しいということで、当時私が企業で研修担当とし

て、新人の受け入れをしていたことから障害のあ

る人たちと一緒に働きながら、もうちょっとレベ

ルアップしてちゃんと働けるようにならないかな

ということで、定年後平成元年ですけれども、株

式会社をつくって、そこで精神障害の人と一緒に

清掃の仕事を始めました。

13年たっていますけれども、本当に小さな会社

で、素人が始めた会社ですので、本当に少しです

けれども、通院 している人が大体十二、三人、社

会適応訓練の訓練生が今 5人います。そういう人

たちを含めてやってきましたけれども、なかなか

最初は、出てくる日に出てこないとか、来るはず

の時間に来ないとかというようなことがありまし

た。病気をしたからといって、仕事をすっぽかさ

れたのでは困りますし、やっぱり企業として契約

して、仕事を受けているわけですから 、仕事に

ちゃんと出てこないと困る。そういうことから言

いますと、やはり精神障害の人は勤務が不安定で

あてにならないということをよく 言われます。そ

このところを何とか契約先に迷惑をかけない形を

つくろうということで、今精神障害の人と、あと

健常者といいますか、サポー トする人間が社員を

含めて二、三人しかいません。

そういうことで、大きな現場ですと多少休んで

も調整がつくのですが、小さな会社が始めたもの

ですから、小さな清掃現場があちこちに点在して

l人体むとかなり響いてしまう 。あるいはカバー

をだれかしなければいけないということがござい

まして、最初のうちは研修をやっていなかったの

ですけれども 、仕事を始めてから 2年目ぐらいか

ら、まず1:ijf修をやって仕事に少しなれてもらって、

こちらも働けるような状態にその方があるかどう

かを見せてもらいながら清掃の技術をお教えする

研修を始めています。

当初、無料でやっていたころは、約束の時間に

来ないことが多かったのですが、有事|にして、動

機づけをきちっとして自分が働くようになるのだ

という覚悟をして、現場に入ってもらう形にして

います。最初は、生活保護の方もいますから、そ

ういったお金を取るのはどうかと思ったのですが、

やはり自分が働くためにはきちっと生活を整えて

いくという覚悟をしてもらおうということで始め

ました。

今では、そうした考えで研修を始めるように

なって、連絡もなく休むことはまったくなくなり

ました。もっとも、薬を飲んでいる人たちですか

ら、夜中に眠れなくて、朝出 られないとか、そう

いう連絡はありますけれども、連絡さえくれれば

何らかのJl~で私たちがカバーして、現場に穴をあ

けないようにしようということで、皆にもその覚

悟でとにかく現場に穴をあけない、契約者の方に

迷惑をかけない、自分たちの責任としてちゃんと

やろう、調子が悪ければ、夜中でもいいし朝でも

いいから、とにかく連絡を必ず入れることという

ことにしました。ときたま朝起こされることもあ

りますけれども、何らかの形で私たちゃ社員がカ

ノてーするとか、少し人数を多めに入れているとこ

ろでカバーし合う形でやっております。

毎日の清掃と機械を使った、定期清掃、床を洗

うとか、カーペットクリーニングをするというこ

ともやっております。今、そういった形で大体入

りたては、制1多自イ本は 2.S時間ぐらいの州市多を

5回ぐらいずつやって、それでできる人はまた現

場に入って、そこの現場の流れを覚えてもらって

という形で溝掃をやっています。覚えられない人

は、もうちょっと長く制修をやることもあります。

それとある程度基本的に、掃くとか、拭 くとか、

掃除機をかけるとか、そういうことを教えて、そ



れから現場に入って、そこの現場の流れに従った

機材の使い方とか、手順を教えたりとかというふ

うにして、現在は指導者が毎日べったりそこの現

場についているという形ではなくて、二、三人の

チームでもって仕事を運べるような形でやってい

ます。

最初のうちは、週に 3回ぐらい二、三時間やっ

ていた人たちが、今長く続いている人は、やはり

13年目の人もいますし、七、八年から 10年ぐら

いの人が主になっています。勤務としてはフルタ

イムの人は非常に少なくて、やっぱり午前中 3時

間半から 4時間間ぐらいの清掃の仕事をしている

人がほとんどです。毎日ではないけれども、フル

タイムでできる人もいます。

私どもとしては、とにかく本人の働く意欲とい

うのが一番基本ですから、そこのところをベース

にして働く力をつけていってほしい。社会的な常

識を持ってほしいということで、やっております。

やはり精神障害の方は、眠いとか朝起きられない

とか、いろんな話がありますけれども、病院に入

院していたときには、やはり早く起きているわけ

ですから、ですからそれは生活の習慣だというふ

うに考えておりまして、うちの現場は清掃ですか

ら、朝 8時には始まりますが、ほとんど遅刻しな

いで来ます。あっても年に 1・2回です。朝早く

出るためには、夜早く寝て、早寝早起きの生活に

変えましょう。働きたいのだ、ったらやっぱり生活

を変えましょう。仕事に合わせて変えましょうと

いうことで、研修も含めて働き始める時聞が8時

だとしたら、それを逆算して通勤の時間、食事の

時問、着替えの時間、例えば6時ぐらいは起きな

いといけないということで、そういう生活に慣ら

していくようにしています。

これは、そういっていればだんだん納得して、

朝眠くでしょうがないときはもうちょっと早く寝

るのだということに生活を切りかえてもらうよう

にしてもっています。

そんなことで仕事をやっていますけれども、未

編集の完成したビデオを見て頂きましょう。これ

は私どもがそういった障害者の方の清掃をやって

いるものですから、公的なところの清掃の予算が

カットされ、今度は障害者の人たちで清掃をやろ

うという話になったところが何カ所かあります。

そういうことで東京の武蔵野市の方の障害者総合

センターという、地上 4階建て、地下を入れると

建物全部で2，500平方メートルぐらいでしょう

か。それぐらいの建物のところなのですが、そこ

の清掃を知的障害の方が毎日のお掃除をすること

になりまして、それに伴って、定期清掃といいま

すけれども、機械を使ってやる清掃については自

分たちではすぐにできないから、精神障害の方た

ちの私の会社とか、他の授産施設で、清掃をやって

いらっしゃる方とご一緒に、その仕事を受けさせ

てもらっています。

最初は、以前は民間に委託して予算がたくさん

あったときは、毎月の定期清掃の床洗いの清掃を

今、予算をカットして年間 6回の契約になり、偶

数月に l度、お掃除をやっております。

そのときの様子をビデオを将来的にまとめていく

ために、撮ったのがありますので、ちょっと見て

いただこうと思います。

ナレーションや音も入っていませんけれどもお

許しください。

(ビデオ放映)

こういうのを七、八人のメンバーでこの場合は、

2月に l度なのです。こういったこれほど荷物を

どけないといけないところはそんな多くないので

すが、こういった機械を使って数カ所の仕事もあ

ります。

初めての比較的初歩の人は毎日の普通の事務室

のお掃除とか、トイレのお掃除とか、そういうの

をやっていますけれども、こういう機械をやって

普段はその仕事があるとき、そういう機械を使っ

てやるようなi先ったり、ワックスをかけたりとい

うようなことをやれる人もいますし、また中には

そういうことで国家資格のピルメンの資格を取っ

た障害者の人も何人かいます。

0山口氏 質問を一言だけ。御社の性格はちょっ

とわからないので、例えば授産施設の性格に教育

ビジネスという専門学校の性格をあわせた会社だ

という理解をしたらいいのでしょうか。

0金子氏授産施設でなく、普通の株式会社なの

です。施設としての公的なお金は出ていません。

O山口氏 そうするとペイはされているのでしょ

うか。

0金子氏 もちろんです。入ったぐらいの社会適
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応訓練の訓練生は都の訓練手当は 1EI 1，100円で

すが、あとはほとんど 10何人かは最低賃金です。

ですから、東京は最低賃金は今 708円にこの 10

月からなりましたので、 l時間の単価でお払いし

て、あとは交通費、実費ないしは定期代というこ

とで払っています。

ですけれども、仕事振りは最低賃金にはちょっ

と達しないという人も何人かはいます。一応決め

られたことですので、企業としては苦 しいですけ

れども 、役員とか社員の報酬や給料を少し抑えた

71~でやっています。

あと、ちょっとついでなのですが、性格がわか

りにくいというお話もあったのですが、清掃事務

を中心にしている会社とは別にこの 6月に、東京

都の方から認証を得て、 NPOのストローク会とい

うのをつくりました。こちらでは就労の支援を主

にやっているということで女台めたところです。精

神障害や他の障害の施設の方たちに清掃のコーチ

をする、あるいは指導員の方たちの指導をすると

かいうことは、その NPOの方でやらせていただく

というような格好で、やっております。

0高井氏 十分時間がとれなくて申しわけないの

ですが、次に移らせていただきます。

それでは、次に高島屋さんの脇田さん、よ ろしく

お願いいたします。

脇田 寿|専

株式会社 島屋

0協田氏 高島屋大阪庖の脇田と申します。当社

は百貨庖業で全国に 19庖舗を擁しているのです

が、その中で私は大阪j苫で人事採用を担当してお

ります。ですから、本日はあくまでも大阪庖の事

例というようなお話になろうかと思います。

私どもでは平成 10年より障害者雇用 3カ年計

闘を進めてまいりました。この取り組みの背景に

は法定雇用率達成と、企業市民としての社会使命

の実現という 2つの側面があります。その中でこ

の3年間、全社で約 40?EIの雇用を進めてまいり

ました。これまでももちろん障害者雇用は進めて

まいりましたが、それは例えばどなたか障害者の

方が退職された場合の補充で、あるとか、もしくは

社員で中途障害になった方、 心臓ペースメーカ ー

とか、腎m訟の透析をされたとか、そういう形での

障害者雇用が主でした。平成 10年の 3月から新

規採用に積極的に取り組んできたわけです。

他の企業様の中には雇用率もそうですし、日々

の業務運営をうまく進めてらっしゃる企業様も多

いのですが、私どもはある意味スタートが平成 10

年ということになりますので、この 3年間障害者

の雇用を進めていく中で様々な問題に直面してき

ました。例えば時節柄民間企業は多かれ少なかれ

要員が減ってきており 、その結果一人一人に負荷

される仕事が量がどんどん増える状況にあ ります。

そんな中で入社後半年なり l年というのは周囲の

同僚も当社によくいらっしゃいました、無理な仕

事をしなくても結構ですよという「お客さん」的

対応なのですが、「お客さん」意識が薄れ同じ仕

事をする仲間 として受け入れられるようになる頃

から、だんだんと求めるものが高くなってきます。

その頃になって始めて様々な課題がでてきます。

今日は社内において障害者の方のいろんな相談を

受ける立場にあるということで、私自身がそう

いった 日々の中で感じているこ とを、 ちょっと 2

つの事例でお話をさせていただきたいと思います。

まず、私ども大阪庖では、電話室というのがある

のですが、百貨1;5の電話交換というのは、非常に

電話交換件数が多い職務です。またステッキはど

こに売っていますか?とか、先週まで 6階の家庭

用品の売り場で包丁の実演をやっていたけれども、

あれはどこへ行ったのですか?といったこと細か

なお問い合わせも多いのです。

それゆえに電話交換の技術というより、 今どこ

にどんな商品があるか、どんな催しをやっている

かといった種類の情報の収集力が非常に求められ

ている職場なのです。

その職場に平成 11年の 4月、一 島屋大阪庖で、

は初めて、重度の下肢障害の方、車いすの方に

入っていただきましたしかし車いすがゆえに、普

段!古内をまわって今 5階はどうなっているかとか、

l 階にこんな商品が入ったなとか、そういうこと

を見てまわることがなかなかでき ませんでした。そ

の部分で情報量が少ないですから、お客様からの

問い合わせで、ステッキどこですかと聞かれた場

合、|闘'時にその場所をお答えできず、結果他の同



僚に聞くことになりました。そうしますと他の同

僚も自分自身が受け持つ交換の仕事をやっており

ますので、自分の業務がどうしても滞ってしまう

というようなことがあったのです。

それに関しては本人も周囲に気を使うなど非常に

しんどい思いをされたと思います。ただ、その職

場のマネージャーが言い意味で公の仕事の部分と、

私の部分とをきっちり分けられる方で、障害の有

る無しに関わらず、「業務の遂行においては他の同

僚と同じレベルの成果を求めるjという姿勢で

やっていただいていたと思います。そして彼女自

身もそれに対して非常に前向きな姿勢で努力して

いました。また一方でそのマネージャーは本当に

親身になって彼女のいろんな相談を受けていたと

思います。

その彼女が今年の夏に聞かれた大阪市内の電話

交換コンクールに出場しました。私はそれを見て、

正直入社後2年たって今までのがんばりのご褒美

としてそういう場を与えてもらったのだなーくら

いに思っていたのですが、実はその彼女がほかの

同僚、先輩達を押さえ入賞したのです。その時に

それを報告に来たマネージャーは非常に嬉しそう

にしていました。顔を紅潮させて喜んでおられま

した。本人ももちろんそうでした。

それを見て改めて感じたことが、企業の中での

個人というものは各々の職場において「戦力」と

なり、「活用jされてこそその存在が認められ、そ

の結果自分も非常に自信がつくということです。

雇用率のための雇用ではなく、戦力としての雇用

そして活用の重要さを改めて感じました。

もう一つ、私の所属する人事グループには去年と

今年知的障害者が2名が入社しました。最初のこ

ろはやはりお客様ということで、そういう扱いを

受けていたのですがだんだんと周りの同年代の女

性から、彼女達は同じことをくどくど言うとか、

あいさつをしないとか、そういう声が聞かれるよ

うになってきたのです。

それを大阪市のリハビリテーション職業セン

ターの指導員の方に相談しましたところ、ある一

枚のコピーをいただきました。それは LD児の行

動の特色というようなものだったのです。私自身

障害者雇用に関しましては、 10年程担当してお

りますので社内では比較的知識は有している方だ

と思います。ただ実際のところおのおのの障害が

どういうものなのかといった医学的知識に関して

は勉強不足で申し訳ないのですが、無いに等しい

といった状態です。ですから「何で彼女はああな

んですか?Jいう話になりましたら、そこが障害

なのだから仕方ないとしか言えなかったのです。

ところがそのコピーの中には彼女の普段の行動と

全くあてはまることが書いてありました。つまり

彼女の普段の行動は LD障害がゆえに現出してき

ていることであるということが、紙、それも専門

家の方が書いていらっしゃる権威のあるものとし

て出てきたわけです。それを早速、周りの同僚の

女性に見せたところああそうなのだという風に感

じたようです。そういうことなんだ、こそういう

部分が障害なのだ。それだ、ったら仕方がないねと

いうような形になっていきました。

何が言いたかったかといいますと、私も実際障

害者雇用に関わっておりますが、情報が本当に少

ないのが現状です。本来は自分でもっと勉強すべ

きなのだと思いますが、なかなか日々の業務に追

われながら書物等を手にとっての勉強というもの

はできにくいです。こと雇用に関しては、どう

やって採用していくかとか、雇用のパイプはどう

していくかとか、その辺はたけているのですが、実

際入ってきていただく個々人の方が持つ障害とは

具体的にはどんなものなのか?どのようなフォ

ローが必要とされるのか?というような知識の無

さが有ると思います。

従業員 1，000人以上の企業のうち、法定雇用率

を満たしている企業が7.5%という数字を見てい

ますと、恐らくこれが多くの企業が抱える問題で

はないかと思います。

障害者を雇用することに関しての我々企業人事

担当者の苦労というのは瞬間であると思います。

同じように送り出される側の苦労も瞬間かもしれ

ません。本当の苦労があるとするならば、実際の

入社後共に時間を過ごす、職場の上司、同僚そし

て何よりも障害者ご本人であるということです。

二つの事例で感じましたことは、入社後 60歳ま

で働いていただくわけですから 25歳で入社すれば

35年の勤務。その 35年を見据えた上で、何をし

て行くべきかを考える必要があるということです。

そのためには各企業の人事採用担当者と就労支援
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の皆様方とのコミュニケーションの必要性を強く

感じます。支援側と人事担当者側が両サイドで支

えることで日々勤務する職場の上司、同僚そして

障害者本人の苦労が少しでも軽減できるよう、当

たり前のことなのかもしれませんけれども、そう

いうことが出来る連携を取らせていただけるよう

のお願いできればということで終わらせていただ

きます。

(拍手)

O山口氏 結局、障害者の方でも健常者の方でも

働きやすい職場、あるいは働きやすい企業という

のは、結局どういうことなのでしょうか。

0脇田氏 高島屋大阪庖の風土というのは、我々

もそうやって育ってきたのですが、いわゆる泥に

まみれてはい上がってこいというようなものがあ

る気がします。きれいなスーツを着て、すっと涼

しい顔で立っていますけれども、実際裏側では男

女の別なくパッキンケースを担いだり 、 トラ ック

の中に乗って一緒に倉庫へ行ったり、そういうこ

とをやっております。また正社員では学歴に関係

無く、皆が販売職という仕事に就きます。ですか

ら、ある意味機会均等の風土といえるかもしれま

せん。そういう中では例えば学歴や性別に関係無

くがんばれば正当な評価iは受けやすいと思います。

ただ障害者の場合障害の種類、度合いというもの

は様々でしょうから、設備といったハード面は出

来るだけ整備していきながらハンデをフォローし

た上での機会均等が重要であると感じます。

それと、人に仕事をという言葉はよくありますが、

人に人をというか、一人の障害者をどこに配属す

るかを考える場合、業務内容もちろん大事なので

すが、例えばこの上司であるとか、この同僚であ

るとか、そういうことが連続的に続く日々の仕事

の中では非常に大きなウエー トを占めてくると思

います。ですからそのあたりまで配慮できる人事

運営がひとりひとりの障害者の働きやすきにつな

がるものと思います。

0高井氏 どうもありがとうごさいました。

それでは、次に森山さん、お願いします。

0森山氏 私どもの会社にはエンターテイメン ト

で社会貢献しようというビジョンがあります。

我々採用を担当している側は、この社会貢献や

バリアフリーをどの様に採用の中に取り入れるか

森山 正

ユニバーサルスタジオジャパン

という議論を約 2年ほど前から始めました。採用

のプランと言っても複数あります。業務経験をお

持ちの方を対象とした中途採用を行うキャリア採

用プラン、これは量的に一番大きいものになりま

す。他に新卒採用プラン、留学生採用プラン等が

あります。

同じ位置づけで、障害者の方々もこれだけ大きな

事業を行うのだから、ぜひともいろんな形で参画

をしていただこうということで、障害者採用プラ

ンというものを同等の位置に置きました。

ただ障害者の方を受け入れる、と言 うのは簡単

なのですが、正直社内にはいろいろな議論があり

ました。その中で我々が何を考えて障害者の方々

の雇用を行うかというあたりに、社内で相当議論

の時間を割いた経緯があります。

そのあたりの経緯や現状、今抱えている諜題等に

ついて、簡単にご説明をしようと思っております。

最終的にたどり着いた基本的な考えというもの

は、|障害者の方も健常者の方も同等に接 しようと

いう事でした。幸いテーマパークには種々の職種

があ ります。プラスもなければマイナスもない。仕

事をしていただくに当たって、その適正があるの

か知いのか、そこを判断しようということになり

ました。

法定雇用率ということがよく 言われております

が、我々は法定率を達成するための雇用はしたく

ないと考えました。採用が決まった後、すぐに仕

事をやめてしまうことは、ご本人にと っても大変

悲しいことでしょうし、我々にと ってのマイナス

も大きいことから、業務に合う方、合わない方を

判断していくことが長期的には障害者の方々の雇

用につながるのではないかと考えました。

昨 2000年は 8名の障害者の方が入社されまし

た。全員身体障害者の方ばかりです。そのうち 5

名の方が重度の方でした。今年の 3月の末にパー

クが開業したので、第 2段階の採用活動をいつ展

開するかという ことも慎重に考えました。何しろ

いろいろな会社から多くの人が集まってきて事業



運営をしているため、人間関係はでき上がってい

ない、マニュアルはあっても必ずしもそのとおり

機能しない。非常な混乱の絶頂にありその混乱の

中で開業を迎えたもので、やはり受け入れを行う

各部門が少し落ち着きを取り戻した時が最適な時

期だろうと考えました。ちょうどこの夏を終えた、

9月頃から第 2段階の活動を展開いたしました。

その結果、この 12月にほぼ皆さんの入社が確定

すると思いますが、 9月以降 37名の方の入社が決

まっております。したがって全員で45名というこ

とになります。

そのうち、重度障害の方が 17名おられます。 45

名の内訳を見てみますと、知的障害の方が20名、

聴覚障害の方が5名、身体障害の方が20名です。

まず、これで第 l段階、第 2段階と終えたのです

が、ここに至るまでには、いろいろな課題があり

ました。特に知的障害の方に対してどういう仕事

があるのか、このあたりは大きな議論の的になり

ました。

我々人事部のスタッフも現場任せにはしておけ

ないと考え、社内に障害者雇用サポート委員会を

っくり、人事部だけではなく社内の各部から委員

を選出して、雇用とサポートのあり方を議論しま

した。

その中で私も現場に何度も足を運びました。あ

る部では 2人しか採用できないというのを、就労

可能な仕事を見つけ出すというようなことを行っ

たわけです。例えば多くの庖舗がありますので、

いろいろなユニフォームがあります。ユニフォー

ムは大体 1日で洗濯に回すのですが、それを種類

別に分ける必要があります。襟のところに縫い込

まれた赤、白、黄色の布の色を見て分別の箱にユ

ニフォームを入れていくという作業があります。

また多くの社員が着がえにきたときに、新しいユ

ニフォームを渡します。そのときはずしたハンガー

を整理する仕事など、探せばいろいろとあること

がよくわかりました。

気をつけないといけないことは、我々は社内で

リーダーシップを発揮していく必要はありますが、

強引に事を進めると、恐らく失敗したであろうと

思います。我々は採用の面接を行って部門にバト

ンタッチしますが最終的には部門がきっちりと暖

かく受け入れてくれる環境なくして成功はありま

せん。職場と我々と二人三脚でプランを進めてい

く必要がありました。

いろんな方法でベクトルを合わせるために工夫

をしましたが、一番有効だ、ったと思うのは、採用

の面接に各部門の採用の責任者に参加してもらう

方法をとったことです。今までいろんな誤解等を

持っていたスタッフも、面接に参加することに

よって、大きく意識が変化しました。

これまでの考え方について訂正を伝えてきたス

タッフもおりました。特に知的障害の方が20名

おられるわけですが、この方々の受け入れについ

ては充分な議論の必要があると思いました。

入社の日に会社に来てもらって配属の部署に引き

渡す、これだけでは恐らくうまくいかないだろう

ということで、実習期間を設けました。 1日目は

会社の概要を説明する。 2日目は各部門の説明会

をl日かけて行う。座学だけでは非常に疲れます

ので、現場を見学に行く。一緒に働く人たちとそ

こで紹介し合うということも行いました。皆、非

常に嬉しそうな顔をして職場の中に入っていく姿

を見ていると、我々も少しいいことができたのか

なという気持ちになったのを覚えています。

と同時に、受け入れ職場で専属のトレーナーを

選出しました。四六時中マンツーマンで業務につ

くわけではありませんが、っかず離れずの距離で、

常にサポートするという人員を配置しております。

これも障害をお持ちの方々が仕事に慣れていく

にしたがって、少しフォーメーションを変えてい

く必要があると思いますが、何しろ我々はまだ十

分なノウハウがない段階で、いろいろな試行錯誤

を重ねながら今やっておりますので、少し慎重に

さまざまな方法を導入しております。

実はきょう朝も聴覚障害のトレーニングクラス

を行いました。これは聴覚障害の方が5名ほど働

いておられますが、その受け入れを行う部署のト

レーナーの人達に集まってもらい、基本的な聴覚

障害の方に対しての接し方や、注意点、簡単な手

話なども講座の中に入れて行っています。こう

いったトレーニングを重ねていくということは、や

はり必要だろうと思っています。

今後、我々は何を考えていく必要があるのかを

頭の中に置きながら、皆さんの仕事振りを見てい

ますが、まだまだ社内には十分な理解が醸成させ
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ているとは言えません。今回、45名の採用数とな

りますが、私は質問を受けました。なぜ一度に大

量採用をするのだと O 答えは簡単です。仕事をす

る能力がある方がここにおられるから採用するの

です。さらに、理解を促進してし、く努力が我々に

は必要です。

結果的に今、法定雇用を超えた形になりますが、

我々の基本的な考えの中には法定雇用率がゴール

ではないということを明言しております。これか

らどれだけ仕事を見つけ出し、 っくり出し、それ

が雇用という形に結びつくかわかりません。我々

の今後の努力なのですが、さらにこれを促進して

いくという目標を持ちながら頑張っていきたいと

思います。

ありがとうございました。

0山口氏 各部門の採用基準はあると思うのです

が、とごういうような基準なのですか。

0森山氏 ちょうど前のセッションでも報告があ

りましたが、サービス業は比較的いろんな障害を

お持ちの方が就労しやすい業種という事例報告が

ございました。まさにそのとおりだと思います。

我々は飲食庖もあれば、物販屈もあります。その

中には例えば、食器の洗持業務や、レストランの

中の清掃業務、庖j!H!Jに品出しをした後に大量の段

ボール箱が出ます。この大量の段ボール箱を、き

ちんとたたんでくくるという作業もあります。小

さいながらも成功事例を社内に幾つも幾つもつ

くっていくことが大事ではないかと，Elいましたの

で、取 り組みやすい仕事選び、というところに努力

をしました。

(拍手)

0高井氏 どうもありがとうございました。

それでは、長らくお待たせしました。大井さん、

よろしくお願いいたします。

大 井行衛

オフィスオオイ

0大井氏 富山からまいりました大井でございま

す。

時計を持っていませんから、 H寺聞を教えてくださ

いね。今、パネラーの皆さんの話を聞きまして、

私のやっていることが若干違うものですから、皆

さん戸惑いがあるかもわかりませんが、私は施設

の方で知的障害者、重度身体障害者、自閉症とい

う分野の施設の]隊員として、 20年余 り仕事をし

まして、まず感じたことは、こんな隔離の施設な

んかはこれからはもう要らないのではないか。ヨー

ロッパとかいろんなところへ旅行しまして、自分

自身でこのまま施設の中で職員としてやるのはよ

しとしないという考え方で、だ、ったら自分で何か

つくってやろうと 、そういう中でこれから必ず在

宅福祉という時代が来るはずだということで、

だった ら企業でやろ う。企業 としていろんな分野

でやろうという ことで、8年前に会社をつくりま

したO

会社をつくりまして、まず企業経営者として何

をすべきか。私自身カf福祉の総合的なことをやろ

うという考えを持っていましたので、いろんな考

えが自分の中でふつふつと沸いてくるものがござ

いまして、企業家として始めたわけです。そのと

きに縁がございまして、社ー長の経営者の皆さんが

全国で4万社あるのですが、集まる団体、先ほど

矢野さんからお話がございましたように、中小企

業家同友会という組織がございます。私は富山県

に所属しているのですが、 10分という時間なもの

ですから、私は話していると 2時間ぐらいかかっ

てしまうので、簡単に要点だけお話ししますね。

その同友会同士で話したときに、勉強ばっかりし

ていたってしょうがない。実証しようよ O 実際に

つくろうよということで、まず lつは、経営者が

お金を出し合いまして、 l人頭 200万円、 300万

円。会社をつくりまして、サラ ダホウレンソウと

いう、水耕栽培、この工.場を有限会社をつくって、

今あした、ポス トセクションのウゾ社長の方から

詳しいお話がありますので、私はそのところでと

どめておきますけれども、こういう会社をつくっ

た。それから、知的障害者の方の中で多くの方々

が同友会のメンバーの中で就職しているのです。

そうしますと中途でやめていかないといけない。な

かなかできない。だ、ったらうちが預かりましよう

ということで、無料で再訓練をして、 そして就労

に結びつける。100%就職していきます。

それから、知的障害者の職域の増大を図ろうでは

ないか。私どもの仕事をやっているような、高齢



者の施設群、うちは痴呆症の施設だとか、デイ

サービスだとか、県内に 8カ所持っております。

こういう施設群で働く人材を育てよう。知的障害

者の方はできるのです。そういう職域でやろうよ

と、そういうようなことを同友会といたしまし

て、一応の成果を上げております。

それで、私はきょうそれと同時にもう一つお話を

したいのは、今皆さん社会福祉法人の方も多いと

思いますが、私ども民間企業といたしまして、町

の中に施設をつくってやろうと。生活の場であり、

修業の場であり、いろんなものをつくればいいの

だと。それを助成金をもらおうと思うから大変な

んで、私どもは今、オーナーシップ制という制度

をとっております。オーナーシップ制というのは

何かといいますと、施設をつくるお金は個人、企

業、 1億、 2億の金が出ますから、土地と建物を

提供してもらう、それを私どもが運営する。そし

て運営して私どもが介護保険だとか、そういうと

ころからお金がもらえますから、そういうところ

から障害者の方々も仕事をしてもらうというよう

なことをしてやろうと。今富山県で 8カ所やって

います。痴呆症のグループホーム、デイサービス、

ショートステイです。まだ特養は社会福祉法人で

ないともらえませんから、来年県の方から許可が

出ておりますので、来年企業の別組織として社会

福祉法人化を lつつくろうと，思っています。

これは 15年4月から会所いたしますけれども、私

ども簡単なんですよ。新しいものをつくりません。

今の痴呆症のグループホームは新しいものをつ

くっていますけれども、施設群は 3，000坪の土

地に 1，000坪の病院があればそれを買い取って、

そこを改造して施設にしていくのです。県は大喜

びですよ。一銭も助成金を出しませんから。どん

どんつくってくださいです。こういう%でケアハ

ウスと合併したものをつくる。あるいは特老をつ

くる。いろんなことができるわけです。今私ども

の方にはホテルも来ています。金沢では今度 7階

建てのホテルがケアハウスになります。そんな 10

億の金なんか使わなくて済むわけです。こういう

形で施設群をつくると。

そこではっきり言って障害を持っている方はど

んどん就職したらいいのです。就職といいまして

も、障害者の方は私どもの会社も 5人ほどいます

けれども、簡単なものではありません。うちの場

合は、中重度ですから、 30ぐらいまでしか数を数

えられない方々です。だけどそういう方々も就職

できるのです。就職するということは、就職する

ための訓練をしがてら、そういう環境にしていく

のです。

例えば、うちの場合、通勤と買い物は必ず自分

でしなさいということを言います。ところが数が

30しか数えられない人が買い物ができますか。と

ころがうちに来ると 1週間でできるようになりま

す。

例えば、 550円の弁当が一番最初の取っ掛かり

でいいのですが、 550円の弁当を貫いに

いくのです。ところがお金の価値がわかりません。

100円玉がわかりません。そういう人たちには 550

円という数字を出さないのです。 3つの数字のも

のでやります。 550円というのは 3つ数字が並ぶ

でしょう。そうしたら 4つの数字で買えるでしょ

う。こういう教え方をするのです。ですから、頭

の回転を変えることです。そうすると買い物を自

分でする、職員がつきません。先輩が後輩を連れ

て行きます。その方が覚えが早いです。

それから、例えば僕も何回も経験があるのです

が、私は右足の甲の骨を 2回折っています。障害

者の子と一緒に荷物を持つのです。重たいです。

離しますと言わないで、立って離してしまいます。

こういうようにほかんと落ちるのです。骨折です。

ところが現場主義で、骨折したときに教えないと、

それから 3分、 5分たってから痛かったと言って

もわかりません。こういうことなのですよ。だか

らこういういろんなやり方があると思うのです。そ

ういう中で、うちは障害者の社員は全寮制です。

世話人を 1人 24時間体制で、やって、親元から離

しています。-僕は親元から離して徹底的に訓練し

た方がいいと思います。一生親と一緒におれるわ

けではありませんので、ある程度の時期がたった

ら、また家に帰しますが。そういうことをしなが

ら、育てながら社員としてやっていく。やめてい

く人はいませんから、もう長い者は 8年いますか

ら、一緒に会社を立ち上げたときからいますから、

楽しいのでしょう。

それから、私どもはもう一つ、オーナーシップ

制の中で、例えば皆さんの中で自分が施設をやり
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たいよという人がいると思います。そのときに施

設を lつ建てると社会福祉法人なら 1億円。小さ

い施設でも 3.000万円、 4，000万円のお金がか

かります。ところが私どもですと、例えば廃校、

公民館、廃屋、そういうところへ私どもの方から、

トイレと厨房と浴室、これを 3つ運んでしまって、

1カ月で施設をつくってしまいます。それで県の

認可になります。こういうものをつくって、どん

どん施設を町の中につくればいいのですよ。大き

な施設を郊外のでっかい山の中に 50人、 100人

つくらなくていいのです。あんなことをしたって、

隔離の何ものでもない。そういうことでそんなふ

うにして何が社会性ですか。高齢者の話をすると、

特別養護老人ホームに 1カ月入ると社会性なくし

ます。何でもしてもらえるから。施設でもそうい

うことありませんか。僕のときはそうだ、ったです。

職員が何やかやで世話をかけて、結果的には社会

性なくしてしまう。それで就職といっても、はっ

きり言えば就職なんかできっこないのです。だっ

たら町の中でどんどん買い物に行って、皆のとこ

ろへ一緒になって生活しなかったら仕事なんかで

きるものですか。そんな雇用は簡単なものではな

いですよ。今、会社が生きるか死ぬかの瀬戸際の

ときに、雇用しましょう、雇用しましようとそん

な楽な話があるわけないではないで、すか。そうだ、っ

たらそれなりの努力を周りもしないといけない。

これは当然だと思うのです。

だから、私どもは町の中にそういうものをつ

くっていく。平成 17年には、社会福祉法人の方

には大変申しわけないのだけれども、企業として

町の中にこれからどんどん施設をつくっていきま

すから。これは競争だと思います。いいサービス

をして、いいケアをする。今、もうプログラムが

できていますので、ただ介護保険ができなかった

らだめですけれども。今は自己負担が多過ぎます

から、だめですが、ただ介護保険になれば当然そ

ういうふうに企業として進出をしていく。そして

一緒になって仕事をしていく。保護ではないので

すね。社会の一員として一緒になってやっていこ

うという考え方を持っています。

そういうことを含めまして、それで我々は机上

の空論で、ただ机の上で考えるのではなくて、実

際にこういうことをしたらこういうノウハウが得

られるのではないか。今、先ほど施設を 8つつ

くったと言いましたけれども、オーナーシップ制

でオーナーが 1億、 2億の金をぽんと出すわけな

いのです。それは富山県でもできているわけです。

そういうものが実際にできている。県は喜んで介

護保険法で、それを認定してくれるのです。介護

保険がもらえるわけです。そういう施設群が今で

きてきているわけです。

ですから、今、私の方の相談で、肢体不自由児協

会、あるいは LD障害、それから脳挫傷の後遺症

の高度障害、いろんな方が来ていますけれども、

全部の方々にそれができるわけありません。こん

な零細企業が。だけども、そういうものを町の中

につくるということについては大いに賛成をして

おりますので、オーナーを見つけて、オーナーに

は家賃を払うのです。オーナーはマンションより

率いいですよ。こういうことを考えるのです。

言っておきますが、特許ですよ。ビジネス特許で

す。

お風日場から天井レールを張っている、あれは

私の特許です。あれはロイヤルティーもらってい

るのです。そういうものを考えていけばいいので

す。福祉というのはこうだというものはないので

す。施設も何もかも。ですからいろんなことが考

えられるのです。ケアだってそうです。いろんな

方法を駆使して、いろんなことをやる。

大体、私はきょう不思議に思ったのは、ここで

リハビリの多くの方が来ているのだけれども、こ

こにいるのは皆さん企業ですよね。皆さんの中で

企業の方がいないというのはおかしいなと思って

いたのです。何で企業の方がいないのだと。リハ

ビリというのは、雇用から話すのに企業がいな

かったらどうなるのだ。どこが雇用するのだ。若

干そういうことも思いました。

ですから、いろんな福祉というのはこうだと決

まったものがないはずですから、私は私の信じる

道でこれからもいろんなやりたいことをやりたい

なと思っております。

(拍手)

O高井氏 ありがとうございました。

会場の皆さんは、多分目からうろこで、唖然とさ

れている方がたくさんいらっしゃるように思いま

すし、私自身そうだ、ったのですが、福祉施設職員



から事業主になられ、福祉と決別された理由とか

の話は特にいい話だなと思われたと思うのですが、

現状から一歩出ない方の方が圧倒的に多い中で、

一歩出るための原動力をちょっと教えてください。

O大井氏福祉から離れていません。どっぷり福

祉につかっています。ただ福祉のっかり方

が違うだけです。苦しい中でつかっています。う

ちの企業はあしたにもつぶれるかもしれません。企

業というのはそんなに怖いのです。ことし l年で

採用で 60数人入れました。富山県で l位だそう

です。ところが60何人の人件責を考えたらもう

頭が痛いです。ですから、

企業というのは調子がよくてもあっという間につ

ぶれることがあるのです。ですから、大変怖いで

す。それは経営者としての手腕ですね。ですから、

それは物すごく気をつけています。

ですが、福祉を心がけた以上、最後までやり遂げ

たいと，思っています。それから質問、何でしたか。

O高井氏 そのパワーの源はどこからやってくる

のですか。

0大井氏 パワーがあるかないかしりませんけれ

ども。

0高井氏 100キロを超えておられるそうですね。

O大井氏 超えていますね。 108キロあります。

この間、経営者で保険に入ろうと思いましたら、

100キロ以上はだめだそうですね。覚えておいて

ください。 100キロ以内の方しか高額な保険者に

はなれません。それでやせました。でもまた太り

ました。

0高井氏 どうもありがとうございました。

それでは、今一巡させていただいた中で、都会型

の発表と地方型の発表といろいろあったのですが、

いかにビジネスチャンスをつくっていくかという

ところを教えていただきました。

ところで、もう少しマイカルさんにお尋ねしたい

ことがあります。今は各店舗の営業を継続してい

ると言うことですが、今後の展開次第では、庖舗

閉鎖もあり得るわけで、そういったことを視野に

入れた上での移行援助等をどのようにお考えなの

かお尋ねしたいと思います。

0小林氏 今現在はそういう状況になっています

ので、例えばお庖の中で採算が合わないところに

ついては、お庖を閉めるというような状況は恐ら

く出てくるだろうなと思います。

ただ、そのときに前もって、ある程度その辺が

わかっているお庖については職業安定所を通して、

今でもやっていますけれども、ここのお庖につい

てはいつ庖が閉鎖する、そういう中で職業安定所

の方が今、大阪東の安定所を中心にやっているの

ですが、大阪東の安定所で各地域につなぎをつけ

ていただいておりまして、こういうような仕事を

している方がいらっしゃるのだけれども、こうい

う方は勤めるところはありますかということのつ

なぎを前もってやっていきながら、障害者の方に

ついては手前、手前で、やっていこうという形の進

め方はしております。

それから、大阪市内であれば、今までおつき合

い願っている就労支援センターの方ともお話をし

ながら、とりあえずやろうという考えを持ってお

ります。

以上です。

O高井氏 どうもありがとうございました。

シンポジストの皆さんも人権ということを常に考

えながら経営されているわけですけれども、今こ

ういった不況の時代の中でリストラということが

一方ではどんどんされているわけですが、そういっ

たことについてそれぞれのシンポジストの皆さん

はどんなふうにとらえておられるのか、お尋ねし

てみたいと思います。

矢野さんからお願いします。

0矢野氏 リストラのことは別に考えていません。

本来の意味ではないだろうから。さっき僕が大失

敗したというのは、自分はあのときに自分のやっ

ていることがものすごく矛盾していると思ってい

たのです。おかしい。これは子供でもわかる理屈

だと思いながら機械化や合理化らしきものをやっ

たのです。今、もう一回ちょっと立ちどまるとい

う必要があるだろうと。僕は経営者というのは矛

盾の編集者だと思っているのです。例えば、ノイ

ズとか混沌というか、そんなものの編集者だ。だ

から意味あるものをず、っと見定めるという能力が

要る。ということは、おかしいことに関してはお

かしいと認めてから始めないといけないと思うの

です。今はもう大合唱でしょう。おかしいでしょ

う。思いませんか。リストラが首切りに直ぐにつ

ながるというのは。 ITが削減の道具になっている。
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インフォメーションテクノロジーというのは、あ

れは創造するための道具ででもあるわけですよね。

新しいものを生み出すという道具が、ただただ雇

用領域の削減に使われているわけです。そこでは

排除の論理がどんどん進んでいる。だから僕たち

はここで 1回おかしいと言わないといけない。僕

はそういうふうに思います。

0高井氏 ありがとうございました。次の方、お

願いします。

0小林氏 人権という部分とそれからリストラと

いう相反する部分があるだろうと思います。ただ、

本当にこれから考えなくてはいけないことという

のは、我々は全部働かなかたら食っていけないの

です。だから、働く場所を自分でもって、もし会

社がこうなったら探していくというくらいの馬力

が片方では必要ではないか。だから、今、一番向

こうの方は非常に力があるお言葉をおっしゃって

いただいたのですが、自分たちが自分たちで何か

をっくり上げていく。だから障害者に対してもこ

れからの考え方とすれば、就労をしていく場所を

自分たちで何とか考えてつくっていくということ

を考えることが一番ではないか。だから、リスト

ラに対して今、立ちどまるというお話がありまし

たけれども、立ちどまっておれる場合もあるし、

おれない場合もあるけれども、とりあえず自分で

一生懸命前へ突き進むしか、今の現状の中ではな

いのではないかなと思っております。

0山口氏 人権といったときに、障害者だからだ

めだ、健常者でオーケーという意味での人権とい

うニュアンスが意外とありまして、それで今矢野

さんがおっしゃっているように、例えば中小企業

が障害者を雇用するときに人権という発想は全く

ないと思うのです。あくまでも戦力としてどうか

というニュアンスがあるので、その点はどうでしょ

うか。

0小林氏今、私の方で人権という部分を言いま

したのは、実は私は人権担当としてずっと

ここやってきているわけです。例えば、人権問題

を話すときに、いろんな差別の問題から発生して、

人権問題が出てくる部分というのが今非常に多い

わけです。もとになっている部分は何なのだと

いったら、皆、生きている人間なのだということ

が人権の根底だと思うのです。

それで、そこの中でいわゆる障害者であるとか、

それから外国人であるとか、女性であるとか、そ

ういうものがいわゆる人権の 1つの柱になって基

軸になってきているだろうと思うのです。ですか

ら、そういう意味合いにおいて、障害者だからこ

ういう仕事はできないとか、障害者だからこうだ

よということではなくて、その人が持っている能

力というのをどういうふうに考えていくか。

さっき、僕は言わなかったのですが、うちの場合、

障害者雇用をしていったときに、どういう考え方

をしたかといったら、障害を持っている人たちに

対して、会社の中でこんな仕事があるのではない

か、こういうことができるのではないかと、ここ

だ、ったら障害者の方がやれるのではないか。障害

を持っているということと仕事が、いわゆる雇用

ではなくて、仕事の就労が先だというのが根底に

なって考えています。

ですから、今、人権に対してという部分の話を

しましたけれども、人権も障害も僕は一緒という

考え方をしていって、そこの中で考えていくべき

だと。ただ、今リストラというお話がありました

ので、それについては今私が言ったとおりです。

以上です。

0山口氏 精神障害者の場合は、特にそれこそ人

権という問題が今まで、あったわけですが、そうい

う方が採用されたときに、当事者の方というのは

意外と仕事の概念というのが現場でなかなか食い

違う場合があると思うのですが、その辺をどのよ

うに教育されているでしょうか。人権と絡めて

ちょっと教えてください。谷口さん。

0谷口氏 人権というと、ちょっとそれについて

のこちらにしっかりした人権というものに

ついてのあれがないとお答えできないので、うち

の方では単純にこれでというのではないですけれ

ども、単純に言って、労働の能力に対しての支払

いということで公平だというふうに，思っているの

が、私の人権ということなのです。

ですから、障害があるから多少仕事ができなく

てもこれぐらいの手当でというふうにはしないで、

そのできた量に対して支払うということですから、

それは一般のアルバイトの子でも、うちは93人で

すか、それの中で大体 10何人の人が混ざって仕

事をしているものですから、そこで仕事のという



のは、隣にいて仕事のできる分量というのが明ら

かに違うというのがはっきりわかるわけなのです

が、それは頭では障害があるからできなくてしょ

うがないのではないかというのだけれども、実際

皆は、一番不満に思うのは公平か不公平かという

ことに、物すごくだれでも敏感なんです。そして

皆が大変なら我慢できるのだけど、でこぼこがあ

ると我慢しないというのがごく一般で、それはだ

れでも私はそうだと思っているのです。

ですから、うちでは単純にそれを守るというこ

とに関しては、生産量によって手当を決めるとい

う単純なことにしていますので、そこらへんで私

は公平だというふうに考えているわけです。そこ

のところで解決をしているというのがうちの公平

だ。人権を守るということに関しての皆への説明

です。

精神障害者の方というのは大体3カ月ぐらいに

なるとやめてしまったり、非常に仕事が難しくな

るのですが、大体一般の人というのは、アルバイ

トでも何でも 3カ月ぐらいすると結構仕事という

のはばりばりできるのだけれども、精神障害者の

方は初めはすごいスピードで同じような感じに

入ってくるのですが、大体3カ月ぐらいでくたび

れてしまったり、 3カ月すると周りはもっとでき

るのではないかと期待するわけです。皆、大体仕

事をしながら周りを観察して、説明しなくても皆

を見ていると、このものを洗ったらどこへ置くと

いうのは説明しなくても 3カ月のうちにわかって、

何も言わなくても行くのだけれども、障害がある

方というのは観察をするというのが弱いので、 3カ

月たっても一番初めと同じような状態で仕事をし

ているために、周りの期待は大きい、けれども仕

事は進まないために、ここで同じものをもらって

いるとすると、こっちの人は上がらない、こっち

の人は上がっていくために差ができて、それで同

じは不公平ではないかとか。そうするとロでは言

わないけれども、態度が冷たくなったりというよ

うなことで、いづらくなる。その人もくたびれて

くる。やっても{可となく周りカf暖かくないという

ことで、疲れてくることもあるけれども、周りの

期待にこたえられないというまじめさと、実際問

題としてなかなか周りもそんなにいつも優しいわ

けではなくて、皆、不公平さに敏感ですから、何

となくという状態でやめていく場合が多いわけで、

す。

そこに、日によって出来栄えによっての支払い

があれば、その人は 3カ月たっているけれどもこ

れだけ。自分は 3カ月たったらできるようになっ

たからこれだけというふうになると、そこできち

んとやっぱり同じ状態で働けていけるというとこ

ろで、うちは皆、長続きしているのではないかと

いうのが、うちの皆を公平に扱う、それで皆のそ

れを確保しているというのがうちのやり方です。

O高井氏 ありがとうございました。一人一人を

大切にしながら進めていただいているのが

よくわかりました。人権についてず、っとお尋ねし

ていたいのですが、時間の制約がありますので、

ちょっと方向を変えさせて頂きます。

今日の参加者は、支援者の方が圧倒的に多いの

ですが、事業主側としていつも感じていることは、

送り出す側の言葉には「あれも出来る、これも出

来る」というウソが多いと思っておられるようで

すが、ここにおられる 7名の方には、その辺で、

送り出す側の方に是非お願いしたいことや、注文

をお聞かせ下さい。大井さんからお願いします。

O大井氏何で僕にくるのかな。

0高井氏 大井さんから、ずっと皆さん言ってい

ただきますので。 2分でお願いします。

0大井氏私は、施設にいたころに、 20年間で

50数人の人を社会に送り出したのです。それこそ

バッタのごとく頭を下げて企業に頼みにいって、

50数人の方を就職させてもらったのです。ところ

が 10年たったら全滅でした。 l人も残っていませ

ん。それぐらいひどいのです。それから、自分で

今会社を興していろんな話を聞くでしょう。結構

富山で有名だから、僕の前歴を知っていますから、

話をするのだけれども、てんかんは隠す。病名は

隠す。これは皆さんではないですよ。学校が多い

のです。就職はさせたいがためにうそをつく。こ

れはよくないですね。あとから、それがわかると

絶対におまえのところ来るなというのです。絶対

そういうことのないようにお願いをしたいなとい

う、ちょっとした気持ちです。

0森山氏私は正直なところ、まだわかりません。

というのは、この障害者の方の採用に本格的にか

かわって、まだ日が経過していないということも
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ありますし、その過程にあるというところから、い

ろんな方のご協力やアドバイス、逆に今サポート

していただいているというのが正直なところです。

もう少し時聞がたてば高井さんがおっしゃってい

るようなことにぶち当たるのかもわかりませんけ

れども(が)、今は同じ方向を向いて、協力関係

を維持していきたいという気持ちの方が正直、強

いです。

O脇田氏 私もそんなことは言っていないのです

が、ちょっと先ほどのお話で触れさせていただき

ましたように、 1っそういうことを思い出します

と、ある施設の方が来られまして、ある方をご紹

介をいただくということで、お会いさせていただ

いたときに、その知的障害の方が非常に家庭環境

が官、まれない部分があって、彼の自信を取り戻す

ためには、名前の大きな大手の会社に入ることが

彼の自信につながって、なおかつそれが家族関係

もよくして、すべてうまくいくのだというのを切々

とお話をいただいたことがあるのです。私、個人

は非常に心情的にはどちらかというとそっちの方

なのですが、そういう形になりますと、逆に非常

に正直に言いますと、かかってくるものが多き過

ぎるといいますか、先ほど言いましたような雇用

から就労という部分で、どうしても見てしまうの

で、そういう部分でそれだけのお話であると、逆

に構えてしまう。次の本人さんのどういうことが

できるのですか、どういうところができないので

すかというお話を進めさせていただく以前に逆に

構えてしまうというのがありました。これはあえ

て言うならば、その一例はそんな例がありました。

ただ、本当にさっき言いましたけれども、私の

採用担当の仕事というのは、採用するときの瞬間

でして、その後が本当に長い年月で、本人さんと

職場ということで続いていくわけですから。そう

いう意味で、今は指導員の方と本当に私は非常に

信頼していまして、百貨庖ではスペシャルケアポ

イントと言いまして、ものと同じにするのはあれ

なのですが、例えばシルクのパジャマを売るとき

に、このパジャマは肌触りがよくていいですよ、ぜ

ひとも買ってください、いいですよといったとこ

ろが、お客さんが洗濯したら縮んだりとか、夏場

は汗で黄ばんだ、りとか、どうなっているのだとい

うことがありました。ものをお客様に提供すると

きは、いいところと悪いところもきっちり言うと。

それで納得をしていただ‘いた上で、買っていただ、

ければ何かあったとしても逆にそれがまた信頼に

結びつくような、そういう教えがあるのです。

ちょっと人間とものを並べるのは失礼なのです

が、そういうことなのかなと思います。

0脇田氏 ひとつだけ事例を思い出しますと、あ

る施設の方が来られまして、ある方をご紹介をい

ただきました。その知的障害の方が、家庭環境が

恵まれない部分があって、彼の自信を取り戻すた

めにも、有名な大手の会社で働かせてあげたいと

いうということを切々とお話をいただいたことが

あります。私、個人はその指導員の方のお気持ち

と非常に近しいものがあるつもりです。ただ企業

としては先ほど言いましたように実際の就労、戦

力化を見据えた上での雇用ということが前提です

ので、その時は正直少し構えてしまいました。そ

んな例がありました。先ほど申し上げました通り

私の採用担当の仕事というのは、有る意味瞬間の

苦労でして、その後の長い年月の中での本人と職

場の関わりにおける苦労ということを考えますと、

いかに指導員の方々との信頼関係を築きながら、

緊密情報のやり取りをし、それを職場の苦労の解

消に結び付けていくのかが、非常に大事であると

感じております。百貨店ではスペシャルケアポイ

ントと言いまして、例えばシルクのパジャマを売

るときに、このパジャマは肌触りがよくていいで

すよ、ですから買ってください、とお勧めしお買

い上げ頂いたとします。ところが、お客さんが洗

濯したら縮んだりとか、夏場は汗で黄ばんだりと

か思いもよらぬ状態になったということでご苦情

をいただくことがあります。ものをお客様に提供

するときは、いいところと悪いところもきっちり

言うと。それで納得をしていただいた上で、買っ

ていただければ何かあったとしても逆にそれがま

た信頼に結びつくような、そういう教えがあるの

です。

0高井氏 ありがとうございます。金子さん、お

願いします。

0金子氏 私が思うのには、施設とかそういった

支援の側たちというのが、実際にはその方をそん

なに知らないケースも多いのではないかというよ

うなことも感じます。というのは、一緒に働きな



がらですと、その人がどんな特徴があったり、実

際の中でとはまた違った姿というのが見えてきま

して、それをもとに私たちは一緒に働く働き方を

工夫しないとだめなので、そんなに非常に細かく

説明してくださったりとかいう方もいますけれど

も、逆にその方が過保護のなり過ぎてしまうかな

という面もありますので、その辺はほどほどに周

りの方の意見を聞いたり、あるいはご本人と話し

て、ご本人も心を閉ざしている面もありますから、

相当長くかからないと;1犬況がわかってこないとか、

家庭状況がわかってこないというのもあります。

その辺は内容がわかるわからないと協力関係を持

てるかどうかのことが多いのではないかと思いま

す。

働く上では生活支援の面も必要ですから、そう

いうところをこちらが聞き出して支援を保健婦さ

んに頼むこともありますし、連携をしていけばい

いことであって、そこができないとちょっとご本

人も大変です。人それぞれかなり特徴があります

から、その方を見ながら一緒にかかわっていくよ

りしょうがないと私は思っております。

0高井氏 ありがとうごさいます。同じ質問で谷

口さん、お願いします。

O谷口氏 私が作業所の職員をしていたときに、

何とか皆働きたい人に働かせてあげたいと

いうふうに思っていたということがあって、今度

一般の営利企業のところに行って働いたときに、

一般の新聞だとか、フリーターの人だとか、大学

生とか、いろんな人がアルバイトに来るわけです

が、その一般の人の働く量の余りの大きさにび、っ

くりして、これはとてもじゃないけれども、施設

の中で、思った、その人ができるというものと、そ

ういうところでこの人はできるというものの差の

余りの大きいことにびっくりをしましたし、やは

りある程度体力というものと、そういったものが

絶対必要だということを、送り出す方がある程度

わかっていていただかないと、なかなかいかない

ですし、一般の若い人というのはどれぐらいの量

を働くかというのはそれは驚異のものです。

0高井氏 ありがとうございます。小林さん、お

願いします。

0小林氏 もう大分前になりますけれども、養護

学校から先生が来まして、それで先生がこ

の子を正社員で入れてくださいという話になった

ときに、正社員とは何時間ですかという質問をし

たのです。そうしたら学校では 8時間やっている

から、十分8時間働けるよというお話があったわ

けです。その方を入れたときに、うちは基本的に

は知的障害者の方の場合には、短時間雇用から

やってきて、そこでなれていただいて、それから

職場に入れるという形にしておったのです。そう

いう形で今までの人を入れていまして、そこから

入ってきた人が8時間ということで8時聞入れた

ら、体力が8時間もたないのですね。

というのは何かといったら、学校での 8時間と全

く環境が違ったら、どうしても疲れが倍出る場合

もありますし、そういうことで、学校と環境が

違ったらそれだけの時間帯が変わるよというもの

が、先生には相談して話をしていてもなかなかよ

くわかっていただけなかったのです。そういうこ

とでの問題というのは結構ありました。

ただ、いろんなトラブルとかいろんなものが起き

る部分というのは、あくまでの受け入れ側のコ

ミュニケーションの問題が物すごく大きいかなと

思います。

だから、お庖の中で例えば私たちが仕事をして

いる中でやらせていく、周りにいる方がどうフォ

ローしていくのか、全体がわかっているのか、 l人

か2人がわかっているのかというところでも違っ

てくると思うし、そういう外からの話というより

も、中へ入ってから、さっきも脇田さんが言って

いましたけれども、どういうふうにその方たちと

接していくかということが一番大事ではないかな

と，思っております。

0高井氏 ありがとうございました。

最後の質問になるのですが、谷口さんや金子さん

はサポート体制がなければ雇用の対象に考えない

とおっしゃっていましたが、サポート体制のあり

方について、ご注文がありましたら、大井さんか

ら順番に、またサポート体制のご注文がなければ、

最後の一言、これだけは言っておきたいというこ

とがありましたらつけ加えていただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。

0大井氏 サポート体制というか、障害を持って

いる方だとか、高齢者なども含めてなので

すが、行政の力なくしてはできないわけです。と
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ころが行政の力なくしてできないのですが、私ど

もの企業は一切行政から支援を受けないという方

針をとっております。助成金をもらわない。

というのは、やはり時聞がかかる、それからい

ろいろな制約がある、あるいは自分のやりたいこ

とができない。こういうものがあって、企業にとっ

てはいい面と悪い面があるのです。かと言いなが

ら、実績を残せば社会福祉法人は来年とっていい

よということを言ってくれる。こういう意味では、

本当にいい関係でありたいということをずっと考

えております。と同時に障害を持っている方々の

ず、っと今まで 30年近く見てきまして、思うこと

は、やはり実践です。いろんなことを考えて、い

ろんなことで相談し合ってやっておりますけれど

も、でも最後はいろんなことを自分で試みないと、

団体でいいから試みないと、そうした中でこれは

いい、これは悪い、これはできる、これはできな

いということを自分たちで判断しながらやってい

かないと、常に行政頼み、常に助成金をくれ、場

所をくれ、これではなかなかこれからの日本の中

でいいケアだとか、いい施設ができないのではな

いかという気がいたします。

自分勝手な考えではありますけれども、そうい

う30年間の結果から自分ではそう思っておりま

すので、自分なりに頑張りたいというふうに思っ

ております。ネットワークはすごく大事です。以

上です。

0高井氏 ありがとうございます。森山さん、お

願いします。

0森山氏 サポートという言葉もいろんな切り口

があると思います。今、私は社内でのサポートと

いう視点で考え方を申し上げますと、いろんなサ

ポートのやり方が外の機関との問の中であると思

います。それは非常に大事にしていきたいと思っ

ております。

一方で、ただそれに依存しているだけではだめ

なのではないかなと。

まだ、歴史が浅いということもあり、どういう問

題が今後出てきて、どういう対応、カ沼、要になって

くるのかというのが、正直わかっておりません。実

感として理解をしているものは社内でもそう多く

ないと思いますので、そのあたりを十分に見極め

ながら、独自に社内での体制を確立していく必要

があるのではないのかと考えています。

O高井氏 ありがとうございます。脇田さん、お

願いします。

0脇田氏今この場では、私は企業側ということ

なのですが、会社の中のメンバーから見ると、障

害者雇用を推進する皆様方と同じ側ということで

見られることが多いです。企業の採用担当者とは

そういう立場です。

以前ある管理職の社員に言われまして非常に

ショックだったのは、その部署に入れっぱなしか

ということです。私はちょこちょこ入社した本人

と話をしたりしていたのですが、その管理職の方

にとっては入れっぱなしと感じられたようです。つ

まりマネージメントする方の、もしくは職場の

フォローを私自身がしていなかったということで

す。最初にこういう会社の方針で、こういう方に

お入りいただきます、そんな風な話しはある程度

してきたつもりなのですが、配属後のケアという

か、話し込みが足りなかったということです。

現在お世話になっています各行政機関なり、セン

タ一様の方には本当によくお越しいただいたり、

電話をいただいたりしています。そういう意味で

は、常にわからないことなり、困ったことがあっ

たら相談できるという安心感があります。実際こ

の事例でも何度か相談させていただきました。

ただ私のような企業における障害者採用担当者に

もしそういった相談できる場所がなかったら、担

当者自身が自分の中で矛盾を抱えてしまうことに

なる気がします。一方で障害者雇用は企業として

の社会的使命でありそれを実務担当者としての自

分が進めていくんだという気概を持ちながらも、

日々の、おまえは入れっぱなしかというような、

いろんなことを言われる中で自分自身がつぶれて

しまうというようなこともなきにしもあらずとい

う部分があります。

これは非常に甘えたお話なのですが、何かそう

いう企業の現場の担当者がそんなふうな思いを抱

えているというところを、少しご理解いただきな

がら接していただけましたら、将来につながるよ

うなことになるのではないかと思います。

0金子氏 支援者ということですと、外部のジョ

ブコーチよりも、やはり一緒に仕事をしながら障

害のある方を支援する支援者が我々はほしいなと



いうふうに感じます。それから、ちょっと話はこ

こに出てこなかったのですが、精神障害の人の場

合、最初お薬をきちっと服用しているのですが、 7

年、 8年、 10年となってきますと、もうそろそろ

いいかなと安心してお薬を減らしていったりする

人が結構あるのですね。

そうすると調子を崩してしまうころがそこは気

をつけないといけないということがあります。

また、そういうことで言いますと、最近新薬が出

てきて副作用が少ない、かなり普通に見える、ご

本人も副作用が少なくなったと人が何人か出てき

ています。そういうことからいうと、ここ何年か

で精神障害者の人が力が発揮できないとか、働け

ないという面がまた違ってくるのではないかと感

じています。

それから、最後にもう一つだけ、ちょっと PR

させてください。先ほどお見苦しいビデオをお見

せしたのですが、第 2分科会で発表される沖縄の

ふれあいセンター、永山さんたちの活動のところ

を、私どもの NPOストローク会でビデオをつくら

せてもらって、 30分間にまとめました。多分ロ

ビーのところでも映写していただいていると思い

ます。又、玄関のところで販売もしていますので、

もし関心のある方はご購入いただければと思いま

す。 30分もので 3，000円ということでございま

す。沖縄の方たちがとても一生懸命に働いて元気

になっている姿が紹介されていますので、よろし

くどうぞお願いいたします。

0高井氏 ありがとうございました。谷口さん、

お願いします。

0谷口氏 うちの方では、先ほとキ言ったように作

業所の職員の方とか、ハローワークの方がすごく

助けていただいて、こちらの会社の方へ来ていた

だいて助けていただいたり、いろいろ話を聞いて

いただいたりしているのですが、まず大体うちの

悩みがどういったようなことなのかということ、そ

れぞれの会社や事業所によって悩みや来てほしい

方のレベルとかは違うと思いますが、少なくとも

そのかかわっているところがどれぐらいのものを

要求しているのか、それから一般はどれぐらいで

働いているかというのをなるべくそれを把握して、

そしてそこに近づけるような努力をしてから出し

ていただくというようなことで、たばこもいつ吸っ

てもいいなんていうことは考えられないですし、販

売員の人が座っているということも考えられない。

何時間でもお客さんが l人もいなくたってず、っと

立っていないといけないという仕事があるわけで

す。

ですから、少なくともそういったけじめ、体調

が悪かったから 5分遅刻なんてとんでもない。 5

分を 3回やって首にした例があります。とにかく

仕事をする、お金をもらうということにどれぐら

いの覚倍が必要かということを、それがどういう

覚悟なのかということもかかわっている事業所な

どに聞いて、かなりレベルをアップしておいてか

ら送り出すということが受け入れた方が懲りない。

来て、頼まれたからといって入れてあげたけれど

も、懲りてしまっては何もならないので、少なく

ともそこに力になるような人を送り出さないとい

けないということで、それを日々学んでいただき

たいというふうに思います。

0高井氏 ありがとうございます。小林さん、お

願いします。

0小林氏 今、ネットワークが僕は今非常に大事

だなと，思っているのです。こういううちみ

たいな状況になったときに、非常に就労支援セン

ターの方とか、そういういろんなところでお会い

させていただいて、そういう方たちに毎日のよう

に相談できる。やっぱり僕らはただ単に障害者を

雇用しているというだけではなくて、どういうと

きでもそういう話治宝できるネットワークをどれだ

けつくっていくか、どれだけつくれるのかという

ことが今、一番大切ではないかなと私自身は考え

ております。

0高井氏 それでは、矢野さん、シンポジウムの

締めくくりとして、お願いします。

O矢野氏 本当にすばらしい、いろんな取り組み

をお聞きできたと思います。今回のシンポジウム

を、新しい始まりにしていかなければならないと

思いました。

今、企業とか施設という名前が語られましたけ

れども、多分そういう資源だけではない、もっと

違う新しい仕組みをもつくっていく時代に、まさ

しく大転換期に来ているような気がするのです。

皆さん、ここにおられる方々が多分担い手になっ

て、働くこと・働き続けることを実現できるよう
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な、そういう領域を自分たちでつくっていくのだ

ろうと。それでないとやはり今の所属している領

域や、その延長線上だけでは、なかなか難しい時

代が来ているのだろうという気がします。

障害のある人たちが、その人たちの能力を生か

していく組織は、そこにいる一人一人の人が生き

生きと輝ける組織であると、そういうことを言い

続けてきたわけです。そういうものを現場主義の

なかで実現化していく主役というのは皆さん方で

はないかなと思います。現場からの報告としての

きょうのシンポジウムは、お役に立てたのではな

いかなと思います。

0高井氏 どうもありがとうごさいました。

2時間半という長丁場だ、ったのですが、私たち司

会の方では、まとめることはいたしません。

本当にすばらしい、いろんな取り組みをお聞きで

きたと思います。今回のシンポジウムを、新しい

始まりにしていかなければならないと思いました。

今、企業とか施設という名前が語られましたけれ

ども、多分そういう資源だけではない、もっと違

う新しい仕組みをもつくっていく時代に、まさし

く大転換期に来ているような気がするのです。皆

さん、ここにおられる方々が多分担い手になって、

働くこと・働き続けることを実現できるような、

そういう領域を自分たちでつくっていくのだろう

と。それでないとやはり今の所属している領域や、

その延長線上だけでは、なかなか難しい時代が来

ているのだろうという気がします。

障害のある人たちが、その人たちの能力を生かし

ていく組織は、そこにいる一人一人の人が生き生

きと輝ける組織であると、そういうことを言い続

けてきたわけです。そういうものを現場主義のな

かで実現化していく主役というのは皆さん方では

ないかなと思います。現場からの報告としての

きょうのシンポジウムは、お役に立てたのではな

いかなと思います。

最後に、長時間シンポジストとして、ご登壇いた

だきました皆さんを大きな拍手でお送りください。

本当にありがとうございました。会場の皆さん、

ご協力どうもありがとうございました。

(拍手)



シンポジウム H

「就労支援ネットワークの最前線」



シンポ ジウム H

「就労支援ネットワークの最前線」

コーデイネーター:関 宏之

大阪市職業 リハビリテ ーション

センタ ー -大阪市職業指導セン

ター

0関氏 おはようございます。

私たちに与えられたテーマは、地域でいかにし

て「就労支援ネッ トワークjを構築するかという

ものです。H'i:日 「緊急雇用安定プロジ、エク ト」に

ついてのお話があったかと思いますが、「緊急雇用

安定プロジ、エクトjで本当に頑張っておられると

ころにはいいネッ トワークがあったという事実、<

地域格差は意識格差>だという事実を認識すべき

だということです。地域なりにさまざまな課題が

あるでしょうが、やはり<地域をどのように耕す

のか>が一番大きな課題だと，Elし、ます。

そこで、まず提言として、依田さんにご登壇頂

きます。いまさらご紹介するまでもなく 、皆さん

お知り合いだと思います。依田さんが厚生省から

労働省に出向されたときに、行政の就労支援施策

が進んでいくぞという予感を持たせてくれた調査

官でありました。

今は、レジュメに書いであるところにおられま

すが、実は厚生福祉 という新聞にも連載されてい

る通り 、この業界から足が洗えずに、この業界が

大変好きでと言った方がいいと思いますが、ず、っ

とかかわり続けていただいておりますし、何か地

方で講演会があればいつでも 出かけていってくだ

さいます。

余談ですが、彼はオペラ歌手でありまして、き

のうはしゃぎ過 ぎて声の出がよくないのが彼の今

日の悩みだそうです。まず、依田さんから提言を

いただいて、続いてシンポジウムに移らせて]目き

ます。

それでは、依田さん、よろしくお願いいたします。

(拍手)

0依田氏 おはようございます。

提 言 :依;田品男

公害等調整委員会審査官

前厚生労働省大臣官房総務謀企

画官

きのうはいろいろと親しく歓談させていただき

まして、きょうは大変短い時間の中で、皆様方と

有意義な意見交換をしたいという思いもあります

ので、いきなり本題に入らせていただき ます。自

己紹介は今、関所長がしていただきま したので、

割愛をさせていただきます。

レジュメ が用意されておりますので、レジ‘ュメ

に書いてある ことはこれも時間の省111告のために省

11惜いたしますので、ぜひ項目をごらんいただきた

いと思っております。

在、が本日 、お伝えしたいメッセージ、それは提

言に掲げた言葉に尽きております。ごらんいただ

きますように、障害者の企業就労に伴う不安や負

担の要因を取り除き、障害者が安心 して企業就労

にチャ レンジでき 、企業が安心 して障害者を雇用

できる環境を整備するという ことであり ます。

リハビリテーションというと、本人の能力をい

かに高めて、就職できるようにしていくかという

ことに焦点が置かれるわけでありますが、私はこ

こでむしろ環境整備に目を向けていただきたいと

いうことであります。その際、企業就労が障害者

と企業の関係の上に成り立つというものであるこ

とを踏まえれば、企業就労に伴 う不安、負担の軽

減とか解消とかいうのは、障害者の側と企業の側

の双方について考える必要があるということであ

ります。

平成 11年の 3 月に旧労働省が厚生省、文部省

と協力して取りまとめた障害者雇用支援ネッ ト

ワーク初|究会とし寸報告書がございます。この報

告書はまさにこの侃点に立って、環境整備のため

に地域の教育、相十iIー、医療、労働、そうした関係

機関とか|寸|体が何をすべきか、 具体的な方策を示
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したものであります。

この報告書は今でも厚生労働省のホームページ

で見られますので、ぜひごらんいただきたいと思

います。厚生労働省のホームページの中にトピッ

クスという欄がありまして、そこをクリックして

いただくと、 2000年以前(労働省)というのが出

てまいります。そこの 3番目ぐらいにこの報告書

が出ております。ごらんになっていない方はぜひ

見ていただきたいと思っております。

報告書の中で示された方向性に沿って、その後

障害者就業生活支援センターですとか、トライア

ル雇用ですとか、ジョブコーチ在宅就労など、さ

まざまな取り組みがその後始まっております。そ

ういった状況を踏まえつつ、 21世紀の最初の年で

あります、この時点において企業就労をめぐる今

後の課題として、私は 9点のものをこのレジ、ユメ

の中に掲げさせていただいております。

1番目でございますが、あえてこの問題を最初

に持ってきたのにはわけがあります。厚生労働省

の誕生で、雇用と福祉の連携が非常に進むのでは

ないかという期待があるわけでありますが、一方

で逆の動きもあるわけであります。

と申しますのは、昨年4月に地方分権の流れの

中で、労働行政に大きな変化がありました。都道

府県の組織の中にあって、障害者雇用を担当して

いた職業安定課が雇用保健課などとともに都道府

県から出まして、地方労働局という組織になった

わけであります。

これまでも、ハローワークというのは国の機関

で、そこで働く方々は国家公務員で、あったわけで

ありますが、都道府県段階は地方事務官といいま

して、都道府県の行政組織の中に位置づけられて

いたわけであります。

このために、都道府県の議会で障害者雇用の問

題も質問されるといったこともありましたし、都

道府県の単独事業で障害者雇用を進めるための予

算がついていたりもしたと。

ところが、都道府県から外に出たということに

よって、雇用は国の問題だというような印象が強

まって、都道府県の単独事業が見直しをされた、

取りやめるといったような動きも出てきているわ

けであります。

職業紹介、あるいは障害者の雇用率の達成指導

というものについては、これはハローワークの役

割は非常に重要でありますが、ネットワーク研究

会の報告書の中で、まさに明らかに示されている

ように、ハローワークなどの労働行政だけで安心

して、企業就労できる環境整備ができるわけでは

ありません。

企業就労というものを生活の延長線上にあるも

のであるということを都道府県や市町村の担当官、

あるいは知事さん、市町村長さん、議会の議員の

人たち、そうした方々に対して具体的にわかりや

すく説得していく力というものが、ここにいる皆

さん方には求められているのだろうというふうに

思うわけであります。

地方自治体の作成した障害者計画というのがご

ざいます。この現行の計画は平成 14年度までと

なっているわけでありますが、 15年度からの新計

画の作成に向けた作業というのが、これからス

タートしていくわけであります。

その中で、同じ公費を投入するならば、際限な

く福祉施設をつくっていくということよりも、障

害者が企業で就労できるような支援体制づくりに

力を入れていくということをぜひ地域の声として

上げていく必要があるのだと思います。

そのためには、理念だけではなくて、具体的な

手法を提案して、それを計画の中に盛り込んでい

く必要があるわけであります。その核となり得る

障害者就業生活支援センターという制度が用意さ

れている。これが今の計画がつくられた時点と一

番大きく違うところではないかというふうに思う

わけであります。

2点目に移ります。安心して企業就労できる環

境整備というものを進めるためには、企業就労の

当事者である障害者と企業、双方の不安と負担を

解消軽減するという視点が不可欠であります。

支援機関からの発想ではなくて、不安、負担と

いうものをニーズとしてとらええる。そのニーズ

にこたえるようにできる限りのことをやっていこ

うと。関係しそうな支援機関の洗い出しというも

のを行って、現行のサービスでどこまでの対応が

可能か、運用面の弾力化も含めて検討してもらう。

サービスがないところでは、当面はボランテイア

の活用なども含めて、しのぐということでしょう

が、長期的には新たな支援制度の創設を働きかけ



ていくといったようなことが求められるわけであ

ります。

個別の事例に対する対応というものを幾つか検

討していくと、おのずからネットワークのイメー

ジというものや役割分担というものは、関係機関

の間で共通の認識が生まれてくるのだろうと思い

ます。関係機関が集まって、まずはどこの機関で

どこまでのことができるかということを確認する

ということも有効だと思います。こうした観点か

ら、現に社会支援マップのようなものをつくろう

という取り組みをしている地域もあります。

ところで、従来こういったニーズというものを

考える際にどうしても障害者を中心に考えがちで

あったと。企業就労の一方の当事者である企業を

支えるという視点が乏しかった面は否めないのだ

と思います。

この企業のニーズというものを把握するには、

企業が障害者雇用についての不安とか負担を気軽

に相談できるような場が必要であります。そして

それには、相談を受ける側にも企業が参加してい

るということが必要だと思います。大阪の障害者

就労支援ネットワーク、あるいは神奈川の雇用シ

ステム研究会といったところなど、現に有効に機

能しているネットワークというものはいずれも多

くの企業が参加して、企業から企業へのアドバイ

スが行われているわけであります。このような場

を設けて、企業のニーズを的確に把握して、そし

て効果的な支援のネットワークを形成していくと

いうことが必要だと考えられます。

その際、もちろん忘れてならないのは、ハロー

ワークのことであります。企業が障害者を雇用す

るきっかけというのは、昔も今も障害者雇用率の

達成指導にあるといえます。ハローワークによる

雇用率の達成指導というものとあわせて、どの仕

事でどんな障害者がうちの企業で働けるのかと

いったことを、地域の支援機関が一緒になって考

えて、そして仕事も再編成も含めて具体的に提案

し、職場実習もサポートしていく、そういった体

制がセットで動いていくということが必要なのだ

ろうというふうに考えております。

次に、 3点目にまいります。言うまでもないこ

とですが、企業就労の現場は企業であります。リ

ハビリテーションの関係者にとって、企業のこと

がどこまでわかっているのかということは大きな

問題だと言われております。学校、福祉施設、医

療機関等々、さまざまな支援機関で企業就労を目

指す障害者の訓練が行われているわけであります

が、企業側のニーズというものを的確に把握せず

に訓練をしても効果は期待できないということで

あります。その意味で何よりも、職員、教員とか、

施設の指導員自身が企業現場を身を持って体験し

て、企業が労働者に何を求めていたかということ

を十分理解していくことが必要だといえます。

基本的な労働習慣、態度の習得を目指すような

時期においても、企業の現場を活用した職場実習、

職場体験などを通じて、施設内訓練の場では得ら

れない企業就労の雰囲気を伝えていくということ

が効果的であります。教育指導のプログラムの中

にもそうしたことをしっかりと位置づけていく必

要があると思います。

企業現場を活用するという点では、企業内授産、

言葉を変えれば、施設内授産というものも有効な

方法であります。施設内授産のモデル事業という

ものが今年度福祉部局の方の事業としてスタート

いたします。

先週、都道府県にその事業の要綱が示されたと

ころであります。身体障害、知的障害、精神障害

という、それぞれの授産施設から企業へ出向いて、

そして企業の中で授産活動を行うことで企業就労

への流れをつくっていこうというものであります。

この事業は、国の2分の lの補助のもとに、都道

府県の事業として施設に実施を委託していくとい

うものであります。施設では、施設外授産の指導

員の配置などに、 1カ所当たり 350万円弱のお金

かで支払われることになります。今年度は全国 20の

都道府県で実施する予算が計上されております。

モデル事業というと通常は、二、三年やってそれ

でおしまいとなると、いろいろやって後困ってし

まうなという思いがあるかもしれませんが、これ

は特に年限を決めているものではありません。た

だ、余り実施施設が少ないようだと、こんな事業

はやっぱりニーズがない、やってもしょうがない

からといって廃止をされてしまいかねませんので、

関心があるところは積極的に都道府県に売り込ん

でいただかないと困ってしまいますので、ぜひょ

く覚えておいていただきたい。
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現にやっているところは、こういうものが活用で

きるだろうということを知識として情報として

持って、都道府県に相談していただきたいと思う

わけであります。売り込んでこいと言われてきて

おりますので。

それから、一方企業人を活用するという点では、

学校ならば外部非常勤講師としての活用、福祉施

設ならば企業 OBを指導員として登用していくと

いうことが考えられると思います。企業人として

の経験に基づくアドバイス、公務とかそれから行

程の工夫、納期や品質の管理、安全性の確保と

いったいろいろな面で企業就労に近づける指導と

いうものが企業人の活用によって期待されるとこ

ろであります。ぜひ積極的にそうした企業人の活

用ということをリハビリの現場でも意識していた

だきたいと思います。

4点目にまいります。平成 11年度からの 3年

間の試行事業を経て、 14年度から障害者就業生

活支援センターの整備が本格的に行われます。来

年5年に 1回の障害者雇用促進法の改正が行われ

ます。その方向性については、先週 11月8日に

障害者雇用問題研究会の報告書が出たところであ

ります。

特例子会社のヨウケンカンは、除外率制度の縮

小といったこととともに、障害者の企業就労につ

いて、就業面と生活面から総合的に支える拠点と

して障害者就業生活支援センターといったものを

法律にちゃんと位置づけるという方向が出てまい

ります。

ここで 3年間の試行事業の中から、明らかに

なってきた点を 3点指摘させていただきたいと思

います。第 1に、センターができたことで地域の

施設が変わってきたということであります。とか

く福祉施設の側には企業就労を目指す意識が乏し

いと、障害者を抱え込んでいるのではないかとい

う言われ方がされております。

ある意味では私も真実だと思いますが、ただ現

行の福祉施設の体制の中では、職場実習なと就職

につなげる取り組みを行うのが極めて厳しい状況

にあるというのも事実だと思います。

地域の中に職場実習、職場適用の支援というも

のを行う専門機関ができてくれば、そこにつなげ

る流れが生じてくる。実際、就業生活支援セン

ターができた地域では、福祉施設からセンターを

通して企業就労を目指す動きが生じてきているわ

けであります。企業就労につなげる出口が見えた

ことで、福祉施設の意識とか、あるいは機能も変

化し始めてきているということを感じております。

試行事業で明らかになってきた 2点目でございま

すが、継続的に障害者の企業就労をサポートする

拠点ができてくると、そこに障害者、及び企業の

双方からさまざまな相談が持ち込まれるというこ

とであります。

その中には、センターでは対応できないような

こともいっぱいあるわけであります。そういう問

題は関係する機関につなげて対応をお願いすると

いうことになりますけれども、そういった一連の

流れを積み重ねていく中で、関係機関と施設との

聞におのずからネットワークが形成されてくると

いうことであります。

第3の点は、福祉の体系で身体障害、知的障

害、精神障害といった障害種別が基本となってい

るわけでありますが、就労支援の体制には障害種

別は余りないということであります。就業生活支

援センターの利用者の 3割は精神障害の方々であ

ります。拠点となっているところは知的障害の施

設でつくられたところが多いわけでありますが、そ

ういうところに精神障害の方々のサポートがかな

りの比重を占めるようになってきていると、それ

で困ってしまった、もうやめましようという話に

はなっていないわけであります。

就労支援という面で、確かに医療面での配慮と

いったことは必要ではあるものの、就労支援につ

いて精神障害者を別扱いにしなければならない状

況にはなかった。むしろセンターの側には、障害

種別の壁を越えて支援していくべきという意識が

生じてきてるということであります。

この就業生活支援センターは、障害者の企業就

労を支えるために、就職を目指す職場実習、就職

後の職場適用支援、離職と再就職、あるいは職業

生活からの引退といった各ステージにおいて、障

害者と企業の双方を支援していくというものであ

ります。それぞれの曲面で関係機関による支援の

ネットワークを形成することが期待されておりま

す。

市町村にとって、このような拠点となるような



センターを整備するということは、一部の大都市

は可能かもしれませんが、今までは大部分のとこ

ろにとっては夢物語だ、ったと言ってもいいと思い

ます。しかし、国の事業としてこうしたものが制

度化されたという今、にわかに現実的なものに

なってきているということであります。平成 14年

度からはこの事業を本格実施するということで、

手始めに 47カ所の運営費を来年度予算に計上い

たしております。

47カ所というと、各都道府県に 1カ所のイメー

ジでありますが、職場適用を含めた就業生活支援

のエリアとしては、従来から障害保健福祉圏域が

理想ということを言ってきております。その意味

では都道府県に 1カ所あればよいというものでは

なくて、今後年々整備を進めていくことになると

いうことであります。

予算上は、 1カ所当たり雇用関係部分に雇用保

険特会から 890万円、これは全額雇用保険特会で

すから国のお金になります。それから福祉関係の

部門に一般会計から 540万円、国 2分の l、都道

府県 2分の lという構成であります。あわせて

し430万円が支給される。支援担当者としては 3

名の体制を想定しているものであります。これが

予算上のものであります。

この仕組みというのは、今の試行事業と変わる

部分があります。それは、今の試行事業では雇用

関係部分には、障害者雇用の納付金を財源にした

障害者雇用支援センターの助成金を活用していた

ために、運営法人の側に4分の lの自己負担部分

が生じていたわけですが、これが新しい仕組みの

もとでは解消される見通しであります。

現状では、この雇用関係部分の4分の lの自己負

担部分というのは、施設がもつわけではなくて、

地元市町村にもってもらうようにお願いをしてま

いりました。こうした自治体の負担が今度、解消

されるということがいいことなのか、悪いことな

のかということについては恐らく議論もあるのだ

ろうと思います。地元市町村にも自分の問題とし

て考えてもらう、意識してもらうとためには、負

担はあった方がいいのかもしれないからでありま

す。

雇用保険の財源を使う関係で、今回自治体の負

担がなくなる形になりますが、それによって地元

市町村の支援が後退するようなことは好ましくな

いことだと思っております。国による体制整備は

あくまでも最低限の基本ラインというものであっ

て、例えば浮いた財源で自体が独自にジョブコー

チをセンターに張りつけるとか、地域における就

業生活支援の拠点として、効果的な活動を展開し

ていけるようにすることを期待したいと思ってお

ります。

5点目に移ります。平成 11年から 2年強にわ

たりまして、日経連の大変な協力のもとに行われ

ました障害者緊急雇用安定プロジ、エクトがありま

す。ここでは、きのう丹下さんからもお話があり

ましたように、 6，407人の障害者に企業就労に向

けたチャレンジの機会を提供して、最終的には

4，176人の方々に雇用が実現したというものであ

ります。

このプロジ、エクトは、障害者本人だけではなく

て、むしろ企業にとっても障害者雇用にチャレン

ジ、する機会を与えた点が特徴的だ、ったということ

であります。企業が安心して障害者を雇用できる

環境づくりの一環として、企業が障害者を雇用で

きるかどうか、見極める機会を 1カ月の職場実習

と3カ月のトライアル雇用という形で実現したわ

けであります。

予想を大きく」二回る成果を踏まえまして、この

期間限定の緊急プロジ、エクトという特例措置から

恒常的な一般制度に移行することになり、今年度

から障害者雇用機会創出事業として新たにスター

トする形になりました。

事業の内容は、おおむね緊急プロジ、エクトを継

承しているわけでありますが、大きな変更点は 1

カ月の職場実習がなくなった点と事業の実施主体

が日経連から障害者雇用促進協会に変わった点で

あります。これにより障害者職業センターの窓口

になるわけで、職業センターの行っているさまざ

まな事業との連携といったものが期待されるわけ

であります。また、職場実習に変わるものとして

は、例えばハローワークの行う短期職場適用訓練

などを組み合わせることも考えられるわけであり

ます。

大変ニーズが高い事業でありまして、きのう土

師さんからもお話がありましたが、今年度は予算

で予定していた 2，000人の枠というものが既に使
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い切ってしまうような4犬況になってきておるわけ

であります。

来年度予算も 1割程度の予算要求でありますの

で、これではとても数的には十分ではないだろう

と。一般会計の予算なので、なかなかふやすこと

が難しい面もありますが、大変効果も期待できる

事業なだけに、今後の財源確保というものをどう

していくかということが大きな課題として受けと

められております。

ところで、企業が障害者を雇用する際に、見極

めるということが有効だとしても、個々の障害者

にどのような仕事が適しているのか、仕事をどう

いうふうに再編したり、工夫すればうまく働いて

もらえるのかといったことについては、必ずしも

企業の側にはノウハウがあるわけではありません。

そここそまさに職業リハビリテーションの専門家

のサポートが求められるところであり、広い意味

でのジョブコーチの機能との組み合わせといった

ものが不可欠だろうと考えております。ジョブ

コーチについて国は2年間の試行事業の成果を踏

まえて、来年度から全都道府県の障害者職業セン

ターで、企業へのジョブコーチの派遣というもの

を実施していく予定であります。

これまで就職に向けた支援として行っておりま

した、職域開発援助事業というものを取り込んで

就職前後を通じた職場や仕事に適用していくため

の支援事業として位置づけることになるわけであ

ります。

そして職域改善事業と同様にジョブコーチにつ

いても障害者職業センターに配置するだけではな

くて、福祉施設にジョブコーチの派遣を委託する

ような形態も認めていこうということであります。

ただ、国のジョブコーチ事業をトライアル雇用期

間中に利用することは、これは職場実習的なサー

ビスの重複として受けとめられて、多分難しいと

いうことになろうかと思います。ですが、同じ障

害者職業センターの行う雇用管理サポート事業の

活用は可能でしょうし、また先ほどちょっとお話

ししましたが、自治体が独自に就業生活支援セン

タ一等に配置するジョブコーチのようなものを活

用していくということは問題はないと思うわけで

あります。

企業が障害者の雇用を見極めるための職場実習

とか、トライアル雇用の際に、こうした広い意味

でのジョブコーチによる支援を、いつでも何度で

も受けられるようにしていくことが安心して障害

者を雇用していくことにつながるのだろうと考え

ております。

6点目にまいります。障害の重い軽いにかかわ

らず、そうした問題とは別に企業就労を目指すも

のと目指さないものとがごちゃまぜになっている

という状態というのは、これは企業就労に向けた

流れをつくっいく上でも好ましくないことだろう

というふうに思います。就業生活支援センターが

できたことによって、地域の中で福祉施設の機能

の再編が進んで、企業就労に焦点を当て、企業現

場とか、あるいは企業人を活用した効果的な訓練

を行い、障害者就業支援センターにつなげていく

ようなタイプの施設ができてくるようなことが期

待されるわけであります。

その一方で、企業就労を望まない、あるいは企

業就労から引退していく人たちが求めるデイサー

ビス的な機能というものを持った施設も不可欠で

あろうと思います。その意味では施設としての機

能を明確にして、その機能に即したサービス提供

体制を整備していくことが必要であるわけです。

制度面からも、こうした施設の再編を検討してい

くべきだろうと思います。アメリカやオーストラ

リアでは、福祉施設がジョブコーチを派遣したり、

ジョブコーチ派遣機関に転換したりしていること

がありますが、そうしたことも参考になることだ

と思います。

そして現状でも、例えば市町村で複数の施設、

作業所を運営しているところがありますが、そう

いうところでは、どの施設も同じような施設にす

るのではなくて、施設機能を整理してまず 1つ、

企業就労支援型の施設をつくってみる。そして可

能ならばそこに市町村の単独事業でジョブコーチ

を配置する。あるいはそこを拠点として、就業生

活支援センターを立ち上げるということが現実的

に考えてられるのではないかと思います。ぜひ、

チャレンジしていただきたいと思います。

7点目であります。科学技術の進展によりまし

て、これまでなら仕事など到底無理だと考えられ

ていた重度の障害者が立派に仕事をしていくよう

な時代になってきました。例えば頚椎損傷で首か



ら下が動かない、家でもベットや車いすの生活と

いう重度の身体障害者がパソコンとインターネッ

トを使って、企業から発注された仕事をすること

ができるようになってきているわけで、あります。

必ずしも雇用だけでなくて、企業から発注された

仕事を期限までに仕上ていくという過程は、福祉

施設の中で行う福祉的就労とは随分と意味合いも

違うものであります。このような在宅就労の可能

性を広げていくためには、重度の障害者がパソコ

ンの技術を習得する機会をふやすことも必要だと

思います。それとともに、企業から仕事を受注し

て、作業可能な障害者に振り分けをしていく、そ

して作業内容をチェックして、また納期までにき

ちんと納品していくという形で企業の信頼を確保

していくような仲介支援機関の存在というものも

不可欠だと思います。

こうした仲介支援機関の業務がビジネスとして

成り立つならばそれでよし、成り立たないならば、

そういったところに対して公的な関与というもの

も必要になってくるのではないかと思います。

一方精神障害者の中には、体調により急に休ん

で仕事に穴をあけてしまうといったことも見られ

るわけで、こうした不安定な労働力というものは

どうしても企業に敬遠されがちであります。しか

しながら、一定のまとまったグループとして働け

ば個人が急に調子が悪くなっても、グループ全体

としては仕事に穴をあけないということもとり得

るわけであります。

今年度から、精神障害者のグループ就労のモデ

ル事業というものが全国 3カ所で行われておりま

す。企業と生活支援センターが請負契約を結んで、

さらに生活支援センターの登録者がセンターから

仕事を請け負う形で、企業内でグループで就労し

て、請負の報酬を受ける形であります。これも l

つの可能性なのかもしれません。企業授産に近い

ようなものでありますが、企業授産と同じように、

こうした形態ですと企業から直接指示が受けられ

ないという問題はあるわけであります。もしも直

接の指示を可能とするような形態で考えるならば、

派遣という形態の方がよいのかもしれません。

いずれにしろ、最賃が払える水準かどうかと

いったことも考える必要がありますが、いろいろ

と試行してみて障害の特性とか、企業のニーズと

か、そうしたものを踏まえて最もなじむ就業形態

というものが検討することが必要だというふうに

考えられます。

8点目でご、ざいます。本年夏に、東京と大阪で

開催されたジョブコーチセミナーは、全国からた

くさんの方々、この中からも恐らく多くの方々が

参加されたのだと思います。国も来年度からジョ

ブコーチの事業をスタートするといったことで、

ジョブコーチには注目が集まっているわけであり

ますが、その支援技術の普及といったものはいま

だ緒に就いたばかりというところであります。

先駆的に取り組んでいる専門家ほど、ジョブ

コーチという言葉が先行することに対する危機感

というものがある。その意味で質の確保が大きな

課題となっているわけであります。ジョブコーチ

に限らずに、企業就労に支えるマンパワーの要請

というものは、国レベルでも地域レベルでも、あ

るいは学会のレベルでもいろいろと行われてきて

おります。そしてそれにかかわる専門家の聞に最

低限何を習得すべきかといったことに対するコン

センサスの形成というものが必要になってきてい

るわけであります。

その際に、職業リハビリテーションというもの

の中で、企業ニーズへの対応といったこととか、

生活支援との関係といったこととか、そうしたこ

とを視野に入れていくといったがこれからは重要

になってくるのだろうと思っております。

ところで、地域で障害者の企業就労に当たる支援

機関相互の聞で、企業就労の可否を含めて認識に

ギャップがあるというふうに言われております。学

校や福祉施設、医療機関での生活から、企業就労

に円滑に移行させていく上では、こうしたギャッ

プを埋めていくことが必要であります。

学校では、就職後の生活を見据えた個別移行支

援計画を作成するといった動きもありますが、そ

うした中では職業センタ一、あるいは就職後を担

う地域の支援機関もそういったものに参画してい

くということが望まれるところであります。

一方、労働側の機関から見て、医療機関、福祉

施設の側の認識というものは相当に甘いというよ

うなことも言われております。 11年度から実施し

ている精神障害者ジョブガイダンス事業というの

がありますが、これはハローワークから精神障害
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者の利用する医療機関、あるいは施設に出向いて、

そこで仕事についてのガイダンスを行うというも

のでありますが、この事業の中で、個々の事業障

害者への対応というものを一緒に支援機関の間で

意見交換するということの中で、労働機関と医療

機関、あるいは施設の側の認識が共通のものに

なっていくということが期待されているところで

あります。

また、ハローワークには非常勤職員で精神障害

者の職業相談員、あるいはジョブカウンセラーと

いう方々がおられます。そうした職種に現役の施

設の職員等を登用することで雇用する側の問題意

識が施設側に伝わって、施設側の取り組みに変化

が見られた例もあります。

いろいろな機会を通じて、支援機関相互の認識

ギャップというものを埋めていくことが円滑な移

行には必要とされているのだろうということであ

ります。

最後に 9点目でございます。ここが一番言いた

いところでもあります。

要するに、行政側も知恵を求めているというと

ころであります。厳しい雇用失業情勢の中で、地

方自治体としても何かしたいと，思っている、そう

いった知事さん、あるいは市町村長さんもいない

わけではない。そのときに行政の担当官の側によ

い知恵がなければ、せっかくの思いも実現しない。

あるいは余り効果の期待しがたいような昔流の企

業へのお金のばらまきみたいなことで、終わってし

まいかねないというところもあるわけであります。

この地域で何が必要か、何が効果的だということ

について、当事者である企業と障害者、そして教

育、福祉、医療、労働などの支援機関が参加して

検討して政策提言していくような、そういったよ

うな流れをぜ、ひつくっていただきたいということ

であります。

その際、大切なのは企業の参加であります。障

害者雇用を進めている会社、特例子会社をつくっ

ている会社だけではなくて、これから障害者雇用

を本格的にしようとする会社、特例子会社をつく

ろうとする会社、そうしたところが参加して、支

援機関と一緒になって安心して企業就労ができる

環境づくりを考えていくようなそうした場を地域

の中にぜひつくっていただきたいと思います。

そしてこのような動きがそれぞれの地域で進む

ためには、全国的な場も必要だと思います。今回

の研究大会もそうしたものの 1つでありますが、

この研究大会というものを契機として、企業就労

の支援者、当事者が広く参加して、効果的な取り

組みに関する情報交換、政策提言を行える全国的

な組織なり、場ができるということを期待させて

いただいて、最初の問題提言を終わらせていただ

きます。

ご清聴、ありがとうございました。

0関氏 的確にお話をいただきました。日本障害

者雇用促進協会から出版されている「地域障害者

雇用支援ネットワークの形成Jという本がありま

すが、私どもはとてもあれを厚生労働省が誕生す

る上でのグランドデザインみたいに，思ったもので

す。

そして、そこに書かれことが依田氏がおられた

何年かのうちに、幾つかは具体的に実現をして

いったわけです。言うまでもないと思いますが、

我々は政策提言をする集団でなければいけないと

いうことだろうと思います。

また、依田さんの発言の中で「・・-といわれ

ていますJというのは、あれはきつい言葉であり

まして、一々ぐさっとくるものがありました。

今から、シンポジストの方々にご登壇をいただき

ますが、依田さんの話を受けて全部というわけに

はとてもまいりませんがそれに応えたいと思いま

す。

シンポジウムは、要綱集 23ページから始まり

ます。そこにこのシンポジウムのねらいを書いて

いますが、地域というとき、何とか県の、何とか

市の、何とか町のというふうなある地勢図を指し

ていますが、私が思いますのは、地域というのは

「社会資源Jがあるところということで、そこにく

共有資源>と書いていますが、寄りかかれるとこ

ろ、安心できるところ、ほっとできるといった場

をここでは地域と呼びたいと思います。

それから、もう一つ皆様にぜひご理解をいただ

きたいことがあります。あそこの地域だからでき

たのだということはなしにしたいと思います。ど

こにでもあるどこの地域にもある社会資源がさっ

き依田さんがおっしゃいました、ある種の危機感

を持って集まった、危機感というのは少し大げさ



で、楽しんでといった方がいいかもしれませんが、

ネッ トワークをおっくりになったと思います。

図に書いていますように、ネッ トワ ークができ

ることによって 4つのポイン トカfあるのではない

か。昨日もパーノすラさんカfおっしゃ っておりまし

たが、障害のある人たちが当たり前の生活をして

いく、人間性を重視するというのが lつだろうと

思います。

それから具体的に解決できる仕組みを持つとい

うこと、先送りをしないといったことが期待でき

る。また、ネッ トワークが経済とつながることに

よって、地域活動に参画できる、も っと言えば障

害のある方がそういった社会経済活動に参画する

ということができるということ O 最後は、 地域が

活性化するということです。

さて、 l香バッターとして高橋さんにお話しを

していただきます。高橋さんのご紹介はそこに書

いておりますが、これはとても<おもろいネッ ト

ワーク>です。

高橋信二

滋賀県社会就労事業振興センター

0高橋氏 ご紹介頂 きました社団法人滋賀県社

会就労事業振興センターの高橋です。日頃、セン

ターでは、自分自身の給料に跳ね返る訳ではない

のですが、本当に日々楽しく、余り楽しくという

と語弊もありますが、仕事をさせてもらっていま

す。

本日のシンポジウムのテーマは「就労支援ネッ

トワークの最前線Jというふうになっております

が、個人的には、書 きかえていただく方が気が楽

なのですが。

と言いますのが、振興センターは、基本的に共

同(働)作業所ですとか授産施設の事業振興、それ

が本来の仕事です。そういう意味では、「事業振

興ネットワークの最前総Jか、もしくわ「事業振

興のネッ トワークについて」というくらいでタイ

トルをつけていただけるとありカfたいかなという

ふうに思います。

実は、本日の資料の中に、センターの活動をIII

心とした発言のレジ、コ』メを載せて頂いております

が、この部分につきましては、お昼からの分科会

に、普段私どものセンターのネァ トワークで一緒

に仕事をしているメンバ一、大先輩がそれぞれ第

l分科会、第 2分科会、第 3分科会に、またポス

ターセッションにも、センターの運営委員会のメ

ンバーが参加 してくれていますので、そちらのほ

うでいろいろと具体的な話は聞いていただけるか

なと思っております。

それで、私の方からは、振興センターのプロ

モーションビデオを用意させていただきました。

実は、在、もず、っ と制作にはかかわってきていたの

ですが、完成品をしっかりと見るのは今日が初め

てです。

うちのスタッフ、関係者もまだ見たことがなく

て、本邦初公開ということで、ここに参加された

方はラッキーかなというふうに思っております。

それでは、下手なしゃべりよりは実際ビデオを見

ていただく方がセンターの概要について御理解い

ただけるかなと思っております。見ていただいて、

何だこの程度かというふうになるかもしれません

が、またそれは先ほども言いましたけれども、質

疑応答の中ですとか分科会の中で、深めていって

いただければなというふうに思います。

それでは、ビデオの方をよろしくお願いいたし

ます。

(ビデオ放映) (拍手)

0関氏 3つほ ど質問をさせていただきます。高

橋さんは一体何者ですかというのが lつ。2点目

は、作業所というのは大変こだわりを持った個性

派の人たちがおっくりになっているところが多い

のですが、そういう個性派の人たちをいかにして

ネ y トワーク化できたのか。3つ目は、本当に う

まく行政とつながっておられますが、ややもしま

すと作業所の方々は行政とぶつかったまま 、と い

う実態があるではないですか。平行線でとか。そ

れをどんなふうにされているのか。今見せていた

だいた、泣けそうな、嬉しいメッセージに加えて

この 3点についてお教えいただきたいのでありま

す。

0高橋氏 lつ、 何者だという ことですが、セン

ターができるまでは、認可の作業所のi隊員を 18年

やっておりました。

ただ、個人的なことになるのですが、初めて仕
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事をして何某かの給料を手にしたのが小学校5年

生から 3年間牛乳配達の仕事でした。月 3，200円

のアルバイト料というのはすごく嬉しかったです

ね。

今から思うと、その仕事を通して、牛乳を配っ

たりとか、瓶を回収する中で子供ながらに空き瓶

の出し方でいろんなことを学べたですし、小学生

でも仕事をすれば金になるのだということを覚え

させていただきました。

それともう一つ、 18年間、作業所でのいろいろ

問題意識を持ってやってきましたけれども、作業

所の多くの所では、職員の給料というのは毎月 25

日になったら勝手に振り込まれるんですね。

なぜそのような事を言うのかというと、私が初

めて作業所で仕事をした日の事です。

ある下請けの仕事の納品を上司の方から行って

きてくれと言われて、その日運んだのがミカン箱

の大きさくらいのコンテナに 26箱、自動車の安

全ベルトの金具の組立をしたものを納品するので

す。

当時 30人の障害者の方と 9名の職員が仕事を

していましたけれども、 1日でつくったのが26箱

なんです。偶然ですが、同じ品物を大学時代に運

送屋さんでバイトしていまして、それを愛知県の

豊田の工場まで 10トン車だったら 600箱運ぶの

です。今日 1日30人がやって 26箱で、これで経

費が出るのかなという、初日のそういう印象が非

常に強く、又、問題意識として 18年の間持って

こられたこと、そのことをが契機となっていろん

なことをやってこれたのではないかなと思ってい

ます。

2つ目の質問は、やっぱりお酒も強くないとい

かんのかなというふうに思います。色々な分野の

方とのお付き合いがありますが、お昼間の時間と

いうだけでは、これはなかなかお互い信頼関係を

つくるというのも限界がありますので、やっぱり

私自身、一番忙しいのが夕方5時以降かなという

ふうに思っています。

それと 3つ目ですが、行政との関係、そう言っ

てしまうと少し水くさいのですが、それは 2つ目

の答えと共通する部分があると思います。

先ほど依田さんも最後の方でお話しされていまし

たが、今になって想えば、私自身、作業所に勤め

ていた頃は「もうちょっと行政の方でいろんな提

案をしてもらえないかな」というような期待を

持っておりました。では自分が変わってやれるか

といったらやれないのですよ。

そういう意味では、お互いがいろんなことを発

想し合ったりだとか、いろんなことを工夫し合っ

たり、立場は違うのですが、そういうふうに共通

の場に立って物事を考えていくということがある

面ですごく大事ではないかなというふうに思って

います。

この間、来年度の予算編成の要求の時期なので

すが、県行政、とりわけ障害福祉課との間では本

当にホットラインが要るのではないかいうくらい、

電話でのやりとりをしました。又、週のうち県庁

に行かない日がないぐらいの日もありました。机

が一つ欲しいしEうこともよく言っていたのです。

決して県庁だけが私の仕事の場ではないのであれ

なのですが、そういうふうな関係の中でおEいの

信頼関係を創り上げ事業が成り立つのではないか

なというふうに思っております。

0関氏 ありがとうございました。

高橋さんで話が終わってしまうとよくありませ

ので、また後でいろいろご質問をさせていただく

ことにして、次は松永さんにお話を伺います。

26ページのところですが、松永さんは Cネット

福井という社会福祉法人の専務理事です。お子さ

んが重い知的障害をお持ちで、育成会に属してお

られます。育成会としては極めて異例の運動体で、

福井県内の5ブロックに、それぞれ福祉工場、通

勤寮、生活支援センター、就労支援センター、福

祉ホーム、グループホームなど必要な社会資源を

おっくりになる。それから県内の知的障害のある

人たちの状況については、多分行政よりもよく把

握されているのではないかというぐらい把握され

ております。ただ、その本職というのは、会社の

経営者でありますから、何が何だかわけがわから

んというのが実情でもあります。企業家として、

保護者として、それから施設経営者としてという

3つの視点でお願いします。

0松永氏 ご紹介いただきました松永でございま

す。

私たちの就労支援ネットワーク構想は、昭和 63

年に障害を持つ子の親の会である福井県育成会が



松永正H百

Cネットふくい

21世紀までの 12年間に、何をどのようにして子

供の社会的自立を具現化するかを討議し、長期ビ

ジョンを策定しましたことにはじまります。

そして平成 3年から通所授産施設を立ち上げた

のでありますが、この通授はあくまでも就労雇用

をめざす土俵づくりでありました。

働くためのしくみづくりは、私自身が障害を持っ

ている人たちと共に働く中で感じたことを参考に、

これからの社会において、この人たちが一生涯を

どのようにしたら幸せに安心できるかを考え抜い

た末に、「社会福祉との連携が必要不可欠」と

思って、育成会を社会福祉法人に改組し、白から

が就労雇用の促進をはじめたのであります。

施設経営をはじめて 10年、これま でを総括しま

すと 、いつまでも親が施設経営をするのはおかし

い、後継者の育成をしなければならないことと、

事業を特化し専門化しなければならないとの結論

から、-111::年法人を事業部門と運動団体部門に分

ltjffiしました。

私たちは「当たり前の生活を、地域の中でさり

げなく 暮らすしくみの構築」、をテーマに経営理念

と行動指針を策定しました。

そのことから、当法人はいきいきと働くことが

心身のリハビリテーションであり、健康増進であ

る。また、生きがいと、やりがいを提供していく

には、働く機会を与え、 その人が意欲を持って働

くことが当たり前のこととして、就労雇用と社会

参加の促進を重点施策としたのであります。

したがいまして、 「働きたい人を働かせないこと

は、その人の人格人権の侵害」である。

また、「障害の重い軽いに関係なく、就労雇用

を保障していくのが職員の仕事であり、社会的責

務である」との考え方で障害者の雇用と生活支援

に臨んでまいりました。

ことしから新 5カ年言|ー画を進めています。 レ

ジ、ユメの 3番目にありますように、私たちは、障

害者への仕事を「つくる、引き受ける」、をテーマ

として職域を拡大し、就労雇用の促進をはかつて

まいりたいと考えています。

現在、福祉工場 7カ所、通所授産 9カ所、通勤

寮 2カ所、デイサービスセンター 2カ所、 それに

附属した障害者雇用支援センターを自前で立ち上

げています。

今の課題は「雇用の安定と定着率の向上」で

す。また、親たちは自分の子供の幸せを、みんな

と享受できる「社会環境の整備」も課題でありま

す。そのためにどうあるべきかを研究テーマとし

ています。

私たちは法人の事業活動を支える Cネットこう

えん会を組織化しております。

この組織は法人のサポーターです。またパート

ナーシッ プとオンブズマンの役割を担うとともに、

白からがボランティアi舌動を通して社会福祉の心

を醸成させ、安心できる地域社会づくりの リー

ダーになることを目的とするものであります。

先ほど依田さんからお話がありましたように、調

査研究で、明らかとなった真実を色々な機会をと

らえて関係先に提言をしていくこともこうえん会

の仕事であります。

それでは当法人のネッ トワー クを OHPで具体

的に紹介し、たします。

福井県は、大阪から I11寺問のところです。人口

は82万7，000人の小 さな県でありますが、私た

ちは県下全域に事業を展開しています。

パンフ レットの左半分は福祉的雇用事業所で、あ

る福祉工場と、就労雇用をめざすための職業準備

訓練を目的とした授産施設であります。

右側は社会自立に必要な生活訓練をする通勤寮

と、働くことを卒業した人や、社会参加の意欲を

高め、い きいきとした 日常生活を望む人たちが利

用するデイセ ンターです。

その下の Cネッ トふくい活動センターは、 学童保

育など、いろいろなニードに対応するアフター

サービス部門です。

現在、就労雇用と生活支援の各種施設を 20カ

所保有し、 609名の人と何らかのかかわりをもっ

ておりますが、更に来年、通授を 3ヶ所増設しま

す。これを県内 5つのブロァクに分けて、支援

ネットワークを整備しています。この人数は県内

の療育手'1'長所持者の約 2割の方が私どものネット

ワークに登録されていることになります。
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施設概要にある総合福祉施設は、働くところと、

職・住・生活をサポートする拠点施設であります。

福祉工場は「障害を持ちながらも働きたい人が雇

用契約を結んで働く所」です。

そして、雇用に向けての訓練機能を高めるため

に授産施設を併設し、企業に出す工夫努力と同時

に、企業でうまくいかない人を受け入れての就労

再訓練に力を注いでいます。

次に、私たちの取扱う仕事は 49業種あります

が、電子部品は中国へ移行し、今年で閉鎖します。

カーテンライナーは国内の 3分の lを取扱ってい

た会社が破産して休止、衣料用プリントは海外と

の競争で苦戦、ゴルフ場は業務縮小で受注解消さ

れました。

現在の業種は、製造加工業 11件、サービス産

業 11件、農業 15件、食品加工販売 10件、その

他 2件となっています。この業種の拡大は一つの

作業から、次々と枝葉を分けて働く人に望ましい

業種をふやしてきた努力のたまものであります。

そして、就職をプロ野球に例えるならば一般企業

はメジャーリーグ、福祉工場は一軍、授産施設は

2軍と位置づけており、順次メジャーリーグに送

りだす訓練とパックアップ体制のしくみを整えつ

つあります。

また、雇用を促進するために、私たちは4段階

の職業訓練が必要であるとしています。

まず「就労準備訓練jは、働くための意識を高

め、職場の基本ルールを身につけさせることです。

これは学校教育でもやっておられますが、 18時聞

きっちり働ける体力と忍耐力を身につけさせるこ

と」と、「安全作業の基本動作を身につけさせる

ことjです。

したがって、私たちは幼児保育のようにおやつ

の時聞が日課にある授産施設は必要ないと，思って

おります。

次に、就労するための基礎が出来たならば、「職

業準備訓練」です。

これはその人に何がふさわしい仕事であるかを

見つけ出すことです。この職業準備訓練こそ職業

指導員の資質が関われます。

私たちは「就労率が低いのは、職員の職業指導

能力にあるjとして人事考課をします。

その次は、身につけた職業能力を活かす「職場

適用訓練」です。助成制度を活用しながら、雇用

に向ってチャレンジして行きます。

4つ目は、就労した人の雇用を定着するための

「能力向上研修Jを定期的に実施することです。私

たちは今、この能力向上研修について試行中であ

ります。

写真の一番目は養護学校高等部の生徒さんで

す。就労準備訓練をはじめて、 50分位経過する

と足を組む姿勢になります。この現象は仕事に集

中できず、精神的にうつ症状に入ってきたあらわ

れです。この姿勢を目にした時は適切な心のケア

を必要とします。このちょっとした動作を職場の

人が理解できるかによって、職場への適応度が大

きく違ってくるのであります。

そして、先ほど依田さんの話の中にジョブコー

チのお話がありましたが、私どもは一般企業に働

く健常労働者たちに、スポーツ・文化活動でのボ

ランティア活動を通して、障害のある人たちとの

かかわり方と就労サポートの方法を知っていただ

き、現場での就労定着に役立てています。

きょうも労働行政関係の方々がたくさん出席し

ておられますが、知的に障害のある人の作業能力

判定が 10分や 20分で本当にできますか。

私は知的障害者の能力判定は、半年から一年間

を通して、じっくりと職業能力と就労意欲、それ

に加えて家族の社会自立への熱意とサポート体制

も判断材料としています。

県北部に農業を主体とした障害者労働福祉セン

ターがあります。通所授産と福祉工場ですが、農

業後継者を育成するための農業法人有限会社シー

ネット坂井も隣接しています。

この農業生産法人は障害を持つ人たちが出資し

て会社を設立し、農業のプロを執行役員に雇用し

て農業経営を始めたのであります。荒れている柿

畑の管理や休耕田でのそば栽培、そのそば粉を

使ってそば屋をやろうと工場長はそば打ちの基本

を学び、職員たちもプロに習いはじめました。こ

れも社会に送り出していくための職場づくりであ

ります。

リサイクルの仕事についても、工夫と改善を重

ねて自立生活に必要とする所得レベルに近づいた

ときは、授産施設の一部を福祉工場に用途変更し

て雇用を創出しております。



こうした雇用へのチャレンジには、一人ひとり

の適切な能力評価と支援すべき個人情報の管理が

不可欠です。これらの ITネット化を現在進めて

おります。

福祉工場エフエフ福井は重度の知的障害者が、

自主製品のクッキー、ニット製品などの全工程を

担当しています。職員は品質の維持管理と商品の

企画販売が主な任務であります。

このことから、障害が重いからできないという

職員は、「熱意欠乏の無気力無能力者」と評価し

ております。

福祉工場エフエフわかさは、デイサービスセン

ターと通勤寮に隣接しています。ここは、山と田

んぼに固まれた県道沿いにありまして、夜は暗く

寂しさを感じます。親としては、明るい所に住わ

せたいとの思いから、夜も明るく商売する業種と

して、コインランドリーとコンビニエンスストア

の業務を選定しました。

コンビニは、地域の人たちから信頼を得るため

に、山崎製パンと提携を結んでおります。

また、施設から出る廃熱と生活排水を再利用す

る、通年型農業ハウスも併設しました。

このようなしくみと仕掛けで働く環境を整えてお

りますが、生き生きと働かせるには、気分転換と

人格向上を目的とした余暇活動が大切であります。

私どもは障害のある人の生涯教育と余暇活動に力

を入れておりますが、指導者は専門家を選んでい

ることから、一般の学生や企業の若い方々も参加

しています。

次に、働くために必要な、安定した生活習慣を

身につけるための通勤寮と、心のケアが必要に

なった人にはデイセンターでリフレッシュして、さ

わやかな気分で職場に復帰する。こうした多重支

援システムが「働いている人、働きたい人Jをサ

ポートします。

その窓口が当法人の福井県障害者雇用支援セン

ターであります。

このセンターは開設して 2年になりますが、職業

インフォメーションと、色々な企業と家族へのア

ドバイスとサポートを受益者負担による自主運営

をめざしております。

相談件数は初年度、約 1，250件、今年は 1，460件

を超えるでしょう。それを 1人の職員がサポート

することは到底出来ませんが、当法人の関係職員

145名が課題レベルに合わせてより適切なサポー

トを心がけています。

そして、こうえん会はこれらのデータをオンプ

ズマンとしてチェックし、時には調整にも乗り出

しています。また、生産した商品の通信販売や、

職員への指導教育にも専門 技術者が法人事業所

と協力して実施しております。

私たちがエフエフ福井を創業した当初は、障害

のある人たちが健常者並に仕事ができることから、

乾式コピーの基板を製造していました。その仕事

は中国へ移行しました。

その結果、熟練した職業能力を持つ障害者が失

職しました。私たちは、「賃金よりも雇用の継続J
を重視して、一人も解雇せずに新たな職業開発に

力を注いでいます。

産業構造の変化に伴う業種の転換は今後更に増

えると思います。そのことから私たちは障害のあ

る人たちの職場づくりを、行政と地域社会の理解

と協力を得ながら積極的に展開し、職業の安定供

給システムを構築しなければならないと，思ってい

ます。

以上です。

(拍手)

O関氏 あえて説明は要らないだろうと思います

が、親がすべてこういうことができるわけではあ

りませんですから。それからときどき嫌なことを

言っておられましたですな。<ちいちいばっぱ>

がどうだとか、<一、二時間の職業評価>だと

か、<だらしない職員>だとか。さっきの高橋さ

んも同じですが、都市部にしか産業がないという

のは実はうそですね。田舎だからこそ、農業とい

うのがあるのでしょうが、下から 5番目の県だと

おっしゃったのですが、僕は鳥取県の出身なもの

ですから、一番下の県であります。

では、次にまいりたいと思います。

崎演さんです。崎演さんとの出会いもとても愉

快で、ある日のこと、名護から来たのでついでに

お寄りになりまして、何の話かといったら、就労

も含めた名護あたりの全部のいろんなものをネッ

トワークしており、是非とも就労支援センターの

認可を受けたいということでした。これが実った

のですが、とてもいい支援をされております。

1
 

1
 

1
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IIJ奇演 秀 政

名護学院

北部地区障害者雇用支援センター

IIJ奇演さん、よろしくお願いいたします。

0崎潰氏 ただいま紹介を頂きましたyljl縄県の崎

演と申します。

最初に、画面を見ていただきたいと思うのです

が、yljl縄北部地域ネットワークの表現と中央のロ

ゴはハー トと太陽のマークを組み合わせたもので、

学生ボランティアとの共同作品です。そのロゴは

「ティーダとチムチム」とう表現をしており、

ティーダは沖縄の方言で太陽のことで、心のこと

をチムーといいますが、ごろ合わせでチムチムの

名称にさせていただきました。

当センターは、今年 4月指定と同時に開所した

のですが、すぐ対象者の方々に看板にある「障害

者」という文字を除いてくれとお叱りを受けたと

いうこともあり、「障害者」という文字をすべて取

り除いてあります。ただしパンフレットでは明確

に説明しており、だれでも入りやすいセンターを

目指しております。次に、これは沖縄県北部地区

の地図の説明ですが、 12市町村ーを圏域としており

ます。そして青い文字で表現しております福祉情

報センターは、地域の福祉情報提供、あらゆる相

談にお答えしていくことを目指しておりまして、

地域の保健、福祉、教育の社会資源、雇用制度

等、またこの地域にはない社会資源の構築をテー

マにしております。その福祉情報センターと雇用

支援センターを併設して看板は北部地域福祉情報

センターにしてあります。

本来、併設施設は知的障害者施設名護学院で

すが、立地条件として交通の利便性の悪く(路線

パス l日3台)、対象者への交通機関の配慮から

併設を断念し、交通の利便性のいい市街に単独で

センターを関所しました。その周辺の赤文字の紹

介が提携施設であります。

当施設は、昭和 52年にスター卜しております

が、沖縄県の場合、昭和 40年代ごろから軍雇用、

サービス業、公務員等の職種へ一次産業から移行

していくという腔史もありまして、昭和 40年代

の中ばから入所施設の整備が急速に進み、昭和 54

年養護学校の義務制を通して在宅で普通に暮らし

ていた方々が施設生活に移行している経過があり

ます。

一方、施設生活から地域生活への移行が進む中

で、当施設で社会就労がまったく進んでいない実

態を素朴に反省し、|昭和 60年頃から認識を新た

に今日までの取り組みの経過です。その当時、職

場実習を開始する中で、なかなか就労として受け

入れてもらえない実情もあり、昭和 63年には法

人で所有する地域におる施設を利用して、「ひま

わりハウス」という食堂と民宿をスター トさせ、

そこで具体的に職場実習から就労への流れを取り

組み徐々に外部企業に啓蒙をしてき ました。平成

8年頃から「処遇特別加算事業」旧厚生省の制度

を各都道府県が要綱を作成されている事業、現在

の 1，20011寺間以上働いて 101万です。他の制度も

含めて法人関係施設に 5名を雇用 し、次第に地域

の社会福祉法人へ啓蒙、特に保育所関係に雇用を

お願いしたということです。この取り組みを企業

への職場開拓の説得力として活動し、次第に企業

就労が増えております。平成 3年以降、グループ

ホームが8ヶ所に増えました。平成 11年には、地

域での在宅支援体制として法人独自に社会参加支

援センターを開設し、平成 13年度に障害者雇用

支援センターの指定を頂いたことが今日までの法

人の概要です。

この取り組みの中で、わかったことは、①施設

は保護的になる傾向、それは重度障害者と中軽度

障害者も一緒に生活していることが、個別プログ

ラムが整理できにくい状態になりやすく、職員と

利用者との関係が②固定された関係性になりやす

いこと、そして施設での生活が長くなれば、家族

から③無理して就労している必要はないというの

が一般的です。その意味で括弧書きで、失敗した

ときに先立つ心配としてあります。

それから④障害者が働く ことの理解が進んでいな

いという表現は、我々 l隊員が地域に積極的に働き

かけていないことでもあります。それから、地域

における支援機関の量的不足を理由としての活動

不足もあります。これからは地域での就労支援

ネットワークづくりで改善しようとしているとこ

ろなのです。このことから生活施設での就労支援

に早く限界性を感じることが必要である O 早く感



じれば感じるほど地域資源の利用が必要になるこ

とを前提に表現をさせていただいています。

就労支援ネットワークの構築については、沖縄県

はもともと琉球国として、中国東南アジア諸国と

の交易が盛んだったころからの文化が引き継がれ

ておりまして、いわゆる1.000人以下レベルの地

域で必ず公民館があって、そこには琉球の地域性

のある伝統芸能が残させていまして、必ず祭りが

公民館を中心に集中的にやられているということ

もあります。ごく身近に人が集まる場であること、

そこを拠点として地域の情報が得られるとから非

常に大切にしております。

それと沖縄サミットの効果は、市役所から公民

館、大学等の公的施設、医療機関にインフラの整

備をされ、リアルタイムに情報が得られるること

もあり、公民館での交流を大事にしているという

こともあります。そこで自然発生的にできるネッ

トワークに意図的にどうやって専門的に関わるこ

とをテーマとしております。

この地域での知的、精神、身体の在宅支援事業

で、各施設・団体それぞれ自己完結的な取り組み

を払拭し、ネットワーク構築を必要だとの気運が

高まり、当法人が主催する施設まつりを契機に 13

団体が集ったのを契機に、相互機能の向上、新た

な社会資源を構築を目指してつくった団体が名護

市障害者団体協議会です。

そして種別を超えて就業・生活・療育支援事業

の各ワーカ一、コーデイネーターが集う支援担当

者連絡会を設置しております。従って、相談の入

り口がどこでもいいということでありまして、生

活支援センターと雇用支援センターのどちらに相

談が来ても、相談支援がi必要だなと，思ったときに、

すぐにケース会議が開催できる体制づくりがもう

始まっているということです。間口の広い、敷居

の低いという相談事業を目指しております。

就労支援担当者連絡会は、提携施設4カ所の支援

担当者が集う連絡会の開催です。各施設から就職

希望者を協力事業所に職場実習に派遣して、個々

のケースを具体的に見ていきながら支援のあり方

を研究しております。連絡会ではケースが具体的

ないと、対象者と支援者の姿が見えてこないとい

うのがあって、そういう形をとらせていただいて

おります。

養護学校との連携は、圏域外の学校で圏域内の

企業に就職を希望する対象者は登録後、学校の職

場実習期間中に連携して取り組みをしております。

当センターの登録者は現在、 1名の就職が内定し

ております。圏域内の養護学校は、基本的には学

校が取り組むのですが夏休みにはセンターのプロ

グラムで職場実習をしている。

官頭でも紹介しましたが、福祉情報サービス研

究会は名桜大学の情報経営学科の学生から希望す

る学生 8名が当センターで障害当事者とパソコン

教室を通して研究をしております。今年で2年目

で、卒論のテーマは社会資源調査とコミュニケー

ションの研究です。

具体的には、パソコン操作マニュアル、ソフト

利用マニュアル、メール利用マニュアル、知的障

害、身体障害の方々が使えるソフトを幾っか組み

合わせて作っております。それの研究の成果が卒

論につながっていくという形をとらせていただい

ております。

業務提携は、精神障害者の職場実習及び就労に

準備段階で、保健所の嘱託医が事業所にケース

ワーカーと一緒に出向き、障害・病気の特性の理

解の事業所の職員研修会で説明をしております。

そのことを契機に精神障害の方2名が就労に至っ

ておりまして、当センターとして保健所との関係

性が大変うまくいっているところです。

今後の展開としては、当事者自身が人的社会資

源になっていく支援と市町村の保健福祉プラン策

定の提言への支援を組み立てたいと，思っておりま

す。そして当センターの機能の充実は、ネット

ワーク会議を NPO法人で早期にとりまとめて、ど

の視点からもしっかり機能するようなネットワー

クづくりを目指したいと考えております。

大変急ぎになりました。ありがとうございました。

(拍手)

0関氏 どうもありがとうございました。

これまでお話していただいた高橋さんは環境・

エコロジーをキーワードにされでいる。松永さん

のは地場産業・農業も含めた地域というもの。崎

演さんのところは琉球文化をベースとしてという

お話でした。

あと、お三方は、都市型のネットワークのご紹

介をしていただきます。まず初めに、特定非営利
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伍賀 借子

NPO法人 大阪障害者雇用支援ネ

ットワーク広報啓発担当

活動法人の大阪障害者雇用ネッ トワーク広報啓発

担当理事で、しかも連合大阪の政策局でジェン

ダー ・男女差別の問題に大変ご造詣の深い伍賀さ

んにお話を賜りたいと思います。

申しわけございません、長らくお待たせをして

おります。

0伍賀氏 さっきの 3名の方が大変ピ‘ジ、ユアルな

報告をなさって、私は何の用意もしておりません

が、お手元にきのうきょうとお配りしましたネッ

トワークの会報「フォーワードJ創刊号と 2号を

お配りしておりますので、またあとでお読みいた

だきたいと思います。

きのうもきょうも非常に熱心に就労支援ネッ ト

ワークに携わっておられる皆さん方がご参加し、た

だいておりまして、それぞれの特徴があるわけで

すが、大阪の雇用支援ネットワークの特色をあえ

て言えば、このレポートのサブタイトルに書かせ

ていただきましたように、「労働組合の役割を問い

続けて」の連合大阪の取り組みがきっかけになっ

たということです。

ほかにも原動力はたくさんあるわけですが、

きっかけをつくったということで、きのうのイブ

ニングセッションのときにイ可人かの方から、うち

の地域の連合はなかなかそんなことをやっていな

いということを言われました。ですから、きょう

の私たちの報告は周りの方々が動かない労働組合

を、あるいは経営者協会をどのようにこの就労支

援ネッ トの中に引き込み、エンパワーメン 卜して

いっているのかということを聞きとっていただけ

ればと思います。その当事者の l人でございます。

1 )障害者雇用フォーラムの開催 (1994.9より )

と「障害者雇用日本一の大阪をjの波紋

最初、やはり労働組合ですから、企業や行政に

対して法定雇用率を達成していないのはなぜなの

かと、「社会的責務Jをどんどんと机をたたくとま

ではいかないでも、がんがん迫るということが運

動のスタイルだ、ったわけです。労働組合の役割が

あるのではないかということで、まず 800の組合

のアンケー トをとってみましたら、予想どおり大

変残念なことですが、労働組合が障害者雇用の

きっかけをその企業でつくったという のは l割に

満たなかったという実態。その調査を踏まえて

「障害者雇用フォ ーラム」というのを 94年から、

まず労働組合自らのスタートとしてやってみよう

ではないかとやり始めて、 2年目いろいろ仕掛け

もあったわけですが、昨今労働運動の地位が非常

に下がっていますが、新会長が就任挨拶で府民に

共感をIJ乎ぶ目に見える労働運動の 1つとして 「障

害者雇用日本一の大阪を」という標語を打ち出し

たわけです。

2) I大阪障害者雇用支援ネッ トワーク」の発足

(1966.3) 

これに飛びついて、今日のコーディネーターの

関さんを初め、多くの皆さん方がやろうではない

かということで、このネッ トワークが96年の 3月

に発足をました。仕掛けはそのようにして 30人前

後のそこに書いたような属性を持った方々が集

まってく ださったわけです。

最初から信頼とか、共通認識があったわけでは

なくて、それをっくり上げていくというのが重要

な作業であって、毎月 l回ずつの例会の中でそれ

が培われていったと思います。中身抜きのネッ ト

ワークというのはつくれないわけで、す。

まず最初、 発足の 日に何 を言われたかというと 、

もう忘れもしませんが、「自分たちの組合員の生首

が切られても、その首もょう守らない労働組合が

障害者雇用に手を出して、とことんやる気なのかj

ということを最初に言われ、非常に印象に残って

おります。

熱っぽい論議の中では就業就労の支援の場を広

げるという意味では、最低賃金を少々割っても、

もっと柔軟にやったらいいのではないかという意

見に対して、いえ、人たるに値する労働条件の最

低の条件ですと、今度は職安側の人がおっしゃる

というふうな、熱っぽい論議を何度か繰り広げて

いく中で、お互いの信頼、あるいはノウハウとい

うものを私たち組合の側も知っていったと思いま

す。

その討論をやりっぱなしではなくて、「障害があ

る人の雇用促進と就労の安定を図るために一実践

と展開 Q&AJ本にしたのがきょう中央法規出版



から出版しました。

3)関西経営者協会ネットワーク参画と雇用フォー

ラム

ここにもう一つ大きな軸が加わったというのが

経営者協会でして、 3回目の雇用フォーラムから

入っていただきました、連合大阪と関西経営者協

会は「大阪労使会議」というパートナーシップを

発揮する会議を定倒的に持っているわけですが、

そこでも重要な 議題として、この障害者雇用が

入っていくというふうなスムーズな滑り出しをし

ました。

私たちの事業の大きな特徴としては、「障害者

雇用フォーラム」が労使ペアで参加して、労使が

共通のテーブルで雇用の拡大なり、就労のサポー

トのあり方等について学んでいくということです。

8回目を迎えた、今年の参加状況は、 200余名で、

19組のベア参加でお互いの刺激になって、去年は

組合の側から言われたけれども、ことしは使用者

の側から言われたというふうな形で、ペア参加で

共通体験をしています。

今話をしましたのは、大阪府レベル、都道府県

レベルの話なのですが、それが連合で言えば労働

組合の単位のところに入ってくことが大事なわけ

ですが、例えば大阪市の就労支援センターのご指

導も得て、大阪市の公務員職場の自治労の組合が

知的障害の人たちの職場実習を受け入れていく、

これは公務労働の方々にとっては非常にバリアが

あるようなのですが、そこで組合の役割、あるい

はアドバイザー講座に執行委員の者は必ず 1年で

受けていくことという任務づけをされたところだ

とか、あるいは 2号の「フォーワード」にクロネ

コヤマトのインタビュー記事が載せておりますが、

これは労働組合がやったことではなくて、かつて

のオーナーが既にやられたことなのですが、この

インタビュー記事や雇用フォーラムでも職場見学

で、俄然クローズアップされて、ここの労働組合

の幹部が上部組織の運輸労連というところに入っ

ているわけですが、その人が社会的に注目をされ

たということで、この「フォーワードjを奈良や

兵庫に持っていって、どんどん広げて、ほかの商

売がたきの宅急便のところにも話をするというよ

うなことです。

4) r大阪障害者インターシップセンターJ開設

(1999.9)と緊急雇用安定プロジ、ェクト

本を出してフォーラムゃったら終わりかと、ま

た例会で言われる中で、連合大阪の 10周年事業

として、「インターンシップセンター」というのを

開設をいたしました。労働組合としてそういうこ

とを言う以上、 3年がかりで基金を出す、あるい

は事務所を提供するということで始め、それを万

全のフォロ一体制をつくるということが大切です

ので、皆さんもよくやっておられると思いますが、

就労支援ボランティアの養成を既に 8クールやっ

ております。

l クール 7~9 回というようなロングランです

が、 109名の方が既に養成され、もう既に現場で

アドバイザーとして働いておられる方もいらっしゃ

います。まだ十分働いてもらう場を提供できてい

ませんが。

それからジョブコーデイネーター会議、これは

ジョブコーチ会議と当初は呼んでいたわけですが吊

ジョブコーチというふうに格づけするまでもなく、

職場でもっと広く障害のある人と接している方、

あるいは企業内職安という位置づけで、もう少し

広く障害のある方と接して仕事のサポートをやっ

ていける人材を企業側につくっていくというユ

ニークな試みをしています。これも既に 7回積み

上げていまして、延べ 140名の方が参加をしてお

られます。これをやっていく中でやっぱり企業側

では、そういう研修なりの場が本当にないのだな

と、よくわかりました。

この作業をやっていく過程で大阪でごたごた

やっていることがキャッチされて、「緊急雇用安定

プロジ、エクトjというのカfスタートしたわけで、、き

のうも報告がありましたし、先ほどの依田さんの

お話にもありましたので省きますが、ただこれを

大阪で日本一の数字を上げることができたのは、

ハローワークの人たちが最先端で頑張ってくだ

さった、そしてそのパックで私たちのネットワー

クがやはり支えたということは自負していいので

はないかと思っております。

こういう活動をしていますと、いろんな方から、

いいことをやっているようだから入りたいのだけ

れども、専門家でないと入られないのかと聞いて

こられる。なるほど、私たちは自分たちの手の届

くところだけでやっていたのだなと思いました。
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自立的な市民の参画が保障できるような、聞かれ

た組織にしていこうと、 NPO法人化に踏み切っ

て、この4月に NPO法人としての船出をしまし

た。

やることは今までのことをやるわけですが、

NPOとして聞かれた、あるいは今までは都道府県

レベルでのいろんな仕掛けをしていくということ

でしたが、先ほどから何度も言われている地域、

地方分権という思想をやはり地域で私たちがっく

り上げていくことが今関われています。

まず、自分たちのオリジナルな事業をまずき

ちっとやらなければいけないということで、この

インターンシップ事業を、雇用支援ネットワーク

が最大の事業としてやるということ、特に今の

「雇用機会創出事業Jに職場実習の制度がないの

で、それが有機的に結びつけばいいなと思ってい

ますが、交通費と傷害保険をこのネットワークが

保障するということで、今やっています。

もちろんそれをフォローする、サポートする人

材は、さっき言いました2つの人材養成で、やって

いくということですね。

問題は、その地域の社会的資源をどう創出し、

ネットワーク化するかということです。さっきも

お話がありました労働行政の転換の中で、市町村

が労働行政を専管事項としてやっていく方向に向

けて、私たちもサポートをしていきたいというこ

とで、大阪府の委託を受けて地域の障害者雇用相

談事業、大阪は政令都市の大阪市を除くと 43の

市町村ですが、そのうちの 20市と 3労働事務所

に、今雇用相談員をネットワークから派遣して、

独自に市町村がやれるようにと，思っています。

あるいは、障害者雇用支援センターを今準備セ

ンターという形で、そのパックアップシステムを

大阪府がっくり上げて、そこにアドバイザーとし

て私たちのネットワークが派遣をしていく。これ

も大阪府が考えついたことというよりは、私たち

の提言でもあるし、このネットワークの中に肩書

きをはずして府の労働行政をやっている人、ある

いは労働局の人たちもいらっしゃるわけですので、

そういう熱い思いを持った人たちの両者があい

まって、こういう提案ができて、それをやり切る

人材を用意していくのがNPOの役割だと，思って

おります。

「雇用機会創出事業jに対しても、トライアル

雇用推進員として 3名派遣しています。こういう

ふうに私たちのNPOはスタートしたところでござ

いますが、聞かれた市民の主体的な参画が保障で

きるように、きょうのフォーラムの前日に市民講

座も開催しました。そのような市民全体へのアプ

ローチをやっていきたいし、それによって財源も

自分たちでつくり出していく、安定的な財源を

持った NPOにしていかなければならない。地域に

必要なサーピスの供給主体をつくっていく NPOに

なっていきたいと思っています。

6) NPOの意義と責務

この NPOは、最初も言いましたように、それ

ぞれの組織やパックを背負っている人たちが、し

かし会議の場では肩書きをはずす、縦割りやらの

枠を突破して、自らの基盤を突破はするけれども、

それぞれの持ち場にもう一度フィードパックする

という形で、それぞぞ、れの組織の中に自立的な個人、

アク夕一をつくり上げていくということだ

います。

そして地域で提言できる主体、あるいは権利擁

護のオンフゃズマン的な役割を私たちが果せるよう

に、その都道府県レベルでできた仕組みが、市町

村、あるいはもっと身近な地域で息づいていける

ように、その力量を皆さんと一緒につけていきた

いというふうに，思っております。

どうぞ、よろしくお力添えください。ありがと

うございます。

(拍手)

O関氏 どうもありがとうございます。

本当に手際よくまとめていただきまして、ちな

みに私はそこの代表理事であります。ただ、本当

に皆さん、労働組合の方も行政の方もおっしゃる

ように、月 I回集まりまして、これは高橋さんで

はありませんが、酒が強い方はお入りになれると

いうのが基本条件になってしまうのでしょうか。

飲みながら、かんかんがくがく議論をするという

のが我々の特徴であります。

実は、文部科学省が新しい提言を受けて、随分

変わろうとしている。そしてその変わろうとして

いる最先端を歩いておられるのが渡遺校長先生で

あります。養護学校がこれからどうなっていくの

か、あるいは養護学校を中心としたネットワーク



というのはどうなるのかというふうなことについ

て、渡益先生、よろしくお願いいたします。

相

品
川

円
陣
「
ト

i度法和弘

東京都立板橋養設学校

Oi度遷氏 教育のサイドからネットワークの最前

線として東京都の例をご紹介し、それを下地に全

国の盲聾養護学校の校長会が文部科学省の施策推

進へ提言を図っていることを報告します。

文部科学省では、 121世紀の特殊教育のあり方」

をこの l月に発表しました。ここでは就学前から

卒業後までの一貫した相談支援体制、その整備と

いうことが貫かれています。そのうちの卒業後ま

での支援、就業支援という部分で文部科学省は来

年度へ向けて新規の予算要求をしました。この

「就業支援同調する実践研究事業jというのが、今

年の 8月末に概算要求をしたときに文部科学省が

描いた図です。これを来年度から推進するために

私たち全国校長会に文部科学省が委嘱して、具体

的にこの事業をどのように全国展開していくこと

がよいかということを明らかにすることになって

おります。

そこで、「教育、労働、福祉関係機関等が連携

した就業支援のあり方」と題する調査研究の中間

報告を、この 10月にまとめました。今年度中に

は最終報告を出して全国の盲聾養護学校に配布す

る予定です。

この中間報告で特に力を入れたのが、個別移行

支援計画、これを活用して地域の就業支援ネット

ワークの中で学校がどのように役割を果すか。学

校から社会生活へスムーズな移行を図るかという

ことが中心ポイントです。

この移行支援を学校の教育に位置づける上で重

要なのは、「進路の学習jであると考えておりま

す。ここ数年の聞に全国の多くの養護学校に取り

入れられている学習内容です。

進路指導の要素として、現場実習、進路相談、

進路学習があるというふうに考えていますが、こ

の進路学習では、自己理解を深め、卒業後の生活

について具体的な体験と必要な情報に基づいて、

本人がよく考えてはっきりとしたイメージを持つ

て自分に合った進路を主体的に選択できるように

支援する学習です。

実際に卒業生が就l賊した職場を見学したり 、就

業体験をしたり 、それらの体験をみんなで話あっ

たりして学習をする。そんな学習を踏まえて進路

選択をして、本人の卒業後の生活に向けて主体的

意欲を高めて就労の定着率も高めようとする学習

です。

そこで、個別支援移行計画についてですが、欧

米では ITPとしてIEPのー領域に位置づけて、指

導を義務づけているわけですが、日本では、私見

ですが、今申し述べたような進路学習の延長とし

て当面位置づけるのがよいのではないかというふ

うに考えております。

その様式としては、 2通りあると、今回全国校

長会の委員会でまとめた中間報告では提言してい

ます。

まず、高等部教育の中で計画される、「その 1J 
の段階があります。そして、現場実習等を経て、

社会に出るときに関係機関や企業につなぐときに

計画される、「その 2Jのこの 2つが必要であろう

と考えています。

その様式と全く同じ様式の中に、例えばこのよ

うな内容の記載が必要であろうということを、例

えば本日この会場にもいらっしゃる東京都練馬区

レインボーワークのキノムラさんなんかも実はこ

の委員会に入っているのですが、そんな方やら先

生方と詰めたのがこのような内容のものです。見

えにくいかと思いますが、個人情報ですから、あ

くまでも本人と家族の同意を得て、本人を支援す

る目的で必要な情報を進路先と共有できるように

するというものです。

内容としてはまず、本人のプロフィール、2番目

に将来の生活についての希望、 3番目に必要と思

われる支援内容、 4番目に具体的支援として家庭

生活、進路先の生活、余暇地域生活、医療健康、

出身校の役割について記述することにしています。

この個別移行支援計画は現場実習を依頼するとき

の実習先に提出する身上書にも応用されることに

なります。

そして、現場実習の評価をもとに個別支援計画

を作成し直し、すなわち「その ]jから「その 2J

への書き直しを行うことになります。
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そして最終的には、学校にも卒業生カードという

ものを残して、学校のアフタ ーケアに生かすこと

になります。

このような一連の学校の動きは地域のネット

ワークの中で生かされる必要があります。そのた

めにも東京都では、東京都の養護学校の学校関連

携を構築する必要があると考えて、その体制をつ

くりました。全者1)の企業に卒業生を雇用していた

だくためのパンフレッ トを作成したり 、東京都教

育委員会と共同して大規模な雇用に関する事業所

の意向調査を実施したりして、それをもとに組織

的に職場開拓をしたりしています。

私の学校の東京の板橋区では国事業のあっせん

型雇用支援センターもあったり、区の事業団の就

労支援機関もあったりして、 lつの区に 2つも就

労支援機関ありますが、私たち学校にとっては国

事業であろうが、都であろうが、区であろうが、

地域に最低 lつの就労支援機関があって、そこを

核にネッ トワーク を構築して、学校もそれと連携

できるということがありがたいと思っています。

在、の学校は板橋区だけではなくて、練馬区の一

部も学区域になっているのですが、練馬区の就労

支援機関の レイ ンボーワークと相互乗り入れの連

携をとっています。レインボーワークの方々です

が、学校の現場実習にも立ち会ってくださったり、

実習反省会という名称で地域の関係機関や企業等

の方々とともに学校に集まっていただくネット

ワークの会があるのですが、それにもしっかり加

わっていただいて、その会をリードしてくださっ

ています。そして卒業後、 3年ぐらいは学校と レ

インボーワークが一緒に職場回りをしたりして、

アフターケアに当たっています。

そのような相互乗り入れの支援をして、学校か

ら就労支援機関を中心とした地域のネットワーク

にバトンタッチしていくということを考えていま

す。こういう養護学校も一緒になったネットワー

クのあり方をぜひ共に追及していきたいと考えて

報告させていただきました。

以上、終わります。

(拍手)

O関氏 どうもありがとうございました。

養護学校も変わるぞということであります。あ

と午後でお話しなさいます奈良さんのお話ともリ

ンクするということで、とてもいい流れだと思い

ます。

最後、本当にお待たせをいたしました。 相j畢さ

んです。「地域障害者職業センターJは皆さんご

存じだろうと思いますが、そこでカウンセラーと

して働いておられる方々は全国をず、っと回ってお

られます。一箇所のセンターでは長くて 3年ぐら

いで回っておられます。

地域の最前線で就労の リンクをつくっていく人

たちが実はこのカウンセラーの人たちで、カウン

セラーの方々の役割というのは大変大きい。しか

もいろんな事業が職業センターにおりてし、くわけ

ですカ人 何といってもコアをつくっていただくと

いうのが職業センターではないかと思っておりま

す。

相棒さんは、全国を回られてそれぞれの地域で

ネットワークをつくってこられた方であります。よ

ろしくお願いいたします。

相浮欽一

大阪障害者職業セン ター

0相j華氏 私の方からは、地域の特色ある先駆的

な最前線の話ということよりも 、いつでもどこで

も最低限受けられるようになるべき支援について

話をしたいと思います。

私は地域障害者職業センターに勤務しておりま

す。地域センターと 11惜しますが、皆さんには職業

センターという方がなじみ深いと思いますので、

職業センターということで話をします。この職業

センターは、障害者の雇用の促進等に関する法律

に基づいて、厚生労働省の外郭団体が運営してい

る職業リハビリテーションの専門機関で、各都道

府県に lカ所ずつ設置されています。うちは先進

的な地域ではないからとか、就労支援の社会資源

が少ないからという県でも、少なくとも職業セン

ターが lカ所は設置されていますので、地域の状

況に合わせて有効に活用していただきたいなと思

います。

さて、 11::1労働省の研究会が「地域障害者雇用支

援ネットワークの形成」という 、先ほどから関さ

んも言及されている報告書を平成 11年に取 りま



とめております。依田さんは、その中心にいたわ

けですが、その報告書の中で職業センターは、「職

業リハビリテーションの観点から地域の支援機関

等に専門的な支援指導を行うとともに、個別日常

対応型の支援ネットワークの形成を促していく専

門機関としての機能が求められているJとされて

います。つまり支援機関を支援して、ネットワー

クのコーデイネータ一役を担うことが期待されて

いるというわけです。

具体的には、各方面への職業リハビリテーショ

ンの情報提供、各種研修等による雇用支援にかか

わる人的資源のレベルアップ、プライパシーの保

護と個人情報を関係機関で共有し一緒に支援する

というこの両方を同時におこなうための問題整理、

支援の役割分担についての調整といった、障害者

雇用支援センターをはじめ各施設や NPO法人、

障害者団体等、就労支援にかかわる機関、団体が

力を発揮できるように支援することが求められて

いると思います。

以上のことを行うためには、次の 3点が整理さ

れる必要があると思います。

1つ目は、職業センター職員のレベルアップで

す。例えば、先ほど松永さんからもお話があった

職業評価について言いますと、学校や施設で2年

や3年も支援しているケースに対して、職業セン

ターで数時間程度の面接検査をして、ケース会議

では面接や検査の説明をして終わりということで

はなくて、そのようなケースであれば、関係機関

から本人に係る情報を収集整理し、本人及び関係

機関の職員で今後の支援の方向性と具体的な支援

の役割分担を調整するといった程度の力量は最低

限求められてくると思います。

それから、 2つ目は法的に定められた職業セン

ターの業務内容と職員体制の問題があります。職

業センターは障害者の雇用の促進等に関する法律

によって、障害のある人への職業評価、相談、そ

れから職業準備訓練といいまして、職業センター

に8週間通ってきていただいて訓練をしたり、職

域開発援助事業という援助者っきの実習をやった

り、パ、ノコン等の職業講習をやったりというふう

に、障害のある人に対して直接サービスを中心に

業務を実施するようになっているわけです。例え

ば、大阪の職業センターの場合には、昨年度は約

1，400人の人たちに対して 1万 3，000件近いサー

ビスを提供しています。このサービスを 10人位の

カウンセラーで行っている訳です。もちろん、パ

ソコン等はカウンセラーか敬えるのではなくて、月

15日程度の非常勤のインストラクターが対応しま

すし、職業準備訓練でも同様に非常勤の指導員が

作業指導等をしていますが、それにしても今言っ

たような数をやっている訳けです。

また、大阪府内では、昨年度、ハローワークの

紹介で知的障害及び精神障害のある人が692名就

職しています。一方、大阪センターの職業準備訓

練や職域開発援助事業を受けた知的障害と精神障

害のある人で、就職した人が68人ですので、就

職者の約 1割を占めていることになります。この

ように、職業センターでは、限られた職員体制で、

多数の職業相談と就職に向けた長期的な直接支援

を行っています。

このような現状の中で、地域の支援力をアップ

するための業務を積極的に行うためには、職業セ

ンターの人員増等による体制整備を行うか、今

行っている業務の一定の見直しを行うか、何らか

の対策が必要になってくるだろうと思います。人

員増等による体制整備、もしくは直接サービスの

一定の見直しを行なうことによって、地域の支援

力アップのための業務や事業主の方に対するサー

ビスの強化、復職をめざしている精神障害、高次

脳機能障害、視覚障害といった中途障害の方に対

する復職支援等を、今以上に強めていく必要があ

るだろうと思っております。

それから、 3つ目は社会資源の問題です。例え

ば、大阪の場合ですと、ここ数年で 16カ所の新

たな障害者雇用支援センターを設置していくぞと

いうような計画があるそつですから、職業セン

ターが支援センターと連携することによって、よ

りよい直接サービスが提供していけるようになっ

てくると思うわけです。しかし、障害者雇用支援

センターは人口 30万から 100万人に対して 1カ

所といっている割には県内に lカ所もない、広域

でサービスをする職業センターはあるけれども、地

域でサービスする支援センターは 1カ所もないと

いう状況のところが多いわけです。そうすると地

域の社会資源の状況によっては、職業センターが

直接支援にかかわる重みというのは異なってくる
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だろうと思います。

例えば、私は去年まで茨城県で勤務していたの

ですが、茨城県では昨年 166人の知的障害及び精

神障害のある人がハローワークの紹介で就職して

います。一方、茨城センターの職業準備訓練と職

域開発援助事業を活用して就職した知的障害と精

神障害のある人は 59人いますので、茨城県の知

的障害及び精神障害の人の就職に占める割合は

36 %になります。茨城センターのカウンセラーは

主任を含めても 5人ですから、費用対効果で考え

るとかなり効率が良いのではないかと思いますが、

いずれにしても、社会資源の不十分なところでは、

職業センターも当面は障害者の方に対する直接

サービスについて、これまでどおり一定程度やっ

ていく必要があると思います。

社会資源を充実させていく戦略というのは、こ

れまでのシンポジストの方々の実践がモデルにな

ると思われます。とはいうものの、昨日のパーパ

ラさんの基調講演で感じたのですが、我が国の障

害者雇用対策に対する予算の裏打ちが余りに寂し

過ぎるのではないでしょうか。この点の改善は関

さんもおっしゃるように、我々就労支援にかかわ

るものがその責任として、政策提言し、改善して

いく必要があると思います。

最後に、雇用支援ネットワークというのは、支

援者側の視点ではなくて、職業生活を営むことが

困難な状態にある人の視点から、検討すべきもの

だと思います。この視点からの実践というのは、

既にシンポジストの方々から報告されているわけ

ですが、残念ながら私の経験では、多くの地域で

ネットワークといっても関係機関が集まって会議

を開催して、業務説明をして、それがまた雇用の

領域、教育の領域、福祉の領域、保健の領域と

別々で紋切り型の会議が開催されるという現状も

あるわけです。このような現状の中で、障害者職

業カウンセラーという職リハの専門家として、そ

のような既存の会議等が有効に機能できるように

発言していかなければと思っています。

その 1つの例をお話しします。私は、昨年まで

茨城県におりましたが、茨城県で年に 1回、障害

者のノーマライゼーションを進めるイベントを開

催しています。そこで、職業センターではそのイ

ベントの運営委員会に入れてくれといって、入れ

てもらい、イベントのテーマを障害者の就労支援

にしていただきました。そして、そのイベントに

あわせて、施設や養護学校、病院、保健所、障害

者団体、 NPO法人などを対象に障害者の就労支

援の実態について調査をしました。どういうこと

を調査したかというと、過去4年間に貴所では、

何人の人が就職していますか、その人はどれぐら

い定着していますか、それから作業所とか授産施

設の場合だったら、作業工賃はいくらですか、定

着支援や職場開拓の具体的な支援状況はどうです

かといったことを調査させてもらいました。最終

的には各施設の了承をもらって、施設の写真等も

とって、デジタ Jレ情報にして、そのデータを

CD -ROMに集約して、各施設、機関に配布し

て、いろいろ活用していただこうということにし

ております。このように、職業センターも各地で

頑張っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

(拍手)

O関氏 ありがとうございます。職業センターの

方から、こんな明快な話を聞いたのは僕は、あと

は言えませんが。とてもいいお話を聞かせていた

だいたと思います。ときに、職業センターに対す

る無理解というのもあるでしょうし、今、おっ

しゃったように本当に社会資源がないところでは、

職業センターが訓練もし、それから評価もし、そ

れから後押しもしという大事な役割を担っておら

れますので、社会資源がないというのではなくて、

全国どこでもありますので、しかも全国どこでも

相i畢さんカ宝いらっしゃるということでありますの

で、ぜひいいコンタクトを持っていただきたいと

思います。

私の不手際から、随分延びてしまって休みもと

らずに行いましたけれども、最後なのですが、も

うちょっと時間をいただいて、高橋さんからこれ

だけは言い忘れたということだ、けを一言ずつおっ

しゃっていただいて、そして最後に依田さんから

お話をいただいて終わりたいと思います。

高橋さん、一言これだけは言っておくぞという

ことがあれば。

0高橋氏 突然なので考えずにいたのですが、

ちょっとレジ、ユメのところにも書いてあったので

すが、実は滋賀の振興センターで論議をしている



ことが、今までの一般の働くというイメージの中

で働けば幸せになれるという労働、そういうもの

が果たして本当に人間にとって、今の現状を見て

みると幸福をもたらしたのだろうかというような

ことをよくすることがあるのです。そういう意味

では、確かに作業所というのは、非常に経営的に

も資本はない、生産力は低いという中で、一般の

市場に打って出ないといけないですが、そういう

中で努力して、逆に障害のある人たち障害の重い

人たちが本当に健常者と一緒に働くことによって、

10年 20年勤続しているとずっと働き続けてこれ

ているということはやっぱりその中にある意味で

人間の働くというほんまものがあるのではないか

なということを最近強く感じて、皆とよくそうい

う論議をしているところです。

逆に言えば作業所、ノーマライゼーションとい

うような意味、本当にその理念としてはわかるの

ですが、それを具体化していく中で働くことに

よって幸せになる。これは夢かもしれませんが、そ

ういうふうな追い求める姿を通して、作業所は地

域経済の中できっちりと参加していける仕事を持

つということが、これからの障害のある人たちだ

けではなくて、本当に健常者の方も含めた皆が地

域の中で働くということを考えていく、そういう

姿をっくり出していきいたいというふうに思って

います。

0関氏 ありがとうございました。では、松永さ

ん。

0松永氏時代が大きく変わっているわけであり

ます。私どもは常に思うことは、極論かもしれま

せんが、「昔は」という観念にとらわれている人は

1日も早くあの世へお迎えをいただきたい。「今ま

ではJという方はちょっと横へ寄ってください。

「これからは」ということに考えられる人、これが

リーダーとなって進んでいくべきである。意識改

革をしなければ、これからの時代には対応できな

いだろう。私たちは意識の改革、有言実行、とに

かく現場へ行って見ろ。机の上で考えるな。これ

を徹底させていきたいと思っているわけでありま

す。

先ほど申しましたように、雇用支援センター、

県からお金はいただいておりません。

わずか500万円の金なんて要らない。民活で行

け。 l万4，600の情報に 500円掛ける、 1，000円

掛けば 1，460万円になるではないかと。いわゆる

何でもただで人にしてもらうのではない。受益者

負担公式でやれ。ハローワークが民間に民活と言

われるような時代になってきているわけでありま

す。当然我々はそれを先取りして考えていかなけ

ればならないだろうという思いもあるわけであり

ます。

とにかく、できないということはない。やらな

いだけである。こういうように職員に叱時激励を

させておりながら、これからはマンパワーをどう

改善していくか、改革していくかということであ

ります。

雇用問題は非常に難しいです。ある会社が工場

を建設されました。雇用する条件は日本人は採用

しません。日本におって日本人を採用しないとい

う企業があらわれてきたこと。ここを考えていた

だきたい。今までの意識というものはすべて白紙

に戻して考えていかないとならないのであろう。福

祉というものもだれのための福祉なのだろうか。

そのコストはどうなのだろうか。効果というもの

を考えなければならない。そういうように思って

おります。

厳しいかもしれませんが、どうか皆さん頑張っ

ていただきたいと思います。ありがとうございま

した。

0関氏 ありがとうございました。崎演さん、よ

ろしくお願いいたします。

0崎潰氏 本当に一言です。古くからあった地域

歴史と文化を大事にしながら、その中に新しいも

のをつくる作業を大切にしていきたいなと，思って

おります。

0関氏 どうもありがとうございました。

0伍賀氏時間の関係で、私のテーマは労組、経

協ということで、入っていたのに、そこの部分を割

愛したわけですが、関西経営者協会の中にもきっ

ちりとこのネットワークが位置づいていて、この

中にも書かせていただいておりますが、きのうの

テーマでもリストラの話がずっと出ていましたが、

奥井会長がまさにこれからますます弱肉強食の市

場原理が吹きすさぶであろうと。その中でこの

NPOのセイフテイネットが大切なのだということ

を創立のあいさつになさいました。
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この経協という月刊誌の中にも、関所長初め、

私たちの活動がしっかり載っているということで

位置づいています。そのことをつけ加えて、あと

私たちがやっているこの活動が本当に地域の作業

所で重度重複障害を抱えながら、さいの河原に石

を積むような思いで、やっておられる指導員の皆さ

ん方のそういうこととどうつながっていくのかと

いうような活動になっていけばということを願っ

ております。

0関氏 ありがとうございました。

0渡濯氏 学校の役割について、雇用支援セン

ターを核とした地域のネットワークとの関係でと

いうふうに先ほど申し上げたわけですが、雇用支

援センターが 1つもない県というのがたくさんわ

るわけで、そのことを承知で例えば青森県の3ブ

ロックに分けた例であるとか、香川県の場合だと

か、いろんなことも今私たちは含めようとしてい

るのですが、全国校長会の委員会には厚生労働省

の障害雇用対策課の松岡さんなんかも参加してく

ださっていて、一々本当にこの雇用センターを核

としたネットワークということでいいのですねと

いうことを我々校長会も一々確認しながら、就業

生活総合支援事業の委員会でも、本当に 30万単

位に lつということで目指すのですねというよう

な、 300までいかなくても 100ぐらいはとか、一

生懸命言っていますが、そんなことを期待しなが

ら一緒に進めていきたいということを願っている

ことを一言つけ加えさせていただきました。

0関氏 どうもありがとうございました。

0相津氏 私の方は言いたいことは先ほど申し上

げましたので、特に付け加えることはございませ

ん。依田さんのコメントを聞きたいと思いますの

で、依田さん、よろしくお願いいたします。

0関氏 ありがとうございました。依田さん、最

後に。

0依田氏順不同で、相揮さんの方からにします

が、職業センターをぜひ活用してください。やは

り期待されることが人や組織を育てるという部分

もあるのだろうと思います。

職業センターも初代の職業カウンセラーとして

入った人たちがそろそろ所長になってくる年代で

ございます。今までの職業センターとはまた違っ

た形の姿になっていくのではないかと私は期待し

ております。ぜひ相津さんたちの若い世代に、職

業センターを本当に皆さん方と密接な連携のもと

に事業展開できるようなネットワークづくりの拠

点、にしていただけたらというふうに思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。

それから、渡遺校長からのお話の中で私が思い

ましたのは、地域の支援機関との相互乗り入れと

いうことです。教育の世界は非常にクローズだと

言われておりますが、就労の問題について一緒に

なって現場実習に立ち会ってもらったり、職場に

同行してもらったりというような取り組みも始

まってきております。今までの枠にとらわれるな

ということであります。お任せするとか、依存す

るとかということではなくて、連携して、いい活

動をしていけるように学校側も踏み込んできてお

りますので、ぜひそういった流れを地域の中で受

けとめていただきたいと，思っております。

崎演さんのお話の中では、ネットワークづくり

が単なる会議ではなく、やっぱり何か核が要ると

いう中で、ネットワークとして共同の実習の場を

つくっているというのは非常におもしろい話だと

思っております。沖縄のいろんな話の中で、大学

との連携とか、これまでにないような話も出てき

ておりましたので、ぜひそういった取り組みをきょ

う皆さん持ち帰っていただけたらと思っておりま

す。

それから、 Cネット福井の松永さんのお話の中

で、企業家の発想というのは非常におもしろく受

けとめておりました。制度を最大に活用して福祉

工場をつくったり、授産施設とか作業所という枠

組みだけではなく、企業をつくっていくようなパ

ワーや企業家的な発想については、きょう来てい

るような企業就労に関心のある施設の方々はぜひ

取り入れていくことをお願いしたいと思っており

ます。小倉昌男さんが「月給 1万円からの脱出」

ということを言っておりますが、まさにそういっ

たことを施設関係者自身が強く意識して自らを変

えていくということが必要ではないかと思います。

それから、伍賀さんのお話の中で経協、組合、

労働局、支援機関、府などいろんなところにいろ

んな人たちがいるわけであります。熱い思いを共

有して、いろんな政策提言をしていく流れが先ほ

どのお話の中で出てきて、それが広く市民全体へ



の働きかけにつながっているという、すばらしい

事例だとお聞きしました。こういったことが大阪

だけではなく、どういうふうにしたらできるのか

ということを、ぜひそうした事例などに学ぴなが

ら考えてみたいなと思います。

そして、最後に高橋さんですが、ビデオの最後

に滋賀県の知事さんが非常に嬉しそうにしゃべっ

ていたのが大変印象深かった思いがします。行政

の首長にああいうふうに笑顔で、自信を持ってしゃ

べらせられるような政策を、ぜひそれぞれの地域

の中で考えて、そして提言していただけるよう、

皆さん頑張っていきましょう。

(拍手)

O関氏 ありがとうございます。職業センターの

方から、こんな明快な話を聞いたのは初めてです。

ときに、職業センターに対する無理解というのも

あるでしょうし、今、おっしゃったように本当に

社会資源がないところでは、職業センターが訓練

もし評価もし、それから後押しもしという大事な

役割を担っておられます。社会資源がないという

のではなくてセンターは全国どこでもあり、しか

も全国どこでも相揮さんがいらっしゃるというこ

とでありますので、ぜひいいコンタクトを持って

いただきたいと思います。

最後に、高橋さんからこれだけは言い忘れたと

いうことだ、けを一言ず、つおっしゃっていただいて、

そして最後に依田さんにまとめていただいて終わ

りたいと思います。

高橋さん、一言これだけは言っておくぞという

ことがあれば。

0高橋氏 突然なので応えに窮しておるのです

が、レジ、ユメのところにも書いてあったのですが、

実は滋賀の振興センターでいまホットに論議をし

ていることがあります。

それは、一般的に「働くJというイメージで、

働けば幸せになれるという労働、そのことが本当

に人間にとっての幸せに結びつくのかという事で

す。一生懸命働いた結果が、現状を見てみると不

況の中での解雇、リストラ等々、幸福とはほど遠

い事柄が世間の常識になりつつあります。

そういう意味では、確かに作業所というのは、

非常に経営的な面で、資本はない、生産力は低い

という中で、一般の市場に打って出ないといけな

いですが、そういう中で努力して、逆に障害のあ

る人たち障害の重い人たちが本当に健常者と一緒

に働くことによって、 10年 20年勤続している、

ずっと働き続けてこれているということは、やっ

ぱりその中にある意味人間の働くという本当の意

味があるのではないかなということを最近強く感

じています。

ノーマライゼーションという事が言われますが、

理念としてはわかるのですが、それを具体化して

いく中で、働くことによって幸せになるというこ

ととは非常に大切なしてんであると想います。

そういう意味では、作業所が地域経済の中に

きっちりと参加していける仕事を持つということ、

それは障害のある人たちだけの問題ではなく、健

常者の方も含めた地域全体の皆が働くということ

真剣に考えていく、そういう姿を作業所を発信源

にっくり出していきいたいというふうに思ってい

ます。

0関氏 ありがとうございました。では、松永さ

ん。

0松永氏 時代が大きく変わりました。私は常に

意識を改革しなければ、これからの時代に対応で

きないと考え「意識の改革、有言実行Jを新5ヶ

年計画の行動指針としています。

「昔はJの観念にとらわれている人は l日も早

く引退していただきたい。

「今までは」と言う方は改革精神の旺盛な人に

席を譲ってください。

「これからは」どうあるべきかを考える人が

チームリーダーとなるべきであります。

私は「机の上で考えるな、現場へ行って現状現

物を見て即時対応をしろ」、これを徹底させてい

きたいと，思ってます。

当法人の雇用支援センターは、補助金をいただ

いておりません。福祉は何でも行政がサービスと

して行うものではない。受益者も応分の負担と工

夫努力をすべきであります。

ハローワークも民間に移行せよといわれる時代で

す。我々は改革・改新を先取りしていかなければ

ならないと思います。

「できない」という職員に、「やらないだけでは

ないか」と叱時激励をしながらマンパワーをどう

改質していくか、これをやらずして明日の繁栄は
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ないと，思っています。

雇用問題は非常に難しいです。ある会社が工場

を建設しました。雇用条件は「日本人は採用しま

せんJとのことです。日本人は今までの労働意識

をすべて白紙に戻して考えなければなりません。

「福祉はだれのための福祉か」その費用コストと効

果を真剣に考えなければならないと思います。

厳しい変化の時代に向けて、皆さん一人ひとり

が工夫を重ね、その力を合わせてよりよい社会を

創っていただきたいと思います。

0関氏 ありがとうございました。崎演さん、よ

ろしくお願いいたします。

0崎潰氏本当に一言です。古くからあった地域

歴史と文化を大事にしながら、その中に新しいも

のをつくる作業を大切にしていきたいなと，思って

おります。

0関氏 どうもありがとうございました。

0伍賀氏私のテーマは労組、経協ということで

したのに、経営者協会の部分に言及できませんで

した。関西経営者協会の中にもきっちりとこの

ネットワークが位置づいていて、きのうのテーマ

でもリストラの話がずっと出ていましたが、関経

協の奥井会長がこれからますます弱肉強食の市場

原理が可欠きすさぶであろうが、このNPOのセイフ

テイネットが大切なのだということを創立のあい

さつで話されました。

この「経協」という月刊誌の中にも、関所長の

論文初め、私たちの・活動がしっかり載っていると

いうことで位置づいています。

そのことをつけ加えて、あと私たちカfやってい

るこの活動が、本当に地域の作業所で重度重複障

害を抱えながら、妻の河原に石を積むような思い

で活動しておられる指導員の皆さん方のご努力と

つながっていくような活動になっていけばという

ことを願っております。

0関氏 ありがとうございました。

0渡謹氏 学校の役割について、雇用支援セン

ターを核とした地域のネットワークとの連携でと

いうふうに先ほど申し上げたわけですが、雇用支

援センターが1つもない県というのがたくさんわ

るわけで、例えば青森県の 3ブロックに分けて

ネットワークをつくった例であるとか、いろんな

例を当面は考えていく必要がありますね。

0関氏 どうもありがとうございました。

0相津氏私の方は言いたいことは先ほど申し上

げましたので、特に付け加えることはございませ

ん。依田さんのコメントを聞きたいと思いますの

で、依田さん、よろしくお願いいたします。

0関氏 ありがとうございました。依田さん、最

後に。

0依田氏順不同で、相揮さんの方からにします

が、職業センターをぜひ活用してください。やは

り期待されることが人や組織を育てるという部分

もあるのだろうと思います。

職業センターも初代の職業カウンセラーとして

入った人たちがそろそろ所長になってくる年代で

ございます。今までの職業センターとはまた違っ

た形の姿になっていくのではないかと私は期待し

ております。ぜひ相津さんたちの若い世代に、職

業センターを本当に皆さん方と密接な連携のもと

に事業展開できるようなネットワークづくりの拠

点、にしていただけたらというふうに思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。

それから、渡遺校長からのお話の中で私が思い

ましたのは、地域の支援機関との相互乗り入れと

いうことです。教育の世界は非常にクローズだと

言われておりますが、就労の問題について一緒に

なって現場実習に立ち会ってもらったり、職場に

同行してもらったりというような取り組みも始

まってきております。今までの枠にとらわれるな

ということであります。お任せするとか、依存す

るとかということではなくて、連携して、いい活

動をしていけるように学校側も踏み込んできてお

りますので、ぜひそういった流れを地域の中で受

けとめていただきたいと，思っております。

崎演さんのお話の中では、ネットワークづくり

が単なる会議ではなく、やっぱり何か核が要ると

いう中で、ネットワークとして共同の実習の場を

つくっているというのは非常におもしろい話だと

思っております。沖縄のいろんな話の中で、大学

との連携とか、これまでにないような話も出てき

ておりましたので、ぜひそういった取り組みをきょ

う皆さん持ち帰っていただけたらと，思っておりま

す。

それから、 Cネット福井の松永さんのお話の中

で、企業家の発想というのは非常におもしろく受



けとめておりました。制度を最大に活用して福祉

工場をつくったり、授産施設とか作業所という枠

組みだけではなく、企業をつくっていくようなパ

ワーや企業家的な発想については、きょう来てい

るような企業就労に関心のある施設の方々はぜひ

取り入れていくことをお願いしたいと，思っており

ます。小倉昌男さんが「月給 1万円からの脱出J
ということを言っておりますが、まさにそういっ

たことを施設関係者自身が強く意識して自らを変

えていくということが必要ではないかと思います。

それから、伍賀さんのお話の中で経協、組合、

労働局、支援機関、府などいろんなところにいろ

んな人たちがいるわけであります。熱い思いを共

有して、いろんな政策提言をしていく流れが先ほ

どのお話の中で出てきて、それが広く市民全体へ

の働きかけにつながっているという、すばらしい

事例だとお聞きしました。こういったことが大阪

だけではなく、どういうふうにしたらできるのか

ということを、ぜひそうした事例などに学びなが

ら考えてみたいなと思います。

そして、最後に高橋さんですが、ビデオの最後

に滋賀県の知事さんが非常に嬉しそうにしゃべっ

ていたのが大変印象深かった思いがします。行政

の首長にああいうふうに笑顔で自信を持ってしゃ

べらせられるような政策を、ぜひそれぞれの地域

の中で考えて、そして提言していただけるよう、

皆さん頑張っていきましょう。

(拍手)

O関氏 私の不手際で長くなってしまいました。

休みもとらずに申しわけございません。シンポジ

ストの皆さん、それから依田さんに大きな拍手で

感謝を表したいと思います。

(拍手)
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<耕す> 社会資源の地域化:

地域で就業支援にかかる土壌を作り 、定着させるための活動状況

0舘氏 職業能力開発総合大学校の舘と申しま

す。

それでは、報告者の方々のご紹介をいたします。

まず、皆様の左側から、東京都福祉局障害福祉

部武蔵野福祉作業所の奈良さんです。

0奈良氏 よろしくお願いします。

0舘氏 次に、大阪府商工労働部、村上さんで

す。

0村上氏 よろしくお願いします。

0舘氏 それから、大阪市健康福祉局、白江さん

です。

O白江氏 よろしくお願いします。

0舘氏 それから右側に移りまして、滋賀県社会

福祉事業団、瀬古さんです。

次に、門真公共職業安定所、田中さんです。

東京障害者職業センタ一多摩支所の岡野さんで

す。

l番右側が名古屋市総合リハビリテーションセ

ンターの加藤さんです。

それでは、この分科会の企画の趣旨を簡単にご

説明させていただきます O この数年の

障害を持つ方の就労支援の高まりには目を見張る

ものがあります。それは今回の研究大会の盛況振

りを見てもわかります。この就労支援にのトレン

ドを 3つのキーワードで示すと、私なりの考えで

すが、 lつ目は「地域」だろうと思います。従来、

安定所、あるいは障害者職業センタ一、 一生懸命

して下さっていたわけで、すが、数が少ないことも

あり 、やはり就労支援となりますと、具体的な

細々した問題の直接的支援が必要ですので、現実

的になかなか手が回らないという状況がありまし

た。したがって、関係者の間では、もっと地域に

コーデイネーター

舘 |暁夫

職業能力開発総合大学校

就労支援の機関を作りたいという動きがありまし

た。あるいは、新たに作るのではなく、既存の施

設にそのような機能を持たせるというところも 出

てきました。そのような動きが各自治体で出てき

てるように感じています。

それからもう 一つのキーワードが「支えとか支

援Jです。障害観、能力伊しというのが次第に変

わって来ています。支えがあれば就職できる、あ

るいは支えがないために、せっかく働いていなが

らドロップアウトするということも多くあります。

ですから、本人の力プラス環境の支援力が、今、

問われているのです。その中で支援体制を地域で

どう作っていくのか、さらにその支援は生活と就

労の一体的なものであるべきというのが、最近の

考え方です。実際、就業上の色々な問題というの

は、そこに生活上の破綻とか生活の問題を色々含

んでるということは個々の事例を分析してみると

よくわかります。

生活あるいは福祉の方は地方にどんどん降りて

くる。一方、就労は固ということで、地域で一体

的支援がなかなか提供できにくいという状況はあ

りますけれども 、地域で生活と就労の一体的な支

えの態勢をどう作っていくかという問題意識が、

皆様方におありになるのではないかなと思います。

3つ目のキーワードは「ネッ トワーク」です。要

するに地域でそういう支援をやっていこうとする

と、やっぱり自分の機関だけの力だけでは到底で

きない。就労の#jj合は送り出す側、あるいは受け

手の企業、あるいは支援者、その 3者の協力がな

ければ成果が生まれないということから、ネット

ワーク作りとしミうことがしきりにIUj-ばれておりま

す。
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この分科会では、 3つのキーワードを車Itlに、障

害のある方々の就労支援を考えていきたいなと考

えています。今回、 7カ所から報告者をお迎えし

ております。前半は、東京都、大阪府、大阪市の

各自治体における就労支援体制の構築について、

滋賀県については、就労支援の地域でのグランド

デザイン作りについて、報告が]頁けるはずです。

地域に就労支援の体制をとごうやって作っていくか

という、まさに「耕す」という 言葉にふさわしい

お話が伺えると思います。

それから、 門真の公共職業安定所、それから東

京障害者職業センタ一、それから名古屋市総合リ

ハビリテーションのご報告は既存の施設をどう新

しい形にも っていくか、地域化 してネットワーク

の拠点として機能するように、どういう努力が

あったかと、そういうご報告ではないかなと思い

ます。

これからお一方、 lS分ずつご報告いただきま

す。この 7つ報告はかなり先進的な事例だと思い

ます。ですからむしろ、討論とかという以上に情

報提供、後に続きたい、地域にそういう拠点をっ

くりたい、あるいはネットワークをっくりたい、う

まくやっているところはどういうやり方をしてい

るんだろうというご興味をお持ちの会場の皆様の

ニーズにお応えできたらと思います。

それでは初めに、東京都福祉局障害福祉部武蔵

野福祉作業所の奈良さんからお話をいただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。
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奈良 亮

東京都福祉局障害福祉部

武蔵野福祉作業所

0奈良氏 奈良と |中します。よろしくお願いしま

す。

今コーデイネーターの舘さんからご紹介があっ

たように、これから私ども東京都福祉局が、平成

12年度から開始した就労支援事業の内容につい

てお話ししたいと思います。

現在、私カf勤務しているのは都立福祉作業所と

いう知的障害者が利用している作業所なんですが、

ここに赴任する前に東京都の障害者計画の策定に

携わっておりました。その策定に先立って 2年間
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にわたって開催された障害者施策推進協議会とい

う会議の運営にも携わっておりましたが、その会

議の中で委員の方から、 「者15内の幾つかの区で『援

助っき雇用』といった取り組みを先駆的にやって

いる。こうした取り組みをさらに発展させて、者15

の障害者施策を担当する福祉、保健、教育、労働

などの関係機関の連携により障害者の雇用・ 就労

の支援事業を推進するべきだjという提言をいた

だきました。これを受け、私ども福祉局を中心に

施策化に向けた検討を開始 しました。

すぐに、私自身、幾つかの先駆的事業を拝見す

るため実際にお伺いしたわけですが、lつは、区

市の社会福祉協議会などが非常勤職員として障害

者を雇い、清掃、 l喫茶などの雇用の場を提供する

という就労支援もありました。一方、きょうの本

論であるところの企業就労を目標にはっきり掲げ

て、職場開拓や職場定着などの個別就労支援をき

めキIJIかく提供するといった取 り組みの実讃につい

ても伺し、知ることができました。

私ども福祉局が何故この事業に取り組んだかと

いうことの背景の一つに、私どもが推進しており

ます通所授産施設や小規模作業所の整備 ・運営に

対する支援について、例えば養護学校の保護者の

方からの要望に応えて、これからもどんどんっく

り続けていくのかといった政策上の方針が問われ

ているという点があります。むしろ、福祉的就労

から企業就労への移行を進めるという施策を展開

することによって、通所施設等の利用者の選択肢

を広げ、就労の場の行き来をもっと流動的にして

いくという発想が必要ではないかと考えたわけで

す。

それからもう一つは、従来の就労支援機関と言

えば恐らくハローワークと養護学校が中心となり 、

これらと企業とが|筋力 ・連携して、障害者の雇

用 ・就労を支えてきたのだと思います。一方、福

祉の現場である作業所や通所施設では、 一般就労

の支援を担当する人員を確保するのが難しいこと

もあって、就労支援の取り組みが遅れていたこと

は否めません。ところが、こ こにきて、午前中の

渡辺校長からのレポートにもあったように、養護

学校生徒の移行支援の課題として、養護学校を卒

業された方が出身校の学校から支援、フォロー

アップを受けられるのはどのくらいだろうかといっ



たときに、教員の皆さんたちの認識としては卒業

後2-3年くらいというアンケート結果が出てい

まして、さらにその後も養護学校の教員がフォ

ローし続けることの困難さが指摘されています。

それからハローワークについてですが、あえて誤

解を恐れずに申し上げますけれども、やはり職業

紹介、企業指導という役割は非常に重要であると

思いますけれども、就職した後の継続的な職場定

着支援、フォローアップの体制は十分なのだろう

かと考えたわけです。従って、ハローワークと養

護学校だけではなくて、これらの支援機関と連携

し、円滑に引き継ぎ、さらにフォローアップして

いくシステムが必要だなと考え、福祉の関係機関

が担っている生活支援のノウハウを加味して、今

大会のメインテーマである「働き続けることを支

える」システムをっくり上げていこうじゃないか

という発想から、この事業を構想したわけです。

具体的には、こちらにいらっしゃる舘さんを座

長にして開催した就労支援システム検討会で議論

していただきました。この検討会では、働くこと

とは、ノーマライゼーションの観点から、一つに

は、賃金を得て障害者が自らの生活をどう主体的

に組み立てるかということであろうし、もう一つ

は、障害をもっていても、それぞれの力量に応じ

て社会の中で一定の役割を果たしていく必要があ

るということから、障害者であろうとも、やはり

働くことが当たり前ということを出発点にしまし

た。

それから、我々福祉の世界ですと、障害者の方

をサービスの利用者としてしか捉えてこなかった。

これだけでなく、障害者の方が一人の労働者であ

り納税者として誇りを持って生きられるように、

同時に、生活者であり消費者として、働いて得た

お金を親が管理するということではなくて、ご本

人がそれを使って、自分らしい生活を組み立てる、

将来設計を行うという観点からも一般就労の意義

を評価して、福祉局として就労支援事業に取り組

む必要があるという御意見をいただきました。

さらに、この検討会を進める過程の中で、午前

中にお話をいただいた依田さんが運営に携わった

労働省所管の雇用支援ネットワーク研究会から報

告されました「就労面と生活面の支援の一体的提

供!という施策目標に、私どもも非常に共感しま

した。都内で実施されている様々な就労支援事業

の中で、例えば練馬区のレインボーワークですと

か、中野区のニコニコ事業団(いずれも区の外郭

団体)等が、職場開拓や職場定着支援等に一生懸

命取り組まれております。ただ、「働き続けるこ

とjに着目したときの「生活面の支援」について

は、これらの先駆的事業の中でもまだ十分に取り

組まれていないのが実情です。したがって、単に

先駆的事業をそのまま追認して補助するというの

ではなくて、さらに「生活面の支援」を厚くして

いっていただきたいという観点から、この事業の

柱に「就労面と生活面の支援の一体的提供Jを掲

げました。

それから、地域の就労支援機関を中心とした関

係者、関係機関のネットワークづくりを是非進め

ていただきたいと考えています。実は私ども福祉

局が始めた事業ということで、企業の側からは、

「どうせ福祉がやることだから企業就労について本

格的なノウハウを持った人が来るわけがない」と

か、あるいは「就職した後は全然フォローアップ

してくれないんじゃないかJとか思われているよ

うで、まだ、企業の方の信頼を得られていないこ

ともあると聞いております。やはり、それぞれの

地域の就労支援ネットワークの中に、大企業だけ

ではなくて中小零細の企業・事業所を含め、ある

いは商工会議所の方や商庖街の方も参加していた

だきながら、併せて「生活面の支援」を身近な地

域の福祉関係者が担っていくという体制を、区市

町村の単位で築き上げ、がっちりとスクラムを組

んでいっていただきたいということを、このネッ

トワークづくりの中に込めたということになりま

す。ちなみに、この事業では、あえてセンターと

いう名称は使わず、「箱ものjづくりを想定してお

りません。ですから、あくまでも支援者及びその

周辺で支えてくれるネットワークのメンバーの協

働が、就労促進の原動力になるというふうに考え

ております。

この事業の施策化に当たっては、国制度の雇用

支援センターですとか、今後、本格実施される就

業・生活支援センタ一事業を、我々も横目でにら

みつつも、あえて都の単独事業としてスタートす

ることとしました。東京都の財政も厳しい折、財

政当局からは、せっかく国の制度があるんだから
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なぜそれに乗らないんだ、国庫補助が入ってくる

事業になぜしないのか、といったようなことが言

われがちな中、単独事業に予算がつき、計画上の

数値まで設定された背景には、後でも述べますけ

れども、この事業が区市町村の役割を明確にして

いることが挙げられます。

区市町村の障害者福祉の主管課でも、先駆的事

業を実施しているところに限らず、地域の障害者

の「働きたい、働き続けたいjというニーズが強

いことをつかんで、いますから、なんとか障害者の

就労促進の施策を打ち出せないかという思いを

持っているところもあって、多くのお問い合わせ

をいただきました。ところが、それぞれの区市町

村の財政当局においては、「なぜ、障害者福祉課

が障害者の雇用支援をやるんだ。うちの管内にハ

ローワークがあるじゃないか。あるいは、障害者

職業センターがあるじゃないかJということで、な

かなか予算担当者の理解を得ることが非常に難し

かったと伺いました。そこで、先ほどから申し上

げております「働き続けることjに着目した支援

の必要性から、「就労面と生活面の支援の一体的

提供Jの実現に向けて地域内外の社会資源を最大

限に活用する仕組みづくりを強調し、区市町村の

担当者にも少しずつ理解をしていただいてきまし

た。

一方、各地域で、障害者の就労支援を行ってい

る団体の方々からは、手前みそですが、都の事業

は非常に熱いまなざしで見られているのではない

かと思います。それぞれの区市町村の中には、身

体障害者、知的障害者、精神障害者それぞれの就

労のニーズを受けとめて、さて、どういう一手を

打とうかと、非常に苦労されている民間のグルー

プの方たちが多くいる。その思いを施策の中に受

けとめるということも、都単独事業としてスター

トした理由の 1つと言えます。

それでは、この「区市町村障害者就労支援事

業」の概要をご説明いたします。

まず、この事業の実施主体ですが、区市町村と

いう行政機関にいたしました。それから、「ただし

書きJをつけまして、その事業の全部又は一部を、

実施主体である区市町村から、社会福祉法人や

NPO法人などの法人格を持つ団体だけではなく

て、事業団や小規模作業所等の任意団体に対して

委託することができる、としました。国の就業・

生活支援センタ一事業では、やはり民法法人や社

会福祉法人、 NPO法人、医療法人などの「法人」

が実施主体とされているようです。今後どういう

ふうに修正されていくか分かりませんけれども、

私どもは、地域の中で民間のグループの方たちが

いろいろな試みをしながら、日々就労支援に取り

組まれている。そうした取り組みを活用できる柔

軟な仕組みにする。ただ、区市町村は、民間の支

援団体・支援者の事業委託したとしても、事業の

実施主体として、この支援事業に対する責任を負

うという仕組みにさせていただいております。

次に、支援対象者につきましては、身体障害者

のみ、とか、知的障害者のみ、とすることは避け

ていただき、精神障害者を含め3障害を対象とす

ること、さらに、障害者手帳の有無は間わないこ

ととしました。ここで、精神障害者への就労支援

は後回しにされがちな領域です。実際、モデル事

業をやっているグループの支援者の方々から「精

神障害者に対する就労支援、あるいは生活支援ど

うしたらいいんでしょうねJといったような問い

かけや、苦労のお話を伺うことがあります。しか

しながら、東京だからということではないと思い

ますが、それぞれの地域をよく見ていただくと、

その中には、精神障害者の方への支援に熱意を

持って取り組まれているグループがございます。

したがいまして、先ほど申し上げましたように、

実施主体である区市町村から、例えば、身体障害

者と知的障害者については00社会福祉法人に委

託するのと同時に、精神障害者についてはその地

域で最も精神障害者の支援に熱心に取り組んでい

る00作業所にも事業の一部を委託することも可

能な、柔軟な仕組みといたしました。それから支

援者の配置であります。ここではジョブコーチと

いう言い方が一般的なところをあえて「就労支援

コーデイネーター及び生活支援コーデイネーター」

という名称を使わせていただいております。この

就労支援コーデイネーターと生活支援コーデイ

ネーター、いかにも仕事を分け合って、はっきり

役割分担をするかのように見えるという誤解もあ

るんですが、就労支援と生活支援の連続性という

ことを考えれば、 1人のコーデイネーターの方が

さまざまな支援機関と関わりながら、就労支援と



生活支援を一体的に提供することは当然あると考

えております。あえてこのように 2つの名称を

使ったのは、一つは、複数の支援者が利用者に関

わることで、 l人の支援者と利用者との聞に支配

的な関係が生じないようにするということと、も

う一つは、生活支援という名称をつけたコーデイ

ネーターを配置することで、就労支援だけで十分

な利用者ばかりではないんだよと、生活支援を必

要としている利用者に対しては、生活支援を意識

して提供してほしいということを強調するため、

ということであります。なお、実施要綱には、

コーデイネーターをそれぞれ何名ずつ配置すると

いうことは書いておりませんが、私どもの予算積

算上では常勤 2名、非常勤 2名の 4名を想定して

おります。今年度もモデル事業であり、これらの

コーデイネーターの人件費のみを補助対象経費と

しておりますけれども、今年度については lカ所

当たり 1，740万円ということで、 その 2分の lず

つを東京都と区市町村が負担するといった仕組み

です。

次に、支援内容ですが、いろいろとお話しした

いことはありますけれど、 11寺聞が限られておりま

すので省略させていただきます。ちょっと宣伝に

なりますが、「リハビリテーション研ヲi:J109号が、

この 12月に発行されますが、その中に私が、支

援の内容についてこうあってほしいというような

ことを書かせていただいておりますので、もし機

会がありましたらご覧いただきたいと思Uミます。

私どものこの事業につきましては、現在、練馬

区のレインボーワークなど 7カ所で実施しており

ます。先ほど実施主体と実施団体の関係について

申し上げましたように、東京都ではそれぞれの地

域の実情に応じて、それぞれの社会資源をうまく

活用していただきたいというふうに考えておりま

す。この 7カ所のうちで、 1つの区は就労支援係

というセクションをつくり、いわゆる行政機関が

実施主体であると同時に支援機関にもなっていま

す。それから 2つの区と lつの市においては、法

人格を持つ団体に委託しておりますが、例えば、

人口 70万人余りの区では、知的障害者への支援

をA という社会福祉法人に、身体障害者と精神

障害者については Bという NPO法人に委託し、

この 2団体がその区全体の支援機関として対応す

るという 31~になっております。

そのほかの 3区市につきましてはいわゆる任意

団体でありまして、いわゆる ILという自立生活セ

ンターの活動をされているところもありますし、そ

れから就労支援セ ンターという、名称はもう既に

先取りされてますけれど、法人格をまだ取得され

ていないようなところも、それぞれの区市から委

託を受けているといった状況です。

今後の者1)の整備計画ですけれども 、計画上明記

しておりますのは、 2004年度までの 5年間で 20

カ所で実施するということになっております。も

ちろん、財政状況に左右されることもありますが、

当面は、この事業を都の単独事業で進めていくこ

とを財源の裏付けを含めて、計画上 20カ所の整

備が認められているという ことです。

実際には、現在のところ、来年度ないし再来年

度以降に事業の実施を検討している区市が28区

市ごさいます。当面は、者1)の単独事業を進めてい

くという方針ではございますけれども、なお、国

の就業 ・生活支援センタ一事業の今後の動向を見

据えながら、場合によっては国制度も活用しなが

ら、者liにおける障害者就労支援の取り荘|みの充実

に努めてまいりたいと考えております。|時間がき

ましたので、 ーたん終わらせていただきます。

0舘氏 ありがとうございました。

次、大阪府における就労支援制度の策定につい

て、村ヒさん、お願いします。報告はできれば 15

分。どうぞよろしくおDjQriしミします。

それから最初の四方が終わりましたらば、少し

休憩をとるということで進めさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

村ー上 1告

大阪府商工労働部

0村上氏 大阪府商工労働部の村ーl二で、す。事務局

の方からは「大阪府における就労支援制度」とい

うお題をいただいたんですけれども、大阪府全体

ではなくて、商工労働部のやっていることという

ことで、ご説明をさせていただきたいと思います。

皆様方には余りなじみがない部分かもしれませ

んけれども、全国の商工労働部が持っている悩み
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の部分も含めて説明をさせていただきたいと思い

ます。

実は、都道府県、大阪府として、こうして施策

を進めていくということになったのは、まだ 1年

半ぐらいしかたっておりませんO その進めるに当

たりまして、どういうことをベースに置こうかと

いうことで、そこに 4点挙げております。

まず lつ目ですけれども、障害者の方々に対す

る支援は、平成 8年の生活支援センターの制度化

ということで代表されるかと思いますけれども、

地域生活支援の充実という方向で取り組みが進め

られてきておるということがあるかと思います。

それと、職業を通じた社会参加ということかと

思いますけれども、障害者の方々の就職意欲が高

まってきている。 l例でいきますと、大阪府内の

ハローワークに新規に求職登録された方の数は、

平成 3年度の 4，977人が平成 12年度、昨年度は

7，634人。約1.53倍といっ伸びを見せております。

その一方で、厳しい雇用、失業情勢があります。

障害者の実雇用率は、法定雇用率を達成していな

い1.56というのが平成 12年度の状況なんですけ

れども、それとは別に、有効求職者数も平成 3年

度の 3，017人が平成 12年度は 6，830人。 2.26倍

というふうになっております。ですから、仕事を

したい人が増えていっているけれども、厳しい雇

用・失業情勢で就職がなかなか難しいというよう

な状況がございます。

ここまでの 3つはある意味、社会的な背景にな

るかと思うんですけれども、商工労働部にとりま

して、これは全国共通の悩みかと思いますけれど

も、 l番大きな制度的な背景といたしまして、平

成 12年4月に地方分権一括法というものが施行

されました。これは機関委任事務を廃止しまして、

地方に権限を移譲しようということが全体の趣旨

なんですけれども、雇用の部分に関しましては、

職業安定法の改正によりまして、都道府県と(障

害者雇用促進の 1番大きな力かと思いますけれど

も)ハローワークが組織的に分離してしまった。

都道府県に直接支援する組織がなくなってしまっ

たということがまず 1点。それと雇用対策法、こ

れも地方分権一括法の中であわせて改正されてお

りますけれども、地方公共団体も雇用に関する施

策を講ずるようにといっ規定がされております。

このような 4つの状況の中で、大阪府としてど

のような施策を進めていくのかということで、ま

ず柱の lつといたしまして、地域における雇用支

援の充実。これを施策の方向性の lつにいたしま

した。その施策につきましては、その次のページ、

36ページにイメージ図として入れております。広

域的な地方公共団体であります都道府県一大阪府

と地域に密着した地方公共団体一市町村が役割を

分担しながら施策を進めていこうということをイ

メージ図としています。このために幾つかの事業

を新たに創設して進めており、事業名と趣旨を入

れておりますけれども、個々の事業について、

ちょっと OHPの方で見ていただきたいと思いま

す。

まず l番最初に、地域障害者雇用啓発事業。漢

字の固い名前ですけれども、実際はエルフェスタ

と銘打ちまして、雇用促進月間であります9月に

大阪府だけではなくて、市町村と共催という形で

実施いたしました。内容といたしましては、企業

の方、あるいは支援機関、それから作業所の方の

ノfネルとか作品の展示、それとハローワークも含

めまして、相談窓口の設置、それと基調講演とパ

ネルデイスカッション。この基調講演とコーデイ

ネーターに午前のシンポジウムでコーデイネーター

されておられました関所長にお願いいたしました。

パネラーには特例子会社、地元の企業、それと支

援機関、障害者団体ということで、パネルデイス

カッションをしております。

この行事は、地域の企業と支援機関との連携と

いうことを趣旨としております。ここで 1つ注目

していただきたいのは、左側の l番下、運営実行

委員会としておりますけれども、大阪府と高槻市、

行政だけがやるんではなくて、実行委員会をつ

くって、いろんな方に参加していただいて進めて

いきたいと。これは高槻市からの提案でこういう

形になったわけなんですけれども、商工会議所で

ありますとか、障害者団体、あるいは連合の高槻、

それと作業所連絡会、ボランティアの連絡協議会、

社会福祉法人が実行委員会をつくりまして、そこ

が主体となってこの行事をやっております。これ

までは大阪府と労働局、あるいは障害者雇用促進

協会でのイベントということだ、ったんですけれど

も、 13年度は、地域でこういうことをやっていこ



うということでやり始めております。

その次ですけれども、市町村での相談の窓口、

相談体制を整備したいということで、まず初めに

市町村で相談窓口を設けてくださいということで

お願いいたしました。相談に当たられる方が、な

かなかいらっしゃらないでしょうから、 12年度か

ら14年度まで 3年間、大阪府の方から相談員を

派遣しますので、相談窓口を設置してくださいと

いうことで、事業を始めております。

15年度から市町村の方で、直接やっていただくと

いうことで進めておりますけれども、今年度から、

13年度、 14年度と、市町村で相談を担当される

方の研修ということで、今年度は主に座学を中心

にした講座をいたしまして、来年度は個別ケース

の事例に対応するような演習形式で進めていきた

いというふうに考えております。

それと昨日と今日の午前中に話題が出てきてお

りましたけれども、障害者雇用支援センターの設

置を促進していこうということで、設置促進のた

めの事業をつくっております。上の右側の方が国

制度です。指定をいたしますと、日本障害者雇用

促進協会からの助成金と生活支援もあわせて実施

場合には、生活支援ワーカーの配置のお金が出る

わけですけれども、この雇用支援センターの指定

を受けるに当たっては、指定要件として、指定の

時点で支援実績がなければならないというのがあ

りまして、例えば授産施設ですと、過去 3年間に

10名以上の就職の実績が要るというようなことが

ございます。それもありまして、なかなか設置が

進まない。大阪府内でも 2カ所の設置、 lつは

あっせん型、もう一つは施設型なんですけれども、

2カ所、市の数でいきますと 2市にとどまってお

るという状況がありましたので、指定に向けた動

きを府と市町村で支援していこうということで、

まず 1つ目、これは商工労働部の事業で、右側の

助成金に対応する部分なんですけれども、就業支

援のためのものとしましてステップアップ事業。

これは大阪府と市町村が2分の lずつお金を出し

て支援しようと。それともう一つ、準備段階と言

えども、生活支援も必要だということで、これは

福祉部局が事業として起こしてくれておりますけ

れども、準備の段階から生活支援ワーカーを配置

できるようにということで、この 2本立てで支援

の実績、あるいは体制づくりというような準備に

対する支援を行っております。

それと左側の下側ですけれども、こういう経費

的な支援だけではなくて、実際の支援の技術的な

部分も支援しようということで、このセンターの

ことを準備センターと呼んでおりますが、準備セ

ンター活動促進事業として支援業務のアドバイ

ザーを派遣する事業もあわせて行っております。

この設置促進の計画ですけれども、大阪府内に

は 16の障害保健福祉圏域がございます。それと

政令市である大阪市と中核市である堺市の2市あ

るわけなんですけれども、障害保健福祉圏域を単

位として、その単位に 1カ所ずつ合計 18か所の

設置ということを目標に、平成 12年度から 5年

問、 16年度までの聞にこの準備のための事業に取

りかかってもらって、平成 19年度には府内全域

で指定できるようにということを計画しておりま

す。

実績につきましては I番下。なかなか予定どお

り、計画どおりには進まないんですけれども、 12

年度 lカ所、平成 13年度累計で5カ所。 6カ所

の計画で5カ所ということなんですけれども、 5

カ所で今現在、準備のための取り組みをしていた

だいております。

これらの事業の実績なんですけれども、 37ペー

ジをごらんいただきたいと思います。啓発事業の

方は、先ほど言いましたように高槻市での実施で

すけれども、左側、これが相談事業の現在の状況

です。ちょっと地図がわかりにくいですけれども、

大阪府内 44の市町村がございます。そのうち 20

の市町村で相談窓口の設置をしていただいており

ます。

それと、先ほど言いました研修。これはこの前

第 l回目をやったんですけれども、実施しておら

れない市町村も含めて、 1つの町だけがちょっと

その日担当の方の都合が悪かったんですけれども、

43の市町村から合計約 90名の方が参加していた

だいて研修を行いました。

右側がステップアップ事業の状況なんですけれ

ども、市町村ごとにしるしつけておりますので、

ちょっとわかりにくいですけれども、 5カ所での

事業実施、市町村数でいきますと 13市町村とい

うことになります。
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こういう府での事業実施ということだけではな

くて、現在、障害者の就労支援ということで、新

たな動きを予感させるようないろいろな取り組み

というのが出てきております。

今日 、午前中にも話ありましたけれども、大阪

障害者雇用支援ネットワークがNPOとなったと

いうのが、まず l点挙げられると思います。中身

については先ほど説明されておりましたので省き

ますけれども、この NPOの設立の趣旨書の中に、

NPO化の意義ということがありまして、その中で

11幅広い自立的な市民活動として展開させることが

できるという l文がございます。ですから、障害

者の就労支援というものが支援者ということだけ

ではなくて、市民活動として広がっていくんでは

ないかなというふうに期待しております。

それと 2点目なんですけれども、先ほど言いま

した準備センターは、各地域でいろんな機関を集

めてネットワークづくりを現在しておられますけ

れども、それだけではなくて、この準備センタ一、

それともう既に設置されております支援センター

も含めまして、情報交換、あるいは担当者の削修

というか研さんを目的といたしまして、就業生活

支援準備センターの連絡会というものをつくられ

ました。今後は、情報交換だけではなくて、いろ

んな生活支援の関係機関との連携もしたいという

ふうに聞いております。地域レベルのネットワー

クだけではなくて、支援者の方々が府内全域で

ネットワークをつくっていくというふうになるん

ではないかなというふうに期待をしております。

次に、大阪府として l番大きい部分かと思うん

ですけれども 、各市町村ーでいろいろな取り組みと

いうか取り組みに対する姿勢が出てきたんではな

いかなと思っております。38ページからちょ っと

入れておりますけれども、 38ページの左側、幾つ

かの市町村で就労支援、雇用支援を先ほどのス

テップアップ事業ということと絡めまして、施政

方針の中に位置づけをするところが出てきました。

それと右側の方ですけれども 、広報誌やホーム

ページの方で、38ページの右側は先ほどの準備セ

ンターの広報です。その次の 39ページの左側は

相談事業の広報ですけれども 、こういうふうに市

として広げていこうというような動きが出てきて

おります。

39ページの右側は、単に相談事業の広報だけ

ではなくて、こういう Q &A、これは連載してい

くというふうに聞いていますけれども、こういう

ことがT-lilllT村で広報に載せるというレベルですけ

れども、広がってきているということがございま

す。

これからは府だけで事業を実施するのではなく

て、地方公共団体であります府と市118'村がとも に

障害者雇用促進をしていけるのではないかなとい

いますのが今の状況でございます。

以上で、す。

0舘氏 ありがとうございました。

それでは次に、我々にとっては憧れの的の大阪

市における就労支援制度の策定につきまして、白

江さんの方からご報告よろしくお願いいたします。

白江 1青

大阪市健康福祉局

0白江氏 大阪市健康福祉局の白江でございま

す。

私の方からは、まず大阪市の障害者就労支援関

係施策の概111告について説明をさせていただき、次

いで障害者就労支援のシステム、その形成につい

て少し触れたいと思います。

最後に私ども知的障害者の方々の雇用を促進し

ていく取り組みを進めておりますけれども、 一方

で大阪市がまず範を垂れよというようなこともよ

く返ってきます。そこで、大阪市が取り組んでお

ります知的障害者の雇用に向けた取り組みについ

てお話をしたいというぐあいに思います。

まず就労支援関連施策の概要でございますけれ

ども、これを大きく 6つの柱立てで私ども整理を

しております。lつは障害者能力開発施設の連予-

助成ということでございます。2つ目には第三セ

クターによります重度障害者多数雇用事業所への

出資。3つ自には障害者就労支援センターの運営。

4つ目に障害者の福祉の応への助成。5番目には

障害者の授産施設の設置、運営。そして最後 6番

目に福祉作業センターへの助成という枠組みとし

て考えております。

第 l番目の障害者職業能力開発施設への運営



助成でございますけれども、大阪市内には現在、

昭和 56年4月に開設されました社会福祉法人日

本ライトハウスの視覚障害者リハビリテーション

センター。これは視覚障害者の人を対象に電話交

換科、情報処理科、あるいは機械科というような

ことで、の視覚障害者への職業リハビリテーション

を進めておりますけれども、それが lカ所。そし

て社会福祉法人大阪障害厚生文化協会が運営し

ております大阪市職業リハビリテーションセン

ター、これは昭和 60年4月に設置をしておりま

す。ここでは身体障害者の方々に対する情報処理、

知的障害者の方々に対する紙器製造の訓練コース

ということで実施をしております。

また同じく障害厚生文化協会で大阪市職業指導

センターを平成 7年4月に開設をしております。

ここでは職業基礎科と第 1年目を職業基礎科とし

て、第2年度を紙器加工科、グリーン農園科とい

う形で運営をされております。この大阪市職業指

導センターは後ほど触れるかと思いますが、 2年

コースとして運営されております。従来、職業能

力開発施設では知的障害者の職業訓練は 1年コー

スということにされております。そこで、第 1年

目の職業基礎科につきましては大阪市が単独で補

助を行い、運営しているものでございます。

こうして大阪市内に3カ所の障害者能力開発施

設がございます。全国的に見ますと、国立で 13カ

所、県立 6カ所の障害者職業能力開発校以外の、

いわゆる能力開発施設と言われるところが 19カ

所ございますが、この 19カ所のうち 5カ所が大

阪府内にございます。そのうち 3カ所が、全国 19

カ所のうちの 3カ所が大阪市内にあるということ

でございます。このように職業能力開発訓練施設

をベースに、大阪市での障害者就労支援の取り組

みが進められてきたということが言えるかと思い

ます。

その lつである大阪市職業リハビリテーション

センターにおいては、さらに支援の幅を広げると

いうことで、大阪市として 2つの単独事業を委託

しております。

その 1つが、パソコン通信による重度身体障害

者情報処理訓練事業です。これは平成6年から実

施をしておりますが、通所による職業訓練が難し

い重度の身体障害者の方々に対して、在宅でパソ

コン通信等を活用して、情報処理訓練を実施をす

るものでございます。

もう一つは、知的障害者情報処理訓練事業と

いっておりますが、知的障害者にパソコンを使っ

た入力作業などの一連技術を指導するというもの

で、現場では「ビジネスパートナーJというふう

に呼ばれておりますけれども、知的障害者が事務

分野に挑戦していく、そういう支援を行っており

ます。 以上が能力開発施設での取り組みです。

次に、 2つ目の重度障害者多数雇用事業所への

出資ということでございますけれども、これは平

成7年に「株式会社関電エルハート」という、関

西電力の特例子会社の形態で、重度障害者多数雇

用事業所を大阪市、大阪府、そして関西電力の出

資に基づいて設置したものでございます。平成 13

年4月現在、従業員 119名のうち身体障害者の

方が29名、知的障害者の方が45名就労をしてい

るところでございます。ここでは製本、あるいは

印刷、文書管理センターとしての運営、各種記念

品の包装や箱詰め、従業員に対するヘルスキー

パー、あるいは関連事業所での植栽にかかわりま

す花井栽培、花壇保守などを事業として行ってい

るところでございます。

次に、障害者就労雇用支援センターの運営でご

ざいますけれども、これは厚生労働省が障害者雇

用月間にあわせ発行しています雇用ガイドを見ま

すと、全国 34カ所の障害者雇用支援センターが

ございます。その lつに大阪市障害者雇用セン

ターが掲載されています。これは大阪市では、大

阪市障害者就労支援センターといっております。

この障害者就労支援センターは事業全体を統括し

ます中央就労支援センターと職案に対応した地域

で、地域に顔が見えるということで、支援をして

おります地域就労支援センタ-5カ所、それに精

神障害者を対象とした 1分室でもって構成をして

いるところでございます。それぞれに 2名の職員

を配置し、中央を除く 5カ所、 l分室におきまし

て、 12名の職員が直接に就労支援に当たってお

ります。この5カ所、 1分室の地域就労支援セン

ターの運営は、能力開発施設、知的障害者通所授

産施設、知的障害者の入所厚生施設、任意団体

で運営されます福祉作業センタ一、あるいは障害

者会館など多様な施設などを運営する別法人に再
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委託し多様な場で実施しているというのが特徴で

はなかろうかと思っております。

4番目に福祉の庖への助成ですが、障害者の

方々の働く場を確保するということとあわせまし

て、住民の方々との交流を通して、市民の方々に

障害のある方への認識を深めていただくというこ

とで、公共施設の中に福祉の庖を設置し、援助者

とともに障害者が就労する。場合によっては交代

で業務に従事するものでございます。これは平成

12年 4月に大阪市中央図書館のライブラリー

ショップを第 l号庖といたしまして、今年度、阿

倍野区内の区民センターにコーヒーショップを開

設する予定となっております。

5番目に授産施設ですけれども、知的障害者授

産施設は 7施設、 l分譲、定員 195名を現在運営

をしております。多くのところは、利用期間につ

いての特に定めはございません。

最後に福祉作業センターですけれども、これに

は主として知的障害者の方々が利用されている福

祉作業センターが90カ所、身体障害者の方々が

利用されている作業所が91カ所、計 181カ所で

2，053人の方が利用されている実情にございます。

以上が大阪市における就労支援関係施策の概要

でごさ守います。

次に、就労支援のネットワークということにつ

いてお話をしたいと思います。資料の 41ページを

見ていただきますと、 iv支援Jという実行委員長

の関さんが作成された資料、次のページの資料も

そうですけれど、大阪市職業リハビリテーション

センターと大阪市就労(雇用)支援センターを基

軸としたネットワークがまとめられています。大

阪市内の社会資源とのつながりが整理されていま

す。そこに示されているように、大阪市の就労支

援ネットワークを考える場合、大阪市職業リハビ

リテーションセンターを核として、ネットワーク

を捉えることが l番分かりいいのではないかと思

います。

また大阪市内のネットワークを捉える場合、先

ほどもありましたけれども、大阪障害者雇用支援

ネットワーク、詳細は午前中にご報告されており

ますので省略させていただきますけれども、この

ネットワーク。それと大阪市障害者就労支援セン

ターによるネットワーク。この二つのネットワー

クが、ある意味で重なり合い、繋がり合って、重

層的な大阪市内の就労支援ネットワークを構成し

ているとt足えることができると思っております。

大阪市職業リハビリテーションセンターは、 59

年に大阪市が総合リハビリテーションセンターを

設置する際に、その職業更生部門という位置づけ

で、翌 60年に開設したものでございます。当初、

この職業更生部門につきましては、身体障害者を

対象とした相談、評価、職業前訓練を行うという

ものでしたが、当時の労働省から強い要請、指導

もあり、知的障害者をも含めた職業指導、就職

あっせん、就労支援を総合的に行う基幹施設とし

て、障害者職業能力開発施設を社会福祉法人が設

置運営を行うこととして、日本障害者雇用促進協

会の助成金を受け、法人負担部分について大阪市

が補助をおこなって設置し、運営することにした

ものでございます。 地方自治体、とりわけ労働

行政を持っていないと言われます政令指定都市が、

しかも福祉部局の事業企画として、こうした労働

省の施策を導入して、リハビリテーションセン

ターの職業構成部門を担うとしたのは、我が国で

も初めてのことだ、ったのではないかと思っており

ます。

新たな制度・施策の実施や施設の設置は、新た

なニーズを掘り起こすというふうに言われますけ

れども、大阪市職業リハビリテーションセンター

の開設は障害者の方々の就労へのさらなる意欲を

引き出し、定員をはるかに超える希望者が応募し

てくるという状況を生み出しました。

そうしたことから、大阪市は、大阪市職業リハ

ビリテーションセンターの利用定員ではこたえ切

れない入所希望に対しての対応と、もう一つは、

知的障害者で大阪市職業リハビリテーションセン

ターの l年コースでは対応し切れない、より時間

をかけた訓練・指導が必要な方に対して 2年コー

スを設定し開設したのが、「大阪市障害者職業指

導センターjです。

その下に、「中津サテライトオフィス」というの

が掲載されていますが、これは身体障害者授産施

設の分場という形で、大阪市職業リハビリテー

ションセンターの情報処理科を終了した方々で、

スムーズに就職できなかった方々の、まさに授産

の場として活用するために、新たに分場を設置し



たものでございます。このように、職業リハビリ

テーションセンターを基mlllに、いろいろな事業を

拡大し、そのつながり、ネットワー クを構築し、

運営をされてきたというのが lつのネッ トワーク

だろうというぐあいに思います。

大阪障害者支援セン ターのネッ トワークという

ことも一方で考えておく 必要があろうかと思いま

す。これは、もともと平成 10年 3月に大阪市障

害者支援プランにおいて、「障害者の就労問題を

一元的に捉えて、具体的な支援を行う就労支援セ

ンターを労働、教育、福祉など関係機関、団体の

連携のもとに設置し、地域に密着した就労支援シ

ステムを構築する。就労支援センターは法的制度

や社会資源を活用し、事業全体を総括する機能を

持つ中央就労支援センターと、地域で顔の見える

就労支援サービスを提供する地域就労支援セン

ターから構成され、関係機関や市民、企業ボラン

テイアとの連携を図りつつ、就労問題の相談、情

報提供、職業指導等を行うとともに職業開拓や、

企業実習及びジョブコーチの派遣など、 j致w，:な就

労支援事業を展開するjという計画を具体化した

ものとして、平成 10年 10月に新たな社会資源と

してオープンしたものでございます。

先ほども触れましたように、5つの地域就労支

援センタ一、l分室が法人も違う、また設置種別

も違うところで実施をされる。そのこと自体が l

つの地域のネットワークを構成しているわけです。

あわせて、それぞれの地域就労支援センターでは

地域の関係機関、あるいは諸団体等と連携をとり

ながら、地域における就労支援ネットワークの創

設に努めております。

こうした就労支援のネットワークの構築は、大

阪市の福祉分野が労働施策としての能力開発訓練

施設である大阪市職業リハビリテーションセン

ターを設置ことに大きな契機があったのではない

かと思います。

大阪市の就労支援システムが、全国的に注目を

浴びていると ころですけれども、ある意味で lつ

の形ができ上がったのではないかと思っています。

今後は、ネy トワークの質、量の整備を図り充実

することが課題かと思っております。

あと 1点については時間がきておりますので、

次の発言機会に回したいと思います。

0舘氏 どうもありがとうございました。

次に、滋賀県における就労支援施策について、

滋賀県社会福祉事業団の瀬古棟、よろしくお願い

いたします。

瀬古 隆

滋賀県社会福祉事業団

0瀬古氏 滋賀県の社会福祉事業団から参りまし

た瀬古と申します。

このシンポジウムに呼んでいただいたのは、昨

年、私が県の障害福祉課で在宅支援担当のグルー

プにおり、先ほどのビデオにもあったように、知

的障害のある方が3級のヘルパー講習を修了し、

モデル就労を経て一般雇用をめざすという取り組

みを行っており、その会場に全国就業支援ネッ ト

ワークのブ7々カfおl也しになって、おもしろいから

1 ml発表させようかと思われた、そういう経過が

あるのではないかと考えています。

これからお話しする内容については、もしかす

ると第 2分科会のテーマに準ずるのかもしれませ

んし、先ほど各自治体の方からお話があった大き

なネットワークシステム、そういう体系的な施策

の説明とはちょっと違った観点で、むしろ現場か

らの視点でネッ トワークや連携を図った事例の発

表になるかもしれませんが、その点よろしくお願

いしたいと思います。

滋賀県は、関西閣の l番東にあり 、中部ブロ ッ

クの知事会にも属しています。人口約 135万人程

度で、およ そ全国の人口の 100分の l、面積でも

およそ全国の 100分の lの県です。真ん中に琵琶

湖を擁しており、半分ぐらいあると思われるかも

しれませんが、 111間部もあり、約 6分の lの面積

を占めています。

そういった地理的条件もあり、滋賀県を 7つの

福祉圏域に区切っています。これは県の地方事務

所のエリアとも一致し、だいたい生活圏、経済圏

とも一致しています。そういうと ころで特に障害

者を取 り巻く医療、教育、就労など市町村単位で

はなかなか解決できない諜題について、広域の市

町村が連携して取り組んで、いこうという ことで、

昭和 56年に策定された県の社会福祉計画で圏域
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設定が行われ、いろいろと施策を進めています。

滋賀県でよく知られている施設に近江学園があ

り、戦後まもなく児童福祉法か整備される前に生

活保護法に基づいてできました。この近江学園を

契機に知的障害児者の福祉とりわけ施設福祉が発

展してきた経緯があります。昭和 40年代には重

症心身障害児の施設ができるなど専門分化して

いって、施設が先に進んで、いったという意味で先

進的な地域で、あったと言われています。ただ地域

福祉や身体障害のリハビリに関しては、全国から

見ても、先んじた取り組みはされていませんでし

た。

国の施策の流れがノーマライゼーションの理念

のもとに、施設福祉中心から地域福祉重視へ転換

されていった昭和 50年代の半ばに、ちょうど国

民体育大会が滋賀県で聞かれました。これが国際

障害者年にあたり、身体障害者のアジア・太平洋

のスポーツ大会などもあり、一気に福祉に対する

理解が県の中に広まり、その中で、障害があって

も地域でやはり生きていけるんだ、という考え方

が施策の中で中心的に動き出した時期であったと

思います。

昭和 56年を前後して、地域での暮らしについ

ては、生活の場の確保で、あったり、就労の場の確

保という 2つの要素になりますが、例えば昭和 53

年度には無認可の小規模作業所に対する県の単独

の助成制度ができました。市町村が実施主体と

なって県が同じく財政負担をするというしくみで

す。さらに国のグループホームのモデルともなっ

た生活ホーム制度が昭和 58年ということで、国

際障害者年を前後してこれらの制度ができました。

先ほど人口 135万人と申しましたが、例えば無

認可の小規模作業所ですと、知的障害、身体障

害、精神障害の 3障害それぞれが区別なく利用で

きる形態のところが76カ所あります。また精神の

単独利用の作業所についても 13カ所、さらには

法定の通所授産施設が32カ所あり、多分、これ

らの働く場・訓練できる場については全国でも人

口比率でトップクラスに位置していると思われま

す。また、生活の場では、例えば国のグループ

ホームについては、精神障害者のグループホーム

を含めて 42カ所ありますし、県の単独の施策の

生活ホームも 47カ所あるということで、これも多

分、地域で暮らす・生活する場としての設置率は

全国でも非常に高い位置にあります。

地域福祉等については、戦後から昭和 56年に

至るまではなかなか全国でもそんなに目立たな

かった地域ですが、急激にその後整備が進んで、

今では設置率、また内容についても、かなり上位

にランクされると思います。

こういう状況の中で、特に働く場について、こ

のままでいいんだろうか、量的な拡大はできたが

中味の問題はどうなのか、施設の機能が利用者の

ニーズにあっているのか、という疑問がおこり、県

の責任で制度の中身を変えられる無認可の共同作

業所について、類型化による機能強化を図ってい

くことになりました。

さらに先ほどビデオでも紹介がありました社会 J

就労事業振興センターの設置に関して、個々の作

業所や施設ではできない部分を開発・普及してい

くセクションを設けようということが授産事業振

興指針に基づいて進められてきました。

振興センターについては、平成 10年 10月に社

団法人として認可されたましたが、県としても、

せっかくつくられたセンターですから、補助金な

どだけではなくて、仕事を通じて振興センターの、

それこそ振興を図ろっという観点からいろいろと

事業をつくり、また、国の緊急雇用の特別交付金

事業なども活用することとなりました。

1番目に挙げている特定授産事業の普及、指導

についてですが、振興センターは県下の授産施設

や共同作業所が会員となっており、授産事業の作

業の開拓、製品の開発、販路拡大などを主に行

なっています。県としても、振興センターに仕事

をどういう形で提供できるかということで 1つ考

えたのが、県の職員生協の名刺印刷です。さらに

県庁の中にあるサロンの経営ですが、それまで

コーヒーなどを出していた業者が都合で撤退し、

自動販売機だけになっていたところを、振興セン

ターを通じて、知的障害のある方たちの授産の場

にしようと考えました。意識の上でのバリアフ

リーをいかに図るかということは、通常は対県民

に対する施策ですが、内なるバリアフリーが本当

はできていないんじゃないか、県庁の職員でどれ

ほど知的障害のある方たちの働く姿を見た人がい

るのだろうかということから、県職員の意識啓発



も図るという二重の効果もねらって、サロンの一

角で喫茶営業していただくことになりました。今

では知的障害のある方 2名が常時スタッフとして

働いておられ、そこに支援する健常の方が l名お

られ、いずれも補助金に頼らず、最低賃金をクリ

アするだけの利益を上げています。また、長浜の

地方機関の同じようなコーナーにも第 2号庖を出

庖されています。

振興センターでいろいろと事業に取り組んで、い

ただくことによって、これまで賃金面での一般雇

用との格差があるとされている福祉的就労が、平

均すると l万 5，000円だとか6割以上の方がl万

円未満だとか、そういう実態があるんですが、そ

ういう賃金面での格差を少なくしていくことにつ

いて、非常に期待をしています。

2番目にある知的障害者によるホームヘルパー

の3級養成研修ですが、事業化するに当たり全国

の情報を集めようと、全国の団体等にもお伺いし

たんですが、なかなか都道府県レベルでこういう

事業をされたことがないということでした。ホー

ムヘルパーを目指すのではなかったのですが、飯

塚のせき髄損傷者職業センターで介護現場におけ

る知的障害者の就労の可能性を研究されたという

例が唯一ありました。さらに、沖縄の養護学校で、

介護の就労に向けての教育と実践をされておられ

たという事例がありましたが、障害福祉の分野で、

全国の取り組み例はありませんでした。

始めようとしたきっかけは、先ほども申し上げ

た緊急地域雇用創出事業です。社会就労事業振興

センターで、コーデイネートをする職員を緊急雇

用で雇用していただき、なおかつ受講生である知

的障害のある方も、 3カ月間で3級ヘルパーの養

成課程を修了していただいた後、さらに 3カ月間

モデル的な就労をしていただくこととしました。

これはトライアル雇用的な部分もあって、振興セ

ンターで賃金職員として身分を確保していただき、

実際に働くのは施設や介護保険の事業所でという

形で事業を進めています。これまで平成 12年 10

月から第 1クール、第 2クールと行っており、現

在、第 3クールを行っているところです。

3カ月の短期雇用で実習的な現場の就労を終え

た後、一般就労に結びつくというのはやはり非常

に難しい状況にあります。今の介護保険事業とい

うのは、極めて厳しい介護報酬の中で、事業所・

施設が競争されていますので、その中ですぐさま

働くチャンスというのはなかなかないというのが

実情です。しかし、来年5月以降には、 l人の方

がデイサービス事業の指定事業所で、職場と彼女

の就労態度、能力等がマッチし、ぜひとも正規の

職員として働いてほしいという希望があり、どう

やら就労に結びつきそうとなり大変喜んでいます。

3つ目の事業は、もし時聞があれば後ほど説明

しますので、最後に書いてあります4つ目の車い

す障害者による IT活用事業について紹介をさせ

ていただきたいと思います。障害福祉の手引きと

いう、どこの自治体でも発行しておられる同様の

冊子があると思いますが、内容は三障害それぞれ

の制度・施策、就労・雇用関係の施策を網羅し、

施設の所在等も掲載しているマニュアルです。今

までは、県の予算の中で市町村の窓口担当者や相

談員、民生委員などに、生活支援、就労支援のた

めの手引きにしていただこうということで、限定

的に作成し、無料で配布してきたものです。しか

し、これからの、利用者が主体となって、いろい

ろな施策、制度を活用していく選択の時代におい

て、制度をいかに知ってもらうかというのが行政

としての役割ではないかということから、これを

関係者向けの限定出版ではなくて、本当に必要と

される本人やその関係者、例えば学校の関係者な

どにも頒布できるように、何とかできないだろう

かという発想がありました。

県の予算をたくさん取れれば、もちろんそうい

うことはできますが、例えば滋賀県でも身体障害

者が4万人程おられますし、知的障害者も 6万5

千人程おられます。また精神障害者は全国 217万

人と言われていますから、 100分の lで2万人近

くはおられるはずです。そういうこと考えると、従

来は 5千冊しか発行できなかったのを、やはり希

望に応じて、何万という単位で作成すべきではな

いかと考えました。しかし、それだけの予算を使

えないとすると、これはもう民間で発行する方法

に切りかえていくしかないと考えたわけです。

車いす障害者による IT基盤の整備事業との関

係ですが、このような行政情報も含めて障害のあ

る方が必要とされている情報は、遊びの情報で

あったり、働くという情報であったり、学ぶとい
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う情報であったり、それが lつの場所に行けばワ

ンストップで手に入れられるように、インターネッ

トのホームページで提供できるのではないかと考

えました。これも先ほど申し上げた緊急地域雇用

創出事業の交付金を活用して期間限定でつくるこ

ととしています。普通は一般業者がありますから、

入札や見積もり合わせ等で業者決定をしてしまい

ますが、できるだけ利用者のニードに応じたもの

をつくりたいということで、随意契約により車い

すの障害者当事者が働く情報共同作業所アイコラ

ボレーションというところに委託をしました。

障害福祉の手引きの内容をホームページでも見

られるし、またインターネッ ト環境にない方につ

いては、紙の媒体でも手に入るようにして、さら

にインターネットは、プロパイダーの加入であっ

たり、通信料がかかりますので、 CD-ROMの

中に入れてしまって、パソコンをお持ちであれば

そのまま利用できるというように、 3つの媒体を

考えていただきました。この CD-ROMの中に

は障害福祉の手引きだけではなく、高齢者福祉の

施策のあらましであったり、精神障害のガイド

ブックが入っていたり、さらに社会福祉施設の要

覧も入っていたり、またバリアフリーマップであ

るとか、文化芸術の関係で、障害のある方々の芸術

作品のデジタル美術館が入っていたりとか、イン

ターネットよりも付加価値を高めています。

0舘氏 瀬古さん、済みません、 H寺聞が大分超過

しておりますので。

0瀬古氏 わかりました。

0舘氏 後で補足の発言の時間とりますので。

0瀬古氏 それでは、私からは、在宅福祉のサイ

ドから、行政だけではなく民間の方々の力も借り

て、就労支援を直接的に行っていこうという事例

の報告とさせていただきました。

どうもありがとうありました。

0舘氏 それでは、再開します。次は、主にネッ

トワー クのお話だと思う のですが、ご苦労話を交

えて本音のお話が聞けたらなと思います。それで、

は門真公共職業安定所の田中さん、お願いいたし

ます。

O田中氏

{はじめに]

ハローワーク門真の田中です。

田中純幸

門真公共職業安定所

全国各地のハローワークが皆様に大変お世話に

なっていることに感謝します。

誠に厳しい景気経済情勢と緊迫した国際情勢と

も相まって先行きへの不透明感 ・危倶感カ可菜ま り、

社会全体が重苦しい雰囲気になって来ている。

ハローワークが担当する雇用面では、完全失業

率が統計史上最悪の水準になり 、今なお大型企業

の倒産・事業縮小が進行中で、何千人ときには万

単位の人員整理が相次いで打ち出されている。

いつもそうだが、不況の波は大手企業だけではな

く、むしろ関連中小零細事業所に、より深刻な事

態が押し寄せており 、今後、非自発的離職を中心

とする失業がさらに増大する事が予測される。

企業からの求人は、完全に減少下降ラインを描

いており、雇用環境は深刻な事態に立ち至ろうと

している。私の所属する門真安定所には管内に大

手弱電メ ーカー数社があり、昨今の IT不況のも

と急激な業績低下となり、希望退職募集など、対

策にあえいでいる。

メーカ一本体もさることながら、地元の関連中

小事業所の多くが影響をもろに受けて、すでに離

]臓を余儀なくされた人達がハローワークで求人検

索、職業相談を受けておられる。

門真所に限らず、全国のハローワークは失業した

人達で混雑を極めているが、できるだけ早く再就

職されるよう職員一問、懸命にお手伝いさせてい

ただいている。 厳しい雇用環境の中で力不足の

面もあるがご支援ご協力をお願いする。

{障害者の職場適応を考える連絡会}

ハローワーク門真が昨年度から取り組んでいる

「障害を持つ人達の雇用を広げ、その雇用の場で

円滑ーに職場適応出来るよう、企業を中心にした地

域ネットワーク 『障害者の職場適応を考える連絡

会.IJについて、報告します。

看板ネーミングを問いただけで「いかにも役所

的であか抜けせんな」と思われるだろうが、でも

そのこころざし ・趣旨目的は「赤々と燃えさかる

ハートがある」と自負している。



【取り組みの背景】

なぜハローワーク門真がこのネットワーク構築

を取組むことにしたのかその背景・周りの景色か

ら説明する。

企業における障害者雇用状況の推移

厳しい雇用環境のもと障害を持つ人たちの雇用

はさぞかしと考えがちだが、企業における障害者

雇用は年々着実に改善拡大している。まだ法定雇

用率1.8%には到達していないが、企業の理解と

採用が進み雇用状況は毎年右肩上がりで推移して

いる。

<44ページの下段参照〉

また、ここには掲載していないが、大阪府内の

企業の場合、平成 3年と平成 12年を比較すれば、

雇用率を算定する分母となる常用労働者の数は 10

年間で2.5 %増加しており、一方、雇用されて

いる障害者の数は 11.8 %の増加と、常用労働者

を大きく上回る増加率となっている。

今まで、私共ハローワークは、障害者の雇用促

進・拡大、雇用率の改善に力点を置いて、企業に

かなり厳しい行政指導も含めてお願いしてきた。

これは今後も重要な行政課題であり、特に法定雇

用率に到達していない事業所に対しては「企業の

社会的役割が厳しく見つめられていますよ。すで

に約半数の企業が法定雇用率を達成している中で

御社の現状はいかがなモノですかjと、行政とし

てキチンとお話しさせていただく。

併せて、全体の雇用率がここまで進んでいるこ

とをふまえると、これからは雇用した障害者が職

業人として自立し社会参加していくことを、周り

の人たち・とりわけ企業の中で一緒に働く人たち

が、どのようにサポートしていけばいいか、言い

換えると障害を持つ人たちの職場適応をどのよう

に進めていけばよいか、この間題が、障害者を雇

用している企業あるいは雇用しようとしている企

業に共通する重要なテーマとしてクローズアップ

されることになる。

このテーマを、企業と一緒に考えていこうと言

う思いが、これを立ち上げた背景の一つ。

求職登録している障害者の現状

今、ハローワークに求職登録している障害者は、

30 %が重度身体障害者、 34%が知的障害者、

4%が精神障害者となっており、全体の7割弱が、

働く上であるいは雇用する上でやや難易度の高い

障害者という状況にある。 (45ページ上段参照〉

企業がこれから障害者雇用を進めようとすれば、

何らかの配慮やサポートを必要とするケースが多

くなるだろう、その人達の職場適応を円滑に進め

るにはどうしたらよいか、これは企業にとっても

障害者本人にとっても大変大きな意味を持つこと

になる。

率直に言ってこのテーマに関する私共ハロー

ワークのアプローチは弱かったところでもある。

従来から職場適応指導と言う大切な業務がハ

ローワークにあり、ケースによって関係機関と連

携しながらすすめているところではあるが、継続

的・組織的な取組みとはなり得ていない嫌いがあ

る。 こうした反省も含めて、「円滑な職場適応

をすすめるJ方策のーっとして、このネットワー

クを考えた次第である。

【類似した他の連絡会議1
ハローワークには、従来から障害者雇用に関す

る関係機関との連絡会議がある。

労働行政以外に福祉・保健医療・教育機関等

それぞれ専門性の高いセクションと意見交換・情

報交換を行い、ケースに応じて連携プレイを行う

大変意義あるネットワークとなっているが、ここ

には企業が参加するシステムになっていないため、

職場適応という観点からみれば「臥龍点晴を欠くJ
の感、無きにしもあらずというところ。

【ネットワークの構成メンノfー】

企業には、職場で障害者と共に働き日常的に支

援サポートしている人がおられるし、 5人以上の

障害者を雇用している事業所には「障害者職業生

活相談員Jという、法律に基づいて認定講習を受

けられた支援者がおられる。 この人達こそが

「障害者の職場適応jのキーパーソンであり、そこ

をメインにした企業の交流の場があれば職場適応

に関する様々な問題とその解決策・ノウハウを共

有できるし、企業の中の支援者同士が企業を越え

てお互いに相談・助言しあえる地域ネットワーク

になる。

そこへ、障害者問題に関して高い専門性を持つ

関係機関や施設、協会、養護学校が加われば「鬼

に金棒」、そして関経協と連合大阪がスポンサー

となっている NPO大阪障害者雇用支援 NWが構

143 



144 

成メンバーとして参加すれば「言うことなし」。

こんなネ ットが地域にあれば、働 く障害者に

とっても・障害者を雇用する企業にと っても文字

どおり『安心ネッ トワーク』になるではないかと、

どんどん志が膨らんで来たのである。

安定所は、障害者問題に関しさほど専門性は高

くないが、企業と話を付けるのは商売柄得意であ

り、関係機関 ・施設ともチャンネルを持っている

から、「こんなこと考えてるけど、どうですか」と

呼びかけたところ「そらええことゃないかjと賛

同していただいた。(モットモ、表向き反対する人

なんて多分いないだろうが)

[ネッ トワークの活動状況]

今年の 2月に第 IIfi]目の会議を開催し 35社出

席、第 2回目を 10月に開催、ちょ っと少なくて

20社出席。 ゴムのように弾力豊かに活動するの

がネットワークだと楽観的に受け止めている。

今のところ、顔合わせ→エールの交換と言う段階

で、雰囲気はまだ少し堅いが、参加される面々は

障害者雇用に関して熱いハートを持った人ばかり、

意見交換も活発で、すでに個別チャンネルをつな

ぎ頼み事 ・頼まれ事をしているところもあり、ま

ずまずのj骨り出しかなと思っている。

これから回を重ね、腹合わせ→力合わせへと発

展し、いずれは「しあわせJな地域ネ ットワーク

になればいいなと思っているところである。

ハローワークもこの連絡会で、元気をもら った

り、ヒ ントを頂いたり、課題を頂戴したり、大変

ありがたいことである。

{まとめ]

障害を持つ人の自立と社会参加、 その基盤とな

るのが雇用 ・働くこと、そのステージを提供でき

る企業と、企業の中で障害者をサポートする人、

そして高い専門性を持った関係機関や施設 ・団体

のフランクな相互交流の場を、まずはスタートす

ることが出来た。

これからの謀題はし功斗こ多くの企業を呼び寄せ

るかと言うこと。

この会は、 r.. .をしなければならない」とい

う堅苦しい集いでなく 、「ちょっと相談 したいこ

と、頼みたいことあるんやけど」と気楽に声掛け

合いられる 『しなやか地域ネットワーク』にして

いければいいなと思っている。

雇用環境の厳しい中、障害者の雇用と職場適応

をどのように進めていくか、ハローワーク ・企

業 ・関係機関が一緒になって考えていこうとの思

いで創ったネットワークである。

皆様のアドバイス、激励をいただければありが

たい。

O舘氏 どうもありがとうごさいました。今まで

こういうネットワークが安定所になかったという

のが、ちょっと私驚きだ、ったのですが、今後のご

発展を期待してお ります。

それでは時間がtljlしております。日本障害者雇

用促進協会東京障害者職業センター多摩支所の岡

野様、精神障害者の雇用支援ネットワークについ

て、ご報告をよろしくお願いいたします。

岡野 茂

東京障害者職業センタ ー

多摩支所

0岡野氏 東京障害者職業センター多摩支所の岡

野と EI3します。テーマは、「精神障害者の雇用支

援ネットワークjについてです。時間が限られて

おりますので多少かたいお話となろうかと思いま

すがお許し Fさい。

まず、先ごろ「精神障害者の雇用の促進等に関

する研究会」から報告書が出されましたが、そこ

では精神障害者の雇用に関して依然多くの課題が

残ると指摘しています。しかし、多摩地域では精

神障害者の雇用・就労を促進するために、現在、

株々な先進的な取り組みが行われています。それ

らは、すなわち、「精神障害者職業自立支援事業j、

「精神障害者ジ、ヨブガイダンス事業」、そして、平

成 13年度厚生労働省の精神障害雇用対策の目玉

である「精神障害者グループ就労」です。これら

は、地域におけるネットワークに基づき実施され

るものですが、このようなネッ トワークを基盤と

した関係機関の協力、連携による様々な取り組み

が多摩地域でできるのは、日本で最初に精神障害

者の作業所を立ち上げたのが多摩地域であり、雇

用 ・就労に関心のある機関 ・施設が存在したこ

と、精神障害者の社会復帰や地域の理解・周知、

ネットワークの形成に東京都立多摩総合精神保健

福祉センターや地域の作業所が精力|拘に取り組ん



できたこと、勿論、当所もそのネットワークの怖

成機関であったり、また、職業リハビリテーショ

ン機I!IJとして当所も精神障害者の職業リハビリ

テーション推進フオーラム等を開催するなど情報

発信を積極的に行ってきましたが、このような土

壊、背景によるものが大きいと考えます。今回は、

その全ての事業等についてふれることはできませ

んので、精神障害者職業自立支援事業を軸にしな

がら精神障害者の地域の雇用支援ネットワークに

ついてお話をします。

この精神障害者職業自立支援事業は、医療、保

健領域から労働領域への橋波しとしての職業リハ

ビリテーションサービスとして捉えるべきもので

あり、従来のリハビリテーションの流れとは異な

る側而があります。また、地域の医療、保健福祉

機関、社会福祉施設、事業所等が雇用支援ネット

ワークを組んで本事業を推進しようとするところ

も特徴の一つです。そして、この事業に合わせて

多摩地域で精神障害者職業自立支援推進協議会

を立ち上げておりますが、今日はこの職業自立支

援推進協議会をお話の切り口とします。従いまし

て、事業そのものについての説明は別の機会に行

います。

職業自立支援推進協議会の構成は、多摩地域

の医療機関、精神保健福祉センタ一、授産施設作

業所、生活支援センタ一、事業協力事業所、事業

主、市商工会議所、ハローワーク、そして私ども

等々であり 、また、精神障害者を中心に据えて関

係機関、事業主等が同心円的な位置、関係でネッ

トワークを構築しています。イメージとしては図

lのとおりです。

悶 1 車京際害者械業センター多摩支所

す百神障害者聴業自立主掻事業におけるJmJlJ1tlllネッ トワー
ク

生活支.
~>タ

この推進協議会では、事業|井l始時には職業自立

支援事業の運営、プログラム、支援方法、技法等

の企画 ・運営等の検討を行っていただきましたが、

事業が動きだ して以降は、多摩地域における精神

障害者の雇用支援やネットワークの形成に関する

事項等に検討内容が移行してきつつあります。

Jrll!<;業CI立支援事業においては、図 2のように体

育指導、職業演習、作業体験、事業所体験、見学

会、家族指導等全体の約 40%を地域の関係機関

と連携、協力して事業を笑施しています。すなわ

ち、それぞれの機関からプログラムやノウハウの

提供を受けながら事業を実施していますが、これ

により精神障害者に対する質の高い職業リハビリ

テーションサービスを提供し、そして、事業に参

凹願っている機関とは職業 リハビリテーションに

関する知識、情報、支援技法等の共有化を図るこ

とにつながっています。一方、推進協議会におい

ても雇用支援に関する知識や情報の共有化、支援

技法の検討¥それに、構築された支援ノウハウの

地域への情報としての発信やネッ トワークの効果

的な機能化等を検討していこうとしています。

|時間がありませんので結論に移りますが、雇用

支援ネッ トワークを活月jしたことによる事業の速

やの効果は次のように盤迎できます。

自 3 1Jn多摩I!合病梅野積依健禍..."ンターとの捜自民吠混

まず、事業の修了者にとっての効果ですが、こ

れは多摩総合精神保健福祉センターを経由して事

業を利用された方々の動きを通してみたいと思い

ます。|豆13です。からし色の部分が私どもであり、

16週間jにわたる部分が職業自立支援事業期間で

す。ブルーが多摩精神保健福祉センタ一、その他

は福祉施設、作業所等です。また、赤い色は就労
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中であることを示しています。現在までの事業修

了者 26名中 10名 (38%)が何らかの形で職を

得ております。多摩総合精神保健福祉センタ一利

用者は8名中 2名が就労中です。就職後はハロー

ワークと職業センターが主たる支援機関ですが、

作業所の職員がハローワークの精神障害者相談員

を兼務している場合には赤い色はさらに二つに分

割されます。また、総合精神保健福祉センターが

職業センターと連携するケースもあります。事業

実施期間中、事業終了後、そして、就労以外で

あっても複数の機関が必要に応じて関与していま

すが、キーパーソンとなる機関を軸としながら多

様な機関が、適宜、そして、継続的に支援をして

いることが対象者にとっては安心感につながり、

主体的に自分の目標到達に向けて努力できるよう

です。

一方、支援者側ですが、支援機関のマンパワー、

就労支援実績、ノウハウ、情報量等は千差万別で

あり、かつ、自らが全ての支援を行うことに限界

がありました。それが、ネットワークを活用する

ことで、情報量や支援技法の密度が特段に増し、

効率的な支援を容易としました。そして、それぞ

れの機関、施設の役割に特化しつつ就労支援を行

うことができるようになったとも言えます。さら

に、精神保健福祉領域の方々は労働のハードルが

非常に高いと感じていたようです。労働のサービ

スやメニューは充実しているが、非常に複雑で分

かりにくい等からも心理的な垣根や抵抗感として

あったようです。それが、推進協議会での検討を

通して徐々に解消され、労働サイドが非常に身近

なものになったようです。また、障害者サイドだ

けでなく、事業所の立場も分かるようになったと

お話をされておられました。さらに、作業体験の

受け入れは、各福祉施設のメンバーにとって就労

を目指す上でモデルが旋示されることにもなるこ

とから、利用者自身が自分の課題を整理し、現実

認識をしながら、活動に参加するようになったと

の効果も報告されています。

最後に地域に対する効果です。ネットワークは

相手の顔を知ることから始まります。それを基盤

に、情報の共有化、用語の共通化が図られ、その

上で構成機関が相互に地域における位置や役割、

専門性について整理し、理解を図る。そして、的

確な利用や支援、また、双方向の関係が成立する。

最終的には、組織と組織の関係が確立し、構成機

関相互の有機的な連携、役割分担に基づく支援を

可能にしていくと考えます。推進協議会のネット

ワーク目標とするところです。その結果、地域全

体の精神障害者に対する雇用の考え方、また技法

といったものが引き上げられると考えます。

精神障害者、特に精神分裂病の方は、医療継続の

必要性から医療機関との連携が必要になります。

そして、病状が日常生活面や職業生活と密接に関

連したり、再燃があります。個別性が高く、支援

ニーズも医療、生活、職業に関すること等多様で

すが、それは時系列、段階的に順次出てくるもの

ではありません。また、それらに的確に、効果的

に応えるためには、関係する機関が地域の中で連

携しての支援が必要となりますが、ネットワーク

として機能するためには、それぞれの機関の専門

性を生かし、各支援機関がそれまで構築してきた

支援技法や成果について共有化し、各機関の役割

分担に基づく総合的に取り組むことが重要と考え

ます。幸いなことに、多摩地域における精神障害

者の雇用支援ネットワークは相当に成熟したもの

であると思います。このため、従来型の各機関が

段階ごとにバトンタッチをしていく方式だったこ

とに比べて、選択肢やサービス、内容が各段に充

実し、精神障害者の方にとっては家庭と病院と作

業所といった非常に限られた生活、すなわち、家

庭、病院、作業所のトライアングルの生活から、

いろいろな数多くの社会資源に固まれた多角形の

生活へ転換をすることができていると考えます。

また、受け入れた事業主にとっても、雇用支援

ネットワークが活用されることにより、支援の窓

口がはっきりし、関係機関が必要に応じ適宜支援

をしますので、事業主の方の負担感が軽減されて

います。

多摩地域の精神障害者の雇用支援ネットワーク

にはまだ課題はあります。私どもはその成熟を図

るとともに、雇用支援ネットワークによるそのノ

ウハウをいろいろな機関に還元すること、それら

に携わる職員の方々に多くの情報を提供して雇用

支援に精神障害者の雇用支援が的確に進めるこ

と、そのようなことに私どももお役に立つことが

できたらと，思っています。



H寺聞との関係もあります。まとまりのないお話

で恐縮ですが報告を終えます。ご静聴ありがとう

ございました。

0舘氏 ありがとうごさいました。精神障害のあ

る方々の就労問題の場-合、 l番大きい問題は医療、

保健、福祉と就労の関係者の聞に就労に対する潜

があるということではないかなと思います。それ

を克服しようという実際の活動を伴う非常に実践

的な、私は価値のあるネットワーク活動だと思い

ました。

最後になりましたけれども、高次脳障害者の就

労生活支援につきまして、名古屋市総合リハビリ

テーションセンターの加藤さん、ご報告よろしく

お願いいたします。

加藤 朗

名古屋市総合リハビリテーショ

ンセンタ ー

0加藤氏 名古屋リハの加藤です。

私は生活支援ワーカーなんですけれども、実は

3月まで職能指導員と いう 立場で就労援助をやっ

てきました。その現場の感覚というか、それをお

伝えできればと思っています。テーマとしては、高

次脳障害者なんですけれども、ここでは脳外傷を

取り上げたいと思うんですが、なぜかというと典

型的な例だからです。交通事故なんかで頭を打っ

て、身体の麻揮が、機能回復して身体のJr*揮がほ

とんどなくなって、あと注意力、記憶力等の高次

脳の問題が残って、仕事に対しては非常に重篤な

問題が残るという、そういう場合ですね。

例えば一見すると障害が見えないので、どう

やっているかというと、適切なサポートを受けず

にぐるぐる回ってるということで、行き場がなく

なる。結局職安にやみくもに通っているというパ

ターンがよくあると思いますけれども 。Jli能安に

行ってどうなるかというと、結局、 制度に乗らな

くなる。乗らないんで、すね。

体の麻庫がないもんだから、身体障害とも認め

られない。それからは歳以降の自傷事故でやっ

た場合は知的障害、療育手11医等に該当しない。ま

た、ご本人たちが精神福祉手帳の交付を余り遠慮

するというか、敬遠するというか、そういうこと

が多くて、結局、現行のilJIj度になかなか乗らない。

どうなっているんだろう 。

例えばなんですけれども、私、名古屋市総合リ

ハビリテーションセンターですけれども 、リハビ

リセンタ ーは附属病院があって、入院 80床があ

りまして、あと重度更正援護施設それから、ここ

の書いたl俄リハ部門があります。]蹴 J)ハ部門はも

ともと身障法で措置ですね。だから手11辰要件で肢

体不自由の人、内部障害の人、定員が20名あり

ましたが、名古屋市の方が単費事業で手帳要件の

ない枠をつくりました。何でもありということで

すね。]蹴リハのニーズがあれば、訓練に来てくだ

さいということで、平成 3年に始めましたが、当

時は高次脳ということを考えていなかったんです。

ところが何でもありのところにどんどんと高次脳

の方が押し寄せてきました。結果として、平成 12

年度に関して言 うと 、平成 12年度の利用者の方

は脳外相の方が44%。その後脳血管障害の方と

いうふうになっておりまして、ほと んど何らかの

高次脳の問題を抱える方が利用されています。と

いうことで、結局そういう手帳要件に該当しない

ところも、こういうところに流れてくるというこ

とです。

実際どういうことが見えるかと いうことで、テ

ストではわからないものを実際仕事の中で見つけ

ていこうということで、訓練施設の中に模擬職場

というものがありまして、いろいろ仕事を与えま

す。事務系の仕事とか、あるいは作業系の仕事と

か、実際の仕事を担当してもらいます。

例えばこんなことがあります。手に、麻:庫がな

いもんですから、例えば断裁するということはで

きます。例えば製本作業の最終工程で棋 10何セ

ンチでカットしてください。断裁して くださいと。

すると、カットしてくるんだが、そこに実はその

会社名が切れているんですね。切れていても平然

と納品してきました。手はいいので切れるんです

けれども、実はその目的というか、見えていない。

全体が見えていない。

同様にこれ事務ですけれども、封筒のあて名書

きですけれども、あて名じゃなくて発信者か。住

所と会社名の聞があき過ぎてるんで詰めてくださ

いとか、郵便番号をもうちょ っと肩に上げてくだ

さいとかいうふうな常識的な指示をするんですけ
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れども、なかなかそれが修正が入らない。なぜか

と言うと、本人なりの理論があるわけですね。あ

あだこうだ言っているうちに、結局その堂々めぐ

りで話が成立しない。そんなことがよくあります。

これは脳血管障害の方、自動車部品、部品4点

の組み立て作業です。単純作業です。横軸が施行

回数です。だんだんと作業路が延びています。下

の方に点線のグラフがミスです。ミスがだんだん

減ってきています。

これ、脳外傷の方ですけれども、先ほどに比べ

たら、やっぱり波が大きいですね。日による変動、

それからミスも多いです。それからーたんミスが

減ったかなと思ってもまた出てくるというふうに、

なかなか安定しません。

ということで、なぜそんなことになるかという

ことなんですけれども、事故をやって、頭を強く

打ってどうなるかというと、脳幹部、前頭葉、側

頭葉などの局所的な損傷をすることも多いのです

が、脳外傷を最も特徴づけるものとしては、ぴま

ん性軸索損傷と言われています。びまん性という

のは広く満遍なく、脳の中の神経団路が切れてし

まうということで連絡が悪くなる。

よくあるのが、その結果、注意障害、処理速度

の低下、記憶障害等々が見られます。リハの世界

では、こういうのは認知リハビリテーションを行

うわけですけれども、しっかり訓練することが有

効である。事象後、 2年ぐらい徹底した訓練が必

要だ。その方が予後というか、つまり社会復帰、

仕事に向けてプラスになるということです。

よく、ちょっとしたことで切れちゃうとか、感

情のコントロールが低下とか、 TPOに合わない発

言とかですね、セクハラまがいの行動とか、何か

そういうことが見られます。

結局、つまるところ、先ほどぴまん性軸索損傷

と言いましたが、気質的にそういう損傷があって、

結果として一つ一つの情報処理の単位は合う。例

えば字を書くとか計算するとかいう一つ一つの単

位はあるんですけれども、そのつながりが悪いと

いうことで、情報のつながりの質の低下によって、

結果として感情とか記憶をコントロールする力が

落ちてきて、最終的には仕事、あるいは人間関係

がうまくいかないという、大体こういう構造です。

ですから、脳外傷という、特徴づけると、情報

処理ネットワークの障害であるということを、ま

ず理解してください。

名古屋リハではこれに対してリハビリテーション

戦略を持っているわけですけれども、結局下の方

にテーマと書いてありますが、認識キャップなん

です。つまり、見かけはできそうに見えて実際

やってみるといろんなミスがあるということで、見

かけと実際が違う。本人もそれがなかなかわから

ないから、自己認識が進まない。あるいは、はた

から見てもわからないので、適切なサービスが受

けられない、こういうことがポイントです。

仕事じゃないんですけれども、社会生活送って

いると、結局いろんなトラブルに巻き込まれます。

なぜかと言うと、普段生活するということは何ら

かの商品のサービスを契約して買ってくるわけで

すけれども、その中でいろんなトラブルに巻き込

まれます。

就職はできているんですけれども、例えばこの

方の場合は、兄が実はおもしと書いてあるんです

が、つまり社会的な規範、注意してくれるという

人だったんですが、ちょうど結婚して家を出たと

いうことにいろんなことが重なって、そうすると

本人の欲求のコントロールができなくなって、結

局、生活が崩れて、それが仕事に影響して、欠勤

が目立つというふうなそんな事例です。違う事例

ですけれども、通勤途上でトラブルに巻き込まれ

てその対処がうまくいかない。

これもよくあるのが、何となくとかですね、そ

ういうニュアンスとかそんなことがなかなか伝わ

らないので、白か黒か、人間関係が白か黒かに

なっちゃうんでうまくいかない。というふうなこ

とで、今回のその総合リハのテーマは就労支援と

生活支援の一体的提供ということですが、まさに

そこに書いてあるような、つまり作業能力はある

程度あったとしても、土台となる生活面が崩れて

しまう等、職業生活が成り立たないんだというこ

とで、その辺が問題意識です。

これは平成 11年に行った脳外傷友の会、当時、

4団体に協力を得てやった結果、就職はできても

離職してしまうということが多いなということが

わかりました。

1、2、3のような適切な判断ができないとか、

対人関係のトラブルとか、仕事が遅いなどの理由



で離職することが多いです。この辺は調査だった

んですけれど、実感と一致しているんで、そんな

ことだろうと，思っています。結局は見た目とでき

ることのギャップでいろいろなトラブルになると。

結局これに対してのある程度一定のリハビリ

テーションプログラムを千子うことカf必要であると

いうことで、ここでは総合拠点方式と書いてある

んですけれど、名古屋リハが総合拠点であろうと。

だから、地域に必ず、まず、そういう総合拠点が

必要ではないかと思います。

総合リハですので、事象後、左から右に時間経

過ですけれども、認知 Iμ¥それから社会リハ、

その連続性の上に職リハ、就労援助があるという、

そんな構造になっています。

どのステージでも左からですけれども、認知障

害、行動障害、わからないんですね。いろんな課

題、仕事を与えてそれで出てきた問題に対して、

それを現実直面させます。それに対して説明、リ

アルフィードパック。リアルフィードパックとい

うのは、問題が生じたその場で事実を直接本人に

示して、こうした方がいいよという今後の修正を

具体的に示唆するという、こういうことを常に常

に繰り返します。

それによって障害の認識は進んだとして、社会

適合に向けて障害を補う補償行動であるとか、あ

るいはその人に合った環境を用意する、調整する、

環境設定であるとかを行いますが、さらにその後、

ーたん社会復帰したなと思っていても、ちょっと

したことでパニックになってしまったりとかあり

ますので、相談介入する体制というのが求められ

ます。

幾っか挙げて総合拠点でやっていると、幾つか

のノウハウというか、経験的にわかるわけですけ

れども、いつでも、どこでも、だれからも全員一

致で一貫した対応がなければ失敗するということ

です。相当注意しないといけません。ということ

で、左の方にドクター、主治医と指導員の意見、

あるいは指示は、意見は一緒なんだけれど、

ちょっと表現が違うだけで本人が混乱してしまっ

てパニックになるとかいうことがあります。です

から、非常に慎重に構えないといけない。だから、

常に常に情報共有して、リハの方針を一致させな

いといけない。

これもよくありますね。よくご本人の話をしっ

かり聞こうということで、左の方にある指導員と

脳外傷の方が、話をきっちりしていくんだけれど

も、指導員の常識的な判断と、それから、脳外傷

ご本人の理解が全然言うことが違うと言ってる場

合に、どっちが正しいのかわからなくなってしま

うという世界があります。そういうこと延々と続

けていると、結局本人の常識から外れた思考回路

をどんどん増幅しちゃうんで、それはまずいとい

うことで、常に右に書いてある、職場だ、ったらこ

うだよねとか、一般社会だ、ったらこうだよねとい

うふうに、いつもその枠組みの中で思考をし、行

動するという習慣をつけるように常に指導してい

きます。

これも左手は指示が2方向からきているんで、

その仕事の優先順位が組み立てられない。それで

は混乱するので、左の方はワンクッション入れて、

主任クラスの人を通して、指示を 1本化して仕事

を与えてもらうと、こういう形です。

そんな感じで、例えば見事就職できたとしても、

実はその後も結構大変でして、実はちょっとした

ことで混乱してですね、電話かけてくるみたいな

こともあるんですが、それに対してちゃんとこた

える体制が必要だということです。何をしている

わけでもなくて、本当にささいなことなんです。そ

れに対して、信頼できる人から「こうだよjとい

うふうに一言言ってもらうだけで安心して、本人

は落ち着いて判断ミスを回避して、また仕事に戻

るということがあります。こういう体制が必要だ

ということです。

リハセンターの中で、ちょっとした対応のずれ

でパニくってしまうということもあるもんだから、

なかなか実は地域支援システムって、なかなか難

しいんですけれども、それをこれから地域と一緒

にっくり上げていこうという段階です。まだでき

ているわけではありませんが、少し動きというこ

とで。

結局、先ほども言いましたように、本人の判断

がずれてしまうもんだから、何かちょっと迷った

ときに、身近な支援者、それが例えば家族だった

り、あるいはリハセンターのスタッフだったり、あ

るいは職場の上司だったり、みたいな身近な支援

者に本当に常識的なことをちょっと教えてもらう
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だけで、落ち着いて作業ができるということがあ

りますので、既にその支援者に相談して助言を得

ながら、ある社会的アクションを起こすという、

常にそういう構造をつくる。だから、我々支援シ

ステムとしては、じゃあ、この支援者はだれがい

いんだろうみたいなことを常に意識した形をつく

らないといけない。

ということで、例えば授産施設に働いている方

の場合は、授産施設の指導員がそういう支援者に

なるでしょう。そこを専門機関のリハセンターが

ノ〈ツクアップするという形です。

事業所の場合は事業所の上司だったり、でも

やっぱり仕事が忙しいので、なかなか対応できな

い場合はリハセンターのスタッフが電話を受けま

すよという体制をつくります。

あるいは職業センターがサポートする場合でも、

職業センターに対してリハセンターが、脳外傷固

有の援助のノウハウを伝達すると、そんな構造に

なっています。

そういう構造が期待されているということです

ね。

ということで、ここに書いてあるのは構造とし

ては P (PrimarySupport、一次的・基本的支援)、

プライマリーサポートなんですけれども、目の前

の方の身近な方が本人の話をしっかり聞いて、

困っているよねということに対して必要な S (Sec-

ondary Speciality、二次的・専門的支援)、必要な

サービスを引き出してくるという、そういう役割

が必要だろうと。本人がいろいろサービスを買う

のは難しいだろうということです。こういう Pの

構造をつくろうということが 1つの目標かなと思

います。

最後になりました。これですけれども、今、高

次脳というのは、!実は簡単に言いましたけれど、

実は定義がはっきりというとあいまいです。いろ

んな立場によって、それから病院の先生によって、

全然、言うことが違う、全然というかまだ定まって

ないんですね。ただ、国の方が今、高次脳という

問題を非常にクローズアップしていまして、この

平成 13年から 3年計画で高次脳機能障害支援モ

デル事業というのを始めました。目標は標準的な

評価基準。だから、先ほど l番最初に障害認定さ

れていないという問題があったんですけれど、そ

れをどういう形で認定していこうということ。そ

れから実際、地域支援するための支援プログラム

を確立しようという、そういう目標で3年間取り

組みます。

方法としては、国立リハビリテーションセン

ターが取りまとめなんですけれども、全国で 10カ

所の拠点をつくろうということで、北海道から福

岡までということで、そういう拠点をつくってい

きます。ですからそこの拠点に対してぜひこれか

ら皆さんの方で、何というか、先ほど午前中も

あったんですけれども、期待が人と組織を育てる

ということがありますので、まだまだこれからな

んですけれども、そういう拠点に対していろいろ

ニーズをぶつけていって、これから一緒に、地域

と一緒に育っていければいいかなと，思っています。

中身はですね、 3つの作業班があって、評価基

準、訓練プログラムを確立する、それから社会復

帰生活介護支援作業班ということで、地域支援の

トライアルをしていこう、そして地域ネットワー

クをつくっていこうと、こういうものです。

以上です。

0舘氏 ありがとうございました。もう時間は、

あと 15分しかありません。そもそも、皆様にでき

るだけたくさん情報提供したいということで、 7人

の報告者をお呼びしたのですが、多少無理があっ

たかなという気持ちでおります。でも、情報がた

くさん得られてよかったということもありますが。

それであと 10分程度、せっかくですから、この報

告者の方にできれば共通した問いかけ、もしフロ

アの方でありましたらば戴きたいと思います。い

かがでしょうか。せっかくですから、もっと聞い

てみたいところを。

所属とお名前。できるだけ手短に、質問をお願

いをいたします。

0小島氏鳥取県の日野福祉事務所に所属してお

ります小島と申します。 1番最後にお話いただい

た加藤さんにご質問で、実はあのメニューを見て、

お話を大変期待しておったんですが、残念ですが

時間の関係で短くなったようです。

鳥取県の日野福祉事務所の管内で現在、高次機

能障害者の方が支援の要望を出しておられまして、

当福祉事務所は保健所とタイアップして福祉保健

局を構成しております。



質問させていただきたいのは、高次機能障害者

の方に対する支援を保健サイドで開始しつつある

ところなんですが、この方々が専門的な相談を受

ける場合に、全国的に見れば、どちらの方に相談

されるのが 1番適当でしょうか。

0舘氏 済みません、もうちょっと手短に。

0小島氏 そういう質問をお願いしたいと思いま

す。

0舘氏 じゃあ加藤さん、よろしくお願いいたし

ます。

0加藤氏 済みません。そうですね、今、まだ詳

しく質問されてないと思うんですが、まずは、後

で私に具体的に教えていただいて、つまり、結局

わかってくれる人をまず頼ってですね。どこでも

いいんです。だれでもいいんです。わかってる人

をつかまえて、その人にまず話を聞いてもらう。

そうすると、地域を離れていたとしても、そうい

うことだ、ったら、じゃあ探してみますと、そのこ

とがわかる人を探してみますということで、ご紹

介ということになるんで、まずは問題を特定する

ために、まずは詳しく私に聞いてください。

地域どちらと言われました。

0小島氏鳥取県です。

0加醸氏 鳥取はちょっと今、私の中ではないん

ですけれども。名古屋リハのほかのスタッフに聞

いてみて、そういうネットワークを調べることが

できます。それからあと、日本脳外傷友の会の方

で、鳥取の方で拠点がありますか。

0舘氏他にございますか。

0日本脳外傷友の会の方 日本脳外傷友の会と申

します。鳥取には現在まだ拠点はございません。

中園地方には広島、岡山にことしのうちに会がで

きております。一応、どういったことを、個人的

な内容のご相談か、あるいは全体的な福祉施策等

に関するご相談か、今のご質問じゃよくわかりま

せんが、一応、日本脳外傷友の会としてはQ&A

という本も出させていただいておりますし、パッ

クアップしてくださる名古屋リハの先生とか、あ

るいは神奈川リノ¥あるいは国リハの先生方との

コンタクトもございますので、お答えできる問題

もかなりあるのではないかと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

0舘氏 ありがとうございました。

ほかにご質問ありますか。どうぞ。

O中沢氏 各市とも就労支援事業ということで例

えておられ、制度が確立しつつあるんですけれど

も、大阪の就労支援センター中沢といいます。よ

ろしく。それで、その生活支援と就労支援は一体

的に提供するということは、皆さんおっしゃって

いるんですけれども、生活支援のことを考えると、

そんなに広域で lカ所の事業とか、あるいはセン

ターというわけにはいかないと思うんですけれど

も、将来的に各参加されている自治体の方、将来

的にどれくらいの人口割で 1つのセンターをつ

くっていこうというご計画かということと、あと

授産施設作業所の今後の再編の方向性みたいなも

のをお願いしたいんですけれども。

0舘氏奈良さんと村上さん、よろしくお願いし

ます。

0奈良氏東京都の計画上、当面 20カ所での整

備というのは、人口 30万人といったような圏域

構想をベースにしていません。今のところ、各区

市町村ごとに lカ所の整備を考えています。ちな

みに東京の場合、 23区、 26市、 5町、 8村ありま

す。区市町村単位にしたときの問題としては、人

口 70 数万人の区から、 3~4 万人規模の市など

様々で、支援のきめ細かさにばらつきが出る可能

性もありますけれども、当面、各区市まず 1カ所

というふうに目標は立てました。しかし、今後の

展開によっては、例えば人口 3~4 万人の市など

が隣接する市と共同して支援拠点、の整備を行うと

いったことも考えられます。東京都があらかじめ

線引きする圏域構想とは別の手法、様々なネット

ワークづくりの取り組みの中から、新たな支援拠

点整備の手法も生まれてくるのでないかと考えて

います。

0村上氏大阪の方は、今のところ、府内全域で

の展開を最大の目標としております。国制度が人

口30万人から 100万人という指定範囲というこ

とがありますので、障害保健福祉圏域ということ

で、目標を定めました。

この後どうしていくかということになりますと、ま

だそこまで煮詰まった結論というのはあるわけで

はないです。それぞれの地域の状況によるかとは

思いますけれども、例えばプランチにするのか、別

の視点にするのか、いろんな方法あるかとは思い
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ますけれども、もう少し細かいところまでいくの

か、いかないのか、その辺は実際のこれからの活

動状況等も見ながら、考えていきたいというふう

に思います。

0舘氏 それではあと、授産施設をお持ちの大阪

の白江さん、それから瀬古さん、授産の方向性に

ついて、ご回答よろしくお願いします。

0白江氏授産の方向ということでございますけ

れども、大阪市における 180数カ所の福祉作業セ

ンターの成り立ちそのものが多様であり、それぞ

れに地域で様々な活動をされておりますし、地域

の障害者の方々の生活支援にも機能しているとこ

ろです。そういうことで、そのよさをどう生かし

ていくのかという視点と、もう一つは国が小規模

通所授産ということで、国として法人化、あるい

は法定化をということで、その運営の安定を図る

ための取り組みの積極的な側面を、市としても活

用しながら、具体には、実際にやっておられる方、

地域の障害者団体の方、あるいは支援の方々とも

相談をしながら進めていくということになろうか

と思います。当面は国として積極的に打ち出され

た制度ですので、それに期待をお持ちの方々に対

して積極的な支援をしていきたいというぐあいに

考えております。

0舘氏瀬古さん、お願いします。

0瀬古氏滋賀県では、無認可の小規模作業所に

〆ついては、機能類型化による強化を図るというこ

とで、 3つの類型を設定いたしました。働くこと

によって、高い賃金を得ることを目指す事業所型

のタイプの作業所を考えようということで、例え

ば、半分の方は雇用関係を結び、半分の方は訓練

的な関係を結ぶといったような形の事業所型の作

業所を lつの類型としました。さらに、働くとい

うよりも、むしろ日中活動を楽しむ、通所を楽し

むというデイサービス型の創作軽作業型も考えて

いこうということで、類型化することによって、

強化を図るということを目指しています。
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それと、法定施設化も合わせて進めますが、今

おっしゃったように小規模授産の類型もできまし

たが、従来の自治体の単価の方が高いことから、

小規模授産施設化したところもさらに上乗せの補

助単価を設けて、類型化を法定施設でも図ってい

こうと考えています。ただ、 20人以上の従来型の

授産施設については、国に対してそのような機能

強化型を考えてほしいという要望をしているとこ

ろです。

以上です。

O舘 ありがとうございました。

もう時間ですので、ここでちょっと最後にまと

めさせていただきたいと思います。

まとめはすごく難しのですが、きょうお聞きに

なりましたように、自治体や機関によって、非常

に多彩な取り組みが行われているということが実

感できました。特に行政の方が障害者の働きたい

という思いを実現するために、労働は国だという

建前があるにもかかわらず、一生懸命動かれてい

る、むしろ地域に支援の拠点をつくるべく積極的

に地域に働きかけていると、そういうような事例

が報告されました。

それから、何も新しいものをつくるだけがすべ

てではない。既存の機関を再編成することによっ

て、地域の支援力を増すことができたという事例

も滋賀から報告されました。

さらに、職業安定所、障害者職業センター、リ

ハビリテーションセンターが地域にネットワーク

の翼を広げて、既存の機関と共同していくことで、

地域就労支援の実を挙げているという試みも報告

されました。

是非とも、地域の支援力を増すために、地域の

就労支援の拠点作り、それからネットワーク作り

が進みますように、報告者の皆様方のご協力を得

ながら、努力していきたいと思います。

きょうは司会の不手際で議論が深まるところま

で行かず、申しわけありませんでしたが、たくさ

んの情報を得られたと思います。今後も皆様と連

絡を取り合いながら地域にさまざまな支援の輪を

作っていきたいと思います。今日は、どうも有り

難うございました。

報告者の方に、もう 1回盛大な拍手をよろしく

お願いいたします。

(拍手)

ありがとうございました。



第二分科会

く拓く>



<拓く> 独創的な社会資源を開発して福祉サービスとして提供する個人や機関

O/J¥} 11 皆さんこんにちは。この総合リハビリ

テーションj:I)f究大会も 、2日目の昼の直後という

非常にまったりとした危険な|時間帯になってまい

りましたけれども、もう一息皆さんにぜひ頑張っ

ていただいて、私含めてこのH寺間話す側もぜひ頒

張って最後のまとめに持っていきたいと思ってお

ります。

私は司会を担当いたします仲町台発達障害セン

ターの小川 と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。

第2分科会のこのテーマなのですけれども 、第

l分科会が 〈刺ーす〉、第 3分科会がくっむぐ〉とい

うことで、第2分科会は、開拓の拓で く拓く 〉と

いうことです。

きのうお昼の時間帯に私とシンポジス トの方と

打ち合わせをさせていただ?いたので、すけれととも、本

当にその とき初めてお会いした方ばかりでした。

それぞれに自己紹介をしたりしたのですけれども、

障害の分野も身体障害あり、知的障害あり 、精神

障害ありです。それから就労支援というキーワー

ドはありますけれども、そこに切り込んでいく切

り口もそれぞれ本当に違うのであります。唯一共

通点を見つけようとすると、本当に〈拓く〉とい

うか、制度にあまり頼らない。目の前にい らっ

しゃる利用者さんにどういうサービスが必要なの

かというのを、と りあえずまず始めようというあ

たりで、突破口を開こうとしている方たちばかり

かなというふうに思いました。そういう意味で、

この分科会というのが開拓の拓、 〈拓く 〉なのだと

思っています。

この時間の進め方ですけれども、 2日目の午後

で皆さんもお疲れだと思います。一応最初の予定

コーデイネーター

小JlI 浩

仲町台発達障害セン ター

ではプログラム上は IS分間の休憩を l回挟むと

なっておりますけれども、少しここ を修正させて

いただいて、 10分間の休憩 2ITII挟んで、 3つのセ

クションに分けて行いたいなというふうに思って

います。初めに 6人のシンポジス トの方の仁|こlで、

お3人にそれぞれ IS分ずつ発表をしていただき

ます。そこで大体私の話を含めて I11寺|問ぐらいが

過ぎると思いますので、 10分弱休憩を取らせてい

ただきます。その後もう 一回残りの 3人のシンポ

ジス トの方に、ご報告をいただきます。

シンポジス トの方の発表が全部終わった後に、

できるだけその後はフロアの方とのデイスカッショ

ンを進めていきたいと思います。何 しろユニーク

な発表ばかりですので、余り lつのテーマにく、、っ

と絞り込んでまとめ上げることができないかもし

れませんが、お一つお一つの発表について皆さん

が知りたいこととか、質問に限らなくても結構で、

す。意見とか感想などありま した ら、 2回目の休

憩時間に質問紙を集めますので、それまでにいろ

いろメモを貯めておいていただければと思います。

最後の第 3セクションのところで、 H寺問の許す

範囲でそれをスピーカーの方に振って、いろいろ

お答えをしていただきたいというふうな進行の段

取りを考えております。

そんな感じで何 とか4時ぐらいまでにきちんと

終了できればというふうに思っておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

それではちょっと前置きが長くなりましたけれ

ども、発表をお願いいたします。

最初は企業組合ユニフィカの林さんからお願い

いたします。

0林氏 きょうはリハビリテーション研究会とい
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林美恵子

企業組合ユニフイカ

うことで、普段は私どもがお世話になる皆様方に、

このような形でお話させていただけるということ

で、非常に緊張しております。

本日は私ども、企業組合ユニフイカという団体

に関して、皆様にご説明させていただくわけです

けれども 、基本的にこの企業組合というものに関

して、少 しだけ最初に説明させてください。組合

という文字がついております通り、私ども企業組

合は組合法にのっとってつくられる団体でござい

ます。それですから協同組合、労働組合などと同

じ組織体でございます。しかし企業という名がつ

いておりますので、事業法人税はきっちり払う普

通の企業でもございます。

そのような二重の性格を持った団体ですけれど

も、テーマである、「重度障害者による超高齢社

会に向けたユニバーサルなライフスタイルへの提

案と、在宅就労モデルの確立」のために設立いた

しましたモデルケースとしての団体でございます。

そして、モデルケースとして皆様に lつの情報

を提供していきたいと考えております。必要なと

きに必要な情報に、できるだけ早く到達するには

どうしたらいいか。

生活に必要な情報、そして生きていくためだけ

ではなく、自立した生活に必要な情報を整理整頓

して提供することが、 一番基本的に自立に必要な

ことだと考え、このようなテーマや考えを持って

おります。

名称の由来ですけれども、最近はやりの共生社

会というのをテーマにしておりまして、包摂、そ

してその包摂の仕方を研究し、なおかついろいろ

方と協同してやっていくということで、組合の名

称をく っつけて、ユニフイカという造語をつく っ

てしまいました。

メンバーの紹介でございます。私がチームリー

ダ ー を務めております、事H~病系でございます。 メ

インライターは脳性まひで、かろうじて歩行がで

きますが、最近は車いすに乗っております。111i-

の健常者である大杉は「なんパラ」と いうのを最

初につく った人間でございまして、パラリンピッ

ク系のスポーツを担当しております。そのほか脊

髄損傷 l人、頚椎損傷 l人、そして筋ジストロ

フィーの 2人は呼吸器をつけた生活をしておりま

す。

布、の方の扱っている業務としては、コンピュー

タ一関連の事業です。つまり ユニバーサルな、高

齢者でも障害者でも子供さんでも奥様でも、コン

ピュータ ーに全然なじみのない方でも使える コン

ピューターの技術を皆様と一緒に考えること、そ

してメディアの方では、障害者や高齢者に対し、

何らかの提案をメディア、つまり文字やさまざま

な媒体を通して発信すること。

さらにコンサルティング事業においては、車い

すを作る際にどなたでも使いやすい、そ してどん

なケースでも使える、またどういうところでも使

いやすい設備をつくる、そういうコンサルテイン

グ業務などを扱っております。

作業工程はすべてこのようなインターネットを

通じて、受発注を行っておりますので、先ほどの

メンバーは北は札幌、 そして南は私の高知と、全

国各地に 7カ所に点在して住んでおります。つま

り7人が7カ所に点在しているわけですから、そ

れぞれが一堂に会するのは l年に l度ぐらいの状

態でございます。それでも何 とか仕事になるとい

うのは、やはりそれだけインターネッ トというツー

ルが、私ども障害を持った人間や、また地域、僻

地といったバリアをもクリアできるものなのかな

と思ったりしております。

企業組合ユニフイカの目指すものということで、

先ほどの一番最初にユニバーサルなライフスタイ

ルの提案というふうなテーマを申し上げ、ましたが、

lつ目のテーマは私どものよう な呼吸器をつけた

メンバーは、働けないという今までの概念がござ

いますが、実際に彼らは、それぞれの聞に介護の

時間がございますが、 トー タルすると 8時間から

6時間就労しております。在宅でございます。そ

してそのような重度の障害者を生産力として使え

きれないのは社会の側が私どもを無視しているか

らです。実際に働けるこ とを実証 して見せれば、

無視はされまいということで、モデルケースとし

て立ち上げており ます。そのような人的資産を活



用していただきましたら、今後進みます高齢化社

会においても、生産者側、つまり労働力は不足せ

ずに十分調達が可能であるということも申し上げ

たいと，思っております。

2番目に在宅勤務に関してですけれども、私ど

ものような重度障害者の介護をしておりますと、

なかなかお仕事に戻るということは介護者にとっ

ては難しいことだと思います。しかし、在宅での

就労システムであれば、介護を行っていてもまた

介護される側であっても、就労することは可能で

あることを実証したならば、家庭での介護負担に

よる生産力低下を防止できるはずだと。これも労

働力の調達において、 1つの大きな市場を提供す

る可能'性を秘めた問題だと思っております。

3番目の介護生活ですけれども、現在は、介護

保険が導入されたからなのでしょうか、悲惨な話

が全国で飛び交っております。あんな悲惨な介護

おかしい、もっと明るく楽しく介護できるはずだ

ということを、私どもの身をもって示せないかな

と考えております。実際ここに来る際に家族介護

で主人と娘と来ておりますけれども、別に有料介

護を調達したとしても、家族介護を調達したとし

ても、介護というのは人と人との触れ合いで、そ

れは悲惨で落ち込むものではなく、築き上げるも

のであるはずだと考えております。

そのためにはさまざまな支援体制をしっかりと

構築する必要があると思います。もちろん使いや

すい器具を紹介すること、そして使いやすい家に

改造していくこと、そしてよりよい制度を提供し

利用していただくということが必要だと思います

けれども、私どもはそれを自分の身をもって体験

して、何がどういうときにぴったりなのか、どう

いう使い方をしたらまずいのか、そしてどんなも

のになればもっとよくなるのかということをコン

サルテイング業務を通しても発信しますし、この

ような場に呼んでいただくことでも発信していく

ことができる、両方を兼ねた団体でございます。

可能性としては、超高齢化による就労人口の減

少を食いとめられること、どんな障害を負っても

働けるのだということ、何もサポートばかりする

必要はないですよということを申し上げたいと

思っております。

また私どもは、健常者には察知できないニーズ、

高齢者では遠慮がちで発信できない非常に日本人

らしい特徴を持たれている方のかわりに、おしゃ

べりさせていただくことで、皆様にとってよりよ

い福祉機器の生産、開発に協力できる体制を取っ

ております。これは海外からさまざまなドイツ製、

スウェーデン製、ノルウェー製などの福祉機器が

日本の市場を狙っている現在、非常に重要な囲内

産業の育成にもお役に立てることと，思っておりま

す。

最後に福祉情報サイトを通して、さまざまな無

料での情報発信を行っております。

障害を負って、最初に直面する問題を解決する

ための情報発信から、毎日の生活に役立つ情報ま

でさまざまなものを無料で発信しております。私

の担当する 1チャンネルのユニバーサルデータ

チャンネルは、日本全国で毎日発表されるたく

さんの商品、その中には福祉系の商品もあります

し、そうでない商品もございますけれども、それ

らの商品を皆様にご紹介しております。

現在のところ 1カ月で 20万ピュウをちょうだ

いしております。

今後の取り組みに関しましては、引き続いて私

どもが行っているコンサルテイング業務とは別に、

今回ちょっとこの「障害者SOHOを始めよう」と

いう冊子を同封させていただきました。皆様は就

労支援して自立というテーマで支援してくださっ

ております。では受ける私たちの側は、何故働く

のか。何のために働いて自立していかないといけ

ないのか。そのことを私たちの側が考えない限り、

皆様の支援をどう使っていくのか、本当の意味で

利用はできないと思います。

社会人として、私たちは貢献しなければなりま

せん。受ける側の一方的サービスの利用者であっ

ては、私たちは自立したとはいえないわけです。

私たちは自分自身の手で、自分自身の足でしっか

り立つために、まずはなぜ仕事をしたいのか、そ

して何をもって自立を目指すのか、そして自立が

困難になったときにどうしてこんな目にあってい

るのか、全部自分 l人で考えて処理していけるだ

けの人間になれたとき、初めて障害者として自立

が完成したのではないかなと思います。

さらにこの冊子は、相談相手がいなくてすべて

を投げ出したくなったとき、また障害者が皆様の
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手を借りつつ、皆様の手を飛び立って一人立ちし

てしていける段階にまでご支援いただくために、

障害者の側はこのような考え方を持つべきではな

いか、という点を訴えています。

最後に企業組合の部分についてご説明申し上げ、

ますが、参加資格としては個人事業主に限定され

る協同組合とは違って、全く就労経験のない方を

サポートできます。これはワーカーズコレクテイ

ブという名前で最近利用 されているシステムです

ので、皆様もお開きになられたことがあろうかと

思います。その事業協同組合とて私ども企業組合

の違いは、ここら辺がちょっと違っております。

最近作業所の運営などが難しいと言われる方も多

ございますが、 一度この企業組合と言われるもの、

300万円の出資金でできちゃいますので、有限会

社とかいろんな形を取る前に、まず企業組合もご

検討いただけないかなと思っております。

ちなみに設立に際しては、「高知県中小企業団

体中央会」という組織が立ち上げ、を協力してくれ

ました。

「どんな状態になっても人生を植歌していただ

くために何ができるか」、そして「何をしていける

のか」をテーマに取り組んでおりますので、ぜひ

また何かありましたら、私どものようなメンバー

ですけれども、皆様とご一緒に何かをさせていた

だけたらと思っております。

本当にピ、ユーンと超特急でご、さ守いましたが、企

業組合ユニフィカの代表理事林として皆様の前で

お話させていただきました。ありがとうございま

した。

0小川氏 〈拓く 〉というのにふさわしい トッ プ

バッターの発表だ、ったと思います。

多分皆さんの方からいろいろ聞きたい内容、私

なんか特にコンビュータ一関連、メディア事業、

コンサルティング、その辺の事業の内容なんかど

んな感じなのかなとか、興味が大変あるところで

すけれども、ぜひその辺を後半のデイスカッショ

ンで聞かせていただきたいと思います。ありがと

うございました。

それでは 2番目溝口さん、共生舎なんてんの溝

口さん、お願いいたします。

0溝口氏 なんてんの溝口といいます。

今、林さんの方から、自立というお話が出まし

溝口 弘

共生舎なんてん

た。実は障害のある人たちの自立もそうですけれ

ど、今朝ほども松永さんなんかからかなり厳しい

お話がありましたけれども、自立をしていないの

は別に、障害のある人たちだけではなくして、ど

ちらかというとそれ以上に、 でない関係者の私た

ちではないかなという ことで、ちょうど20年前に

私自身も知的障害者の施設に 10年間指導員とし

て勤務をしていまして、いやあ、この措置福祉の

中では自立なんていうのは限界があるなというこ

とと、自分自身がやっぱりだんだんひどく差別的

になっていくという自分自身をいたく反省をしま

して、それこそ自立を目指して、障害のある人も

そうでない私たちも含めて、ともにやっぱり地域

の中で、受け身ではなくて主体的に、しかもビジ

ネスとして暮らしたい、働きたいということで、共

働事業所をつくりました。それを途中から株式会

社にしてしまいました。企業組合でも何でもよか

ったのですけれども、株式会社、ツッパリですか

ら、何とか伍していくと、社会に伍していきたい

なというようなことで株式会社にしましたO

今日のお話の前段は、メイン 3つがあ りまして、

チラッと書いていますけれども、そういうことで

株式会社なんてん共働サービスというメンテナン

スを中心とした共働事業所をつくったのが、まず

第一段階です。それちょうど 20年前です。もう

20年前からず、っと開きつづけてきているつもりな

のですけれども、なかなか展望は暗いなというよ

うなことを思っています。

それでその事業の中で、たまたまちょっと先ほ

ど林さんが介護保険かなりきっくおっしゃられま

したけれども、私自身は介護保険の細かい中身に

つきましては、非常にいろんな問題もありますし、

改善していく問題もいっぱいあるのですけれ

ども、理念として私がず、っと 20年前から取り組

んできた理念そのままだということを思いまして、

高齢福祉の方に伺っていまして、一昨年ぐらいか

ら共生舎なんてんという、これデイサービスセン

ターです。「こんなところデイサービスセンターな



のjというようなことをよく言われるのですけれ

ども、今では厚生省の方も在宅の切り札だという

ようなことで、小規模のこういう取り組みを応援

してくれていますけれども。

本当にちっぽけな定員たった 5名の宅老所を

やっています。もちろん介護保険の指定を受けて

いますけれども。この中に、もちろん株式会社な

んてん共働サービスの取り組みでしたので、重度

のダウン症の人が 1人スタッフとして就労してい

ます。どんなことをするのだ、スタッフとしてと

いうのは、一緒にお年寄りの人と散歩に行ったり、

買い物にどっちが付き添われているのかわからな

いけれども、スタッフとして参加をしているとい

うことで、有償スタッフとして参加をしておりま

す。

そういうふうな取り組みの中で、実はうちのサ

ポーターの、きょうも来ていますけれども、その

l人が、ちょっと関係の県の障害福祉課にいまし

たので、彼が何ぞ緊急雇用の、きょうもビデオに

出ていました知事さんから「障害福祉から緊急

雇用に関係する何かないのは、おかしいではない

の、滋賀県として」といって叱責を買ったらしく

て、慌てて「何かないか、イ可かないかjと彼はt果

していまして、「いや、うちでやっていることなん

かを、何かできたらいいなjということで、では

いっそのこと知的障害者の人にもヘルパーの資格

を取ってもらったらどうだということで、知的障

害者の 3級ヘルパーの養成講座が始まったという

いきさつです。当然ここでの就労もモデルにして

いますから、現実的に 3級ヘルパーの養成に来ら

れる方は、うちで就労されている、手帳Aなので

すけれども、彼女ほど重度の人はおられなくて、

個人的なことをいえばかなり厳しい障害の方とい

うのか、より重度の人なんかも合うのではないの

かというようなことも、どちらかというとそっち

の方がフィットするのではないかなというような

ことも、実感として思っています。

そういう流れを受けまして、 3級ヘルパーの養

成が、滋賀県として始まっている。

その県の事業を先ほどの高橋さんのところの振

興センターが受けまして、事業化して、養成講座、

もう第 3クールが終わりそうなところです。それ

で、養成をしています。教本とか、ビデオなんか

も、やっぱり従来型の 3級ヘルパーの教本で、はな

くして、もっとよりカットを入れたり、それとか

講義の内容もロールプレーなんかもふんだんに入

れながら、養成をやっております。

その養成を受けて、実はここのこの新聞記事に

もありますように、こういうふう

にして宅老所とか、デイサービスセンターなんか

に就労ができたらなというようなことを、県内各

地の小規模とかもちろん、通常のデイサービスセ

ンターなんかも含めてなのですけれども、アタッ

クをかけております。

ただなかなか現実的な就労となりますと、今ま

での措置の先駆けで高齢福祉の方は措置の時代は

終わりましたので、特養なんか非常にもうかって

いますけれども、デイサービスセンターなんかで

はなかなか厳しいところもあったりして、即就労

の場が用意されるというわけではないので、これ

がここら辺のこれからの大きな課題かなというよ

うなことを，思っております。

それとここに至るまでの非常に特徴的なことは、

私も検討委員会のこちらの養成講座の方の検討委

員会のメンバーの l人なのですけれども、滋賀県

らしいというのか、環境にしても福祉にしても、

パートナーシップというのはもう随分前からあり

まして、非常に柔軟な形で、別に夜お酒一杯飲ま

なくてもパートナーシップが進んでいますので、住

民参加というのか、関係者が参加したり住民が参

加したり市民が参加するというのが、ある意味で

は当たり前のスタイルになっていますので、検討

委員会自体もいろんな、もちろん職業センターの

方も参加していただいておりますし、施設関係、

学校関係、いろんな方に参加してもらって検討委

員会を設けながら、養成講座もやっています。こ

の就労がなかなか進まないものですから、もう

いっそのこと検討委員会の有志でそういう宅老所

をつくってしまえというような動きも lつあった

りして、非常に滋賀県らしい地域に密着した取り

組みが展開をされておるという報告をさせていた

だきます。

また後で何か質問がありましたら。

0小川氏 どうもありがとうごさいました。

皆さん手短に、パッパッと進んでいただいて、

多分後半のデイスカッションのところで厚みを持
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たせられるのではないかなと思います。

それではちょっと早めに行きますけれども、次

の方、お願いできますでしょうか。

これは泉原さん、港第二育成園の泉原さんにお

願いいたします。

泉原 貢

港第二育成因

0泉原氏 大阪市知的障害者育成会港第二育成園

の泉原と申します。どうぞよろしくお願い致しま

す。開設当H寺から企業内授産、(企業内実習)と

いう 71~で展開してきました我々の取り組みのご紹

介をさせていただきます。

それでは、施設の概要ですが、平成 4年の Il

月に、開設をし、同じ敷地内には通所更生施設、

通勤寮が、併設されております。授産施設の分場

も平成 9年の 10月に開設をしました。

就労支援の取り組みでは、平成 7年の 4月から

大阪市就労支援事業が委託事業で開始されまし

た。平成 10年 10月からはあっせん型の障害者雇

用支援センター (西部就労センター)という事業

を受諾し展開しております。

大阪市の港区という所で、全国的には海遊館と

いう有名な水族館があります。

中小企業のネジ工場が非常に多い場所でもあり

ます。授産科目では、軽作業を中心に、ボルト

ナットの組み立て作業を中心に活動を進めて参り

ました。

次に支援を求めてくる方々ということで、開設

当H寺、大阪市内で就労支援を進めていた所は、大

阪市の職業リハビリテーションセンターと仙の通

所授産施設でした。養護学校卒業時、「そこへ行

けは就職をさせてもらえる」と言った感じがあり、

この 2ヶ所を希望される方が非常に多かったです

ね。

大阪市職業リハビリテーションセンターには、

就労意欲のある方々のほとんどが入校試験を受け、

卒業後の進路にされます。ですから入れるかどう

かわからないような授産施設に希望をしても、待

つよりも、と にかく入校テストを受けて、

へ行こうという大きな渦がありました。我々のと

ころへ支援を求められてくる方は「うちの子は

やっぱり就職は無理ですわ」とか、「養護学校の

ときに就職は無理ですというふうに、はっきり言

われました」とか、大阪市内のいろんな施設を年

限、有期限という形で 3年とか 5年で退所し、認

可施設をII!i々 とされている方などで、就労に対す

る諦め、不安など、かなり持たれている方々が

我々のところに支援を求めて来たのは事実です。

そんな中で我々は授産施設として、就労という

方針を打ち出したものですから、正直その当時の

保護者の方々は戸惑いがあったのは事実です。そ

こで我々が就労へのステップとして取り組んだの

がこの企業内の実習ということです。

その次に基本理念というところですが、「物を作

るJのではなく、「物を作る人」を作るという、

ちょっとわかりにくいような表現になっているの

ですが、とにかく仕事は会社で、やるというのが、

大前提の考え方なのです。

一般的に授産施設で、は、機械を導入し、物を

作って、企業と競争するような真似事的な、でも

企業には勝てないのが正直なところだと思います。

港第二育成園では、そういう作業は殆どというか

全然やらずに、11互作業中心に仕事をやりながら、

会社で働く意識作りを中心に取り組んでいます。

会社で働くために施設で彼らに何を求めるのか

というと、会社で、働く基本原則の中での「遅刻を

しないJi休まないJi人の指示を聞く jと言う こ

とを支援の中心におきながら、「物を作る人」を作

る支援を中心に取り組んでいます。

その右側に企業内授産の例として今まで、やって

きた紹介を書かせていただいているのですが、

番初めは平成 5年のちょ うど6月からだ、ったと思

いますが、外で、倒Jく場を作ろうという事で、でも

正直そう簡単にはいきませんでした。あるクリー

ニング屋さんの社長さんや専務さんと出会い、「実

は我々こういうことを考えています」と言う事か

ら、この企業も「障害者の方を雇いたいjという

話しになり、我々は「すぐに雇ってもらわんでも

結構や」と、「とにかく働く場に、職員付けます」

というようなことから、この実習場がスタートし

ました。施設の中から職員 l名を出し、大体 6名

から 7名、この人数は授産施設 7.5で l人l隊員配

置を基準にしてやっていますから、施設の中で 7



人ぐらいの担当を持てば、それがそのまま企業へ

そっくり移行するというふうな形の考え方で始め

たわけです。そこに体験的に実習していただきな

がら、翌年の 3月には7名雇っていただきまし

た。

これはやはり彼らの労働力の凄さで、すね。ク

リーニング屋さんではシーツとかタオルとか機械

にタオルを通す仕事ですが、それを初めてやった

時には、一時間で400枚程度しか、通せなかった

のですね。健常者のパートの方ですと、大体 1，000

枚ぐらい通すというので、「これでは全然採算が合

わない」という事を最初に言われましたが、実習

を積み重ねていく聞に 800枚ぐらいに上がったの

ですよ。そうなってくると企業側もやっぱり変

わってきますよね。これならいけるということで、

雇用に変わっていったという訳です。

その後も、我々は就職することよりも就職を続

けていくことの方が大事だというとらえ方でいま

すから、就職した後も、同じように実習場をそこ

にまた置いて、就職グループと実習グループとい

う形で行いました。就職した方よりも実習で来て

いる方の方が良く仕事が出来るということで、企

業側が目移りしてくるのですね。実習場を逆に今

度はヲ|いていって、会社に委ねて行く。でも何か

あったら何時でも相談にのります、それからまた

企業の中で、何かトラブルがある場合は、「施設

で受けますよ」ということで、かなり企業さんが

安心していただけるような体制を取りました。

次に簡易フロアの清掃というのは、現在活動中

ですが、 1日会社で働く力がある人は良いのです

けれども、まだーす不安があって、「半日しか働け

ない」という人がやっぱりいます。ですから半日

からまず始めようということで、半日実習という

のも作ってきました。それは会社のピルの簡易清

掃です。

大体掃除といいますと、会社が始まる前にする

のが一般的ですが、ここでは仕事中に掃除をして

います。会社の理解がないと難しいですね。この

実習場では掃除が如何よりも、家から直接実習場

に行きますから、そこへ毎日遅刻せず通うという

事だけでも実習の意義があり、我々は大事にして

います。

半日実習班には、圏内で事務所の掃除をしても

らっていますが、圏内ですと例えば掃除機かける

ときに、手抜きする場合があります、会社だと掃

除機を見て一生懸命やるのですね。電話がかかっ

たときには、必ず掃除機を止めるというのが、実

習場でのルールですので、周りに気を使いながら

掃除をします。そういう体験が大切だと考えてい

ます。会社で働く経験を中心におきながら、半日

実習、そして l日実習の取り組みになっています。

その後、平成 7年4月から平成 8年 3月まで実

施したあるボルト会社での実習場

では、明治生まれの会長さんがおられまして、現

場の方々は非常に理解があって、「雇用してもい

い」という話になっていたのですが、会長さんが

「うちは障害者に世話になるような会社ではない」

という械口令を社内に引かれたので、「それではも

う結構です」ということで、実習場をヲ|いた経緯

があります。

野菜のパック詰め、これは大阪の中央卸売市場

の方の企業ですが、そこでも同じように 6名、 7

名の方が実習して、 3名雇用していただきました。

次にハンガーのカバー掛けの実習場ですが企内

の作業所として移行した経緯があります。就職を

目指して来たが、どうしても就職に不安があって、

でも働きたいのだという人が正直おります。当施

設も 5年という期限をヲ|いておりますので、 5年

が経った途端にせっかく我々のところで、培ってき

た力を消滅させてしまうのはいけないだろうとい

うことで、グループで今まで、やってきた実習場を

そのまま企業内の作業所として位置づけ、現在も

運営をしています。今、我々とは別組織として展

開をしております。

現在活動中は、金ブラシの加工会社とボルト

ナット会社の実習場があります。これらの実習場

はあくまでも会社の社員さんと交わって場を提供

していただくのが我々の狙いです。全く別の場所

で別の空間でやるのではなく、会社の一角をいた

だいて、昼休みも会社の方々と交わったりするこ

ともしながら、実習場を展開しております。

作業に対しては、下請け工賃という形でいただ

いておりますが、我々の施設にいただいて、それ

を本人さんたちに還元しています。企業が本人た

ちに直接払ってしまうと、これはちょっとややこ

しい問題があるということを聞いています。
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i副委iに企業内授産をした事で‘何が変わったかと

いう司王ですが、やはり利用者、保護者の就労に対ー

する意欲がかなり変わってきたのではないかなと

感じます。我々に支援を求めて来られる方々とい

うのは、前段にもお話ししましたが、「やっぱり就

職は無理や」とか、本人も 1)沈i蹴したけど、嫌やj

とか、他施設で「あなたはやっぱり就職難しいでJ
と言われてきた方々でしたから、企業内実習を利

用することによって、「うちの子もできるJ1生き

生きとして帰ってくるJ1就][i訟を意識するように変

わってきた」とのご意見も裁きました。

企業側の障害者に対する意欲、これは意識とい

う表現の方がいいでしょう 。今まで雇っておられ

なかった企業が、企業実習を展開してきた中で、

企業側が彼らに対する意識が変わり、今までは仕

事が出来ないだろうと思われていたのが出来るし、

施設から出て作業することによって、企業の意識

がf確実に変わったのは事実であります。

就労先の拡大ということでは、これも同じ事で

すが、実習場に関係のある企業の方と 、いろんな

繋がりの中で、職場展開がなされてきたというこ

とです。

]隊員の意識では、施設の1-1::1で取り組みを完結し

ておられる職員さんも正直多い中で、我々がこう

いう取り 組みをする事で、職員自身も大きく彼ら

の地域生活も考えられるようになりましたし、大

きなプラス材料になったかなというふうにlEIいま

す。

まだまだいろいろ短い時間で、話し足りない部

分はありますが、終わらせていただきます。あり

がとうございました。

0小川氏 ありがとうございます。

泉原さん、後で質問をいただくのですけれども 、

ちょっとこのタイミングで整理をしたい点がある

のですけれども。先ほど工賃と雇用関係のことを

少しお話されていましたけれども 、この右1t!1Jの表

を見ると、就労の形態が全て雇用となっておりま

すよね。

0泉原氏 はい。

0小川氏 いわゆる企業内股産というふうにいっ

たときに、雇用関係で、はなくて工賃労働なのかな

ということと 、それから職員がそこにす、つといる

のかなということと、その辺がイメージとして i~jJ

くと思うのですが、この右側の表にある例という

のは、全部これ雇用と書いてあるのは雇用関係に

移行したということですか。

0泉原氏 そうです。職員は l名常駐しておりま

して、 利用者 6名か 7:CIというのは、そのときの

実習の訓練をしているそこで、の活動人数ですね。

OJJ¥j 11氏 就労している。

0泉原氏 仕事をしている、 l隊員 l人に大体 6人

か7人ぐらいそこの会社で、やっていますよ。その

次に書いている雇用というのはそれを経過して、

これだけ人数がここの企業に雇用に変わっていっ

たということです。

0小川氏 この中でいわゆる工賃労働になってい

る場所というのはあるわけですか。例えば l恒|

ゃったら何銭とかいう出来高制の工賃とか。

0泉原氏 ないです、それはないです。

0小川氏 あるいは清掃とかを法人が受注して、

その法人がし、わゆる工賃として利用者さんにお金

を払うとか、そういうようなスタイルのやつはな

いわけで、すか。

0泉原氏 ないです。だから施設側とその企業側

と契約書を履修契約書という 71~で結びまして 、 6

カ月で、すね。その中で、事故がどうのこうのとか、

いろんなll~の契約書を結びまして、 l 日いくらと

いう形の契約を結んでいます。

0小川氏 そうですか。わかりました。どうもあ

りがとうございました。

それではお約束どおり、休憩を取らせていただ

きたいと思います。

(休憩)

O小川氏 くすのきクリニックのお医者様ですね、

ELI )11さんお願いいたします。

田川精

くすの木ク リニ ック

0田川氏 くすの木クリニックの田川と 111します。

精神科の開業医で、外来だ、けの小さな診療所を大

阪の大東市で、やっています。

今日は精神障害者の就労についてご報告したい

と思います。これまで色々な就労を巡る統計がリ

ハビリ施設他から出ていますが、精神障害者全体



の中ではどうなっているのか、余りご存じでの方

は多くないように思いますので、その点に関して

の報告です。お手元にお配りした資料ですが、く

すの木クリニックに通院されている方のデーター

です。これをご覧になりながらお聞き下さい。

うちの診療所では、実数で 600人ちょっとの通

院者がおられます。医者は私一人で、ょう働いて

いるではないかと自分でも思っているのですが、

PSWが4人おりまして、就労などの援助はほとん

ど彼ら彼女らがやってくれています。

場所は大東市と東大阪市のちょうど境にありま

すが、ともに中小零細の街で、通院者の 800%以

上は両市に住んで、おられます。

本当にご近所からも来られます。分裂病圏の人

を大切にしたいと思って診ていますが、以前、就

労しておられない分裂病圏の方にアンケートを

とったところ、 87%の方が仕事をしたいと答えて

おられました。この分裂病圏の通院者の方々の希

望に対して、私たちは何も出来ていないことを大

変歯がゆく，思ってきました。通リハなどの制度も

あるのですが、もう一つピンとこない。

表平成13年7月通院者

病名 総数{人} 総数{出)

分敏靖国 169 27.8 

既穆病鴎 118 19.4 

神経産圏 263 43.3 

てんかん 5 0.8 

中高・依存 " 1.8 

脳器質性・症候性 32 5.3 

他の繍神疾患 7 1.2 

身体病 0.2 

不明 1 0.2 

合計 607 100.0 

表 1:がうちに来られている通院者の病名別分類

です。分裂病圏の方が28%で、すね。だいたい精

神科で分裂病を一生懸命診ょうと思っている診療

所では分裂病圏の占める割合はおおよそ 30%前

後です。一般的にやっている精神科診療所では、

10%ぐらいでしょうか。

今回はこの 28%の分裂病圏の方について、統

計を出してみました。全部で 169名分裂病圏の方

がおられます。その 169名のうち、男の方が 88

名、女の方が81名おられます。その方々の就労

について調べてみました。女の方の場合、家事労

働をどう評価したらよいのかよくわからなかった

ので、男の方 88名について調べてみました。 88

名のうち、お一人はしばらくして亡くなられまし

た。

もう一人の方は病院から紹介されてやってこら

れたその日、そのまま入院されましたので、その

お2人を除いた 86名のデータです。

表 2:分裂病園通院者{男性) 86名の就労状況

人数 9揺

就労中ーフルヲイム 14 16.3 

就労中ーパートヲイム 8 9.3 
不就労ー作業所なし 47 54.7 

不就労ー作業所通所中 13 15.1 

体暗中 2 2.3 

学生 2 2.3 

l 合計 86 100 I 

表 2にありますように、この 86名のうち 16% 

の方がフルタイムの就労をしておられます。 9%

の方がパートタイムの就労、 15%の方が作業所に

通っておられます。その他の 4%というのは学生

さんとか、休職したりしている方です。

ここでj主目していただきたいのは、もちろんこ

の25%の人がパートであれ何であれ就労してい

るということもポイントですが、 56%~半分以上

の方が就労もされていないし、作業所にも通って

おられないことです。たぶん、他の精神科診療所

でデータを取っても、同じような結果が出るので

はないかと思います。

分裂病という病気は、大変軽くてもやはりしん

どさが少しは残る病気です。だから、いつもボラ

ンテイアさん達にお話するときには、何にも背

負っていないように見えても、彼らは 10キロぐら

いのリュックを背負って毎日生活していると，思っ

てくださいとお話しします。まあ、 5キロの人も

おられれば、 20キロ、 30キロという方もおられる

と思います。そういうデータです。

この間、精神障害者に対する施策が進んでいま

す。障害者プランの中で、身体、知的と並んで精

神障害者が含まれるようになり、法改正もあり、

色々な施設ができています。しかし、私が患者さ

んを診ていて、この人にとってこういう援助が必

要ではないかと考えるときに、もう一つぴんと来

ないのですね。何かオーバーの上から背中をかい

ているような手ごたえしか感じられなかった。

今、行政は一つには、知的、身体と同様に精神

障害者を、ということで施策を考えています。も

う一つ、これはご存じないかもしれませんが、今、

日本には精神科入院ベッドが33万 5千ベッドあ
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ります。これは他科を合わせた全入院ベッドの約

4分の lぐらいになり、これだけ多くの精神病院

のベッドがあるのです。

厚生省が何年か前に調査しまして、 10万ベッ

ドは受け皿があれば背リ減できると結論を出しまし

た。 33万5干のうち 10万ベッド削減できると。

これについては色々なところから色々な圧力が

あって、その後厚生省が、そんなこと言った覚え

ないとか言ったりもしています。しかし、厚生省

の精神障害者に対する施策というのは、まず、 10

ベッド削減の受け皿をつくるというのがあるわけ

です。

その次に他の障害者と同様にとなっており、要

は在宅で過ごしておられる精神障害者に対する対

応は二の次になっているわけです。しかし、特に

就労を考えた場合、お仕事をされていない、また

作業所にも通っておられないこの 56%の方の存

在抜きには考えられない。現在の施策の多くでは、

この 56%の方々のことがすっぽり抜け落ちてい

るのではないか、と感じています。

表 3:現在就労中の人 (22名}の求職ルート

発病的から継続

発病後自分で探す

自営ー実家の仕事

障害者麗用

合計

次に表3を見て下さい。精神障害者の就労では

発病前からの仕事を続けている人が多い、という

報告もあるのですが、うちの統計では発病前から

継続して仕事をされている方は 1人だけですね。

現在就労中の方は 22名おられますが、発病後

自分で仕事を探して就労されている方が圧倒的に

多い。

もう一つ、障害者雇用で就労されている方は

パートの2人だけというあたりに、現在の施策が

もう一つぴったり来ないという現状があると思い

ます。

この統計をとるまで余り意識しなかったのです

が、興味深いのはこの「自営」ですね。家でのお

仕事、結構いらっしゃいます。音楽の先生されて

いる方や、家で図面ひいておられる方もおられま

す。やっぱり自由に時間を使っていくというのが

よいのでしょう。結構自営の方もいらっしゃいま
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す。しかし、やはり発病した後自分で職安等で探

してお仕事についておられる方が多いという点を

記憶に留めていただければと思います。

皆さん病気隠して勤められています。病気がわ

かったら、首になると思っておられます。悟られ

ないようにということだけでも、非常にしんどい。

そんな思いをしながらやっておられます。

畿 4，平陶匁齢 λ院医牟直長鉱労悶悶ほか
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次で表4です。データ数が少ないので何とも言

えないところもあるのですが、作業所に通所中の

方と、不就労で作業所にも通っておられない方、

就労中の方の発病前後の最長就労年数の平均を調

べました。上の段が発病前です。

確かに発病前の就労期間の平均も、発病後の就

労期間の平均も、 1番フルタイム就労、 2番パー

トタイム就労、 3番不就労、作業所なし、 4番不

就労、作業所、この順番になっています。ここで

見ていただきたいのは、発病前の就労期間。

フルタイムでやっておられる方は平均 8.4年。

しかし、作業所通所中の方も発病前に平均 4.5

年働いておられるわけです。発病前の経験が決定

的とこれでいえるのかどうかと、このデータを見

ながら思いました。

それともう lつは、発病前の就労期間というの

がけっこうみんなあるわけです。

精神障害というのは、中途障害なのですね。そ

れなりの仕事の経a験を持っておられる方も割合多

くおられる。発病されて仕事ををなくされるとい

うパターンも多いわけです。やはり、このことを

考えながら援助していかなければいけないのでは

ないかと思います。

また、発病年齢が若い方が予後が悪いと言われ

ますが、この資料ではあまり変わらない。発病年

齢も変わらないし、現在の年齢も余り変わらない。

一番大きな違いは入院歴です。全体では入院歴

は約 50%で、半分ぐらいの方が入院歴がありま

す。フルタイム就労の方の中で入院歴がある方は

28.6 %。パートタイムと不就労・作業所なしの方

が、だいたい50%ぐらい。しかし、作業所に通っ



ておられる方は 76.9%もあります。一番大きな違

いは、入院歴がどれだけあるか。ご存じのように、

現在の精神科の入院というのは非常にしんどい。

先ほど言ったように、作業所に行ける~行ける

という言い方はおかしいですけれども、何か精神

科への入院が通過儀礼のようなものになっている

という印象すら持ちます。日常診療の中でも、作

業所のハードルというのは、大変高いと感じてい

ます。

先ほども言いましたように、現在の施策では作

業所や施設に通所されている方の就労が中心に組

まれていると思うのです。しかし、やっぱり 56% 

を占める作業所にも通所しておられないし、お仕

事にもついておられない方々の就労を考えないと

いけない。そうした方々に対する援助を行わない

と、現実的に精神障害者の就労はなかなか前に進

まないのではないかと思っています。

ちなみに、うちのケースワーカーが就労援助を

してきた人たちというのはこの部分。作業所に通

所せず、仕事にもついておられないという方が多

かったです。けっこうこの部分の方が、診療所の

デイケアに来ておられるなと感じます。

表 5:発病後ー最長就労継続期間 3年以よ (30名}の内容

{単位入)

仕事の内容 フル~イム パートヲイム 合計

鉄工所工員 6 7 

ガードマン 3 。 3 

運転手 3 。 3 

梱包E出荷作業員 z 。 2 

自営業 2 3 5 

公務員 z 。 2 

義晶J機械現渇作業員 z 。 z 
その他 5 6 

合計 25 5 30 

注(1)その他 :清掃、遺跡堀.福祉用具、不明

(2 )平均年齢 : 43儲量

(3)平均発病年齢 ・25.6歳

最後に表 5です。現在仕事をしておられるか、

仕事をしておられないかはともかくとして、発病

後3年以上仕事を続けてこられた方の仕事の内容

を、ざっと挙げてみました。あまりちゃんとした

分類ではないのですが、 l番多いのが鉄工所工員

です。これは中小零細の町東大阪、大東の特徴で

はないかと言われれば、確かにそうかなという気

もするのですが、鉄工所の工員さんが多かった。

その次はガードマン。道路工事のガードマンで

はなくて、建築工事現場のトラックなどの出入り

を管理するガードマンですね。運転手さんもおら

れます。向精神薬をのんでたら運転したらあかん

はずやんか、という声も聞こえてきそうですが、

うちは駐車場をけっこう確保していますし、皆さ

ん自動車やバイクで来られます。

25年精神科医をしていますが、薬をのんでいる

せいで交通事故を起こしたという例を知りません。

そのほか、こん包出荷作業員とか、自営業、公務

員もありますね。ある意味では、余り人と関係持

たずに淡々黙々とやれる仕事がけっこう続くとい

うことでしょうか。もちろん一人一人違いますが。

ふりかえって簡単にまとめてみます。精神障害

者の就労について、精神科診療所という医療機関

の統計を報告しました。今まで報告されてきた、

例えば施設利用者の統計資料というのは、かなり

狭い範囲の方の統計だと思うのです。我々が見て

いる方々は限定された範囲の方々でしかなく、そ

の方々が全体の中でどの部分に当たるのかを認識

しておかなければならない、といつも思っていま

す。つまり、自の前にいる方々が全体を現してい

ると考えるのはまちがいだということです。

町中にある精神科の外来診療所の通院者の統計

は、より広い範囲が見え、より一般的な傾向が出

るのではないかということで報告しました。

前にも述べましたように、精神障害者の施策、

特に就労についての施策はピッタリ来ないところ

がありました。厚生労働省が考えている一つのポ

イントは他障害と同様にという点。もう一つのポ

イントは、 33万 5千ベッドを 10万ベッド減らす

際に生じる退院者の受け皿をつくるのだという発

想ですから、地域に現在暮らしておられる方々に

ついての援助ということは、少なくともその中心

を占めていないと思っています。ですから、とり

わけ精神障害者の就労の問題は、やっぱり労働省

側からの考えが出てこないと、なかなか現実的に

ならないと思います。

その意味で私は昨日からものすごくいい刺激を

受けているなと感じながらやってきました。

現在お仕事をされている方が25%、作業所へ

通っている方が 13%、不就労・作業所にも通っ

ていない方が56%ですが、この 56%の方に役に

立つような就労支援施策がi必要だろうと思います。

トライアル事業というのはとてもよかった。

今年度は、 7月半ばキャパシティを越えてしま
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し、使えなくなり 、そんなアホなと思ったのですが、

とてもよかった。何がよかったかというと、仕事

をする精ネltf君主害者に対しでも、 震い入れる企業に

対してもチャンスを与えたということが大きいと

思います。

仕事をしたいという気持ちはあるけれど、自分

の力がどのくらいかというのは、もう一つ見極め

られない。 トライアルをやることで少な くと も見

極められる。ある方は 3カ月 やり切ったけど、

やっぱり一般就労はしんどいということで、違う

道を考えると言われました。ある方は、会社は続

けて来てくれと言っていたのですが、「俺はこの仕

事ず、っと続ける気ない」と、やめられました。結

局続かなかったけれど、その方にとって、しっか

り今の自分が就労できるかどうかを見極められる

チャンスが与えられた。現状にはそういうチャン

スがないわけで、すね。そういう意味でも トライア

ルはよカ、った。

そして結論としては、やはり在宅の多くの精神

障害者が利用できるような施策を考えなければな

らない。これは手文々カf出さなくてはいけないとい

うことになるだろうな、と思っていますし、それ

を支援する動きをつくらなければいけないでしょ

つ。

i詮後:に就労生活支援センターができてきていま

すが、精神障害者の就労相談が多くなりますよ。

成年後見人制度の時もそうでした。就労について

相談できるところあまりない現状です。現状では

医療機関のワーカーがまだ主ではないでしょうか。

ですから就労生活支援センターにはかなり相談に

行かれると思います。精神障害に対してもしっか

り関心を十守ってやっていただけれl工とてもうれし

いと思います。以上で、す。

0小川氏 どうもありがとうございました。

それでは続きまして、ふれあいセンターの永山

さんにお願いします。

0永山氏 7'1'純のふれあいセンターで、相談員を

しています永山です。

夜、たちは、障害を持ちながらも自立を目指すこ

とと、納得のいく社会参加を目指すということで、

働くことを前面に出しながらの活動をやっていま

す。私たちの活動を 15分で訴すというのは難し

いのですが、幸いにして東京ストローク会の方が

永山盛秀

ふれあいセン ター

夜、たちの活動をビデオにJ最ってくれたので、まず

冒頭にビデオで紹介したいと思います。今回のビ

デオの弱点として、せっかくストローク会の皆さ

んが 30分のビデオをつくってくれたのですけれ

ど、これを 10分に縮めています。ですからあちこ

ちはしよっているので、 少しわかりにくいかなと

いうようなことが lつ。

それとせっかくきれいな映像でつくったのです

けれども、私たちのメンバーが素人なりに再編成

し直していますので、写りが少し悪いのと 、少 し

うまくできていない部分があるのですが、それで

も10分でも私が 10分しゃべるよりは、比較的ふ

れあい活動の紹介にはなるかと思いますので、ま

ずその 10分のビデオをを見ていただきたいと思い

ます。では、よろしくお願いします。

(ピ、テーォ」二映)

とごうもありがとう ございました。30分の番組を

10分に縮めているので、本当に要所、要所、切っ

ているので、余り意味が実|捺にはわかりにくいだ

ろうと思います。写りも本物はとてもきれいです

ので、 H下日も紹介ありましたように、納得のいく

社会参加という当たり前のことですがなかなかで

きない、そのことを一生懸命目指しているビデオ

ということでありますので、ぜひまたお買い求め

いただけたらと思います。

この中でもありましたように欠格条項でいろん

な制約があるのですが、警備事業もやっているし、

逆転班も先ほどありましたようにいろいろと問題

はあるのですが、私たち 7年前からやっています。

7年前始めた当時は、 IJAmiいかんじゃないか」と

いう声は公安委員会からではなくて、医療関係者、

行政関係者からありました。そのときに、私たち

は無免許で運転はさせていませんので、公案委員

会は運転できると OKしているのに、なぜそれを

医療機関が反対するのかという ことで、見切り発

車をしました。

そのときはかなり無謀だという声もありました

が、この 7年間の'=1二lでやってきて、もちろんごく



普通に事故も起こしています。 もちろんごく普通

に事故を起こしながら、無謀と言われていながら

やってきている lつの背景には、できることはさ

せながら、しかしサポートはしていくことも大事

ではないかということで、事故処理班というのも

あります。これは事故処理班といったら惰好いい

のですが、よく事故を起こす人がその担当で、事

"改を起こし慣れているので対j忘に詳しいというこ

とで担当しています。もちろん私も伴7左右で、い

ざというとき、混乱したときのために、事故を起

こした現場には飛んでいきますが、大jl~ は見てい

るだけです。

その事故処理班が、竺察官や被害者のんともや

り11文りをしている O そういったことでは、 13外と

させればできるものだなと思います。それを私た

ちが先取りをして、させていないのではないかな

ということも 、このInJ!惑じてきています。ですか

ら私たち1lJl::者の仕Ejiはチャンスを奪わないとい

うことで、任せっきりではなくて、できないこと

は支えながら 'IJ能なI;j{り任すということでやって

きています。

ここでは本当に不 |分なので、ぜひ 30分のビ

デオにもも 11を通していただきたいと思し、ます。

後のデイスカッションの中でまた立見交換を出米

たらと思し、ます。

どうもごi，lfW~lありがとうござしミました。

OJj¥JII氏 氷山さん、すみません、 lつだけ。そ

のビデオはどこで買うことができますか。どうい

うふうにすれば、買うことができますでしょうか。

O永山氏 在、たちは登場しただけで、制作おでは

ないのですよ。金子ーさんがいらっしゃったら、ど

こでどう求めればよろしいのでしょうか。

0小川氏 J!!f，粋ですが、もう lつだけ、お幾らで

すか。3，0001リだそうです。

ありがとうございました。

それで、は次の方、お願いします。上野ひまわり

作業所の奥州ーさん、お!!;rr(いいたします。

奥西 利江

上野ひま わり 作業所

0奥西氏 私は 8S~q三 に大学を卒業し 、 ま1 1 的障害

児施設に保りとして勤めましたO そこで 3年間、

障害のあるチ供たちと一緒に寮生活を送り 、本人

が望まない入所施設の仁1-'で暮らさねばならない矛

盾や陥りをひしひしと!さじました。そして、先輩

達と共に、子供たちの「家庭に帰りたい、地域に

出ていきたい」という 思し、を叶えようと様々な取

り組みをしましたが、いつも最後には「地域の 1FI 

に利mできる社会資源がないから実現できなしづ

という位にぶつかりました。そんな'1二lで、「それ

じゃ、 n分が社会資源をつくって施設からヲ |っリjミ

v) 1'1'1してあげよう」という 思しミで、88.fl三に無認可

の小規似作業所を始めました。司f;1'1IJもなくただた

だ熱い似し、があっただ、けの無謀な1'1'1発だ‘ったので、

2 11-:.II¥Jは布IlD)J金ももらえず、アル/'I'イトをしなが

ら続けるという作業所j正常-でした。私の活動する

伊賀 1 '，野は人 1-16 万の川~~lIlrです。 ヂ1-:宅の方 j主も

多く、持待っておられたと思うのですが、様々な

|樟特ーのある人が次々に米られました。知的障害や

身体附;与をはじめ、重4刈IJ心)

呆のおイ年|ド，I寄年りまで 今花示紺荷にii1;川F円i動をしてきました。

私たちは、特に先日|占的な11){.v)キ11みはしていませ

ん。でも、ぬるま湯に誌かっていずに「このまま

じャだめ。Mとかしないといけないよ !授出施

設 !Jと思っている作業所ーのひとつだと思ってい

ます。午前中のシンポジウムで依[11さんが、 IJ!JJ
待されれば人やl-.fl体は育つ」とおっしゃっていま

したが、在、も地域の'11でそんな胤にして育てても

らってきた人川だとj古川、ます。だから、ここでは、

そんな忠 v' をこめて、今までの~よみを:限告させて

]頁きます。

fl業所は、 11え初、千1:士Lの方たちの li留まり J品、

遊び場」として始めました。 しかし、 2.3年する

と、 l，:い人たちが、「千|斗iをしたしづと言し、はじ

め、 i'i¥]iiiーな作業に11){.り剤jむことになりました。初

めての)J給は 800lXJでした。その11.)':、彼らも家族

も「うれしい、よかったなあjと余りにも喜んだ

ので、私もこんなのでいいのかなと思いながら、し

ばらくやっていましたが、「就職したい、結婚した

い」というメンバーたちが次々増え、どんどん]蹴

i易IJrJ11iしてj叱l蹴に山 していきました。 i年I'HJで 6

人。でも、 lカ)Jたち、 2カ月たち、半年たち、l

年たったら全部の人がリタイアしていました。

その時は、「何て企業は迎fijlioがないんや」と、社
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長さんに抗議したこともありました。でも、その

時に反対に教えてもらったことは、「ただ単に仕事

ができるということが、就職ができるということ

ではない」ということでした。何が足りなかった

のでしょうか。社会人として仕事をする以前に、

あいさつをすることや、マナーやエチケット、そ

して自分が困ったときにどんなふうに助けを求め

るのかという部分を何にも考えずに、ただ放り出

して、失敗を繰り返させていたことに気付きまし

た。その後は、それらへの対応として、いろんな

社会体験をしてもらう場を社会的リハビリテー

ションを活動として位置づけました。今も、その

機能を大事にしながら活動しています。

現在、平成 7年に認可授産施設になり、 47人

のメンバーカf利用しています。そんな中、いろん

な人たちがいる中で、十羽ひとからげみたいな活

動ではなく、作業所として、本人や家族に分かり

やすい機能分化や役割をきちっと明示しないとい

けないと思っています。地理的にはパスが 1日に

3本しか通っていないような所にあります。市に

唯一の作業所ですから、決められた予算の中で、

知恵と工夫を出し合いながら様々な必要な機能を

どんなふうに作り上げていくのかということを考

え、いろんなチャレンジをしています。

例えば、作業時間を個人によって変える時差出

勤や、ニーズによって動く固定化しないグループ

活動をしています。仕事探しは、いろいろやって

みましたが、労働組合とかロータリーやライオン

ズクラブにお願いして捜すのがいい機会になりま

した。工賃は、最初はとても安く、それでも仕方

ないと思いながら続けていましたが、「月給 800円

の世界はやっぱりおかしい」、「こんな安い仕事や

りたくない」と思うようになり、工賃折衝するよ

うになりました。今でも「作業所だから、こんな

程度でええわJと思われていると感じると残念で

仕方ありません。

でもきちんと折衝いく中で、 l個 30円だった仕

事が60円になったりすることもあり、こういうこ

とにきちんと取り組まねばならないと思っていま

す。

就労への取り組みでは、県の障害者職業セン

ターにお手伝いをして頂きましたが、遠方からの

支援員さんの派遣はいろいろな面で非合理的だと

感じました。今は助成金を頂いて、自分達で就労

支援をするという方法を取っています。

ところで、分場施設があるのですが、そこには、

「就職はしたくない。でも生活するためにはもう少

しお金が欲しいJという 30代以上の方や、就職

経験が原因でメンタルフォローの必要な人たちが

利用しています。そこで、職員が付き添って企業

へ働きにいくというグループ外勤に随分以前から

取り組んでいます。この取り組みは、今後、施設

外授産事業として国の補助金がつくらしいのでぜ

ひ欲しいと，思っていますが、県負担の補助金が予

算化できないので無理だと言われています。でも、

とても大切な事業だと思うので、再度お願いして

いくつもりです。

他に、ミニデイサービス事業をしています。こ

れは措置の対象にならない重症心身障害の人たち

の市単事業です。元々は療護施設のミニデイサー

ビスを、無理矢理持ってきたという形でしたが、

結局は県の財政当局に認められなくなりました。

でも、既得権もあり、市の単独事業として継続

して頂いています。そして、昨年までは、身障の

重度の人しか利用できませんでしたが、措置され

ているメンバーの人も、就労に出した人たちに対

しても、生活支援や余暇支援が必要だいうことで

利用対象を拡大して頂きました。これらは、ス

タッフが休日や夜間に無報酬で、余暇支援やタイ

ムケアに取り組んできた実践を市が認めてくれて

形となりました。

また、出張作業所という取り組みもしています。

地理的や障害の状態により作業所に通うのが困難

な在宅の方の近くに、こちらから出かけていく活

動です。これも今では、地域療育事業の相談事業

のーっとして補助金をつけて頂ける様になってい

ます。

私は、必要だと，思ったら、とにかく枠を越えて

やってみることが大事だと思います。そして、必

ずそれに何らかの補助金を付けていくことは忘れ

てはならないと思います。慈善ではなくシステム

としては成り立たせることが必要だからです。取

り組みを進めながら、わずかでも補助金がつくよ

うなことは繰り返しお願いしてきました。それが

行政と共に、地域の中で、障害のある人たちの就

労や生活を守るシステムを作ることにつながると



思かからです。

ところで、多くの授産施設は、「うちの作業所

の人たちは障害が重いので、就職なんてできませ

ん」と言われます。福祉協会の研究会ではそんな

話がよく出ます。

私は昨年、ファンケルとニコンの特例子会社を

見学し、そこで大きなショックを受けました。そ

こで働く障害のある人たちは、私たちの作業所を

利用している人たちと同じような障害のある人た

ちでした。うちも中心施設 30人の中で、 20人は

重度判定の人です。そんなメンバーと同じ人が同

じような仕事をして、きちんと所得保障されてい

ることに、驚樗しました。「この人たち、この土地

に生まれて得だな、運がよかったなjと正直に，思

うと同時に、その運を引っ張ってくるのは、自分

がやらねばならないことだと痛感しました。 30人

の中で 1人でも就労を希望する人がいるのだ、った

ら、授産施設の役割として、動き出さないといけ

ないのではないでしょうか。今は、「とにかく私が

こんな運をつかんでくるのだJという気持ちで、

何事にも取り組んでいきたいと思っています。

最後に、課題ということで、ぜひ皆さんと考え

たいことがあります。

去年就職した軽い自閉症の人のことですが、無

難に勤め続け、形としては会社の中で働いている

のですが、職場に訪問する度に、何となく置き去

りにされているような感じをすごく感じています。

聴覚障害の人は、もらったお給料を神棚に積み上

げたままで使うことをしません。彼らは本当に就

職して働く喜びを感じているのでしょうか。知的

障害の人たちの就労を進めていく上で、このこと

は今後いろいろ議論すべき問題となるように思い

ます。

現代社会は、やっぱり障害のない人たちのプロ

セスが前提になっていて、障害のある人たちのプ

ロセスを考えたものではありません。最近北欧の

ハンディキャップカルチャーというのに関心を持っ

て勉強していますが、障害のある人たちばかりの

何か楽しめる部分等もバランスよく取り入れなが

ら、地域での就労や暮らしを考えていくことも大

切なことのように感じてきています。形だけでな

く中身にも目を向けながら、前向きに就労に取り

組んでいきたいと思っています。ありがとうござ

いました。

O小川氏 ありがとうございます。泉原さんのお

話もそうでしたけれども、奥西さん、こういう

やっぱり本気で出そうとしている施設の話を聞く

と、何か元気が出てきます。

元気が出たところで、それではちょっと休憩に

入ります。

(休憩)

O小川氏残り 4時までの時間を、フロアの方か

らいただいた質問等、それに対する答えなどで進

めたいと思います。

順番は特に整理しなくてもいいですね。それで、

は上にあった紙から行きますけれども、これ泉原

さんと奥西さんへの質問なのですけれども、多分

知的障害の方が、授産施設から就労に出て行くた

めのいろんな条件とか、その辺の話だと思います。

「無断で休まない、遅刻しない、人の話を聞く、返

事をする、そういう社会性を養うには、どういう

ふうにしたらよろしいでしょうか」という質問で

すけれども、まず泉原さんの方からお願いいたし

ます。

0泉原氏 先ほども工賃のお話しをしましたが、

授産施設でよく工賃を評価するのにいろいろ

チェックをつけて、工賃支給規定を作られていま

すが、我々は、「来るか来ないかjというところの

非常に明快な中で工賃を支給しております。

来れば圏内では 350円ということで、皆勤手当

をつけて大体 7，000円から 8，000円ぐらいになり

ます。遅刻をすれば当然それが減ってくるという

ことです。

ラジオ体操を 9時からやっておりまして、その

時点で、いなかったら遅刻にもなります。

実習に出してみて初めてわかったのですが、企

業の方から「あの子は早く来るが、実際仕事場に

入るのは遅いJといつことを、指摘をされます、

それで、はやっぱりいけないだろうということで本

人たちにわかっていただくような形で取り組んで

きたのがあります。保護者の方から「うちの子は

早く行っているけど、何で遅刻が出ているのです

かjという質問があります。「休まないJI遅刻し

ないJということが出来てきた人は、次に実習に

出ます。段階を追っています。また企業の中で幾

ら仕事が出来ても、遅刻をしたり、休んだりした
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ら、また圏内に戻ってもらいます。ですから私ど

も企業実習というのは、 1週間とか2週間の期間

ではありません。長い方で l年ぐらい行きますか

ら、その中で、会社で働くことを学んでいただて

います。基本は「休まないJr遅刻しない」という

ことを伝えています。

「人の話を聞く」とか、「返事をするjという事

は、知的障害者の方は企業に入るとなかなか自分

の気持ちを話せないという現状があります。施設

の中で、課題を与えて、作業が終わったら職員に

報告をするということを園の中で位置づけながら

取り組んでいます。その中で自分の気持ちを仕事

の中でも出してもらうようにして取り組んでいる

というのが現状です。

私の方は、以上です。

OJNII氏 それでは同じ質問を、奥西さんに。

0奥西無断で休まない遅刻しないとか、人の話

を聞くとか返事をするとかいうのは、就労すると

かしないとか障害があるとかないとかにかかわら

ず、社会人としてやらねばならないことだと思っ

ています。というのは、私自身がこのことで、先

ほどお話ししたように、企業に障害のある人を受

けとめてもらえなくなったという経験をしたから

です。だから、日々の活動の中で、メンバーにも

スタッフにも繰り返し意識づけをして、取り組ん

でいるつもりです。言葉では理解しづらい知的障

害のある人たちなので、繰り返し繰り返し体験を

しながら、上手な失敗といい経験をいっぱいし、

体;で身につけていってもらうような、しつこいほ

どの取り組みがやっぱり必要かなと思います。こ

れは、適当にすると絶対身につかないと思います。

ここだけはと思ってやっていきたいと思っていま

す。

0小川氏 やっぱりあれですね。少し知的障害に

関する質問はまとめてやった方がいいかもしれま

せんので、少しそういう順番で進めさせていただ

きます。

泉原さん、集団で企業内で働く経験をつくるこ

とでのメリット、デメリットについて、もう少し

教えてほしい。個別実習の取り組みはどのように

されているのかということですけれども。

0泉原氏先ほどの私がお話した中で、まだ働く

ことに対する不安があり、「あなたはやっぱり就職

はちょっと難しいよ」という形で、前の関係機関

で言われて、保護者の方も「うちの子は無理」だ

という中で、やはり職員がいるということの安心

感と、グループでいる安心感ですね。ですから私

どもでは当初から単独就労とグループ就労の言い

方をしているのですが、複数で企業に入る方と、 l

人で企業に入る方とに分かれます。

彼らがグループでいる事による安心感から、や

る気が掘り起こされて来たかなという感じで、そ

のあたりにメリットがあるかなという気がします。

デメリットにつきましては、我々の取り組みの

中では、実習場でも採用してもいいよという枠が

あれば、話を進めて就職をさせていただくのです

が、そのままグループ実習という形で続けている

と、先ほどもお話ししましたが、企業側が目移り

して、採用した方よりも後から来た方の方が良く

出来る事で、採用していただいた方を支えきれな

いというような事もあり、その場合は実習場を撤

退して、また違う場を展開してきました。

個別実習ということでは、就労支援事業が入っ

た関係上、かなり単独で企業へ入られる方も多く

なってきました。 l度グループではやっていただ

きますけれども、やはり l人で行く方がいいだろ

うという方については、個人で入られるような企

業展開をしています。個別実習というものを取り

組みながら進めているというのが現状であります。

O小川氏 ありがとうございます。

奥西さん、北欧の考え方から、思うことをぜひ

お聞かせください。さっき北欧の話が出ていまし

たよね。多分あれのもうちょい聞かせてほしいと

いうことだと思うのですけれど。

0奥西氏 そんなに知っているわけではありまん。

デンマークでパンクミケルセン記念財団の理事

長をされ、福祉の学校を経営されている千葉忠夫

さんの学校で少し学ばせてもらいました。

疑問に思っていることは、北欧では、知的障害

のある人たちはほとんど就労していないことです。

スウェーデンのサムハルでも、今では知的障害

の人はほとんど働いておらず、精神障害や身体障

害の人たちの会社になっているようです。北欧で

は、知的障害の人たちが就労の場を求める取り組

みよりも、授産施設で大変高度な仕事の取り組み

をすることに力点が置かれているようです。



昨春、デンマークの授産施設の施設長さんが、

来県され、うちから就職した人たちの現場を見学

されました。そのときに同行されたデンマークの

行政官は、「知的障害の人たちもどんどん働ける

ではないか、日本ではやっているではないか」と

言われましたが、授産施設の施設長は、「いや、形

だけの働く場で、いわゆる歯車の 1つなだけだ。

本当に一緒に働いているということではない。

やっぱり知的障害の人たちには無理だよ。」と応え

ました。彼の言うことも理解できるし、でもそう

言い切れないところもある。ここが就労に取り組

む側の今の私のひとつの課題です。

でも、北欧に行って、すごくすばらしいことだ

なと，思ったのは、障害者手帳とか障害認定とかに

とらわれず、障害があるとかないとか考えずに、

その人に今どんな支援が必要かということで、

様々な制度やシステムが利用できることです。そ

してもっとすごいと，思ったのは、必要に応じてそ

れが柔軟に進化していくような制度やシステムで

あるということです。 b年くらいの聞に、考え方

や取り組みがどんどん変わっていく。その時その

時に合わせて考えていくJという印象です。

国民性もありますが、その部分は学ぶべきとこ

ろかなと思っています。

0司会 ありがとうございました。

それでは今度は林さん、準備よろしいですか。

ワイヤレスがもう一つ来ましたね。

企業からの受注はどのようになさっているので

しょうか。それから営業活動はどのようにされて

いますか。在宅就労する上で、どのような支援を

求められていますか。というのが、まずお l人か

らのご質問です。

0林氏順番ということで、営業の方からちょっ

と話させていただきたいと思います。

営業は私が足で稼いでおります。はっきり申し

ますと、東京まで、出向いていって、そして企業の

方に乗り込んでいくということです。その乗り込

みに際しては、各省、官公庁のご協力をいただき

ます。このルートはすべて私自身が当初 1人で業

務を始めましたときに、いろいろ勉強させていた

だいた恩師の先生方を通してつないでいただいて

おりますので、やはりツールとしてインターネッ

トとメールというのは非常に有利なツールではな

いかなと。あれだけ離れた四国で、東京の人とダ

イレクトにつながり、またカリフォルニアの先生

の教えを請いながら、単なる主婦、単なる障害者

だ、った者が、こうやって代表理事まで務められる

ほど勉強したのが2年間です。

そうやってつないでいただいて、霞ヶ関なり何

なりへ堂々と乗り込んで、、課長クラスとお話をさ

せていただいて、そしてご納得もいただけるので

すけれども、社内の方のシステムが整っていない

という理由でなかなか入り込めません。と申しま

すのは、私どもは企画の当初の段階からコンサル

を行わせていただきます。

例えば車椅子の開発や福祉機器の開発は、基本

のコンセプトが間違っているから海外商品と競合

できないという事情がございますので、その部分

を十分に体で把握している私どもは、コンセプト

の段階からかかわらない限り、海外に対抗できる

商品の開発をご協力できないという事情がござい

ます。しかし、企業側の研究部門は独立して門戸

が固く、営業部門としては何とも言えないという

社内的な事情から、受注が難しい状態でございま

す。

そこで考えたのが、厚生省とその他官公庁で、

1回私どものデータをただでいいから使ってもら

えれば私どもの方に箔がつくという事です。そう

すれば企業の方も少しは門戸を開いてくれるかな

というふうに考えています。これはベンチャーな

らではの戦略とお考えいただいた方がいし、かなと

思っています。

在宅で就労するに際しての問題なのですけれど

も、 6時間の就労をテレビカメラで監視するのだ

けは、これは障害者には絶対向かないと思ってお

ります。座位を 6時間保つというのは、どのよう

な障害でもかなり苦痛でございますので、現行の

法律で障害者が在宅就労で雇用を行われるのは、

まず不可能だろうと。この法律を取っ払うか、も

しくは障害者の特例をつくるかしないと、障害者

の在宅就労は進んでいかないだろうなというふう

に、その程度にしか考えていません。

ただここでお話をされている方々に非常に申し

わけないなと思うのですけれど、障害者を絶対に

甘やかさないでほしいです。

鍛えれば人間というのは可能性を秘めておりま
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すので、障害があるからできないだろうというの

ではなくて、障害があるからできるようにしてや

るのだというふうな、視点をちょっと変えてみて、

厳し目にちょっときゆっきゅっと締めていただけ

たら、きっときゆっきゅっと締まった人間に仕上

がるのではないかなと考えております。

0小川氏 もう 1点、パソコンのハードウエアの

ことでの質問だと思うのですけれども、重度の身

障者の方がパソコンなどのハードウエアに関する

情報をどこでどういうふうに入手されているのか

という質問ですけれども。

0林氏私がですか。

O小JII氏はい。

0林氏私は 1日にニュースサイトを 50、60、の

ぞいておりまして、日経さん、毎日さんから、産

業系の新聞まで全部チェックしますので、そこで

入手しております。

0小JII氏実際に使って試されるのだろうかとい

うことも書いてありますので、少しその辺につい

ても補足してください。

0林氏 モニターとして申し込むのですけど、誰

も企業が送ってくれないので、それで使ってはい

ないのですが、慣れてくると画像を見ただけで、

使い物になるかどうかということはよくわかりま

す。個人的な感想として申し上げますと、障害者

用の機器として開発されているもののほとんどは

使い物になりません。入力機器としていろいろ開

発してくださっているのですけれど、使えません、

大部分。それよりも普通の健常者向けに開発され

ている機器の方が、ょっぽど使いやすいものが多

ございます。私どもとしてもやっぱりユニバーサ

ルの観点から、健常者仕様と障害者仕様という無

駄な壁を撤廃してしまうことを目標にしておりま

すので、両方が使えるというテーマで考えていま

すから、健常者の安い商品をいかに生活の中に取

り入れるかを考えています。私が発見しまして、

これはお勧めだという機器は、先ほどのハートフ

ルオンラインの 1チャンネルというところから入っ

ていただきまして検索をかけていただければ、無

料で皆さんごらんになれますし、そこから張つで

あるリンク先にはメーカーサイトなんかもござい

ますので、もっと詳しい情報がごらんいただける

ようになって・ U梓ィりますから、ぜひご利用い

ただけたらと，思っております。

0小JII氏 ありがとうございます。情報の宝庫で

すね、本当にね。

それでは次、溝口さん。ホームヘルパ一関係の

ご質問ですけれども。知的障害者の

ホームヘルパー養成について、もう一息詳細カリ

キュラムなどを教えていただきたい。

また、無料で行われているのか。それから、学校

としてホームヘルパー養成に取り組

みたいが、まずどのよっにかかわっていったらよ

いのかというご質問をいただいてい

ますので、よろしくお願いします。

0溝口氏恥ずかしい話ですけれども、検定員の

l人ですけれども、具体的なことは

振興センターが事務局でやっていますので、理念

とか、骨格ぐらいしか知りませ

んけれども、多分緊急雇用創出事業の一環として、

国の事業を県がやっていると

いうことですので、今回は無料だと思います。た

だし、私個人の意見としては、

ただか安い福祉はもうさようならしたいという思

いがありますから、必ずや自己

負担をすべきだなというようなことを，思っていま

す。

それと、これは無料で行っていますかというこ

とですね。それと、詳しいカリキュラムはきょう

資料持ってきていませんけれども、基本的には現

在行われている一般の 3級ヘルパーのカリキュラ

ムがたしか50時間ぐらいた、ったと思うのですけれ

ども、都道府県によって若干違いますけれども、

多分 50時聞が基準で、それではということでい

ろいろ中身をつけたり足したりヲ|いたりしながら、

150時間のカリキュラムを組んでいます。特に実

習等をふやしまして、黙って聞いているより、体

で覚えるというようなところの時間を多くとって

おります。

学校としてホームヘルパー養成に取り組みたい

がというような話なのですけれども、基本的に養

成講座は県の担当課が把握をしていますので、滋

賀県ですと、レイカデイア推進課というところが

管轄で、そこが、養成講座をやりますよという申

請があったら、それを審査して、特にカリキュラ

ムとか講師とかのチェックをして、申請を行って



よろしいということと、ヘルパー養成を年間何人

するかというのは都道府県の計画の中にあります

から、そこら辺とあわせて、多分法人だ、ったら OK

ではないかな。ょっ11'どのことカまなかったら、申

請すればOKではないかなと思うのです。

以上です。

O小川氏 私からも伺わせていただきたいのです

けれども。よその地域でも知的障害の方のホーム

ヘルパー養成をやってみょうかという話を耳にし

たことがあるのですけれども、例えばテキストな

んかはすごくわかりやすくつくられていたり、

今おっしゃられたようにカリキュラム等が随分工

夫されておりますけれども、それはよその例えば

地方自治体とか、そういうところで、どういうふ

うにそれをうまく取り込んで、いったらいいですか。

取り込めるようなシステムになっているのでしょ

うか。

0溝口氏 例えばカリキュラムの内容などですか。

O小川氏 はい、そういうのとか、テキストを使

わせてほしいとか。

0溝口氏 それは使っても、もう情報は全くフ

リーですから。イラスト入りの、私い

つもしょっぱなのサービス提供の基本的視点とか

というところの l発目のいつも講師させてもらっ

ていますけれども、たしかあれ 20ページぐらいの

ものを私がつくったのですけれども、別に引き合

いがあっていますのでどうぞどうぞお使いくださ

いと言って、振興センターはちょっと金もうけし

たいから、売ろうかなんて言っていますけれども O

0小川氏 では、まだ売ろうかとか何とか言って

決まる前に、その情報は手に入れてしまった方が

いいわけですね。

0溝口氏そうですね。

0小川氏 窓口を、すみません、もう一度正確な

名称をお願いしたいしたいのですけれども。

0溝口氏先ほど、午前中のシンポジストだ、った

高橋信二が事務局長していますので、彼のところ

の事務局にお問い合わせ願ったらと。ちょっと、

電話番号などわかりませんけれども O

0小川氏 わかりました。どうもすみません。あ

りがとうございました。

それでは、精神の方に少し移りたいと思うので

すけれども。

田川さんと永山さんへということで、警備会社

の雇用契約に当たっては、健康診断やいろんな審

査があると思うのですが、これをどのようにクリ

アして雇用に結び、つけていったのか、具体的に教

えていただけたらと思いますというご質問ですけ

れども。よろしいですか。

0田川氏私は診断書を書いたことはありません。

みんな適当にやっていると思います。現状では、

精神と書くと頭からダメと言われかねません。一

応、診断書にはうそは書けないですから、「僕書く

となるとね、通院してることについてはうそ書か

れへんから、ちょっとまずい」と言ったら、ほか

のところでちゃんと書いてもらっておられます。現

実問題として、一般の医療機関でちょっと診ただ

けで、わかるはずありません。

0永山氏 先ほどのビデオに少しだけ出たのです

が、精神科に通院していること、あるいは薬を飲

んでいること、隠して働くという人、結構いるの

ですよね。それで警備している人も多いのですが、

私たちはそれでは心に負担を抱えながら働くので、

いいことではないなと思っています。ですからす

べてオープンにし、オープンにしてできる仕事だ

けをやればいいと思っています。では警備はでき

るのかということなのですが、

私たちは有限会社なのですよ。有限会社をっく

りまして、もちろん取締役社長も精神科に通院し

ている仲間ということを前提にしているし、そこ

にかかわってくる先ほどのスタッフの人たちも、み

んな精神科にかかわっている仲間たちということ

でやっています。

その有限会社の定款に警備事業というのを入れ

ていますし、そして、警備業協会にも加盟してい

ます。ですからそこからのいろんな支援も受けな

がら、そして警察ともちゃんと連絡を取り合って

います。この間、サミットがありましたが、その

ときには各国の主要な方が来るので、警備は大変

でした。ですからいろんな精神障害者が事件を起

こしても大変なので、警察署の方からはふれあい

センターにそういった人の出入りはないかどうか、

あるいはそういう人たちがいたときの対応の仕方

をよろしくお願いしますという相談も逆に受けた

のです。それは警備業をやっている障害者団体だ

ということでオープンにしているので、それがで
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きるのかなと思っています。

いろんな分野では通るのに、精神だと通らない

ということの方が不合理だなというのは思うので

すけれどね、例えば l例ですが、赤痢とか、腸チ

フスに発病すると隔離収容されるのですが、菌を

持っているというだけの健康保菌者は隔離収容

されないのですよ。ちゃんと仕事はできる。精神

の場合のいわゆる健康保菌者に匹敵するのは何な

のかということで、警察とは問いかけしました。

私たちから見ると、入院を必要とする人は確かに

精神病者の範障に入るのかもしれない、しかし通

院している人は、精神保健の回復者なのだという

解釈をしているのですが、それがだめという考え

はありますかということを問い合わせしましたら、

先ほどの先生の方からありましたように、唯一警

察の方での警備の仕事がだめという根拠は、精神

病者かどうかの健康診断だけだということになり

ました。

ですから健康診断で精神病者ではないというこ

とをしっかりもらえればできるわけで、私はその

根拠をもとに、保健所を尋ねて、保健所のドク

ターたちとの話し合いを持ちました。医師として

も、警備員として働くことが可能かどうかとの視

点で判断するとのことでした。そのようにして

やってみて、もう 6年になります。

6年間で私たちは2つの事業所の常駐警備と巡

回警備をやっていますが、まだ一度も苦情は来て

いません。ですから今度のビデオを欠格条項の委

員会の中で、担当している委員の方が精神にかか

わっているので、出したいということを言ったの

ですが、大いにどうぞと言っています。その結果

けしからんということがもし公安委員会から出れ

ば、少なくとも 6年間の実績の中で、まともにや

れているのに、そのことを{可をもってだめなのか

ということを、実践的に一応反論していこうと

思っています。それで、いわゆる隠してこっそり

ではなく、堂々とやっているのです。

OJj¥J1I氏 おもしろいですね。この手の話、もっ

ともっと深めていきたいなと思うのですけれど、時

間が限られていますが、もう一つ永山さんに、ビ

デオの中でスタッフ、これ永山さんのご説明の中

にあったのですか、スタッフとメンバーという言

葉の違いが出てきたと思うのですけれども、その

違いと、それから給料の形態、それからメンバー

さんになる条件みたいなのがあるかどうか、ちょっ

とその辺について全体的に教えていただけますか。

O永山氏 かなり時聞が限られているので、でき

ましたら 30分のビデオを買っていただけたらと思

います。この中では割と詳しく述べています。い

わゆるパリパリ働ける人がスタッフということで

はなくて、まず障害を持ちながらもまじめに働く

意欲がある人、条件は簡単なのですよ。月に 18

日以上参加できる人がスタッフ、 15日以上参加

できる人が準スタッフで、ただ厳しいのはその 15

日以上を 6カ月以上続け切れる人が準スタッフに

なっていく。 18日以上3年続け切れる人がスタッ

フということで、簡単なようでなかなかできない

です。

私とふれあいセンターでは、納得のいく社会参

加を大前提にしていますので、参加自由です。出

勤時間も退所時刻も何も決めていません。月の出

勤日数も決めていません。だから月に 1日しか来

ない人もいるのですけれどね。それはそれでその

人が今その段階しかないと思えばそれでいいとい

うことをやりなカfら、その中でスタッフを目指し

たい、準スタッフを目指したい人は、その人なり

に焦らずにそれを目指していくということで、やっ

ていますので、メンバーと言われる人たちから、反

発とかうらやましさとかいうのはないですね。

給料も全体の平均 l万 5.000円ぐらいなのです

が、スタッフになると 6万円ぐらいいきます。

ハードさと責任の度合いが違ってくるということ

では、やっぱりスタッフは逆に魅力です。きょう

も経理部長が一緒に来ていますが、対外的な活動

への参加は、基本的にスタッフと、準スタッフだ

け、メンバーはなれません。

ですから旅行したければ、スタッフになりたい、

準スタッフになりたいという、そういう気持ちか

らでも、スタッフ、準スタッフにはなれます。そ

のように、みんなと一緒に仲よく働くことができ

るということだ、けが条件になっています。

OJj¥J11氏 どうもありがとうございました。

4時までに終わらせるのが、進行の使命ですけ

れども、ちょうどいい感じでいただいたご質問は、

これで全部こなしたのですね。それでこの分科会

の最後のまとめなのですけれども、皆さん話を聞



いていてわかっていただけるように、余りまとめ

ようがない感じです。やっぱりお一人お一人が非

常にユニークで独創的ということが、この分科会

のテーマですから。ただやっぱり 1日の流れとし

て、一番最初に依田さんの提言があって、あの中

で実践の中から政策提言をして下さいということ

が、非常に頭に残っています。

政策提言というと非常に大げさで、私たちに

とっては雲の上のことのように感じますけれども、

それでもやっぱり日々の実践の積み重ねと、そこ

でうまくいったうまくいかない、こういうパック

アップがあればもっとうまくいく、というのをき

ちんと伝えていけば、行政も、現場はお上の言う

ことを聞いていればいいのだというスタンスでは

ないという、明確なあれは宣言だと思いますので、

政策提言なんていう大げさなことではなくても結

構ですから、ひとつ最終的なアピールというか、

あるいはもし政策的に制度ゃなんかで、こういう

ものがあったらもっとうまくいくのになというよ

うな話を、最後お l人ずつ聞かせていただきたい

なと思います。

いつでも準備がOKのような林さんから、それ

ではお願いします。

0林氏 障害者として、私たちは生産的であると

いうことを認定いただきたいと思います。私は

きょう介助者と来ております。つまり皆様は単独

で動かれ、単独で生産を行われますけれども、私

たちは 2人で行動をします。ですから消費という

観点から考えましたら、 2倍の消費を行う消費者

であるということなのですね。今後の市場の低迷

においても、高齢者と障害者を動かせば金になる

のだということをご理解いただき、その点から政

策提言、また行政陳情を行っていくならば、私た

ちに対する助成は市の台所を削るのではなくて、 2

倍の形で返ってくるというのを認めていただけで、

より落ちやすくなるのではないかなと思います。

実際、障害者割引の問題が障害者間で討論され

るとき、この問題は障害者側からは来ませんでし

たけれど、きのうの基調講演では、既にー消費者

としての認定が海外では進みつつあるということ

ですので、ぜひ日本でも 1人動かせば2人分の消

費があるとの認定いただきまして、今後とも障害

者のご支援、または私たちの自立活動へのサポー

トをお願いしたいと思います。

以上で終わります。ありがとうごさいました。

O溝口氏先ほどのチラシにもありましたように、

宅老所で、重度の知的障害者の人たちがうちでも

働いているわけなのですけれども、どうもかなり

元気のいい自閉の人たちの就労は、「宅老所でど

うすんねんjということです。だってのんびり、

ゆっくりしてはるお年寄りの人たちのところに彼

らが来るというのは、ちょっと現実的に非常に難

しいと。そこでどうするかという話で、うちの町

は小さな町ですから、でも小さな町に小さいお風

日をつくりまして、そこに里山の保全と引っ掛け

まして、元気のいい自閉の人たちは、里山から木

を切り出してきて、五衛門風巴を沸かして、番台

にはダウン症の人がにっこり笑って、「毎度おおき

に」と言って、お風呂場では人を触るのが好きな

障害者が、おばあちゃんの背中を流すとか、そう

いうふうなことを、しゃべっていましたら、すぐ

に県の振興局が飛びつきまして、これはいいとい

うことで、障害種別を超えるのが 1つ、これはも

う随分行きました。

次に托老所では高齢福祉と障害福祉をリンクさ

せようと。これはもういいと。いいのではなくて、

今からみんなやるでしょう。今度は分野を超えて

環境とか福祉とか、先ほどの経済の話とか、そう

いうのを全部ひっくるめてリンクして、そういう

ユニークなお風呂場を、これもシルバ一人材の

おっちゃんらと一緒にやってしまえということを

私が死ぬ前にやりたいなと思っています。

0泉原氏 障害者雇用支援センターでは、 3障害

を対象とするということで、精神障害の方の相談

が非常に多くなってきています。その中で、育成

会の組織の職員として知的障害の方々の支援が中

心ですから、これからは職員としての幅広い資質

が求められてきているのが現状かなと思います。

依田さんのお話しの中で、「企業内授産」が国

の施策としてモデル事業としてついたということ

なのですが、都道府県単位に通知しているという

ことで、政令指定都市(大阪市)までは、まだまだ

ちょっと遠いなというのは、大変残念という思い

があります。

企業内授産をすると、正直言って職員配置が苦

しいです。 4ヶ所の実習場をやっているときには、

175 



176 

職員 4人が丸々外へ出ているわけですから、中に

残る職員が少ない中で、多くの方々の支援をする

苦しさは正直あります。やはり今回のようなモデ

ル事業を是非期待はしていたのですが、ちょっと

残念な気がします。

どうもありがとうございました。

0田川氏精神障害者の場合に、身体の方と若干

違うのは、やっぱり「怖い」という感じがあるこ

とですね、世間に。だから企業の方も「えらいこ

となったら大変や」とかまえてしまう。そういう

中でチャンスを奪われてきていると，思っています。

ですから、それなりの配慮と工夫をして、その中

でその人が自分の力を見極められるよう、トライ

できるチャンスをまず与えてほしい。その中で企

業も変わると思います。

前にリハビリやっている方から、「あんた精神分

裂病の人を好きや、好きや言うけど、どこ好きや

ねん」と聞かれました。私にとって、何が分裂病

圏の方に関わる力になっているかを就労を巡って

考えてみると、彼らは何度もしんどい思いするの

ですけれども、それをなんとか乗り越えて、なん

とか仕事について自分の力を出してゆくと、もの

すごく変わります。それが我々の手ごたえだし喜

びなんだろうと。そういうことをもっと色々な方

に知っていただきたいという気持ちがあります。

それともう一つ、私は医者でして、今、医者の

人気すごく悪いと思うのです。でもね、私は医療

というのはとても大事なものだと思っています。

医療は大事なものだから、変わらなければいけな

いと，思っています。そういうふうな変える力にみ

なさん方にもなっていただきたいと思います。

どうもありがとうございました。

0永山氏納得のいく社会参加を目指して、この

事業に私もかかわってとても感じることなのです

が、デイケアだとか社会福祉施設とか作業所など

の場合、苦しい苦しいといっても倒産ということ

はないのですよ。でも私たちふれあいセンターは

恐らく来年の大会まであるかどうかちょっとわか

らない状況です。倒産の危機に陥っております。

累積赤字はいっぱいあるし、毎月家賃も 40万出

ていくのです。

業者への支払いも含めて、まだ一度も滞納はな

いのですが、来月払えるお金もないのでかなり厳

しいです。それを倒産するかどうか決めるのは私

ではなくて、そこに参加している障害を持つ仲間

たち自身だということで決めています。

センターでの一番の特徴、提言でというほどで

もないのですが、決めるのはお互いなのだという

ことで、全体でミーテイングをし、そして全体で

給与体系も、仕事の内容もいろんなことを決めて

います。センターの所長も障害を持つ仲間です。

当事者同士で結婚して、子育て真っ最中の女性

で、所長ですからとても安定してと思うかもしれ

ませんが、よく休みます。状態が悪化したりして

休むのですけが、しかし 1人でやるということで

はなくて、副所長が現在は 12名います。副所長

は何名という規定がないものですから、可能な限

り多くの人が支え合おうやということで、多数で

協同で、やっています。ですから、やれるかどうか

わからないが、やる必要性があればお互いでやろ

うということで集まっているため、いろんな活動

をやっています。

ただ障害者団体だから支えてほしいということ

ではなく、県庁の名刺は、県知事、副知事含めて

ほとんど私たちが扱っているというような状況で

す。これは障害者支援ではなくて、まず安くて、

早くて、きれいだということで、他の印刷業者に

も負けないという自信を持って今やっています。

そのほかに今私たちが開拓しているのは、隙間

産業と、ついで産業ということで、スーパーがで

きないことをやろうということで、トイレットペー

パーやベット商品、米の宅配もやっています。こ

れを送迎活動などの事業とドッキングし、ついで

の産業として成り立たすことで、できたら倒産し

ないように、今必死に頑張っています。そういっ

たことを目指すことに一緒にかかわれているとい

うことで、私もやりがいを感じているところです。

以上です。

O奥西氏障害のある人を「特別な人」という位

置づけにするのではなく、「特別な支援が必要な普

通の人」という視点にたち、これからも活動を続

けていきたいと，思っています。

授産施設、知的障害という枠にとらわれないで、

必要な時に、必要なことを、必要な人に提供でき

るような地域での活動をしていくということも大

事だと思います。



先ほどお話しした北欧の「人を基本にして柔軟

に進化する取り組み」はすごく魅力的なことです

し、「進化させていくのも、運をつかんでいくのも

私自身だ」と，思っていますので、目の前にいる人、

「人を基本jにしてやっていきたいと思っていま

す。

0小川氏 時間がもうほとんどありません。この

分科会は本当にやってみるまでどんな感じになる

のかよくわからなかったのですけれども、何か随

分裏技とかいろいろ聞けて、私自身はとても勉強

になりました。きちんと構成されたドラマもおも

しろいけれども、やっぱり伊藤家の食卓みたいな

のが結構おもしろかったかなと。

それはもう、お一人お一人が持っている裏技。

これを共有できる喜びというのは、何ともやっぱ

り実践というのはいいなあというふうに思いまし

た。

時聞がやはり足りなかったですね。お l人につ

いてもっと 30分くらい、じっくり裏技を引き出し

たかったなという気がいたします。

基本形のサービスというのは重要です。例えば

きょうの午前中あたりにいろいろ出てきた、ある

いは別の分科会でやっているような基本形のサー

ビスというのはとっても重要ですけれども、別に

これは職安とかそういうことに対してどうこうで

はないですけれども、私は、就労支援というのは

職安を通じて、いわゆる雇用就労につながってい

る人の数でどうこうというものではないというふ

うに思っているのです。それは本当に氷山のトッ

プの方で、そこのすそ野の方に、いろんな機関が

いろんなやり方でいろんな障害のある人が働くと

いうことを支援している。

それは最初は草の根だけれども、だんだんそれ

が認められることによって、草の根の裏技だった

のがだんだん基本形になっていく。それがジョブ

コーチだ、ったり、就業・生活総合支援事業で、あっ

たり、これから動き出す企業内授産だ、ったり、こ

れから動き出す制度であるのかなと。だから、

きょうお話いただいたいろんな取り組みというの

が、いつかまた次の段階で基本形に発展したらい

いなというふうに願っております。

最後に私の方から申し上げたいのは、伊藤家の

食卓の裏技はああいう形でテレビでだれでもわか

るように情報発信されて、だれもがそのやり方で

瓶の栓をあけてみたり、芋の皮をむいてみたり、

誰もが共有できるようになるのだろうなと思いま

す。ぜひまたこういう機会を持って、一人一人の

現場の実践家がこの裏技を人にわかりやすいよう

にいろいろ情報発信をしていって、力をつけてい

きたいなというふうに思っています。少し借越で

すけれども、私の方から最後そういうようなまと

めをさせていただきたいと思います。

どうも長い時間ありがとうございました。シン

ポジストの方にもう一度拍手をお願いいたします。

(拍手)
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第三分科会

<紡ぐ> さまざまな社会資源をつないでいるネッ トワー カー ・実践者

0園武氏 こちらの分科会の司会をさせていただ

きます福岡県障害者雇用支援センターの園武と 1¥1

します。きょうは大変シンポジストの先生方はで

すね、私はいつも本当にお慕いをしている先輩方

ばかりで、なぜ若輩者の私がこのような大役を引

き受けているのかということが、まず一番の私の、

きょう今もっての悩みであるんですけれども、き っ

と私を助けてくださるお~~í しをしてくださるんだ

ろうと信じておりますので、どうぞ皆様もそのよ

うな目で見つめていただきたいと思います。

まず、私の方から簡単に講師の先生方をご紹介

をさせていただいて、それから各発表に移ってい

ただきたいと思います。この分科会の予定ではで

すね、途中に 15分の休憩を挟んで、それから会

場の皆さんとのデイスカッションに重きを置きた

いというような趣旨で組み立ててはあるんですが、

お一人お一人のシンポジストの先生方に与えられ

てるお時間が 15分しかございませんので、はっき

り言って皆さんとやり取りをするお時間はもしか

してないのかもしれません。休憩|時間も場合に

よっては省きたいと思し、ますので、どうぞ途rllで

ですね、仁|三1)屯をしていただく ことは仇一いませんの

で、そのような形で進行させていただきたいと思

います。それでは、シンポジス トの先生方をご紹

介したいと思います。

まず、 一番最初に発表していただきますのが、

紀南障害者雇用支援センターの北UIさんです。続

きまして、位!!易障害者鹿川支援センター菅さんで

す。次に、ITI賀郡障害者雇用支援センターの大槻

さんです。全日本手をつなぐ育成会の清水さんで

す。熊本県附害者雇J=IJ促進協会の林111さんです。

兵庫県総合リハビリテーションセンターの占川さ

コーデイネータ ー

園武英里子

楠岡県障害者雇用支援センタ ー

んです。最後に、川111奇rn-リハビリテーション医療

センターの大山さんです。それでは、始めさせて

いただきたいと思います。

北山さん、よろしくお願いいたします。

北山 守典

紀南障害者雇用支援センタ ー

0北山氏 私どものやおき福祉会は、和歌山県の

ほぼ中間にあり白浜渦泉の隣の田辺rliで対象圏域

は l市 611IJ 3村、約 175，000人の小 さな地方の

街で障害者雇用支援センターを独立した形で運営

しています。雇用セ ンターの導入を図ったのが平

成 12年 4月に取得してまだ日が浅い雇用セン

ターで、運肯主体は*iHI¥I障害者の社会復帰を目指

している社会福祉法人やおき福祉会であり 、生活

支援センターを始めとして授産、生活訓練施設以

下近隣町村に 11の施設を運営しています。

主な就労支援対象者は、身体・知的・精神の 3

|障害ですが、障害の分野のなかでも精神障害者が

比較的多いのが特徴です。

雇用支援センターの前は、生活支援センターの

業務のーっとして平成 10年に就労支援センター

を立ち上げてきました。当時は就労支援センター

をどのようにすればいいのか分からず手探りの状

態であり、 11創設を迎えたのはあるメンバーを)沈労

センターから事業所に派遣して職場実習に励んで、

いましたが、約 lヶJJ後に失敗しました。メン

バーも「伐の天職だ」と頑張り、事業所もいい人

を派遣してくれたと存んでくれていた矢先に職場

から iij\[~れていくという事で就労支援センターもた
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だ驚くばかりでした。落ち着いて考えてみるとた

くさんの従業員の中で仕事を覚え、またラインの

流れにも適応しなくてはならず、頭の中が真っ白

となりパニックす前ではなかったと今から思えば

そのような状態であったと推察されます。当時、

法人となって聞もないため、その基盤づくりの業

務に忙殺され職員も少なく就労支援に手が回らな

かったのが実情であり、他に何名かのメンバーも

就労していましたが、約 3ヶ月単位で全員退職す

るという事態になりました。どうして退職になっ

たのかを知るためメンバーと時間をかけながらの

聞き取り調査でありました。どのメンバーも共通

していえるのは病気を開示しないで就労しており、

職場の中でも病気を隠して仕事に就いているため，

休憩の時や昼食時に薬の飲むところを見られない

か、それがばれたら解雇されないか等ピクピクし

ながらの勤務でありこのような不安を抱えながら

の勤めは長く続かず退職にいたるケースが多くあ

りました。

このようにいくつかの就労の失敗を反省する中

で就労支援センターは、メンバーが就労継続して

いくためには、その不安を一つずつ解消して取り

除き、日常生活の支援も含め、就労が安定した状

況になることに苦心してきました。

支援センターではメンバーが事業所から帰って

対応するのではなく、こちら側から職場に同行し

て「職場のなかで何が問題となっているのかJ、ま
た「事業所がメンバーに何を求めているのか」、

「メンバー自身が職場で何に顕いているのかjを知

るため職員が同行してきました。この同行支援が、

就労支援ワーカーでありジョブコーチの始まりで

やおき福祉会独自のジョブコーチ体制ができたの

が平成 11年度であります。ジョブコーチが職場

へ入ることによって安心感ができ、仕事の中での

問題が生じても身近にいるため質問や指導を受け

ることができる等大きな効果となって現れてきま

した。それらと同時に事業所にジョブコーチがメ

ンバーと入ることによって、保護環境的な施設か

らメンバーを見るのと職場で実習訓練・就労を見

るのとは大きな違いがある事が分かつてくるよう

になりました。

法人の授産施設では作業訓練を受けていてもあ

くまでも訓練であり、その上作業工賃も安く、も

うひとつ気合が入らないメンバーでも事業所に入

ると見違えるようなメンバーもたくさんいます。

その後メンバーの多くは病気を開示して事業所

に入っているため、いくつかの不安が解消されつ

つあります。ジョブコーチが職場に同行していろ

んな指導を行いますが、最も気を付けているのが

障害の特性がどのような状況になると出てくるの

かを特に気をつけています。精神障害者は、その

日の状態で心の波が変動し、自分でも分からない

部分で症状が出る等コントロールしづらい一面も

あります。ストレスや薬の副作用、睡眠等個々の

メンバーの性格が違うように全て症状が違います。

それらを把握した上で就労支援を行っていますが、

ほとんどのメンバーは職場に入ると約 6ヶ月位の

聞に障害の特性がでます。症状がでると仕事が手

につかなく落ち着きがないが、何度か職場で体験

すると薬を飲みながらも次第に落ち着きを戻し、

少なくても自分でそのような状態を少しずつコン

トロールしながら職場復帰を図っています。

ジョブコーチはメンバーの就労支援と共に法人

内施設では学べない事業所での職場環境や経営感

覚、また効率のよい作業を目指し、企業がこの経

済不況の中で生き残りをかけた戦いを直接肌で感

じることができ、事業所の場を借りた職場実習訓

練を実施していくなかで、ジョブコーチは福祉的

就労の枠のなかだけでは能力の高いメンバーを施

設に滞留させることはいろんな力を奪う事にもな

りかねないと思うので、地域の中に出ていくとい

う方針が立てられ次々と事業所に送り出してきま

した。メンバーの職業的自立を図っていくために

は、まず事業所に戦力として認めてもらう事が大

事であり様々な支援が必要である。企業もその総

合的な支援を期待しているだけでも事業所に職員

を派遣しての大きな収穫でありました。こうした

展開が平成 12年に雇用支援センターの移行へと

繋がり、ジョブコーチが事業所の現場で直接体験

してきたことが次の事業展開である。グループ就

労に繋げていけた大きな転較期でありました。

グループ就労については職場でメンバーが単独

で働くことに強い不安をもっているため、それを

少しでも緩和するため試みとして取り入れてきま

した。いざ実行してみると私どもが当初考えてい

なかった効果が出てきました。それはメンバ一同



志が互いに刺激をするなかで仕事がスムーズに覚

える効果が早い一面もありました。事業所での仕

事を終え雇用支援センターへ帰ってからのジョブ

コーチも入つてのその日の反省も含めたシュミ

レーションもより効果的にできるメリットがあり

ます。互いに助け合い、分からない事や仕事上の

難しさをクリアーでき、それぞれのもっている良

い部分がでできています。時には、調子が悪くて

一時職場から離れてもメンバーの誰かがそのポジ

ションを代行でき、休息を取りながらの勤務もで

きるようなシフトも組めることができます。事業

所では一つのコーナーでグループで働くという形

を取っていません。あくまでも他の従業員と一緒

に作業を行い、職場ではメンバーは全員違う部署

に配属されています。そうすることによって仕事

についての責任と自覚が芽生え職場での人間関係

もスムーズに輪の中に入っていきやすい大きな効

果もあります。

メンバーの状況で言いますと、毎日又は其の時

の心の状態で気持ちが揺れ動きコロコロ変わりま

す。落ち着きを取り戻す期聞がメンバーによって

違いますが、事業所に就労している人達は、比較

的ごく短い時間で立ち直る事ができ継続した勤務

ができます。なかには、周期的な波がおそい、自

分自身で波におぼれるメンバーいますが、ジョブ

コーチとの相談の中で職場に通勤しながら調子を

整え早く回復することに心がけています。少し調

子が悪いと事業所を休みなさいとは言っていませ

ん。勤めながら自分でコントロールする力を植え

付ける努力をしないと職場での勤めは長続きしま

せん。メンバー側から見るとジョブコーチが職場

のなかで一緒にいるだけでも安心感があり職場で

気のついたところを注意したり指摘するケースの

場合タイミングを図りながらの生活支援でありま

す。それと先程から職員の意識改革を最優先で取

り組んできたことを報告しましたが、職員はあま

り外の世界に目を向けなくメンバーの就労につい

ても、当初は「石橋をたたいて渡る」という恐る

恐るメンバーと一緒に歩くようなことばかりで、

トライ・アンド・エラーを恐れていました。メン

バーが施設に染まるよりも職員が先に染まり施設

完結型を目指すという事が私どもの福祉会にも当

時はありました。施設完結型にすれば、力の持つ

ているメンバーの就労意欲をそぎ取るような事に

もなりかねません。私のところにも授産施設や小

規模作業所が3ヶ所ありますが、就労を希望する

メンバーについてすべて雇用センターにつなげて

いくための通過施設という位置付けに変えてきま

した。

私が一番苦労しているのが、事業所の新規開拓

よりも法人内の調整に労力や時間を奪われ、その

上雑務が多くなってきました。法人が肥大化すれ

ばする程このような問題がどんどん増えてくるの

ではないかと心配をしています。定期的な施設長

会議のなかで、諸問題を討議しますが。なかなか

末端まで湯が流れなくパイプが詰まってしまう弊

害がこの頃しばしば見られる事があります。法人

では今、中央集権型ではなく、生活支援センター

を中心とした機能の分散を図っているところであ

ります。

やおき福祉会では平成 13年度より生活支援セ

ンターが試行的事業である居宅生活支援事業・ケ

アーマネジメント事業を取り入れ精力的な活動を

行っています。雇用支援センターもこの事業とも

マッチングを図りながら就労についての総合的な

支援が求められてきています。

平成 14年度より障害者雇用支援センターが生

活支援に重点を置いた就業生活支援センターとい

う名称に変更される事となり本格的な事業として

障害者の就労支援が開始されます。まだまだ精神

障害者の雇用の門戸がせまいと思いますが、潜在

的には高い作業能力をもっていますのでその能力

を充分発揮できる体制を整えてメンバーとともに

歩んでいきます。

0園武氏 ありがとうございました。

たしか開始から今までが 15分だ、ったと、皆さ

ん思っていただいてで、すね、次の 15分を始めさせ

ていただきたいと思います。

それでは、次は、山形の菅さん、お願いいたし

ます。

0菅氏 1.はじめに

・山形県南部の置賜(おきたま)地方にある「置

賜障害者雇用支援センターJの菅といいます。ど

うぞよろしくお願いします。

.私の所属する「山形県社会福祉事業団」は県

内に 20か所の施設を運営しており、職員総数は
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置賜障害者雇用支援センタ ー

500 ~I を超えます。

・ 事業団の運営する知的障害者施設 「コロニー

希望が丘」の授産施設で 16年間の就労支援の経

験があり 、現在の雇用支援の仕事につながってい

ます。

・ 「希望が丘」は、定員 100~I の授産施設が 2

っと更生施設が3つ、定員 50名の利用施設が l

つという大規模施設で、音楽療法、乗馬療法、健

康運動実践、強度行動障害特別事業な どに取り組

んでおり 、8か所のグループホームの運営も行っ

ています。

2.授産施設の経験から

・ 授産施設での経験からお話いたしますが、 当

H寺、地場産業といえば農業と内職 しかない地域で、

ワイヤーハーネスという自動車の電話!加工の「内

職工場」を目指 しておりました。

・町.内の企業に 3年通ってようやく 仕事がもらえ

たのですが、いざやり 始めると 、品質と納期に迫

われて残業の連続でした。他の職員から反対の声

が上がりましたが、結果的には、施設の敷地内に

企業の出資で 50坪の「プレハブ」が建設された

のです。

・このプレハブでやっていた「絶縁テープ巻き」

の仕事を、社内に一つの部署を設けてやることに

なり 、4名の就職、 4名の実習生、そして、定年

退l敵した l名がアルバイトという状j兄で、す。

・ そこの社長の信念というのが、「障害があると

かないとかの問題じゃなくて、働きたいという人

がいて、働いてほしいという社長がし、たら、それ

をつなぎ合わせればいいんだろう」ということだ、っ

たのです。

・次に、 この社長の経営する系列会社ーがありまし

て、ここの業績が悪化していて、「コロニーで、やっ

ている仕事を社内にもらいたい」という話になり

ました。

.自動車の電線というのは、電気が通ることで磁

気が発生するために、オートマチック車の暴発事

i肢が起こったりするものですから、磁気発生|功¥11:.
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のために線と線を撚り合わせる「ツイス ト」 とい

う仕事が必要になってき ます。この仕事 も、先程

のプレハブでやっていました。

・この仕事をできる人が他にいないという状況

だったため、ここでも一つの部署を占領すること

になり 、一度に 9~I の就職、 2 ~ 4 名の実習生、

そして雇用支援センターの基礎訓練の場としても

活用させてもらっています。

.現在、この仕事は中医|に移ろうとしています。

賃金而で闘えない時代が来ています。

3.雇用支援セン ターについて

・平成 II年 4月に開設、授産施設に併設の

「あっせん型」、3市 5111]"24万人圏域となっていま

す。

・ 131:1¥支 ・提携施設は，/，-j、下の表のとおりです。

分茸i 艦えx名 種))11 定員 五l!守司法人

{j~ff止施設 こだま寮 知的俊産 100名

挺1j~~施設 あさひ寮 知的授限 I 00名 山形県社会問祉事業団

JiHi: 救護肱設 日0名

万|止通勤寮 通勤資 24名 山形県手をつなぐ親の会

栄光闘 知的授産 104名

.センターの開設当初から、異なる法人が一体と

なった運営をしてきました。

4. ネッ トワークについて (VOL. 1) 

・通常、ネットワークというものを考えてみると、

労働や福祉、医療、保健、教育、企業などが一堂

に会して行う会議、連絡会、協議会などをイメー

ジするものですが、それぞれの機関が、地域 ・医|

域 .Uft- t~えといった退 U刈まあっても、同じような出

席者で、同じような議題で聞かれています。

・ 全国ネッ トも重要ですが、ネットづくりで最強

の武器は「人脈」であると思います。

.フォーマル・インフォーマルという考え方もあ

りますが、自分の身の回り 、自分の住んで、いる土

地、 IJ分が生まれ育った土地の女LI人・友人を総動

員して、アフターファイブも151:!いなカfらほとんど

強引に巻きこんでし、く 。公私の区別はっきにくく、

経費カ号事ちないというのが個人的には大問題です0

5. 拠点づく りについて

. iJlの中の大規模施設につく ったセンターでは説

も来ないわけで、街中へ出ょう と思っていました。



また、「用事のあるのは誰?相談をして金をもらう

のは誰?Jということを考えていましたから、私

たちが出かけることにしました。

・人口 2万人弱の川西町にある、コロニー職員

専用のアパートの一室を借りて「サポートセン

ターコロコロ」を平成 12年 1月、大雪の中でオー

プンしました。

.ここは、グループホームの支援、地域住民との

交流やボランテイアの育成、施設利用者の体験

ホーム、本人活動の拠点となっています。

.そして、今年 4月には、人口 3万人の長井市

にある県の合同庁舎の2階の一室を借りて、生活

支援センターとケアマネジメント事業を加え、ス

タッフも 2名から 7名に増やし「サポートセン

ターおきたま」を開設、土日もオープンしていま

す。

.ここは、 1階に「福祉課」と「保健所Jが、ま

た歩いて 10分のところに「安定所」があるとい

うことで、相談の時点から各機関の連携が開始さ

れます。

.また、日常的な相談や余暇支援などと併せて、

養護学校や特殊学級の父兄と教員などで構成され

ている会(任意団体)の事務室としても使われて

います。

6.雇用情勢について

.職場開拓は極めて厳しく、企業訪問をすると

「仕事を持ってきてくれたら採用する」という話

や、安定所とは「民間企業1.8 %、官公庁 2.

1%、コロニーも官公庁でしょ!Jというやり取

りがありました。

・以前から身体障害の方は雇用されていたのです

が、コロニーの所長に「自ら示してください」と

無理にお願いをして、臨時職員として、清掃員 2

名、調理補助 3名を雇用してもらいました。

7. ネットワークについて (VOL.2) 

・先ほど考えたように、各機関の連携も重要です

が、本当は「本人を中心にJI何所からでもスター

トできる支援jが求められていて、キーワードは

「即応性・柔軟性・総合性」ということではない

でしょうか。

・「ネットワーク」というよりは「フットワーク」

であると思います。

8.おわりに

-事業団の生き残り策ではなく、「出過ぎた杭は

打・たれない!Jという信念を持ち、地域支援のあ

り方を問うものであります。

・拠点づくりとは、施設の肥大化ではなく、施設

の持っているノウハウを地域の中に返していくこ

とであると考えます。

.ポイントは「身の丈に合ったものをつくる」と

いうことではないでしょうか。

「質疑応答J
.ずっと前から「出過ぎた杭」だ‘った。

-昭和 56年頃、コロニーで最初の就労支援に携

わる。

-当時の設置目的では、授産施設は就職を目指さ

ず、更生施設が社会復帰を目指すものとされてい

た。

-アパートでの単身生活ということで、所長以下

全職員の反対があったが、 3か月の猶予期間をも

らい実習に入る。

-結果的に就職となり、現在も継続しているが、

この時の様々な支援内容をシステムとして構築す

ることとなった。

-これには私が反対した。なぜなら、「人によって

全部違うjと考えていたから。

-本人の意思を尊重しようとすると、「親Jが高

い壁になる場合も多い。

-就労支援や地域支援を進めることは、ある程度

の「覚悟」をするかどうかを含んでしまうもので

ある。組織からも浮いて嫌われることが多い。

-しかし、「税金を投入されている職に就くjとい

うことは、「サービスとして返すjことが求められ

るもの。

-まず一人を就職に向けて支援してみると見えて

くるものがある。

・縦割りといわれる各関係機関のエンパワーメン

トも必要になる。

0園武氏 ありがとうございました。

少し頭の中を整理させていただきたいなという

ふうに思っておりますが、まず、紀南の北山さん、

それから山形の菅さんは、ともに斡旋型の雇用支

援センタ一、そういうツールをつかつてはいるけ

れども、じゃあ施設を豊かにするためにとか何か

をしたいために雇用支援センターの看板を持って

きたのかというと、実はそうではなくて、もとも
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とそこにそうしなければいけないニーズがあり現

実があり、そこを最初に動かしてい くと後から雇

用支援センターという、 何かちょっととても都合

のいい看板がひょっこり行政の方から落ちてきて、

それをじゃあ「よいしょ」とt寺ってきてみたと。そ

うすると何となく体裁は整つてはいったんだけれ

ども、やはりその人その人に合った各個別のまた

新しい動きをつくろうと思うと、やっぱり自分が

歩いていかなきゃいけなかったと。それもやはり

本人のニーズをもう 一回聞いて、それに合ったも

のをつくらなければいけなかったと。そんなお話

を聞かせていただいたように思います。

それではまた、もう一人の雇用支援センターの、

今度は大槻さんの方からまたお話を伺いたいと思

います。

大槻敏明

甲賀郡障害者雇用支援センター

0大槻氏 わたしは元々「信楽通勤寮」の職員で

した、平成 2年には「生活支援事業jが始まり生

活支援ワーカーとして、その後平成 7年には、甲

賀郡にコーデイネーター配置と同時に「甲賀郡障

害児 (者)サービス調整会議Jがつ くられ、就労

支援の役割として参入しました。この時点から通

勤寮の OBを中心とした地域生活者から、在宅者

への就労支援と移行していきました。そして、平

成 11年からは「雇用支援センター(あっせん型)J

の設置により雇用支援ワーカーとなりました。

甲賀郡では"干l賀郡障害児 (者)サービス調整

会議」の設置後、在宅者のサービス提供の目的で、

行政、施設、医療、関係機関の人たちの手により

甲賀郡内の地域生活者のための様々なサービスが

生まれてきました。生活ホームを運営していくた

めの「運営連絡会」。財産を管理し生活費を渡し

ていく「財産管理委員会」。事業所との連携のた

めの「甲賀郡障害者雇用支援事業所協会J。職場

担当者の連携のための円蹴場担当者連絡会j等々 。

しかし「紡ぐJのテーマの通り、ネットの材料は

出来たもののそれを紡ぐのはやはり「人」です。

制度やサービスが充実してくるとそれに対する期

待が高まる、しかし制度の狭間の人が出てくるの

も事実ですし、そこを埋めていく作業を繰返して

いる状態があるのも事実です。その作業たるや

「匠」などとし寸 言葉からはかけ離れた状態です。

何でも そうかもしませんが「甲賀郡のサービス調

整会議」初期のころは、出てきた課題についてそ

れぞれの立場を超えて取り組みが出来ていたよう

ですが、定着してくるとこんどは、それぞれの立

場の都合が顔を出すようになってきたようです。

そんな事にならないようにするためにも、今後ま

すますネットワークの強化が必要と思われます。

「障害者雇用支援センター」就労支援のネットワー

クの要としてかっこよく行きたいところなのです

が、ここの謀題解消のため這いずり回ったいるの

が現状です、でも私自身本当に運が良いというか

いろんな仕事につかせていただいたおかげで、た

くさんの方々とお会いできる事が出来ました。こ

れは私にとって大きな財産であり、この財産を地

域の対象者の方々のためにもっと活用していく責

任はあると思っております。

私自身この分科会の場に参加できた事に感謝 して

おります。

0園武氏 ありがとうございました。非常におも

しろく、そして簡潔に、何かこれで前段 3~I の方

の言いたいことカfきれいにまとまったかなという

ふうにはちょっと思わないでもないんで、すけれど

も、時計を見ますと 2時 20分で、今、ちょうど

休憩が終わったところだということで、ああ、お

かしい休憩の前にもう 一人清水さんを終わらなけ

ればというところなので、もちろん休憩なしにこ

のままいかせていただきますので、よろしくお願

いいたします。

清水圭子

会日本育成会

0清水氏 清水で、ございます。ただいまのお話の

後で大変つらい立場でございますが、私は全日本

手をつなぐ育成会でこの職業自立啓発事業に基づ

きますピアカウンセリングをやっておる者でござ

います。

話の前に、記11存じとは思いますが、全日本手を

つなぐ育成会の紹介を簡単にさせていただきます。



全日本手をつなぐ育成会は、知的障害をお持ち

の娘さん、息子さんの親たちの当事者団体全国組

織でございます。 47の都道府県と 8の政令指定

都市を正会員として、都道府県政令指定都市育成

会には、学校、施設、市町村単位の会がございま

す。個人の方はこちらにご加入いただくという仕

組みでございます。ここ数年、知的障害を持つご

本人たちの会のメンバーの方も重要な位置を占め

ており、ともに活動を進めております。会員数は

現在約 31万6，000人でごさいます。

まず、当事者団体として、育成会がこれまでど

のように就業問題に取り組んできたのかというこ

とをお話しなければなりませんと思いますが、あ

えて申し上げれば、作業所づくりの運動のように、

地域において知的障害者の就業問題が中心課題に

なったということは残念ながらなかったというふ

うに思います。「なぜか」ということでございます。

それは、就業問題に対する親御さんたちの遠い記

憶、近い思いというのが原しているというふうに

思われます。少し昔にさかのぼりますが、養護学

校教育が義務化される以前は特殊教育、養護学校

教育というのは障害の軽いお方、児童生徒さんし

か教育可能な人というふうにとらえませんで、重

い方は入学することが許されませんでした。そう

なりますと、卒業後の育成の目的というのは、卒

業後は社会の役に立てる、働ける知的障害者をつ

くるということであったように思います。ある部

分の親御さんからは、「おたくのお子さんはいいわ

ねえ、就職なさったんだから」と就職をもってす

べての問題が片づいたように対応をされる。一方、

就職したご本人や親御さんにとっては、当時地域

に見るべき支援もなく、ただ頑張ること、我慢す

ることが働き続けるスキルであるかのように要請

され、それは大変なこ、苦労で、あったと思いますが、

このときの就職することはイコール頑張ること、

我慢することであるという記憶が双方の親御さん

に染みついたというふうに感じられます。

昭和 54年、国において養護学校が義務化され

ました。その結果、育成会長年の悲願でございま

した、どんなに障害の重い子供たちでもようやく

学校の門をくぐることができたわけであります。

しかしながらその帰結として、卒業後はどうする

のか、当然そういう問題が出てまいりました。そ

の結果、各地域では障害の重い人も家庭に逆流さ

せないということがもう緊急中心の命題になりま

して、各地で作業所づくりが取り組まれたわけで

ございます。「育成会は障害の重い人のことばかり

運動するのね」という誤解が生まれます。就職す

ると育成会をやめるという大変残念ながら組織的

な弱点というのも出てまいりましたが、卒業後は、

進路がどのような形態であれ、働くこと、施設で

も働く、企業でも働く、形態がどうであれ働くと

いうことが基本になるわけで、あります。また、働

ける知的障害者をつくるというところから、やは

り熱心な学校の就職をお好みにされる先生の熱心

なご指導。それから、理解ある雇用主の存在。

「やっぱり働きたいよ」、「就職させたいよJという

親御さん。これは伏流水のように強くありました。

その結果、義務化から 4年、育成会は職業と社会

参加に関するセミナーを多くの専門家、支援者の

協力によって立ち上げました。以来、今日の職業

自立啓発事業に至るまで、昭和 62年、障害者の

雇用促進法の成立。雇用率への算定。さらに平成

9年には雇用率改正へとつながった流れがっくり

出されてきてるというふうに考えております。

こうした変還の中で、かつての就業の条件は、

働く能力のあるということでございましたが、現

在は働く意欲があること、働くことが目的なので

はなく働いて自分らしい豊かな生活をつくること、

実現することが目的なのだというふうに大きく変

化してまいりました。障害のある本人たちは、「入

所施設は嫌だJI町で働いて普通に暮らしたいん

だJI自分らしい暮らしがしたいんだ」と主張して

おります。親たちには、しかしながら今もって就

業させることにためらいがございます。報道され

るように、職場での差別、暴力的な虐待、これは

もう新聞を 1カ月来る中に何件か出てまいります。

職場で差別やいじめを受けるのではないか。首に

なったら、失敗したら行き場がない。施設は受け

てくれないだろう。就職させたら親は気苦労が耐

えない、こういったためらいでございます。

全日本育成会では、親たちのこうしたためらい

を軽減あるいは払拭するには、本人たちの就労を

支え、なお生活も支えるシステムがあって、初め

て軽減ないし払拭することができるというふうに

考えてございます。その意味で、各地域に育成会
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が主体となって就労支援の環境づくりを進めるこ

とが重要であると認識し、職業啓発、職業自立啓

発事業に取り組んでいる次第でございます。

次に、職業自立啓発事業の展開でありますが、

2に図を出してございます。 9年度から始まりま

して 12年度、 4年間にわたりまして、まず全日本

育成会の中に就労支援専門委員会というのがござ

います。委員長は昨日からもう顔なじみの関先生

でございます。これは 4つの層に分かれておりま

して、中央就労支援セミナ一、これは就労支援者

の養成講座となっております。次に、地域就労支

援セミナ一、ピアカウンセリング事業、自立啓発

冊子の発行というふうになっておりますが、この

中で最も重視しておりますのは、地域就労支援セ

ミナーでございます。これは2日間にわたって行

われます。毎年6カ所から 7カ所の県あるいは政

令指定都市で開催予定をさせていただいておりま

す。これはそこの育成会に手を挙げていただいて、

そこで、開催するという形でございますが、第一日

目は課長以上の行政機関の責任者をそこの地域の

育成会がお招きする。そして、その中には当然育

成会、それから福祉施設長さん、企業主、企業主

団体の方々をお招きしまして責任者会議というの

を、ネットワーク会議というふうに呼んでおりま

すが、ここで開催をいたします。現在までに 26の

県及び政令指定都市で開催してございます。就労

支援セミナーというのは、翌日働いているご本人

の意見発表を含みまして啓発セミナーを行ってお

るわけでございます。

この就労支援ネットワーク会議でございますが、

ここには全日本の方からこの就労支援専門委員会

も出席させていただくのでございますが、大変バ

トルの場と言ってもいいかもしれません。と申し

ますのは、大変積極的に活発に、今、お話いただ

いた方々のように目をみはるような支援をやって

いらっしゃる地域もある一方で、やはり、「うちは

県民性から働くっていうのを好まないんだよjと

いうような大変雇用チャンスの乏しい地域もござ

います。そうしますと、ここで関先生が、水戸黄

門のように義理も人情もわきまえるではございま

せんが、義理も人情もわきまえて、一体ここはど

うなってるんですかと。おたくの県は障害福祉計

画はどうなってるんですか。学校の先生は進路指

導で、何をやってるんですかというような非常に鋭

い質問を投げかけられて、ぐっとここの雰囲気を

一変させるわけでございます。言われれば答えな

きゃならないというようなことで話が進みまして、

知的障害者の就労を進めるための阻害要因、この

地域では何なんだと。それを克服するにはどうい

う方法があるのか。じゃあ 15年度からの新障害

者計画の方にそれは盛り込んでいかなければなら

ないだろう。こういったことが大変大きな眼目と

なって、この責任者会議はやっておるところでご

ざいます。

3番の地域就労支援セミナーの全国展開でござ

いますが、ただいまも一部お話いたしましたが、

都道府県指定都市育成会の主体的な開催でござい

ます。ここでは、申し上げましたように、地域格

差は意識格差であるというふうに談じて、それで

一生懸命検討をしていただくわけでございます。

地域に、そこの結果は結局、就労支援ネットワー

クの形成をこの会議をきっかけにしてやっていた

だきたいということが結論になります。

2日目の就労支援セミナーの方では、まず働い

ているご本人たちが大変律儀にまじめにご自分の

経験をお話しになります。このことは本当に参加

者の静かな感動を呼んでおります。ご本人たちに

は、自分がそういう発表をすることによって、大

きな場で発表することによって自分たちの新しい

自覚の場となっているように思います。そして、

そういったことを見聞する親たちには、これまで

の就業する、就職させるということについての戸

惑いやためらいを答えを見出す場となっているよ

うに思います。

私はきょうのために、これまで 26地域の地域

就労支援セミナ一、ネットワーク会議が行われた

わけでございますが、去年とおととしゃった県・

政令指定都市の方に大変借越でお聞きにくかった

んですが、その後どうなさってるかを電話調査を

させていただきました。去年とおととしで 12の

県・政令指定都市が地域セミナーを開催なさった

わけですが、大変積極的な反応、それからかすか

な反応ということまで含めまして、プラスこれか

らやっぱり自分たち育成会も主体的にこれをやら

なければいけないというふうにリスポンスしてい

ただいたところが 12地域のうち 6ございました。



もうことしは、例えばあんなに働いてる人、本人、

それから親御さん、支援者の人が集まるとは，思っ

てもいなかったと。予想を大きく上回ったと。こ

のままにしておいたらもったいないからやっぱり

ゃんなきゃっていうふうにお答えいただいたとこ

ろもありますし、それを開催をきっかけとしてハ

ローワーク単位に支援ネットワークをつくって、

育成会もそこに入っていくという非常に積極的に

取り組まれたところまでさまざまでございました

が、とにかく 12のうち 6が反応あり、積極的な

プラス反応ありということを私は大変大きな例で

はないかというふうに思います。

一方ですね、これはその反応ありの方に出てる

わけではございませんが、やはりきのう緊急プロ

で県別の実績が報告されました。あれをあわせて

ご覧いただくとよくわかるのですが、ということ

はわかっちゃうかわからないかわからないんです

が、これはこういうお手紙をいただいたわけです

が、この事業を実施した当初予想したとおり、本

県で、は県民性と過疎の本県って残念ながら何のお

役にも立てなかったと、かなり謙遜してると思う

んですが、しかしながら、就労への取り組みは養

護学校の進路担当教師や施設職員、そしてハロー

ワークの熱意は他県以上に高まっておりますって、

おもしろいですね。っていうお手紙をいただいた

ところもあるわけでございます。

最後に、時聞がございませんので、ピアカウン

セリングの状況はこのようでございます。ピアカ

ウンセリングは、私は常設でございますが、地域

におきましたカウンセラーの方は、そのセミナ一

実施県に単年度配置をなさっているわけでござい

ます。ですが、ピアカウンセラーを置いた結果、

今まで育成会の相談では補足できなかった職業、

就職といったことについての相談が入ってきたと

いうのがピアカウンセラーさんの報告ではっきり

しております。そして、そこにはまさに地域性が

あらわれてる。例えば入所施設をつくるというこ

とが地域の課題というふうになさってきた県とい

うのは幾つもあるわけでございますが、そういう

ところのピアカウンセラーさんは、やはり「本人

が施設から出て働きたい。でも、施設の先生が出

してくれない」というような電話相談が入るわけ

でございます。それから、盛んにやはり雇用チャ

ンスの多いところでは、やはり今の時代でござい

ます。解雇予告もなく「明日から来なくてい い

よjとか、それから残業とか休日とかいきなりや

られる。それから休日もないというような、そう

いった労働関係の相談も入っております。

最後に、ですから私どもは、このピアカウンセ

ラーの方は各県に I名、職業ということを核に据

えながら、なおかつ入ってくるのは全生活問題で

ございますが、そういったピアカウンセラーの配

置がとても大切であるというふうに思い、機会あ

るごとに厚生労働省の方にそういうお話もお伝え

しているところでございます。

今後の課題ということで急ぎまして入らせてい

ただきますが、実際この事業というのは、結局親

の会及び親個々の意識改革であるというふうに思

うのです。これまでのシンポジウムでもお話が出

てましたように、私も幾つかの地域に同席させて

いただきまして思いましたのは、確かに雇用チャ

ンスの乏しい地域というのはあるわけでございま

す。地域によってはしいたけ栽培や果樹栽培、牧

畜といったもの。それから家族就業を主体とする

製造加工業などが知的障害者の主な働き場所、こ

れは言いかえれば伝統的な働き場所といっていい

かもわかりません。そういう地域もあるわけでご

ざいます。こうしたところでは、福祉の制度であ

るショコウヤの就労の仕方。それから作業所にお

ける福祉就労といった形態。雇用就労との境が必

ずしも明確でないことがあるわけでございますが、

こうした状態についても地域の就労支援ネット

ワークカfカバーすることカfできたらということを

切に思います。福祉的就労から企業就労まで移行

するということについては、新しい雇用支援策の

創設によって一貫性が出てきたというふうに思う

のですが、そうした就労形態がこの流れの中にど

のように位置づけられるのかというのが今後の課

題と思います。大変残念ながら、この伝統的なと

ころについては、もちろん理解ある雇用主の方の

もとでということではございますが、今回雇用、

就業ということについては、例えば私どもも労働

諸法、労働基準法、最低賃金法及び雇用保険等

の社会保険の加入を前提とした就業というふうに

考えたいわけでございますが、こういった伝統的

な就業形態のところではなかなかそうもいかない。
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きのうからのご発表でも、何ていうんですか、業

横の達成率というようなことをおっしゃってたわ

けですが、私個人としては、例えば賃金の問題は

基準がはっきりしてればよろしいっていうふうに

思うのですね。ところがそういったこともあいま

いなままショコウヤでのあれなのかなとか、いろ

いろ首をひねるところが多うございます。そういっ

たことを、実態をはっきりさせるという意味でも、

やはり地域の就労支援ネットワークの中でカバー

してくだされば、今はそれが一番近道なのではな

いかなというふうに考えております。

大変雑駁でございますが、以上でございます。

O圏武氏 ありがとうございました。

それでは、続きましてちょっと足早にお願いを

したいと思っており ます。まず、熊本の林田さん、

お願いいたします。

林田美鈴

熊本県障害者雇用促進協会

0林田氏 熊本県障害者雇用促進協会障害者雇用

コーデイネーターの林田と申します。昨年、熊本

の障害者職業センター主催のフ ァーラムで、関先

生の講演をお聞きしたのがご縁でこうして勉強会

の機械を頂き大変うれしく思っております。どう

ぞよろしくお願いします。

まず、私ども「障害者雇用コーデイネート事業J
について説明させて頂きます。大会抄録集レジ‘ユ

メの方に書かせて頂きましたが、設置が熊本県

(労働雇用謀雇用対ー策室)の単独補助事業でその

実施を熊本県障害者雇用促進協会に委託し、配置

先が公共職業安定所(ー名は協会に配置)になっ

ております。平成 4年度からこの事業がスタート

し、最初は l名、次年度に 2名、平成 9年度から

4名体制となりました。この事業が始まった背景

には障害をお持ちの方が手11援を申請される数に対

し、公共職業安定所でのいわゆる求職登録票の制

合がほかに比べて低いという状況がありました。

又、「陣:害をお持ちの方々の就労支援は就労だけ

でなく生活全般を支える様々な期間が関わってい

く必要があるJということが確認でき、そういう

機関と機関、あるいは機関とご本人をつなぐ「情

渡し」の人間をつくろうということで発足に至り

ました。

活動内容に関しては大会抄録集レジュメの事業概

要項 !~) に書きましたが、 具体的な実践につい

てお伝えします。まず、一番特徴的なのは、全国

的にも非常に珍しいかと思いますが、熊本県、熊

本県障害者雇用促進協会、熊本労働局という 3つ

の機関にまたがって属しているという点です。

様々な機関(行政、福祉施設、医療機関、事業所

等)にアプローチしやすい利点がある反面、どこ

かに属しているような、いないような、感覚的に

根無し草的な活動と感じることもあります。そう

いう意味で言うとなかなか孤独な仕事で、す。さて

先にも述べましたように、現在私は安定所の中に

デスクをもらい、そこを拠点に活動しています。

皆さんお仕事柄安定所に行かれることが多いと思

いますが、安定所の障害者担当官との関係はいか

がでしょうか ・・・?実はここが私共が安定所に

おかれている一番のメリッ トだと考えております。

正直に申しまして私共は安定所の方々と仲良くし

ていかないと非常に「居づらいJと言う事実があ

ります。担当官とは、お互いの専門性や役割を認

め合った上で協力していかなければ、利用者の

方々に支援ができません。安定所の方々は大抵 2

年から 3年で異動され、ましてや、障害をお持ち

の方々と出会ったことが少なかったり障害のこと

や福祉のことには携わったことが全くない方が、

いきなりその日から就労相談という形を取るわけ

ですので、かなり大変なところがあって、そうい

う点で、私共とお互いに補い合えるということが

メリットではないかと思います。又、安定所での

求人や事業所、労働行政上の制度等の情報を即時

手にすることができるのも安定所常駐の強みです。

しかしその反町、安定所では「就労意欲があって、

なおかっその能力を有する者jというのがお客様

の定義としてあるようですので、そういう意味で

言うと、私共の利用者の方々は、もう少し準備が

要るとか、何らかの謀題がある方が多いので、安

定所の中でいろんな相談をじっくり落ち着いて行

いにくい場合があるのも事実です。そういう場合

は、自宅をお訪ねしたり、別の場所で面援を行っ

ています。

次に大会抄録集レジ‘ユメに書き ました 12年度



状況ですが、これは、昨年度私の担当した県南地

区での数字ですので、全体では4人おりますので、

単純に言って数字的には4倍という状況になりま

す。私が担当する地域は、 3市 11町 12村、人口

約 30万人で自然に恵まれた所ではありますが、公

共交通機関が非常に乏しく、事業所も多くはあり

ません。又、熊本県自体が、福祉的にハード面、

ソフト面共に「遅れているJと評されることも少

なくありません。そのような状況、社会資源の乏

しい中で「知恵と後は自分の身一つ」 という、ど

この機関もそうだと思いますが、そういう活動を

されている関係機関、関係者と「つながっていくJ
ということが、私共にとって、利用者の方々との

相談業務と同じくらい大切な仕事です。私共コー

デイネーターは独自の事業とか実習制度とか法的

な就労支援のシステムを持っておりません。従っ

て、他の機関、例えば安定所の制度(各種助成

金、職場適応訓練、訓練校利用等・・・)障害者

職業センターの制度(職業評価、準備訓練、職域

等)保健所の通 1μ¥昨年度何度か使わせても

らったのですが、保育園、法人施設での就労の際

の「措置費特別加算費」リストラされた方々が緊

急に施設利用できる、いわゆる「リストラ枠J制

度、ヘルパー制度、職親制度等、とにかくありと

あらゆる社会資源、社会制度を利用者の方々の

ニーズに合わせてタイムリーかつスピーデイーに

各機関に対応してもらい利用できる体制、関係作

りが私共コーデイネーターの存在所以だと自分に

言い聞かせて関係機関回りを続けております

実践における課題については、大会抄録集レ

ジ、ユメの最後に書かせていただきましたが、この

分科会での「繋ぐJ~ネットワーカーとして~と
いうテーマを少し考えてみたいと思います。私共

コーデイネーターも年々様々な行政機関から、 O
O連絡会議、 00協議会など呼ばれる事が多くな

りました。そういうところで、即具体的に利用者

の方々の支援につながるような情報交換とかは難

しいと思いますが、そこに集まる人たちが「関わ

るべき人々Jであるとお互いに表明し、各々の専

門性を確認でき、なおかつネットワークを意識で

きる機会であるので、私共も積極的に参加してお

ります。しかし、私共の毎日の実践の中では 10

Oさんの事で00の機関と話がしたいJ100さ

んの事で今すぐ対応してもらいたい」という時に、

例えば電話 l本で日程調整をして実践してもらえ

る「人間関係J1人脈作りjが非常に大事になっ

ていますので、そういう事をかなり意識して動い

ております。先日も、てんかんをお持ちの男性の

就労ということで、障害開示をして事業所面接同

行の段階で、通院している病院のワーカーに連絡

し、てんかんについての専門的な説明、あるいは、

もし調子が悪くなった時はすぐに病院が対応でき

ると伝えて欲しいと依頼しました。そしてワー

カーの同行、説明を得て、事業所の不安、心配を

軽減することができ、めでたく就職が決まりまし

た。

このように、様々な機関、事業所等を回って話

をして、実際に動いていく中で、お互いに何が専

門なのか、個々は何をやってくれるのか等を確認

して、利用者個々のニーズに見合った関係機関が、

その方の情報を同じように共有することが大切だ

と思います。そのために、こまめに連絡したり、

定着支援に出かけたときには、その時の状況を伝

えるようにしております。乱暴な言い方をすれば、

「利用者の方々の就労支援の土俵に関係機関をい

かに乗せるかjという下心を持って、いろんな所

を渡り歩いております。従って、私自身にとって

は、ネットワークとかそういうシステムは、支援

の中で初めて機能する、つくられる、血が通うと

いうのが実感です。

この分科会のテーマ「紡ぐjという言葉はとて

も優しく美しい響きですが、日々の自分の活動を

思い返すと、穴があいている所を繕ったり、こち

らの生地とあちらの生地を一生懸命縫い合わせた

り・・・地域の中で、一人ごそごそうごめいてい

るイメージなので、少し面映ゆい気分ですが、研

修に参加されておられる皆さん、この分科会で発

表される皆さんと同じ「ネットワーカーなのだ」

という自負と自覚を持って、今後も前向きに活動

していきたいと改めて思っております。

0園武氏 ありがとうご、さ守いました。私自身、熊

本と久留米といって本当に近いところなんですが、

まさかこんな逸材がいようとは、まさかそれもう

んたらかんたら協会の人なんてって、いやいや、

そういうことはないです。私も関先生と同じでい

ろんなところと仲良くやりたいタイプなので、こ
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れ以上l押しませんが。

それでは次に、よろしくお願いします。

古 川直樹

兵庫県立総合リハビリテー ショ

ンセンター

0古川氏 1. はじめに

私は、これまでの先生方の利用者を中心に置い

たネットワーク実践論ではなく、かなり机上論か

もわかりませんが、利用者中心のネットワークが

より機能するために、あるいはそれが全くない地

域にどうやってつくっていくのか。それはある種

公的責任としてやっていかなきゃいけないだろう

という悦点から、県単で運営している職業能力開

発施設の説明と、その施設の役割として行政を動

かして模索しはじめた兵庫県の障害者雇用就業支

援ネッ トワークという検討事業の中間報告をさせ

ていただきます。

2.兵庫県の特徴

兵庫県は本州の両端を除け凶唯一円本海側と太

平洋側が面してるところです。南部に工業地帯、

その他、過疎地帯やj魚、村ーがあったり離島があった

りということで、日本のいわば縮図のような県で

す。就労支援の社会資源は、姫路と加古川に障害

者雇用支援センターが、神戸と伊丹に就労支援セ

ンターがあり、それぞれに非常に素晴らしい地域

のネッ トワー クがあります。ただ、棋のつながり

は個々人としては部分的にありますけども組織的

ではありません。特に阪神間はいろんな福祉的な

おもしろい取り組みをしてるんですが、労働と術

祉の連携が今 ー歩うまくいってないという感があ

ります。それ以上に問題なのは、南部にしか資源

らしい資源がなく地域格差は非常に大きいという

ことです。

3.兵庫県の就労支援の自慢

自臼副"慢|

とどごんな訓練でも受けれる]職蹴業能力開発施設を県単

で運営営，してきたんです。これは総合リハビリテー

ションセンタ ーの一画にある能力開発センターの

2階にあります。 l階は身体障害者更生相談所と

身体障害者授産施設です。3階が障害者職業セン

ターです。所管は障害福祉課で、運営は兵庫県社

会福祉事業団がやっています。私も社会福祉事業

団の職員です。県単設置運営は、多くのメリット

があります。定員がない施設です。いつでも利用

できます。試験がありません、誰でも利用できま

す。手11長を持つてなくてもよろしいですし、障害

区分もなし、。今でこそ一つのトレンドなんですが、

それを11日平11S2年からやってきたっていうのが一つ

の自慢話ですね。二重措置になりませんので、福

祉施設に在籍しながら、この施設で職能訓練を受

けるとか、養護学校の在校生の利用とか、病院に

入院している 、例えば精神病院に入院しながら

通ってきておられる方もいらっしゃいます。ここ

では、特定の科目の訓練をするわけではなくて、

その人のやりたいこと 、あるいはその人の謀題を

解決するための訓練をやっています。利用の申込

は、本人からすることもできますが、多くはj蹴安

や学校ルートです。ここでの評価は職業センター

の評価と違って 5日間から lカ月ぐらいかけてお

こないます。また、評価をするだけではなく 、働

く場所を見つけるまで(それは一般就労だけでは

なく福祉的就労も含めてですが)訓練をします。

従って、この施設で訓練を受ければ在宅という進

路はありません。ちなみに本年 4月から 10月末

までで、 一般就労に 16人、福祉的就労に 5人移

行してます。平成 12年度の利用者は 400人です

が、そのうちの半分以上が養護学校の在校生です。

県内の大半の養護学校からの利用があります。遠

方の方は一時宿泊施設に泊まりながら 5日間作業

体験を通した職能評1illiして、残された教育期間で

どんな目標を立てた らよいのかといった報告書を

学校にお返ししています。教育分野とは開設以来

こういう 31~で連携をと っています。

この施設が果たしている役割は、まず、いつで

も誰でも受け入れ、現行法のすき聞を埋めるとと

もに、必ずどこかで働くという方向づけをし、在

宅の状態を解消しています。それから他機関の利

用期間の制限等の限界をカバーすると いうのがあ

ります。例えば職業センターのワークトレーニン

クー社で、すね、あれは 8週間です。8週間過ぎて就

職できなかったらおしまいですね。それからいろ

んなところに就労支援センターとか雇用支援セン

ターとかできてきてますが、そういうのが制度化

されると、 一定の訓練期間が設定されますので、



それを過ぎるとまた在宅に戻らざるを得なくなり

ます。そういう人の受け皿ですね。また、試験も

しませんから、例えば能開校を受検した、不合格

になった、あるいは能開校を卒業した、でも行く

ところがないという人が必ず出てきますので、そ

ういう人を一手に受けているというところです。

自慢の 2なんですが、兵庫労働局の自慢です。

私がするのもおかしいですが、兵庫方式というの

を使ってかなり精力的にやっておられます。兵庫

方式と明確に何か記載されているわけじゃないん

ですが、職業安定所が就労支援のすべての中心に

あり、ここが振り分け機関みたいな役割をしてま

す。働きたいという人はとにかく職安に行く。職

業センターとかに行くんじゃないんですね。職安

の方で、この人は就職できそうと判断したら企業

へ持っていくし、訓練が必要だ、ったら能開校とか

雇用支援センターとかに持っていくと。あげくは

授産施設まで持っていくわけです。ただ、この状

態っていうのはいつまでももたないんですね。お

客さんが少ないときはこれがもつんですが。同じ

兵庫県の中の職安においても、例えば神戸の中央

にある職安なんかは施設からどんどん求職者が来

ますから、もうこの形態はとってません。来たら

職安の担当者が福祉施設の職員に職場開拓の方法

などを指導してます。そのような形に変わってき

てます。

それと、最近企業の方から職安ではなく、直に私

どものところとかに、求人の情報が入ってきます。

例えば猫のマークの宅急便屋さんなんかは、職安

がアプローチかけてたにもかかわらず私どもの方

に話が来て、こちらでコーデイネートしちゃった

もんですから、ちょっと職安ともめたんですが、一

挙に 5人も就職できたとか、そんなような話が舞

い込んでくるようになってきて、見直しをかけな

いといけないだろうなと思ってます。

4.兵庫県の就労支援の課題と改善に向けた模索

自慢話はこれくらいにしておいて、とにかく兵

庫県は広いので地域格差が極端に大きいという課

題を抱えています。いくつかの地域にネットワー

クもあるにはあるが、それぞれがその限界も感じ

ています。例えば労働組合との連携が言われてい

ると思いますが、一地域が地方本部と関係は持ち

にくい。かといって地区労も本部の指導の中でし

か動きつ守らい。そういうことから、本部を取り込

める広域のネットワークの必要性っていうのがあ

るんですね。これは労働組合本部の方からも言わ

れております。

話は変わりますが、最近、私の所属している社

会福祉事業団に対する風当たりは非常に強いもの

があります。地域格差を是正する中核機能の発揮

こそが県立社会福祉事業団の役割だと思ってます。

それを目指して私は個人的な動きを始めました。

その際の心得としては、①とにかく情報収集をす

ること。いろんなところへ顔を出しますと情報が

いろいろ得られます。②それを得るとすぐ行動を

起こすこと。③ここが大事だと思うんですが、そ

れでトップの信頼を得ること。大阪の障害者雇用

支援ネットワークにうちのトップを連れても行き

ました。するとそのトップはセンターの幹部会議

で「兵庫県でもネットワークをつくらないかん」

というようなことを言ってくれました。④それと

大事なのが情報を発信するということです。これ

はおいしい話を独占しないということです。先ほ

どの猫のマークの求人なんかですね。そういうも

のをどんどん他の施設に提供すること。自分とこ

だけに取り込まないというようなことですね。⑤

それから経営者団体の会合に積極的に参加するこ

と。例えば中小企業家同友会の会合に参加する

と、ホテルのパーティーなんかの壇上に上げて紹

介してくれるんですね。それで2千人ぐらい来て

いる企業の方と名刺交換できるとかそんなことが

あります。その後、私の動きを認めて下さったセ

ンターのトップと一緒に労働省や日経連とかいろ

んなところへ行かせてもらい組織的な動きにした

うえで行政へアタックをかけていきました。同友

会や連合と交流会をしたり、連合の人を連れて

いって経営者協会で緊急安定雇用プロジ、エクトを

一緒にやりましようと連携を呼びかけたり、突き

進んできました。それで兵庫県障害者雇用支援

ネットワーク構築に向けて、 12年4月に準備会を

雇用支援センター、職業センターはじめ 6つの機

関で開催しました。ここでは①個別の支援ネット

ワークのないところをどう育成するのか。それか

ら共通的に抱えている課題をどう解決するのかと

いうことをテーマとしたネットワークをつくって

いくこと。②いろんな関係団体を巻き込んで総合
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連携に向けた結成機能の発揮をする役割を果たす

こと。③政策提言 をやっていくこと。④離職によ

る在宅生活の解消をすすめること。⑤地域差の是

正をしようということを目的としました。そして

5月に第 l回目の会合を開催しました。一施設が

呼びかけた割には経営者協会、連合兵庫、労働局

はじめ 2S機関 33人も集まってくれました。とこ

ろが先ほどのような話を具体的にしはじめると、

それぞれの思惑があって意見集約ができませんで

した。それで一施設の取り組みから行政のテーブ

ルに乗せる方向で軌道修正し、県の障害者の雇用

対策を担当する産業労働部仕事対策課の平成 13

年度新規事業につな ぎました。

S.兵庫県障害者雇用・就業支援ネットワーク

何で今さら行政なのかということなんですが、

午前中の依田さんの話でもありましたように、地

方労働局ができて、雇用対策法に今までは国の条

項しかなかったのが、地方公共団体の役割ってい

うのが初めて打ち出される中で、都道府県は、雇

用は国の責任だと言えなくなり ました。ところが、

今まで県の中で障害者の雇用のことをやつてた職

業安定諮税(つていうのはみんな労働局に行つてしま

いましたので

よくわカか、らない状態です。でも、何かしなき ゃい

けない。そうすると、私みたいな動きをしてきた

のが、ちょうどそのおいしいえさみたいなもんで

パッと食いついてくれるわけです。だからこの検

討委員のメンバーも私の方に誰がよいか聞いてき

たんで、この人、この人がいいで、しょう っていう

こと で、夜、が最初に呼びかけたのと同じような人

たちになってます。行政の方は、障害福祉課と仕

事対策課が出ています。県庁のエレベーターホー

ルを挟んで同じ階に両諜ともあるんですが、私ら

が訪ねて行っていろいろ話して、初めてお互いが

同 じ階にあったということを知った、初めて謀長

同士が名刺交換したというよう な状態で、私のよ

うな者でも結節機能を果たせたなと、個人的には

満足したことを覚えています。この検討会での結

論はまだ出てい ませんが、一つの方向性として①

県域のネッ トワー クとそれと リンクする形で障害

ネffitil::保健県域 10カ所に地域ネットワークをつく

る。②事務局 を私が属している総合リハビリテー

ションセンタ ーが担う。これはなぜかと言ったら、

医療とか健康とか工学とかさまざまな支援をでき

る、いわゆる総合施設だからです。地域で職業生

活を支えるときに様々な困難が出てきますが、こ

の機能をうまくコーデイネー卜して、例えば医療

の問題なんか非常に大きいです。ちゃんとみてく

れる医者が少ないとか、授産施設に入っているが

だんだん身体機能が低下して きて意欲も喪失して

きたとか。そういうときに うちの病院へ来てです

ね、医者の診断を受けてもらって、体育館で健康

維持のプログラムをっくり指導する ような活動を

やっております。そういう形で地域でここの機

能っていうのをうまく使えるようにしたいと思い

ます。ただ、それだけではだめなんで、要ーするに

何 をするかっていうのは事業がなければ成り 立ち

ません。幸い検討委員会の中に企業の方が2杜

入っておられますので、その人たちが強く意見を

言っていただいてるのが職場実習です。いつでも

誰でもどこでも できる職場実習のシス テムを各地

域にっくり 出 していく ことをネ ットワークのイ宝に

しようと考えています。それに、職業センターと

の連携の中でジョブコ ーチ制度をどうかませてい

けるかを検討しています。以上まだ検討途中です

のでどうなるかわかり ませんが、今の兵庫県の現

状を報告させていただき ました。

0国武氏 ありがとうございました。何か古川さ

んはまだあきらめてないらしいというように私は

ちょっと感じて、それも楽しいかなと思いました。

最後になりましたが、お待たせいたし ました。

川崎市の大山さん、お願いいたします。

大山 勉

川崎市リハビリ 医療センタ ー

0大山氏 最初に、私の勤務する川111奇市リハビリ

テーション医療センター(以下 リハセンター)の

就労支援の方法を紹介して、次に本題の連携と

ネットワーク、それから機関の専門性といったこ

とを紹介したいと思います。

私の勤務する リハセンターは、1971年、ちょう

ど30年前に我が国初の精神科リハビリテー ショ

ンセンターとして開設されましたO 医療、住居、

就労を 3つの大きな柱としてプログラムを提供し



てきました。具体的には、精神科デイケアの通所

のプログラム，入所の部門として精神科の病棟、

援護寮があり，そして私の所属する就労支援の部

門と、重装備なリハビリテーションセンターとい

うことができます。

開設以来、精神障害者の就労支援に積極的に取り

組んでおりまして、主に通所のプログラムであり

ます精神科デイケアに続く、施設外作業訓練、就

労ゼミ，保護就労といった利用者の段階に応じた

プログラムを提供してきました。

最初に紹介するのは、施設外作業訓練というプ

ログラムですが、今、ほかの施設では集団アルバ

イトと呼んでいるところもあります。これには 3

つの特徴があります。一つは、賃金をもらいなが

ら体験就労ができると。二つ目は、期間限定、例

えば2週間とか3週間程度の期間限定型の集中プ

ログラムであるということですね。三つ目は、複

数のメンバーで働き、職員も必ず同伴してジョブ

コーチをしながら実施するということです。実際

の職場で仲間や職員と一緒に仕事をしてみて、自

分がどれぐらいできるのかということを確かめる

場となります。これまでの職業評価といいますと、

一方的に職員が評価をしてしまって、欠点探しと

いう面もありましたが、このプログラムのは、自

分でやってみてどうだ、ったのかとの自己評価を大

切にし，職員と利用者が評価の突き合わせをして、

どういった仕事が向いているのであろうかなど，

現実に合った仕事探しをする材料とすることがで

きます。今朝の基調講演をされた依田さんの話に

よりますと、施設外授産が厚生労働省で今年度予

算化されていると聞きましたが、川崎のセンター

では 30年前からやっています。そういったことは

効果があるんだということを，私たちは早い時期

からもっと強く提言しなくてはいけなかったんだ

と，反省しています。次に就労ゼミというプログ

ラムを施設外作業訓練に続きやっています。リハ

センターの開設後、数年たってスタートしました。

履歴書の書き方、例えばブランクが長い方が履歴

書をどう書くかっていうのは精神障害の方にとっ

て大きな問題ですよね。話し合いをしながら，実

際に履歴書を書き上げてみるとか、職業安定所に

実際に訪れて利用の仕方を覚えます。企業の人に

きてもらい，職場でどんなことが要求されて求め

られているのかの話してもらったりもしています。

次に保護就労のフ。ログラムですが、利用者は職

場に障害を開示し、センター職員が本人と職場に

支援するという方法で、やっています。その人の障

害の特性や、長所など事前に話しています。仕事

を長く続けることを考えると、こんな不利な点も

ありますが困ったときはこちらが援助するという

ことを最初にお伝えしています。職場の方へも必

要なときにはいつでも支援ができるという関係に

しています。

私たちの支援は就労を継続することに力点を置

いますが、精神障害の方の場合、特に初期の緊張

が高い方が多いですね。実力はあるのに主観的な

障害の部分で、自分はだめだ、と思ってしまって自

分で身をヲ|いてしまうことが、勤務を始めて 1カ

月ぐらいまではしばしばみられますので、職員が

同伴し働くなど初期の段階にはかなり濃厚なケア

をしています。その後は次第に支援を減していく

のですが、またちょっと危ないなっていう信号が

あったときには、集中的に介入するっていうこと

をしています。

就労継続の調査をしたら、 l年以上続いた人が

半数以上いました。 10年以上就労を継続した方

も大勢いました。障害の重い方も継続した支援が

あれば、仕事はかなり長期で続けられる方が多い

ということがわかりました。

次に、ネットワークとか連携についてお話した

いと思います。 30年前にリハセンターができたと

きには、地域の資源が作業所や病院のデイケアだ

とかがほとんどない時代でした。先ほど紹介した

ように、重装備なリハビリセンターであったって

いうこともあり、病院を退院されたあとのケアは、

ほとんど施設中で完結した型でなされていたとい

う実態がありました。

リハセンター開設後十数年たったころから、各

地域に作業所やグループホームなどができ始め、

病院には精神科のデイケアが開設され、地域でリ

ハビリテーションを行うということが可能となる

資源も増え、リハビリセンターの中で施設型では

なく、本人のニーズに応じた地域型のリハビリセ

ンターに変えていこう、という話し合いを数年前

から始めまして、就労支援の対象をこれまでのリ

ハビリセンターの利用者だけでなく，市内の精神
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障害の方ならだれでも利用できるということに変

更しました。今年から試行を始めたところです。

これまで施設内完結型でやっているときには連携

をしなくても施設内で全部できたのですが、今後

は連携をきちんとしていかないと結局利用者のた

めにならないということがありまして、連携の観

点を強く持つようになりました。

連携を三つのレベルで考えてみました。 1つは，

就労支援の対象となる精神障害の方が日ごろ利用

している地域作業所や病院デイケアとの連携です。

2つ目が，就労支援機関同士の連携とネットワー

ク，そして3つ目としては、事業主との連携です。

作業所や病院デイケアとの連携について。就労支

援の依頼があっても，本人の状況を面接やテスト

の結果からだけで知るということは、限界がある

と思います。実際どんなところで生活をしている

のかを、全体的に理解して初めてその人を支援し

ていくことができるのだと思います。川崎の例で

は，作業所や病院のデイケアに出向き、そこで職

員同士のつながりができることから、「就労希望し

ている人がいるんだけど」と話が始まり、今まで

センターの中だけで行われていた施設外作業訓練

や就労ゼミのプログラムに、作業所や病院のデイ

ケアの方が利用するというような形になってきて、

一つの大きなパイプが地域の施設との問で，作ら

れてきたと思っています。こうした連携ができて

くると，足りない資源については作っていこうと

いう動きも始まります。川崎の北部の地域には施

設外作業訓練の場や保護就労の場がなかったもの

ですから、「おためしプロジ、エクト」なるものを立

ち上げて場を確保して就労体験場面を 3カ月間施

行したりしてみたこともありました。この連携か

ら，各施設が連携して川崎市の行政担当部門に対

して、新しい施設の設立を要望する働きかけがで

きるのではないかと思っているところです。

次は、就労援助機関同士の連携です。これまで

リハセンターでは、あまり他の施設と連携して就

労支援をしたことはありませんでした。十数年前

に私がデイケアの職員であったときに、神奈川デ

イケア連絡会を発足させることに携わったのです

が、連絡会ができて良かったと思うのは、一つの

施設の中だけで悩んでいたり解決できないことが

あったとき、そのことを連絡会で話題にするうち

に、早めの解決ができるようになったことです。

連携を通じてお互いがレベルアップするわけです。

就労支援についても、昨年から神奈川の精神障害

者の就労支援機関が連絡会を作りました。私のセ

ンターでは，企業開拓がこの l年、 2年滞ってい

てうまくいってなかったのですが、神奈川のほか

の施設から、こういうふうにやってみたらとかい

ろんなアドバイスを受けたりして、その後連続し

て開拓できた、そんなこともありました。今の連

絡会はあまりフォーマルな感じではなく比較的本

音で話せる場なのですが、やはり業務の一環とい

う制約もあり、その中の有志で土曜日とか日曜日

に自由な勉強会をやろうという話になり、プライ

ベートの方の勉強会もスタートしました。イン

フォーマルの良い点は、時間をたっぷりかけて何

でも話せるということ、自由にいろんな人が呼べ

るっていうことです。さらに意義深いことがやれ

ると感じています。

3つ目の事業主との連携です。先程の発表を聞

いていて、私たちのセシターで一番欠けていると

感じました。日常的に職場訪問をしているので，

何かあったらすぐに介入できるという，個別の信

頼関係のパイプは作っていますが，経営者の団体

だとか商店街などと組織的な連携がつくれるって

いうことが大切だなと感じました。今後の課題に

したいと思います。

追加となりますが、実践の現場と研究の連携を

考えてみたいと思います。これまで私はそこには

大きな隔たりがあるのではないかと、感じていま

した。しかし利用者のためにより良いものを提供

するという視点にお互いに立つと、これまでの実

践をきちんと評価し，新しいものを計画していく

には，やっぱり実践者だけで研究するには限界が

あります。まして研究者だけでは，できるはずも

ないと思います。研究者に失礼かもしれません

が・・・実践と研究がうまく組むことで，良いシ

ステム作りはやっていけるのではないかと，少し

希望を持ち始めているところです。

各機関で考え方やアプローチも違うので、その

温度差が嫌だなと思うときもありましたが、考え

方やアプローチが違うといつのは、利用者にとっ

てそれだけ選択肢があるということでもあると考

えますと、これらがうまくスクラムを組めばいい



んだという、そんなふうに思えるようになり、そ

のスクラムが大切なのだと感じています。

まとめとなりますが、連携の始めはお互いに人

と人であると思います。機関の連携と言ってもそ

れを担うのは人なのですから、お互いをよく知る

こと、相手機関の機能をよく知ることで、人と人

との信頼関係を基本としたパイプを作ることが大

切だと思います。専門機関は、だれを対象にして

いるか、どの段階を担っているか、それにより方

法論も規定されているという面があり、支援とか

ケアがどうしても，行政で言えば縦割り、支援で

も縦割りになってしまという欠点があります。専

門機関の従事者として大切なことは、本来持って

いる機関の職務をきちんと果たすということに加

え、利用者を中心にした立場に立ち、利用者に必

要な支援とケアが包括性であるかどうか、連続性

を持っているか、その 2つの視点をしっかりと持

ち、足りない分は築き上げた強力な連携とネット

ワークを用いて、ケアの溝に落ちることのない，

トータルなケアをしていくことではないかと考え

ています。

以上です。ありがとうございました。

0園武氏長時間、会場の皆様も、そしてシンポ

ジストの先生方も本当にありがとうございました。

今までお聞きしていただいてですね、非常にや

はりそれぞ、れがっていうのを皆さん感じられたん

じゃないかなと思います。私も昨日からのこの総

合リハ大会に出席をさせていただいて、今朝がた

の皆さんのお話しとか聞かせていただいてですね、

すごいなとは思うんだけれども、じゃあうちでで

きるのかなというのを考えると、いろいろやっぱ

り条件も違うし土地柄も違うしっていうところが

絶対出てくると思うんですね。それで、じゃあ私

たちは今日は何を持って帰るんだろうか、地元に

何を持って帰るんでしょうかっていうのを思った

ときに、やっぱり私はちょっと原点に帰りたいな

というのを思ったんですね。きょうは特に、そう

ですね、北山さん、それから菅さん、大槻さん、

みんな言うてはったのかなと思ったんですけど、

「人だ」っていうのを何か叫んではったような気は

するんですけども、ここでね、じゃあちょっとこ

の点に返って皆さんにもう一回、シンポジストの

先生に質問をして、まずこの会場の私たちは、多

分私が期待するところにおける皆さんそれぞれが

ですね、地域に帰って、ちょっとネットワークを

やってみょうかなと思ってたりとか、動かしてみ

ょうかなと思ってたりとか、必要かなって思って

るんだけれども、じゃあそのネットワークをつく

る人をどう発見するのかとか、どうやるのかとか、

またどう育てるのかとか、あとは自分がなると腹

を決めるのかどうかとか、多分そこら辺で一番何

か悩みが深くなるんじゃないかなっていうのを思

います。この点についてちょっとお一人ずつです

ね、一言、これだ、っていうような決めを言ってい

ただきたいなと思うんですけれども、もう一度言

いますが、ネットワークを動かす人、その必要を

感じる人、それになるポイントみたいなものは一

体何なんでしょうか、ということでよろしいでしょ

うか。お一言ずつ。それから、まず逆からいかせ

ていただこうかと思いますので、大山さん、よろ

しいでしょうか。

0大山氏最初に、利用者が必要としているプロ

グラム、資源は何なのかとか。この人は何が必要

なのかを理解するということが最初にあると思い

ます。本当に必要としていることは今何なのかを

幅広い見地から理解すると、自分の機関だけでは

応えきれないことがたくさんあるわけです。そこ

で連携が必要と言うことになります。すでにパイ

プができていれば良いのですが、ない場合は働き

かけをしてパイフ。を{乍っていくことカf必要となり

ます。利用者の立場に立ち、自分のできる部分的

な援助だけではなく、包括的で連続性のある支援

をしたいと考えることができること、そういう姿

勢を持つことができる人であれば、いつでもパイ

プは作られるのではないかと思います。そのパイ

プが自然にネットワークになっていくのではない

かと考えています。

0園武氏 ありがとうございました。

続いて、古川さん、いかがでしょうか。

0古川氏 多分私が「人」という意味では一番縁

遠いところにいると思います。人だ人だと言われ

ると確かにそうなんですが、多分ここにいらっ

しゃる人たちっていうのは利用者中心という思い

を持っておられるんでしょうけども、往々にして

思いを持てない状況、例えば施設の職員なんかを

してると、なかなかそういう思いに至らない状況
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があったりします。それを個人の質の問題として

片付けるのではなく、教育の問題としてどう状況

整備をしていくのかが問われなければならないと

思います。また、私どもの施設なんかでも、その

中で職能評価とか訓練だけやっていたら、今、何

が求められているかわからなかったりします。そ

れが、職場実習先を探すということで企業の方々

と出来るだけ多く接する機会を与えるとか、自分

たちの世界と違う人たちと接することによって見

えてくるところがあります。昨日からの話題の中

でも、企業側からはとにかくある種の職業能力の

高まりっていうのを求められてるわけですね。そ

ういうことで、どういうことを実際の企業なり地

域なりが求めてるのかということを、その支援す

る方が感じ取らないと、本当の意味での利用者の

方に立てないんだろうなとは思うんです。だから、

そういう機会をどれだけ持てるのか、あるいはそ

ういう機会をどれだけ無理やりにでも施設側ある

いは管理職なりがっくり出していくのかという視

点が重要かと思います。そこにおいて初めて人が

育っていくのかなとは思います。

0司会者 難しい問題ですもんね。ありがとうご

ざいます。

林田さんはいかがですか。

0林田氏 人を育てるとかそういうおこがましい

ところで考えられないんですけど、自分がやって

て、この間もそうだったんですけれども、ある利

用者の方が通勤寮の入寮の手続きのためにある村

に行ってその担当者は4月から代わってた方だ、っ

たので挨拶に行きがてら同行したときに、その方

が「通勤寮って何ですかJっていうところから始

まって、そういうその窓口の方とどうつながって

いくかっていうのはもの凄く、本当を言うと難儀

なことですが、めげすに共感するっていう作業を

繰り返すことでしかお互いを認め合えないと思う

ので、そういうことを根気よくやっていくことが

必要だと思います。

それともう一つは、関係機関の方に障害をお持

ちの利用者の方々が就職していく可能性、力を

持っているんだというのを私たちが伝え続ける。

社会情勢的にも地域的にもきびしいところでも

やっぱり就職して自立生活を送っていらっしゃる

方がいるんだ‘っていう、その利用者の方々の可能

性を自分が信じて伝えていくっていうことが就労

支援にかかわる者として大切なんじゃないかと感

じています。

0園武氏 ありがとうございました。

清水さん、育成会のね、お母さんたちはね、一

番ご本人に対して向き合ってきたと思うんです。

なのに何であんなご報告のような前段だったの

かっていうところとか、私はすごく興味があって、

向き合えてるだけじゃどうもだめらしいというの

は何かとっても清水さんが言っていただいたよう

な気がしたんですけども。

0清水氏私は、やはり知的障害をお持ちのご本

人にとってはね、ネットワークの重要性はもちろ

んそういうことなんですが、実際は本当に寄り

添ってくださる方がいるっていうふうに思うんで

すね。それが、だからネットワークの中に包み込

まれてる方であれば、これはもう最高ということ

になるわけですが、私どもの当事者団体として考

えますとね、今、国竹さんがご指摘のように、就

労問題っていうのはやはり本気で信じられないと

いうところがあるわけですね。皆さん本当にすば

らしい、今時点の新しい試みをお話しくださって、

すごいことになってるんだって私も思いましたが、

実際には障害が重くでも就業できるっていう話は

ね、本当かなっていうふうに7分、 8分ぐらいやっ

ぱり疑わざるを得ないというところがあると思い

ます。ですから、そういうことも含めて、就労の

環境が大きく変わっているというところの事実認

識を含めて、当事者団体としては意識改革をやっ

ぱり積極的に進めなければいけないというふうに

思いました。

一方ここにいらっしゃる支援者の方々にお願い

したいのは、そのようにこれまで育成会というの

は就業ということに大変弱い体質というか、あっ

たわけですけれども、そういうことをあきらめず

にですね、地域の育成会に就労について、ネット

ワークも含めてですね、フレンドリーなパートナー

としていつもいつも呼びかけていただきたい。育

成会っていうと何か地域の方、特に行政機関の方

とみんなI要カ守|けちゃうような、「ああ、さようで

ございますか」みたいなそういう儀礼的な対応を

なさることも間々あるわけですが、本当にフレン

ドリーなパートナーとして地域の中の一つのそう



いう布を織る際の一本の糸の中に加えていただい

て、あきらめずに働きかけていただきたいという

のがお願いでございます。動いていれば一輪車で

も倒れないわけでございまして、やがては皆さん

とご一緒の方向によい効果を上げることができる

と。団体としては積極的に意識改革を進めていく

という決意を新たにまたさせていただきました。

ありがとうございます。

0園武氏 ありがとうございました。

それでは、続きまして大槻さん。パテを埋める

人、次どうやってつくるのかなっていうところと

かあると思うんですけど。

0大槻氏 質問が変わりましたね。

0園武氏 いやいや、同じです。パテ埋めるよう

な嫌な作業をね、でもそれをしてもらおうとした

という。

O大槻氏 そうですよね。結局そうして人ではな

いかつて言われることがあるので、それをシステ

ムに構築しようっていう話は広げていくのだけれ

ども、本当にでは書いてありますよね。圏武さん

も「匠」って書いてありますよね。本当にそんな、

ちょっと昔言われていた職人技みたいな通勤寮の

職員がいるから、あそこがうまくいくのだとか、そ

ういった話がずっと出ていて、私はそれではな

いってず、っと言い続けているのだけれども、じゃ

あやっぱり違うのではないか、やっぱり違うと思

うんですよね。でもですよ、私ら信楽にいても、

滋賀県にいても、初めはそうだ、ったのが変わって

きたというのは、やっぱり前の人の意見のおかげ

なんですよね。そこでするか、しないかというよ

うな技法はちょっとありますけれども。

生活支援ワーカーをしていたときに、どことは

言いませんけれども、ある県の通勤寮、全然そう

いった働きかけがなかった。ワーカーさんも生活

支援ワーカーもいるのだけれども、全然そういっ

た活動をしようとしていなし ¥0 だから、私は初め

に、とにかく一人でも出そうとしたら、地域生活

とか地域就労をさせようとしたら、それでそこに

関わる、例えば住宅を見つけていくための不動産

屋さんとか、隣のおっちゃんとか、飯を食べに行

くおばちゃんとか、いろんな支援者はいっぱいい

ますよと。だから、その中からいろんなサービス

を見つけてきたら、それで一つのt支法になって、

それをどんどん広げていきますよという話は何遍

もしたのですけども、結局できなかった。しなかっ

たのですよね。あとはするか、しないか。技法は

いくらでも今こうやって情報多いので、あると思

うので、あとはするか、しないか。それともう一

つ言いたかったのは、これは通勤寮とは違うから

大丈夫だと思うのですけれども、通勤寮の中では

もうそんなことしないでいいという施設長がいる

法人がある。そういった中でそういった職員が抵

抗してできるか、できないかいうと、私にも生活

がありますのでなかなかできるかといわれたらわ

かりません。でも、その辺をするかしないかはやっ

ぱりそういったときにこういった仲間というのは

大事なのかなって思いました。菅先生がパワーポ

イントするって言われるので、私はくじけてこの

2月間泣いていたのですけれども、タベ崎浜先生

にやり方を教えていただいて、今度はどこか機会

があったらぜひパワーポイント使わせていただけ

ればと。でも、医療のこと、精神のことがわから

なかったら北山先生に聞いてみたらいいとか、

やっぱりその辺だと思うんですよね。私も本当に

ありがたい環境にあるなって，思っています。それ

を活用するか、しないか。活用するか、しないか

じゃないですね。していかねばならないですよね。

わからないことを聞きに行けるところがあるって

いうところが増えたのは、私は物すごくありがた

いと思っています。それは次の人にも伝えていく

ことはできますし、本でも出そうかなって、甲賀

郡内のわからないこと便りができたらね。今ゃっ

たら CDROMか何かに入れて、ここを押したら出

るよとかいうことできるのでしたかね。何かでき

るって言っていたと思います。そんなことができ

たらいいなって思っています。

答えになっていますか。

0園武氏 はい、十分なってると思います。あり

がとうございます。

じゃあ、ちょうどいい話に方向を持ってこれた

なと思って、施設から出る杭になってるでしょう、

菅さん。

0菅氏

.ず、っと前から「出過ぎた杭jだ、った。

-昭和 56年頃、コロニーで最初の就労支援に携

わる。
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-当時の設置目的では、授産施設は就職を目指さ

ず、更生施設が社会復帰を目指すものとされてい

た。

・アパートでの単身生活ということで、所長以下

全職員の反対があったが、 3か月の猶予期間をも

らい実習に入る。

-結果的に就職となり、現在も継続しているが、

この時の様々な支援内容をシステムとして構築す

ることとなった。

・これには私が反対した。なぜなら、「人によって

全部違うJと考えていたから。

・本人の意思を尊重しようとすると、「親」が高

い壁になる場合も多い。

-就労支援や地域支援を進めることは、ある程度

の「覚悟Jをするかどうかを含んでしまうもので

ある。組織からも浮いて嫌われることが多い。

・しかし、「税金を投入されている職に就くjとい

うことは、「サービスとして返すjことが求められ

るもの。

-まず一人を就職に向けて支援してみると見えて

くるものがある。

縦割りといわれる各関係機関のエンパワーメント

も必要になる。

0園武氏 ありがとうございました。

では、最後にその最たるところでですね、言っ

ていただければいいと思いますが、冒頭に言って

いただいたと思います。施設の職員が一番変わら

なかったっていうそこを、じゃあどう変えていた

だきましたでしょうか。北山さん。

O北山氏 その前に、もう三パカで一番最後のト

リで一番年寄りっていう格好なので、ちょっとあ

れしますけども、人と人というのは、僕とこの場

合で言うと、その状況と場面でコロコロ変わりま

す。これが正直なところです。ということは、彼

らのそばにいてくれる人を僕は偉いさんでなかっ

ても、お医者さんでなかっても、事業主でなかっ

ても構わないと思います。これが大事なんです。

それと、僕とこの小さな町の中で40数名、 50

名近くの人が就労できたのは地域の支えというの

かな、いわゆる町内会を通じて、町内会僕とここ

の人ら入れてるのだけれども、「おい、おまえら、

あそこにあんな子がおるよ」って、「使えるぞ1っ

ていう、こういう意味の目に見えないネットワー

クだな、そういう意味の。僕はそれが大事だと思

うし、メンバーについてきつう求めているのは、言

い方悪いかもわからんですけども、ママちゃんス

トーカーが非常に多いんです。母親の袖の下へ全

部逃げ込むということで。全国の雇用センターの

中でもグループホームを持ってるところは僕とこ

だけだと思うんです。僕とこは雇用センターがグ

ループホームを持ってるんです。そこは就労者で

僕のとこへつないで職場っていう、こういうパ

ターンをたどっているんで、一つはそういう形を

今のところやっています。

それと、その人の状況とか場面によって変わっ

てくっていうのは、事業所は事業所で人を、僕ら

のいろんな格好の話の中で僕らの理解をしてもら

えると。これはこれで大事やし、行政は行政の中

で大事。その時々によって僕は人というのは大事

だと思ってるんです。

職員の意識改革ということで、先ほど言われま

したように、全部雇用センターへその当時の就労

センターへ全部出向させてきました。作業等の職

員であれ、生活支援のいわゆる職員であれ、それ

から援護労の職員であれ、グループホームの職員

であれ、授産施設でも、もう片っ端から全部。と

いうことは、こういうこともありました。僕とこ

のほとんどのジョブコーチ、いわゆる今まで経験

された職員の人も含めてなんですが、ほとんどメ

ンバーに教えてもらったというのが実際のところ

なんです。彼ら 3人で、行ってるので、一人前の顔

をして職員行っていても、仕事そのものを職員が

できないので、その彼らのメンバーの力を借りな

かったらそこの事業所としてジョブということは

認められんので、そういう点では一番効果的なの

は、やっぱりジョブがその事業所に入ってメン

バーから教えてもらい事業所から教えてもらって

いることで、なかったら、なかなか施設の中では僕

は限界があるという思いがあるので、一番最初に

染まるのが施設の職員で、外に目を向けないのも

施設の職員なので、これだけは相当きつく言って

いるのだけれども、そういう点で言ったら、今で

もそういう方式をとっています。それで、なかった

ら、なかなか今の世の中、施設だけでは飯食べて

いけないし、外へ目を向けるっていうことでどん

どんと。ということは、僕は今一番苦労してるの



は、法人内の調整なんです。外の事業所との掛け

合いとか駆け引きとか、そんなんはあんまり事業

所の開拓も含めてあまり心配はしてないです。け

れども、やっぱり法人がだんだん僕とこみたいに

大きくなればなるほど根回しも必要になってくる

し、湯の通り方がなかなか満タンまで行き届きに

くいと。施設長会議の中でどんな話で自分の話し

ても、なかなか末端まで下りづらいです。こうい

う組織上の部分というのは、これはどこでも抱え

である問題で、それを一網打尽に一派掲げてやろ

うと思うたら、相当覚悟をした上で、なかったらで

きないと。僕はわざとメンバーに「この子若いけ

ど、おまえのところにちょっと連れていくさかい

頼もうかjという格好で、メンバーを主体にして、

メンバーが教えてやれという格好で、どんどん職

員を職場実習に出しているという、そういう形な

んです。

O園武氏 ありがとうございました。

本当にね、命題ばかりで私自身、自分自身の力

量がありませんので、きちんとした落とし所も皆

さんに提供することはできませんでしたが、やは

りやっていかなければわからないということは、も

うこれだけは絶対なんです。それから障害がどう

のこうのとか、重度だ、の軽度だ、の何だ‘のって、い

や、それはそれなりに問題もあるし、やりにくさ

もたくさんあると。これは現実であって、やっぱ

り本人の真正面に立ってやっていかなければ、い

つかは踏み外すと思うんですね。何とか会議をす

ることで満足をして、何とかネットワークってい

うのを仕掛けて、自分はネットワークをしてる気

になってしまうと。そこに何か魔が潜むんではな

いかなと、私はそういうふうに思っております。

非常に役不足ではありましたが、もう一度シン

ポジストの皆さんに拍手をお願いいたします。

ありがとうございました。

以上をもちまして、第 3分科会の方、終了させ

ていただきたいと思います。御静聴ありがとうご

ざいました。
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ポスターセッション

最近のトピックス・実践・アピール



ポスターセッシ ョン

最近のトピックス・実践・アピール

0倉知氏 ただいまから、ポスターセッションを

始めさせていただきます。司会をさせていただき

ます、久留米の精神障害者地域生活支援センター

の倉知!と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

まず初めに、大阪市職業リハビリテーションセ

ンターの永島さんより 、全国就業支援ネッ トワー

クの活動を発表していただきます。

永島健一

全国就業支援ネッ トワーク/

大阪市職業指導センター

0永島氏 就業支援ネッ トワークの事業内容です

けれど、ひとつは、就業支援実務者研修会の大会

を開催することがあります。今回、総合 リハビリ

テーション研究大会に協賛させていただき、ネ ッ

トワー クのメ ンバーが参加していますが、年に一

度、このような大きな酬究会、1iJf修大会を開催す

る予定でいます。

もう lつの事業としては、情報通信を用いた就

業支援に関する情報の共有があります。これにつ

いては、 委託制究で作成したホームページと一緒

に詳しくご説明させていただきたいと思うんです

けれども、このネ ットワークの中で共有されるい

ろいろな情報を このような研究会ですとか、ある

いはホームページによ って外へ発信するというこ

とも大きな就業支援ネッ トワー クの役割とと らえ

ております。

そして 3つ目の事業に障害者の職業的自立に関

する調査町|究があります。これは先ほども言いま

したように、日本障害者雇用促進協会の委託研究

コーデイネーター

倉知延章

精神障害者地域生活支援センタ ー

の受託があります。一つめの委託研究はこと しの

3月に終了し、「知的障害者を対象とした知的能

力開発向上マニュアjレ」は完成しました。そして、

現在は、「障害者の就業支援にかかる ケアマネー

ジメントと支援ネットワークの形成Jというテー

マで平成 13年 4月から平成 15年 3月までの研究

をおこなっています。

本日の研究会ではネッ トワー クをキーワードとし

て、シンポジウムで非常にすばらしい実践が報告

されていましたけれども 、そのようなネットワー

クについて、就業を支援するという視点から研究

調査をおこなっています。この研究のポイントは、

就業支援、企業で働くということをテーマにケア

マネージメントのありブ7を石耳ヲEしているところで

す。

次に、就業支援ネットワークのホームページに

ついてですが、ホームページ作成のき っかけは、日

本障害者雇用促進協会の委託研究で、平成 10年

度から研究をすすめるプロセスで、 研究に参加 し

た各セ ンタ ーの研究によって非常にすばらしい研

究成果、 基礎調査結果が出てきましたので、これ

らをホームページで多くの人に公開し、情報を共

有するためにホームページを作成 しました。

これは私の持論ですけれども 、情報は共有しない

と情報にな らないと思っています。もし、情報を

自分たちだけで抱えていれば、その情報は単に秘

密になりますので、私たちがいくら秘密を持 って

いても、皆さんのためにならないと思います。で

すから、このようにホームページという形で、在、

たちのもつ情報を包み隠さず公開することは意味

があると思います。

ちなみに、 このj:ijl究メンバーというのは、 すべ
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て障害のある人と 日常的に接し、指導・支援をし

ている人たちで、この大会も現場主義というタイ

トルがついているのですが、現場司の人聞が 100% 

この研究をっくり上げました。

委託研究で作成したホームページをベイスにこ

こに掲載しているホームページが就業支援ネット

ワークのホームページということになっています

が、まだまだ修正あるいは情報を十分を詰めてい

く作業は残っています。 しかし、主に平成 10年

10月から平成 13{I三3月までの主な研究成果につ

いては、このホームページ内で公開させていただ

いてます。

具体的にホームページについて説明していきま

すが、このホームページの図の真ん中のところに

委託研究の内容と項目がありますので、ここをク

リックしていただくと、各マニュアルのページに

飛び、そのマニュアルの目次が出てきます。マ

ニュアルの目次は、障害のある人たちに支援がし

たい、職業訓練がしたい、でもどうしていいかわ

からないという人のために、支援の入り口から私

たちの実践がまとめられています。そして、次に

実際に会社へ就職するためにどのような支援をす

ればいいかということを、職場実習も含めた移行

の支援として具体的に紹介しています。そして最

後に、 l克 l~成した後にどのようなフォローアップ、

どのようにすれば働き続けることができる支援が

できるのかということについて、多くのノウハウ

を集約した形になっています。

このホームページでは、委託研究の基礎調査で

おこなわれた事例研究結果を一部掲載しています

が、出張などによらないとなかなか他府県の施設

の実践を知ることができない人にと って、このよ

うな研究や、あるいはホームページは、日本全国

の情報を非常に身近に手に入れることができる

ツールになると思います。

これからはどこに住んでいても同じレベルの情

報が収集できる、あるいはある一局に情報が集中

することがなく 、例えば、大阪にしかない情報と

か、東京にしかない情報ということがなくなり、

全国津々浦々 、同じレベルで情報が手に入る時代

になることが望ましいと思います。その意味で、

今回の私たちのホームページも全国の就業支援の

実践をされている方々の少しでもお役に立つこと

ができれば、と考えています。

以上で、発表を終わらせていただき ます。ありが

とうございました。

0倉知氏 どうもありがとうございました。次は、

社会楕祉法人桑友の武田牧子さんです。精神障害

者就労支援~島根のー活動を発表していただきま

す。

武田牧子

社会福祉法人 桑友

0武田氏 島根のー活動報告-をさせていただきま

す。私たちの活動拠点は、この 4市IHTで大体 30

万人弱です。生活支援 ・就業支援含めていろいろ

な活動を展開しております。この時間では就労支

援を中心とした作業場面を写真で紹介させていた

だきます。

この写真は通所授産の製パン作業です。様々な

作業にスタッ フもメンバーも一緒に携わっていま

す。どちらかというと、福祉工場的で、かな り忙

しい作業所というか通所授産です。いろんな作業

がありますので、それぞれ自分が得意とする作業

を行っていただくというふうにしております。大

体生産量は、 l日当たり小麦粉にして 80キロか

ら 100キロです。製菓 ・製パンの売上は、通所授

産、収議事業、第一作業所全体で年間売上高が約

6，000万ぐらいです。製パン室はたくさんの人の

中で作業しますので、大勢の中では苦手の方が2

階の作業室で商品のラベル作業をします。

この写真は、子供会とか養護学校とか婦人会、

老人会なとcのパン作り教室の場面です。作業所時

代から、パンづくり教室、クッキーづくり教室を、

年間約 1，000人の方たちがこちらに来て、実際に

メンバーとスタッフと一緒になってやります。地

域生活に視点を当てたとき地域の方たちと交流を

持つ必要性を感じ、始まった活動です。

この写真は、13年前に始まった作業所活動で、

もともとここでパンとかクッキ一、あるいは右下

の|喫茶庖でお好み焼きを作っていました。3人の

メンバーと始めてすぐに 20人、 30人と利用者が

作業所を使われるようになりまして、現在の活動

につながり 、今は全体で約 100人の利用者とス



タッフ 30名位で私たちの活動を展開してます。

こちらは第2作業所で、当初、就労支援という

ことが、私たちの一番のテーマだ、ったのですが、

やはり集まって来る方の中に陰性症状の強い方た

ちもたくさんいらっしゃるし、閉じこもりの強い

方もいて、なかなか第 l作業所だけでは対応でき

なくなり、機能分化を図った作業所です。 9，500

人というすごく小さな町ですが、町中にあったら

いいねという願いが叶い、駅から歩いて二、三分

という場所にある作業所です。当初は作業は一切

してなかったのですが、そのうちに、何も作業し

ないのはしんどいということで、メンバーの中か

ら内職作業をすると声があがりました。作業を全

くしないのも OKの作業所です。

このように日中の就労支援というところでは、 3

つの内部の施設があります。中間的な機能を持つ

事業所として、この写真が収益事業の出雲市の駅

前にありますショッピングセンターのインストアー

ベーカリーです。身障2名と知的の方 1名の雇用

事業所です。精神障害の方は、通リハとか、実習

とかいろんな使い方をしています。前にお庖が

あって、後ろが作業室です。

この写真は、去年オープンしたレストランです。

支援センターは、駅には近いのですが街のはずれ

にあり、 3年の実践総括をしたときに、やはり十

分支援センターの機能果たしきれてないという結

果となり、支援センターとしての機能を充実させ

ていこうということで開設しました。レストラン

の左横に 2階があり、その2階で支援センターの

サテライトをしています。レストラン部での活動

もあります。この写真がその庖内ですけども、非

常に明るい庖内です。庖長は素敵な創作自然料理

を作ります。サテライト機能としては、町中にあ

る気軽に相談できる窓口です。レストランの営業

は3時までで、 3時からは庖を閉めて中では町の

老人給食の委託を受けてこの写真の作業を利用者

と一緒にやっています。配食の方は、 JAの配食ボ

ランティアさんと一緒にやっております。

この写真は、道の駅湯の川で株式会社です。も

ともとこの地元で私たちは特産振興会というグ

ループの一員だったのですが、そのグループが母

体となり株式会社としてこの道の駅の運営をする

ことになりました。雇用事業所、通リハ事業所や

アルバイト先や実習場所として活用しています。

清掃委託に関しては、より就労というところに近

づけるために、清掃会社に作業評価や工賃の判断

をしてもらっています。スタッフはジョブコーチ

の役割を担っています。この写真は、アルバイト

の皿洗いをしているところです。時給 750円です

ので、利用者は人気があると同時に、最初はすご

く跨賭していたのが、ゃったらできた。「でも 750

円稼ぐってすごくしんどいね。でも 2時間ならや

れるかな」となり、今8名ぐらい登録し、自信を

つけた 2名の就職が決まりました。この写真は第

2作業所が受託している花壇管理の仕事です。

その他にいろいろ地元のいろいろなことにかか

わっていって、地域にかかわりながら、仕事を見

つけてくるというようなこともやっております。

この図は、平成 12年度の利用者実績です。年

齢別では最近 20代、 30代の利用者が増えており

ます。病名別の構成比のところは、分裂病だけで

はなくて、その周辺にある分裂病圏の人も含まれ

ています。

このエコマップは、私たちが実際に支援してい

るl次圏、 2次圏を現したものでが、さまざまな

内部資源、あるいは中問機能、外部の事業所等を

使いながら、雇用支援と地域生活支援の2つを組

み合わせて、初めて就労に結びついていくと思っ

ています。

この表は左上の表が、昭和 63年にあった作業

所とその周辺の機関です。松江市、出雲市、平田

市、宍道町、斐川町というところで、公的機関は

整っておりましたが、しかし制度は整わず、私た

ちも活動始めたばかりで、地域の人のつながりも

なくて悪戦苦闘 6年ぐらいは続いた時代です。

右下の図は、平成 6年に法人化した後、それま

で蓄えてたものが少しずつ実現化し、民間資源が、

一つずつ増え結果この図のようにたくさんの資源

が地域の中に点在していることを示しています。

公的機関の変化は全くありません。こうして地域

のさまざまな資源が増え、地元の方たちとのかか

わりが増え、内部機能と中問機能はできた。外部

機能も少しずつ膨れていった。障害者職業セン

ターとか、保健所、ハローワークとかのつながり

も、もう既にある。ここをもっと機能を強化する

ために、単に就労支援部門ではなくて、就労支援
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センターとしてきちんと確立していこうと動き始

めました。

就労支援センター準備室を開設するために、去

年と今年、利用者のニーズ調査というのをしまし

た。関心のある方は後で見ていただければと思い

ます。その結果は、やはり就労したいという方の

声が 13年前と全然変わっていませんでした。で

も、ここ数年間は地域に住居の確保など箱もの作

りが{憂先し、どうしても決ま ったスタッフの中で

彼らのニーズの就労支援に応えていけなかった。

今は、地域生活支援のところは、ほほできた。こ

の利用者のニーズ調査の結果をもとに就労支援を

再構築しようと、就労支援に再び刀を入れ始めて、

就労に向けての意識が非常に高ま ってきているな

ということも感じております。

現在の活動は、ほとんど20代の若いスタッフ

が支えていますが、H寺聞が来ましたので、後でポ

スターの方でまた詳しく説明させていただきたい

と思います。

0倉知氏 ありがとうございます。次は、名古屋

職業開拓校、斉藤さんです。一番新しい障害者職

業能力開発施設、名古屋職業開拓校の概要につい

て報告をお願いいたします。

斎藤 牒三

なごや職業開拓校

0斉藤氏 名古屋職業開拓校の斉藤と申します。

これはポスターセッションだということでお話

を伺ってたんで、ポスターセッションというのは

何かと私よくわからなかったんです。ここへ来て

ビジュアル的にどうにこうのというふうに書いて

ありますので、そういう意味で全然、私ども全く

画面に映すものありませんし、私の顔を見ていた

だくしかないかな。ポスターの方は写真だけです

ので、ぱっと見てもらえれば一遍で、終わりますか

ら。それだけでは、申しわけありませんので、 一

応チラシとパンフレット持って来てますので、せ

めてこれはピジ、ユアルの変わりに。

お配りしましたのは、間十石校の/¥ンフレットと、

それからそこでやってますうどん屋の宣伝チラシ

ですので、大したものじゃありませんけども。あ

そこに掲示してますのも作業の風景とか、うどん

屋の風景とかそういったところの写真だと思いま

す。思いますというのは、私、まだ見てないもの

ですから、わからないだけなんですけど。

それとお手元に配った資料では、開拓校の説明

が一応、簡単に書いてあります。さらっと読んで

もらえば済むだけの文章ですので。ちょっときょ

うは限られた時間ですが、お話したいのは、設立

に至るいろいろな経過と、それから私どもが何を

したいのかといったことを少し簡単にお話をした

いなと思います。

私どもは、この開拓校、今一番新しいというふ

うにおっしゃっていただいたんですが、ことしの

4月にオープンしまして、ここ数年、全然、能力

開発訓練施設というのはできていなかったわけで

す。その前、四、五年前でしたか、数カ所できま

したけれども。その前もまた、数年全然できてな

いということで、 ・・ でもう忘れかけられている

施設といいますか、 一昨日、この先ほど永島さん、

ご紹介ありました就業支援ネットワークの会合が

ありまして、そこで労働省の方がお見えになって

いたんですけれども、その方のお話の中にも能開

施設という言葉は一言も出てきませんでして、そ

れどころか施設設置型の雇用支援センターという

のも、既に過去の遺物かのごとくのように語られ

ておりまして、もうそうなりますと、これは歴史

的な遺物になってしまうのかなという話だけ聞い

ておりまして、そんな気がしたんですけれども。

私どもでもことしから始めまして、決してそん

なことではだめだというふうに思っておりますし、

そこで私どもが、この名古屋職業開拓校にどんな

思いをかけるかということなんですけれども。

一般的に雇用支援センターにしましても、能開

施設にしましても、企業と学校との架け橋という

役割はひとつにあるだろうと思うんですけれども。

単にその聞をつなぐということであるならば、雇

用支援センターもそうであるし、その他、いろん

な就業支援機関というものもそうであるし、 一体

何が違うのかということになってしまって、過去

の遺物と言われかねなくなりますけれども。そう

じゃなくて、やはりここが学校であるということ、

l年、 2年という期間をかけた場であるというこ



とに、私は改めて大きな意味を満たす必要がある

のではないかなと思います。

そういう意味で、単に架け橋というのではなく

て、働くことと学ぶこととが融合された、そうい

う職業教育の場というものとして位置づけていく

必要があるのではないかなというふうに思ってお

ります。

日本の教育は、障害児に対しまして、職業教育

は、しっかり確立されていない、結果的に養護学

校の高等部であったり、また中等部であったり、

特殊学級で、あったり、結局、 15歳とか 18歳とい

うより若い年齢で、障害者は就職をせざるを得な

いんだけれども、なかなかできない現実があるか

と思うんです。もっともっと障害者がゆっくり時

間をかけて学び、そして仕事へつながっていくよ

うな職業教育というものが充実されるべきであろ

うと思います。

特にその中で培った人間関係というものは、そ

の後に生かしていくならば、私たちの就業支援と

いうものが、養護学校なんかですと、もうその年

送り出したら、送り出したときと、せめてその 1

年間ぐらいは、フォローアップをするけれども、も

うそれから後はもう知らないよと、毎年毎年、卒

業生が出てくるわけですし、学校としての役割は

それだけだとなってしまうと思う。そうじゃなく

て、職業というものをテーマにした学校として、

末永い関係も結んでいけるんではないかと、思っ

ています。

とは言え、やはり一番就職ということにどう結

びつけるかということは問われて来てるわけで、職

安に頼ってこれができるわけでも何でもないのは、

もう皆さん重々ご承知のことでありまして、私ど

も自身がやはり就労支援という形で、企業との出

会いをどうつくるかということは非常に問われて

おるわけであります。

そこでは、雇用支援センターと全く同じではな

いかというふうに思うけれども、どんどん最近の

雇用支援センターばかりが脚光を浴びる中、余り

にも私は雇用支援センターが・・就職させるとい

うところにばかり、走り過ぎているのではないか

というふうにも感じられます。もっとゆっくりと

障害者の人が職業というものをテーマにして育っ

ていけるような機関が必要だし、その後の息長い

人間関係というものがつくれるような、そういう

場をつくっていきたいなと。

そこでまた、働くことと学ぶことの融合という

ことで、私どもの名古屋職業開拓校では、今回の

集会のテーマでもあります現場主義という言葉が

書かれてますけれども、まさに企業現場そのもの

を学校に取り込んでいこうということも、 lつの

大きなテーマとなっておりまして、お配りしまし

たチラシやそこの写真等、 1階はのりたけやうど

んという、うどん屋さんにまるっきりなっており

まして、なぜのりたけやうどんなのかと言います

と、そこのすぐ隣りにノリタケカンパニーという

世界的に有名な陶器の会社がございまして、その

あたりの町がノリタケという町なんですね。それ

を使って、やはり地域の密着したうどん屋だとい

うイメージを出すために、のりたけやうどんなん

ていう名前を使っておるわけです。

あれは、会社の名前が先なの、町名が先なの

と守っちなの。会社が先。

私もよく知りません、ごめんなさい。最近、

やっとそこへ定着したばかりで、それまでその町

のこと全く知りませんでしたので、企業の名前が

先かトヨタ自動車のように、町の名前そのものを

豊田に変えてしまったのか、そちらちょっとよく

そこら辺わかりませんけれども。

ということで、 l階はまるっきりうどん屋。 2階

はまるっきりうどんの製造工場、いう形で、 3階

はちょっと学校風に教室があるというふうな建物

なんですけれども。そうかといって、みんなここ

で働いた人がうどん屋に行けるわけはない。恐ら

くほとんど行ける人はないんじゃないかと。なん

せうどん屋なんてどんどん寂れていく一方で、一

方、讃岐うどんとか脚光浴びるうどんもあるんで

すけれども。そういう業界さんは人を求めていな

いという中で、簡単にはいかないのはわかってい

る。

むしろそこで、もう Iつの科目で生産実務科と

いうのがございまして、こちらは特に仕事を限定

せずに、いろんな仕事の基礎を経験してもらう、

覚えて行ってもらうということの中で、仕事を見

つけ出し行っていただく。そういう意味では、知

的障害であれ、精神障害であれ、特定の仕事に絞

り込むことなくて、またこの場合、うどん庖をひ
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とつ中心にしながら、じっくりと職業体験を積み、

自信をつけて企業に向かい合っていく、そういう

場となっていけばいいなと思っております。

そこで、全然、話が変わるんですけれども、私

自身がかかわっている研究会、準民間の会で、今、

全国の自治体で知的障害者の雇用をと守れだけやっ

ているかという調査を行いまして、 3，300自治体

がありますけれども、回答は 1，000以下だ、ったん

ですけれども、ほぼ3分の lの回答がありまして、

そこで知的障害者を都道府県、区市町村の職員と

して正規に雇用しているというのは、全部で8人

しかいなかったんで、す。あとは嘱託であるとか、臨

時職であるとかというのは、もう少しいるんです

けども、たった 8人しかいないという、これは極

めてひどい数字だなというふうに思うんで、もと

もと労働省なんか 1人も雇っていないわけですか

ら、本家本元の労働省はそうであって、自治体も

当然、少ないだろうということは十分予想されま

したけれども、正規は 8人だと。非常に少ない数

字ですね。

その中で、一方的に企業に対して、知的障害者

を雇いなさいということを言うてみても、これは

非常に、虚しくなるんじゃないかという気がする

んです。自ら行政が、労働省が、地方自治体が知

的障害者の雇用に積極的に範を垂れてこそ、こん

なふうに働けるんだよ、みんなで働ける社会をっ

くりましようと呼・びかけることはできるんではな

いかなと。私どもの機関も単に企業に働きかける

だけじゃなくて、自治体にも働きかけをしていか

なければいけないというふうにも思っております。

そこで大阪市なんかは、どんどんそういう実践

が進められておるようですけれども、地盤のない

名古屋では、ょうやく昨年、 2名、 2日間でした

か、名古屋市が民生局の方で実習作業を初めて

やったという、そんなお寒い状態でありまして、

そんなものじゃ話にならんということで、私たち

の方から強く申し入れをしてるんですけれども、

ことしはわずかに増えて、 3人に増えたというだ

けの、しかも実習ですよ。こんなことでは、いつ

になったら雇用につながるんだということで、皆

さんの先進的な事業に学びつつ、もっと本腰を入

れて、私どもも名古屋市と向かい合っていかなけ

ればいけないというふうに，思っております。

ここで、ちょっと経過の話に戻るんですが、先

ほど申し上げたように、能開施設というのは、も

うつくられなくなってきてまして、一時は労働省

はもうつくらないということで、私どもが要望し

でもなかなかいい返事をいただけませんでした。

それからまた、そこで知的障害だけではなくて、

精神障害の科目も設けたいということを申し上げ

ましたら、これについても随分と嫌がられまして、

既にきつれ川に lカ所、精神障害を対象とした能

開施設があるんですけれども、残念ながらそこは

能開施設としての機会はほとんど果たしておりま

せん。

そういう意味で全国的にも、初めてということ

にもなってくるかと思いまして、そこら辺、能開

施設という形で精神障害者の支援をやるというこ

とは、どうも労働省としてもやりたくなかったよ

うな面もありまして、非常に困難な歩みがありま

した。

それからまた、これは最後に名前をつけるとき

に、それまでの能開施設ではやはり能力開発とい

う言葉がたいてい入っているところが多かったん

ですよね。私どもはそういう名前を使わずに、職

業開拓校というふうにしました。これについても、

この名前何とかならんかと、どこかで能力とかと

いう言葉を入れよとかということを言われまして、

こちらは非常にそれが納得できないということで、

私どもは障害者の能力を開発するということより

も、社会がそれを障害者を受け入れる能力を開発

するということが必要だというふうに思っており

ます。

ところが、能力開発という言い方をすれば、当

然それは個人の、障害者自身の能力というふうに

向かっていくわけですので、そうじゃなくて、そ

れを受け入れる企業の力、それを受け入れる社会

の力、それを支える人たちの力、そういうものを

育てる幅広い、それが職業開拓だと。そこには、

当然、もちろん障害者自身の力というものも入って

おるわけですけれども、そういう幅広い意味合い

を込めて、職業開拓校という名前にいたしました。

それで、最後に一言申し上げますと、先日、イタ

リアからお客さんを呼びまして、これはイタリア

で社会的協同組合というものが、 1990年代に法

律化されまして、障害者が30%以上含み働く協



同組合、これを国家や地方自治体が支援をすると

いうシステムなんですけれども、ここでは一般企

業への就労支援も一体となって取り組まれており

ます。

そこの方をお呼びして、大阪の職業リハビリ

テーションセンターの方にお連れしまして、私自

身はここは日本一の一般就労支援の場だというこ

とで、ぜひ見ていただきたいと思ってお連れをし

たんですが、彼が最初にぽつっと漏らした質問と

いうのは、何でここはこんなに障害者の人ばかり

がいるんですかと、本当にたくさん見えたわけな

んですね。彼が言うには、みんなの中で働くわけ

なんだから、その訓練の場というのか、そういう

場においても 、いろんな人の中でいるべきじゃな

いのというのが、彼の思いだ‘ったようで、ああ、そ

うかということに改めて私自身気づかされました。

日本の教育は分ける中で徹底して分けておいて、

大人になってから一緒にしようなんて、こんなむ

しのいい話はないんです。小さいう ちから一緒に

共に学ぶ教育があってこそ、 一緒に生きる社会が

できるんであろうと。我々の就労支援もやはりそ

ういう考え方でやるべきだろうなというふうに改

めて考えております。

ありがとうございました。(拍手)

O倉知氏 どうもありがとうごさいました。次は、

NPO法人横浜市精神障害者地域生活支援連合会

の就労援助事業について霜鳥さんにお願いいたし

ます。

0霜島氏

霜島亜矢

横浜市精神障害者地域生活支援

、，1主ぷ〉、l入
たと 仁I ~

i、障害者就労支援が効果を上げるには継続的な

関わりが必要であり 、職員数が手薄な作業所が担

うには限界がありました。そこから市精連の就労

支援活動が必要とされたのです。作業所利用者に

は嘗て就労していた人も多く 、就労へのニーズは

高いです。市精連の就労支援事業は利}-I:J者に、 雇

用という直接的なメリットを賛しています。なお

市精速は本年 2月に特定非営利活動法人、所諮

NPO 法人として登記致しました。

2、市精連としての就労支援の取り組みは「集団

アルノ〈イト」から始まりました。これは 1990年か

ら4年間に 7巨|行われた、物流センターでの中元、

歳暮商品の仕分け作業です。

この取り組みは作業所職員が l 日当り 2 ~ 3 名

同行するという援護就労の形態を取ったグループ

就労の試みで、す。この特徴としては、見知ったイ1:1]

間同士で働 くことができ、参加者間の力量不足を

相互にカバーで、きる。また就労能力の評価場面で、

実際の就労体験に勝るものはない、などが上げら

れます。

3、グループ就労の有効性を確信した私達は次の

取り組みとして、市からの委託事業に注目しまし

た。折りしも横浜市では市中心部にある市営久保

山斎場の全面建て替えの最中であり、そこでの業

務受託を実現すべく市に働きかけました。委託契

約は 1995年に締結に至りました。

業務内容は斎場を利用する会葬者への湯茶提供

と、会葬者待合室をはじめとした場内清掃です。

斎場には毎日数百人に上る会葬者がやってきます

が、従業員と直接接触する場面は余りありません。

会葬者が待合室に入る前に湯茶道具等をセット

し、会葬者が退出して後、待合室の清掃に入るか

らです。こういうことから対人関係調整能力の脆

弱な従業員、精神障害者ですが、にとっても適切

な職場であろうと思います。

4、従業員の生活暦は様々で若く発病し殆ど就労

好I換のない人から、 一般就労の後に発病して転職

を繰り返してきた人など、いずれも病気を抱えな

がらの生活の途上でイ乍業所、グループホームにき

た人々です。彼らは病気によって次のような障害

の特徴があります。

① 認知l能力が障害され、統合的判断、処理能力

が低下

② 病気自体の影響と日々の!眠薬により体力、持

続力が不足

①被害関係思考及び感情に支配され易い

④窮状からの復元力が低下

⑤自分が窮状に陥っている こと自体の表現が下手

⑤ 偏見からの不利益を受けやすい。
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職員はこれらの特徴を配慮しつつ、従業員が勤務

を継続できるように支援し、委託者としての横浜

市と斎場利用者としての市民双方に満足行くサー

ビス提供と、業務遂行の質の維持を心がけます。

5、この取り組みを先の集団アルバイトと比較す

ると、集団アルバイトが期間限定の短期的な仕事

であり、職員、参加者共に日々交代するという流

動的な参加であったのに対して、こちらは年聞を

通して長期継続する仕事であり、職員、従業員と

も固定的であることが大きな違いです。両者に共

通するところは一定の業務量を遂行できれば、人

員配置や勤務シフト作成は、私達が決めることが

できます。さて先ほどのような障害特性を有する

従業員が働く職場として、この職場の特徴を次の

ようにまとめます。

①相互補完性:従業員の能力を評価して、個々の

特性に合致した作業を与えて、得手不得手を相互

に補い合えるようにします。

②場の関係性:作業所という保護された空間の中

では、中々見えない個々の従業員の特性が、斎場

職場という具体的な環境の中で現れてきます。

作業手際の良し悪しゃ予期せぬ事態への対応の柔

軟性、作業結果に対する自己評価の正確性など、

作業所という社会一般よりも緩和され、保護され

た環境の中では現れにくい部分が出てきます。

事前の評価予測どおりに仕事のできる人、予想外

に能力の低い人、逆に予想外にできぱきと仕事を

こなす人もいます。雇用した人が継続できるよう

にサポートするのが職員の役割です。

③深い容量:従業員のその時々の体調、病状に

合わせて交代勤務の変更や延長、短縮をします。

集団アルバイトと違って、期間限定ではないため、

長期継続することで疲労蓄積による不調に陥るこ

とがあります。そこを超えるために 1~3 ヶ月と

いう期間、無給ではありますが、休息休暇の制度

があり、休息休暇の後、職場復帰することができ

ます。障害者が働く職場として容量を深くしてい

ます。

6、現在の従業員は数週間、数ヶ月、 1~ 2年ほ

どで勤めを辞めることを繰り返してきました。ま

たは就労経験のない者もいます。それは精神障害

への会社側の理解不足と、本人側の自分の障害へ

の対処方策の不十分さの故だと思います。障害特

性を理解しそれへの配慮を講じれば、精神障害者

はそれなりの能力を発揮することができるのです。

配慮の具体的な内容ですが、それ程特別なことで

はありません。

①勤務時間、日数が過重にならないようにする。

②休息を取らせるタイミングを逃さず、休息期間

を適切に設定する。

③所属作業所及び作業所を通じての医療機関との

連絡をとる。

④病気を抱えながらも働ける雰囲気を持続する。

概ね以上のようなことになります。次に現状の

問題点を上げます。

①病気を気にせず仲間同士の気楽さが、仕事に慣

れるに連れて安易さに陥り、仕事の質が低下する

ことが危慎される。

②休息休暇を頻繁に取ってしまい、現実には戦力

外になりながら従業員としての籍はあるために、

斎場での就労を希望している他のメンバーに機会

を提供できなくなってしまう。

③能力体力低下をきたして、作業水準が維持でき

ないにも関わらず、その認識がなく退職の説得に

応じない。斎場職場にしがみついてしまう。

④職場としての成熟と従業員の権利意識の高まり

に伴って、将来的に労働問題の摩擦が起きること

が予測され、対処を迫られる。

⑤ジョブコーチとしての職員への研修がいまだ手

薄である。

さて市精連は横浜市の大きな支援協力の下に、

複数の就労支援事業所を運営しています。

14年 l月より(正式には4月)、横浜市の北部

に建設中である北部斎場に於いても同様の業務を

受託できる予定です。これは規模的にも最大であ

り、湯茶提供、清掃だけでなく、売店と喫茶部門

の経営も行います。現在その準備を鋭意進めてお

りますが、従業員だけでも 34名を雇用する予定

です。これが軌道に乗れば我が市精連は実に 68

名もの精神障害者の雇用主となるのです。これだ

けの人数の精神障害者を雇用している企業なり、

事業体は他にないと思います。是非とも成功させ



たいと思います。

O倉知氏 ありがとうご、ざいました。続きまして、

有限会社野菜 ランド立山の代表取締役宇治さん

に、障害者とともに歩むというテーマでよろしく

お願いいたします。

宇治 稔

有限会社野菜ランドたてやま

。宇治氏

障害者と共に歩む

1.企業設立の経緯

富山県内の企業経営者で組織する「富山県中小

企業家同友会」の障害者雇用問題部会員で、活動

の一環として「障害者を雇用できる企業っくり」

を目指して、 3年がかりで業種の設定 ・事業計画

を検討し 2000年 3月に側野菜ランド立山を設立。

ハウス建設を経て同年 7月より生産を開始。創業

には至りましたが、資金調達の面で行政機関 ・金

融機関の支援は一切受ける事ができず、同友会員

の有志の出資で 6200万円を調達しての創業でし

た。

2.設備概要と業務内容

敷地 ・約 4，000 

軽量鉄骨ビニールハウス 1，300 ・保冷庫 ・

出荷調整室 ・

重油貯蔵タンク(I，OOOLX 4基)

ハウス内には発芽室.・ 育苗ベンチ 60111 .定

植ベンチ 600111(54000株定植)

ボイラー l基 ・|暖房用杭j武器 2基

以上の設備において無炭~~~ .水耕栽培でサラダ

ほうれん草を生産 ・出荷(年産 20万食)

3.業務設定の理由と結果

障害者が働ける下記の条件を考慮する

① ビニールハウス内での作業は、前.)孔 ・雪の天

候の影響が少ない。冬季はl暖房が入り 室温 12度

以仁を保って比較的快適であり、夏季は日中室渦

40度を超える日がありますが、射光ネットを張り

30%射光のためそれほど暑さは苛にならない。ハ

ウス内は 24111X 54111あり定植したほうれん草の

緑で開放!惑を抱いての作業環境

②作業内容は取り扱う資材や製品には重量物がな

く、危険性はきはめて少なしミ。現在まで事故はな

V'o 

③ハウス栽培でのほうれん草の生産は通年栽培が

でき 、障害者の通年安定雇用ができる。ただし、

冬季は定植から収穫までの円数が26日間(夏季 14

日)かかり生産量が半減する為週休 31:1で操業

④野菜の中では、栄養仰が高く安定需要があり価

格も高値安定で経営として成り立つ要素が高い。

特に夏季は土耕栽培でのほうれん草の生産が落ち

込み高値期に水制|での栽培は収量が多く 収益があ

がる。冬季も降雪時期には高値になりますが低

温 ・日照不足でフl叫井栽培で、の生産も落ち込み契約

出荷量を確保するのが限度で、暖房費もかかり収

拾も低下。

⑤1nri農薬での栽培であることが、サラダ用生食で

きる安全野菜として都市部での市場評価は高いが、

富山県内での市場評価は知名度カ刊丘く 、特に郡部

になると売れ行きが悪いのが現状。

だだし、固定客は確実に増えています。

4.障害者雇用の現状

地元地域優先に創業時に在宅者 l名 ・小規模

作業所通所者 2~I を受け入れ、その後広域圏より

養護学校高等部卒業生 l名と、春から養護学校高

等部卒業後農業高校専攻科に在籍中の間習生を

含め 5名の知的障害者が従事。 内 4~I が重度判定

でダブルカウントされるため障害者雇用率 114%

になります。

勤務時間は通勤や本人の体力に合わせ 7fI寺から

911寺出勤・終業は 15時から 16時とまちまちで、

賃金は最低賃金除外申請して自給 500円で通勤

裂含め月収 6万から 87'50

ハウス内での作業は男性巾心で、調整出荷作業

は女性中心ですが、業務内容からすると高齢者や

女性 ・障害者に最適な業種と思います。

5.経営の現状と l二|二l期展望

初年度の収舷回数 171II1・820万赤字欠損で、

2年目の今年は 20回の収穫を予測し出荷量売上

納共に前年比 30%増を見込んでいますが減価償却

なしの赤字カf現状で、す。

だだし、 3WJには季節的契約出荷と栽培技術の

レベルアップ ・設備改良で黒字決算が可能だろう
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と思っています。

3期目で確実に経営として成り立つことを実証

できればハウスを増設し障害者雇用の拡大に繋げ

たいと思しミます。福祉法人でも NPO法人でもな

い一般企業が障害者雇用を目指して経営として成

り立たせることの困難・苦難は感じています。

0倉知氏 ありがとうございました。次は、東京

都練馬区レインボーワークの取り組みについて、

木野村なぎさ

練馬区レインボーワーク

木野村さんに報告をお願いいたします。

O木野村氏 はじめに

レインボーワークは、障害のある方の企業就労

を地域が主体となって支援するために練馬区の外

郭団体として設立されました。

ここでは、レインボーワークの事業のなかから

アフターケア事業、就職支援事業、エンクレイブ

の試行的事業の 3つの事業を紹介します。

<アフターケア事業のながれ>

l アフターケア事業

1 ) アフターケア事業の概要

この事業は養護学校などを卒業し、企業就労さ

れた方々の就職後のサポートをするものです。

事業は登録制になっていて、登録されると指導員

が定期的に職場を訪問します。職場訪問では働く

様子を拝見し、企業の方から]殿場定着の課題やス

キルアップ、生活に係る相談をお聞きしてきます。

登録者や企業の方から相談があった場合は、内容

に応じて大きく分けると次の 4つの支援をします。

家庭 ・職場との連絡調整、実務支援、通勤支援、

他機関との連絡調整などです。

2) アフターケア事業の事例

ここでは事例をとおして、アフターケア事業の

実際について紹介します。

私どもへは、企業からの相談が多いです。この

事例も J~能場から「仕事が覚えられない、従業員と

の関係が悪い。」と相談があったものです。

企業、本人から相談があった場合は、始めに状況

の確認をします。指導員は終日登録者の職場へ 2

~ 3 日行き様子を拝見してきます。 次に、支援内

容を検討します。本人、家庭、職場の方など関係

者に集まってもらい、状況を報告し一緒に支援内

容を検討します。

① この事例の方が「仕事が覚えられない」原因は

以下のとおりと考えました。

-作業の見通しが持てない

一日の仕事の流れが数パターンあり、混乱してい

るO

-言語指示が理解できない

② 「仕事を覚えるjために提案し、おこなったこ

とは以下のとおりです。

-実務支援

IJ臨場の方が言語で指示したことを行動に移せる」

ようになることを目標に、指導員が一つ一つの作

業を教える。

-カードを作る

11三|分で仕事の手順を確認する」ことを目標に、単

語11長の 1枚毎に作業手順を書き自分で確認できる

ようにする O



-チェック リストを作る

「作業の見通しをたて、自信を持つjことを目標

に、一日の仕事のながれを表にし、朝自分で表を

確認し:ì~tt ll寺にできているところをチェックする。

職場での充実は、始めに与えられた仕事ができる

こと、チャレンジする気持ちを持つことだと思い

ます。そのため、私どもで、は企業へ仕引内容の変

更をお願いすることもありますし、登H者へはI/!i

l蹴を勧めることもあります。

3) アフターケア事業のまとめ

アフターケア司4業は、|障害のある方の職業生活の

充実を目 的に、レインボーワークが設立 された当

初からおこなっている事業です。

この事業は、企業、学校、福祉事務所との連携を

中心におこなってきました。今後は、余H院などの

生活商をサポー トする関係団体との連携や開拓を

課題と考えています。

「己

- 知的に陣2略的ゐる方

"It'liltヲ?を1¥.慨される);

- 作奪回副総

• 1..伍/l館内a輔

・・・8舗見令・軒掛内E概観

• .1臣官官所rよるll"組

" 
. -<シ，¥'!-'" ，による求磁

情動

-一、l-利m ) 

<ワーク ・ルームのなカサ1->

2 就職支援事業

1 )就職支援事業の概要

この事業は、知的に障害のある方を対象にアセス

メン トから就職までを支援するものです。

通所者の決定について、基準はもうけていません。

アフターケア事業に登録されていて、:i.i1f:l敵された

方を優先的に考えています。その他では求職相談

に来訪された方、他機関からご紹介のあった方に

なります。

通所が決定すると 、本人を中心に関係者が集まり

基礎情報を共有し一緒に支援計画を検討します。

対象者は作業室「ワーク・ルームJに週 3日 (月、

水、金)の 3カ月間通います。ワーク・ルームで

は作業の訓練、生活技能の訓練、職場見学 ・職場

内訓練をおこなっています。職場見学:・l臨場内訓

練(休験実習)は、対象者が働くイメージを持て

ると 同時に私たち支援者が支援内容を検討するう

えで有効な方法だと忠います。

求職活動はワーク ・ルームでの訓練の様子を見、

対象者と支援計画の比l直しをする過程で対象者の

希望にそった職場を開拓します。雇用契約は職場

実刊をおこなったうえで決めてゆきます。

3カ月以内の就職をめざしますが、ワ ーク・ルー

ムが終了しても就職されない方もいます。そうし

た方々へは、それぞれの就職活動の状川に応じて、

在宅のまま支援する場合と作業所に通所しながら

支援する場合があります。いずれにしても、対象

者が就職を希望するかぎり職場を開拓します。

2) 就職支援事業の事例

ここでは、ワーク ・ルームを通じて就職された方

の事例をとおして就職支援の実際について紹介し

ます。

この事例は、企業就労の経験がなく 16年間福祉

作業所へ通所された方です。

就職までの経緯は以下のとおりです。

①この事例の方の場合は、福祉作業所をつうじて

「一人暮らしをするためのお金が欲しいから企業就

労を希望する」ということで求職相談のため来訪

しました。

②基礎情報は本人、保護者、福祉作業所、福祉事

務所、生活寮から収集し、支援計画も関係者と一

緒にたてました。

③ ワーク ・ルームへは通常どおり月、水、金の 3

日間通所してもらい、火、木は指導員カf対象者の

通っている福祉作業所へ行き様子を見る ことにし
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ました。

④職場開拓は企業から求人があり 、雇用契約は職

場実習 2週間をおこなったうえで決めました。職

場実習の際には、本人が企業就労の経験がないこ

とと受け入れる職場も障害のある方を雇用した経

験がないため、指導員は全日職場内で支援しまし

た。

⑤就職後のサポートはアフターケア事業に登録し

てもらいおこなっています。福祉作業所に通所し

ていたときと比較すると、月収が 12倍になり障

害基礎年金を合わせると一人暮らしができる収入

を得ています。現在は生活寮からグループホーム

への移行を目標に関係者で支援しています。

3)就職支援事業のまとめ

就職支援事業 「ワーク・ルーム」は、知的に障害

のある方々がそれぞれに適した職場に就職できる

ことを目的におこなっています。

対象者が働くための条件を整えるためには、地域

の関係者 ・団体、企業との連携が必要だと考えて

います。今後は、適した職場を開拓するために他

の地域の就労支援機関との連携が重要になると考

えます。

- 対象者は福祉作業所泊所者

・ 試行期間中は対象者の籍l主体潟済に世く

@ アセスメント、職場開桁、職場内の支援

はレインボーワークが担当

- 作業所が希望者と而談し、対象者を決定

する

' 縞111:作業所でのアセλメント

・ 区役所でのアセスメント

・企業でのアセスメ ン卜

la ご 't-1・抑制グループ分け

一一一一一一一一一ー + 磁河磁文習

<エンクレイブのながれ>

3 エンクレイブの試行的事業

1 ) エンクレイブの試行的事業の概要

エンクレイブの試行的事業は、障害のある方が

グループで企業就労する際に支援者を恒常的に職

場に配置する援助付き雇用です。

事業の対象者は区内の 4作業所から推薦された

作業所通所者です。

就職までの経緯は他の就職支援事業と同様に職

場開拓から職場内での支援、アフターケアをおこ

ないます。

2)エン クレイブの試行的事業の特徴

この事業がこれまでレインボーワークが11~ り結|

んできた就職支援事業と異なる点が2つあります。

lつは他機関との連携の中で進めているというこ

とで、もう lつはトレーニングやアセスメントを

する場をレインボーワークで、は持たないというこ

とです。

他機関との連携では、事業内容の検討ーから対象

者の選出、アセスメント、など事業運営を福祉作

業所との連絡会で検討しながら進めています。 ト

レーニ ングやアセスメン トについては、対象者が

通所している福祉作業所へレインボーワークの指

導員が出向き様子を拝見することから始まり、区

役所の文書業務課や清掃、企業での体験実習をと

おして行ないました。区役所、企業での体験実習

は、企業就労の経験がない対象者にとっては仕事

をすることの爽快感を感じてもらうことができ、

支援する側の福祉作業所やレインボーワークの指

導員にとっても対象者の支援方法を検討するうえ

で大変有効でした。

4) エンクレイブの試行的事業のまとめ

エンクレイブの試行的事業は、障害の重い方の

企業就労を促進することを目的に福祉作業所通所

者を対象に今年度から始めた事業です。

対象者が福祉作業所に通所している理由は様々

ですが、対象者の希望や能力に応じた企業就労の

選択肢が提供されていない現状があります。エン

クレイブの試行的事業は福祉作業所に通所してい

る方々に休験実習をとおして企業就労の情報を提

供し、企業就労にチャレンジする有効な就労形態

と考えます。

おわりに



レインボーワークは平成 2年 11月より地域で

障害のある方の就労を支援してきました。

ここでは、 レイ ンボーワークの取り組みという

テーマで私どもの事業を紹介してきました。私ど

もが事業をとおして目指していることは、この研

究大会のテーマにもありました「当たり前のこと

を当たり前にする」ことです。

地域の関係者 ・団体との連携を涼め、対象者の

方々が「練馬区に住んで、いて良かった」と感じて

いただける支援をしてゆきたいです。

0倉知氏 ありがとうございました。最後になり

ますが、「就労支援ボランテイアの養成」という

テーマで、大阪市障害者就労 (雇用)支援セン

ターの前野さん、よ ろしくお願いします。

0前野氏

前野哲哉

大阪市障害者就労(雇用)支援セン

ター

ポスターセァション I就労支援ボランテイア

の養成」

し はじめに(養成講座の運営)

本日、この場でお話させていただくのは、「就労

支援ボランテイアの養成」ということですが、こ

のボランティアの方々は特に我々側の名称として

「就業支援アドバイザー」とお呼びしております。

さて、この就業支援アドバイザーは「養成講座」

を基盤に募集をかけていっています。養成講座は

今のところ「特定非営利活動法人 大阪障害者雇

用支援ネッ トワーク」と「大阪市障害者就労(雇

用)支援センタ ー」の 2つの団体が共催で運営し

ています。

ボランテイアという 言葉自体は、意味合いとし

て既に世の中で氾iWiしていて、いろんなイメージ

があります。アドバイザ養成講座を通じて、実際

にできるだけ具体的な活動を主体にしているボラ

ンティア活動システムをどう構成するかというイ

メージができたらと考えます。

2.市民力について

就業支援制度に限らず、制度という仕組みでは

実際にいろんなものが世の中にはあるわけです。

例えばある制度を挟んで、イメージ的に 2つの側

に分かれてしまってはいまいかと思うこ とがあり

ます。一つは「制度を紹介する側」、例えば行っ

ていく側と申しましょうか。そして反対にもう 一

つは「制度を受ける側」、例えばそれによって何か

頼っていこうとする側の 2局而だけになってし

まっているような気がします。よく考えてみます

と、制度を行っていく方も制度を利用し頼って思

恵を受けていく方も、当然のこととして同じ市民

なのですね。いわゆる「市民力」というか、「市民

としての自律性」というか、「お互いに全部一緒

ゃないか」といえます。こうなると「税金治めて

いる以上一緒ゃないか」なんていう話を少し中核

に置いて、何かイメ ージをしてもいいかなと思っ

てしまうのです。

例えば、相談する方も市民、される方も市民。

指導訓練、1:iff修、生活、それをする側、される側、

すべて市民自体が己のために取り組み始めるとい

うことで、 言い換えれば「エンパワ メント=市民

エンパワメント」ではないかと考えます。これは

一種の「自然治癒力」あるいは、お互いに「高

まっていく力」というふうな意味を持っていて、

それは多分、このアドバイザiljIj度を考える|際に必

要な共有観念だろうと思います。

3. 地域ネ y トワークについて (ボランテイア ・

ワークに向かう 3つのキーワード)

話は変わりますが「地域ネッ トワーク」という

言葉も近年の世の中で非常に氾甑してお ります。

住民全体でネットワークを考えるというふうに考

えたときに、皆さんが何をイメージされるかとい

うことが重要です。例えば、「私は住民よ、あなた

も住民よ」と言ったときに、市民としての個人は

要するに既に社会的存在だという ことを意味する

のではないでしょう か。要するに市民としての個

人を考えたときに、初めて「ボランテイア・ワー

ク」という概念が生まれるのではないかと考えま

した。市民としてのアイデンティティを持つこと

がこの場合最も重要だろうと思います。そのとき

のキーワードは 3つほとごあると思います。lつは

それは極めて自律的であるという こと。もう 一つ

は行政施策への対案提供者だということ、自分は
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要するに案をもらうだけでなく「出していく(提

案する)方」だということ。

それから、オンブズマンであるということ。そ

の語源的ニュアンスとしての「結節的役割Jとい

うのは、「結びつける役目としての私j、要するに

「行う方」も「受ける方」だけじゃなく、その真ん

中にいる存在で、絶えず中立的な立場からアドバ

イスできる方々も必要であるという考え方が出て

きます。結果的に当ボランテイアの適切な名称と

して「ボランテイアしていただく方々」を「就業

支援アドバイザーjとお呼ぴしようということに

した経緯もここらから出てきます。

4.大阪障害者雇用支援ネットワークとアドバイ

ザ養成のアイデアとその位置づけ

ボランテイアの養成方法である「就業支援アド

ノtイザー養成講座Jのアイデアは、大阪独自の

ネットワーク機能である「大阪障害者雇用支援

ネットワークjといういわゆる肩書きを持たない

個性集団が源流となります。次にそのネットワー

クが今年 4月より NPO化され、その中でボラン

テイア養成をどう位置づけているのかご紹介して

いきます。

役割を考えるに当たりまず 1つは、「障害者イ

ンターンシップ・プロジ、ェクト」という事業があ

ります。これは研修医のインターンや専門学校の

体験的なインターンに模したもので、簡単に言え

ば雇用を前提としない実習制度といえます。これ

はNPOオリジナルの事業でもあり、行政施策(約

束ごと)があるわけでもなく自分たちで素案から

叩き上げたものとしての誇りと自負があります。

考え方として、このインターンシップ・プロ

ジ、エクトをを援助し支えるのは当然、市民であり、

それを実施していくためには、就労支援アドバイ

ザー、すなわち市民ボランティアを養成しなけれ

ばいけないというふうな、そういう流れになって

いくわけです。

5. アドバイザ養成講座の養成状況

次に実際の養成状況ですが、 1回目の開催が

1999年の 1月でした。 NPOとしては現在開催中

の講座が5固めになります。大阪市障害者就労

(雇用)支援センターが単独で開催した「養成講

座Jが2回ほどあり、それをあわせますと、アド

バイザー養成講座としては全7回を開催したこと

になります。

つい最近、 9月に 7回目が終わりまして、今年

後半の講座は 12月 1日から 8回目として始まり

ます。これまでの参加された方の総人数は、合計

で 152人でした。登録は任意なのでとりあえず講

習終了後、登録が可能かどうかお聞きし、結局登

録された方が、 109名いらっしゃいます。

養成カリキュラムはいろいろな試みを経て現在

は7項目ぐらいの座学や見学講習等を全7日間、

lセッションというふうに割り当てて行っていま

す。 1年間に 2セッション行いますので、実際の

開催は 14回にわたり行うことになります。試み

てみると「土曜日」の午前中が都合がいいという

方が多いことからできるだけそうさせていただい

ていますが、施設や事業所の見学には金曜日を一

部取り入れています。また、最終日には実際にア

ドバイザーとして活躍しておられる方の体験談を

お聞きしたりしています。

6. アドバイザ養成講座の募集方法

募集方法は、一つには一番身近な方々というこ

とで、連合大阪傘下の事業所組合の方で、特に最

近にご退職された方に、少しボランティアとして

のお手伝いをいただきたいというふうなことの呼

びかけをしています。

二つには先ほどの「市民力」の集結という意味

で、大阪市市政だよりに年間 2クールやりますの

で、年に 2回の募集広告の掲載をしていただいて

ます。また、大阪には社会福祉協議会の中にボラ

ンティア情報センターというのがありまして、年

に2回の募集広告の掲載をしていただいてます。

7.実際のアドバイザ活動の 3つの柱

実際のアドバイザ活動は3つぐらいの柱がある

ようにと思います。 1つは、インターンシップ・

プロジ、エクトへの直接的な参画です。インターン

シップの希望者が体験で事前に少し登録先の事業

所に行ってみるというふうなときに付き添ってい

ただいたり、実習期間中では実際に現場に出向い

たり仕事に付き添ったり、その方のための不安の

打ち明け先としての存在としての役割があります。



単なる道順練習をするときに誰かちょっとついて

ほしいとか、そういった役割というのは、割と簡

単なようで奥の深いものでもあります。不安感の

解消は何につけても先行すべき課題の一つですか

ら、特に施設や在宅の状態から社会参加として事

業所に出向くときに、これを実習と呼ぶかどうか

は別にして、希望者本人にとっては新たな段階に

突入するわけですから、不安がないと考えてしま

う方がどうかしていると思います。サイドコミュ

ニケイターがこの場合の役割といえます。

それから同じようなニュアンスで、例えば事業

所実習の前に、就業支援施設に行き先を設定して

みょうかというふうなときに、グループワークの

リーダーとか、ジョブパートナーとかいう存在も

考えられます。実際、福祉サービスを受けた期間

や在宅での期間が長い方にとって、突然、事業所

に行きませんかと言われてその気があったとして

も、現実に適応するかどうか大変だと思われます。

練習をして自信がつけば、かなり実力が発揮され

やすくなります。

それから 3つめには、これは個人的にというか、

いわゆるちょっと遊びに行きたいとか、それから

例えば旅行を友達同士でしたいんだけれども、そ

の企画を立てたいとかいうときに、レクリエー

ションとして一緒に参加していただくようなこと

もあると考えられます。全般的にそういった活動

があります。

8.アドバイザ組織(チーフアドバイザについて)

アドバイザーの組織としては、 10人に l人の

チーフアドバイザーの方がいまして、その方が活

動の一個一個の総括をしていきます。ネットワー

クの事業の一つにジョブコーデイネーター会議が

ありますが、これは受け入れる側の事業所担当者

が連携を持っていこうとするもので、アドバイ

ザーもネットワーキングという意味でジョブコー

デイネーターとの連携が密になればまた違った発

展が見込めるはずです。

9.今後の課題

今後の課題としては、大阪市が知的障害者の雇

用を考えておりまして、この2年間で、複数の大

阪市担当局で2週間から 1ヶ月の試行実習をやり

ました。去年から、短期雇用という形で実際に 2

カ月ぐらいの期間で雇用を試行した経緯があり、

この場合のインテーク期間にアドバイザーの方に

お手伝いいただくことがありました。この事業の

次の展開としても今度は本格的に少し長め (6ヶ

月ぐらい)に雇用していただく、あるいは最終的

に実際に採用(雇用)していただくような場合で

も、その性格の色合いとして「市民Jとしてのア

ドバイザーの方々がその力としてご活躍いただく

のが良いのではというイメージがあります。この

ように養成されたアドバイザーがいわゆる 109人

いらっしゃる今、そのアドバイザー・ネットワー

クとして連携の仕方や現実に活躍できる場を増や

せるように模索中です。

就業支援ボランティアの養成講座ですが、今回

の平成 13年度の後期セッションの人数にせよ、募

集開始後の最初の 3日ぐらいで 20人ぐらいの応

募の方がいらっしゃいます。最近ではいわゆる

「市民力jを知らなさすぎる自分は「わたし、やる

側jなんて図になってしまってたなという反省が

あります。そういう感覚が非常に危ないなという

ことで、今回の講演を通じていろいろな方と出

会ったわけですから、お話を通じて永続的に展開

できるキーワードを皆様からアドバイスしていた

だければと願っています。

0倉知氏 どうもありがとうございました。 7つ

の発表をまとめることは難しいので、印象に残っ

たことだけをコメントさせていただいて、まとめ

に代えさせていただきます。

第一に、地域の人々も大きな社会資源として機

能しているということです。企業など働く場を提

供する方々も地域の方々も支援者の一員として、

支援チームに加わっていることがわかったことが

一番大きかったと思います。

第二に、施設などの福祉的就労と企業就労との

中間的な働く場が随分増えてきて、その中で企業

がうまくかかわっていってる例が多いことを感じ

ました。

第三に、皆さんはパイオニア的なことをそれぞ

れやっているので、一人からはじめたり孤立して

しまうことが多いと思うのですが、支援をしてい

く中で、一緒にやる仲間を増やし、それをネット

ワークとして広げていって大きな力になっている
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ょうに思えます。そういう過程の中で企業の方で

あったり、一般市民の方であったり、そういう

方々がどんどん仲間に加わっていきながら、大き

な力になっていっているようです。そして同時に、

利用者との対等な関係や協同作業を作り上げてい

くという明るいものが見えてきたと思います。

なぜこのようにうまくいっているのでしょうか。

大都市であるか地方都市であるか、障害者雇用が

進んでいる地域であるかどうかとか、それは全く

関係ないですね。大阪、横浜島根、富山などなど、

いろいろな地域で取り組まれています。共通する

ものは、やろうという強い意欲と、実行力であっ

たかと思います。

やろうと思ったらしっかり実行し、その中で仲

聞をつくっていったりして大きな力にして形に

なっているのかなと思います。そしてたくさんの

出会いの場を作っています。このような出会いの

場を作るためには。こういう出会いの場をたくさ

んつくるためには、動くしかないのかなというこ

とを、私は全体を通して感じました。

0霧島氏 会場の皆さん、出ながら聞いていただ

いて結構なんですが、本日は実は横浜市政連は理

事長の吉塚が伺うはずだ、ったんですが、どうして

も来られませんで、私がきょうは名代を務めさせ

ていただきました。なかなか忙しい発表になって

しまいましたが、ありがとうございました。うそ

つきになるといけないので。
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0村田氏 2日間の日程の最後のセッションにな

りました。皆様、大変お疲れではないでしょうか。

総合リハビリテーション1iJf究大会として、就労支

援という ことだけで 2日間議論したというのは、

24回目にして初めてだと伺いました。それだけ障

害を持った人たちが働く、働いて当たり前だとい

うことが、みんなの共通理解になってきたので

しょうか。そのあたりはまだ私にはわかりません

けれど、後ほどそれぞれの分科会の方々にも伺っ

てみたいと思います。このセッションはきょうの

午後行われました分科会のそれぞれの報告、そし

て多少の議論をしていきたいと思っています。

なお、ポスタ ーセッションの座長を務められま

した倉知さん、新幹線の都合で 411寺半には、この

会場を出たいという ことですので、先にお話いた

だいて、そして適宜、退出されるということにな

りますので、ご了承ください。

では、皆さん方に一言ずつ伺いたいんですが、

障害を持っても働くのが当たり前だという、社会

の共通理解は出てきた、そういう時代だとお考え

になりますでしょうか。それとも、まだまだほん

の一部で、もう少し頑張らねばというと ころなの

か、その辺の実感をお聞かせいただきたいんです

が、倉知さんいかがですか。

0倉知氏 私のセッションでは、もう働くのは当

たり前という感覚で、それをどうやって広げてい

くか、働くスタイルを含めてどう広げていくのか、

支援者の範囲をどう広げていくのかということの

報告が多くありました。

0村田氏 今の私の質問に対してはそういう考え

なので、すね。舘さんは、いかがですか

0舘氏 だんだんそうなってきている思います。

コーディネータ一

村ー田 幸子

NHK 解説委員

特に、今日分科会のお話を伺って、夜、は行政当局

の方々が、ちょっと発表は堅苦しかったんですけ

れども、 一生懸命そういうニーズ、を掘 りこ起こそ

うとしている姿に、非常に情熱を感じました。多

分、これからは障害のある方々が働くことに関し

ては、明るい展望が開けるだろうというふうに期

待できました。

0村田氏 そういう期待を持てたということ O 小

川さんいかがですか。

0小川氏 当たり前というのは、ちょっとまだし

んどいような感じがいたしました。そういう中で、

だけども、当たり前だと思わせるような力強い実

践と実績が上がっているとし寸報告が上がってき

た分科会だったと思います。

0村田氏 そうですか。図武さん、いかがでしょ

つ。
0園武氏 私もやはり 、働くということに、それ

は当たり前だと、そうとらえるのではなくて、働

くことでこんなに人生が豊かになるのに、それは

当然であったな と、改めて確認をしている状況な

のかなと、そんなふうに思いました。

0村田氏 そうすると、これからは具体的に、ど

う支援していく か、そのことをさ らに力を入れて

やる時代だという、ご認識でしょうか。ありがと

うございました。では、倉知さん、ポスターセッ

ションのご報告をお願いいたします。

0倉知氏 ポスターの方は、特にテーマが決まつ

いたわけではなくて、それぞれの活動や事業の内

容、取 り組みなど報告をしていただくという形で

進めました。ポスターセッションですので、報告

はできるだけ手短にしていただいて、あとは参加

者と報告者がポスタ ーの前で、本当に身近な意見
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をやりとりするという時間を多くつくって、ポス

ターセッションのよさというのを出そうというの

を意識して進めました。

その中で感じたことを報告させていただきます。

それぞれみなさんいろいろな取り組み、活動をさ

れていましたが、最初は l人というか、自分たち

だけでとりあえず頑張ってやっていこうと始めた

のですが、そこから支援する仲間をっくり、増や

していってネットワークという形までつくっていっ

ているのですね。仲間というのは、関係機関の支

援者だけでじはなく、企業の方など働く場を提供

してくれる方、それから地域の方々、これらの

方々も支援者として、一緒の仲間として支援の隊

列に加わってもらっているのです。そこまで支援

者の範囲を広げていこうという姿勢を感じました。

そういう取り組みを行っていく中で、働くスタ

イル自体が、単なる企業への雇用ということだけ

ではなくて、企業の場を活用しても、雇用という

形態だけではない福祉就労といったらよいので

しょうか、雇用と福祉就労の中間系の働くスタイ

ルといってよいのでしょうか、そういうものを模

索をしていっているのです。ですから、支援する

仲間が広がっていくと同時に、働くスタイルや働

く場がどんどん広がり、多様化しているように感

じました。

もうひとつ、このような取り組みを進めている

うちに、利用者(障害者)と支援する側の関係が

対等であったり、利用者と支援する側が協同で物

事を進めていったり、障害者のエンパワメントに

つながるような支援が少し見えた気がしました。

このセッションでは 7人の方に報告していただ

いたのですが、うまくいっている要因を考えてみ

ますと、まずやろうという意思、強い意欲を一番

感じました。そして、やろうと，思った以上は実行

しよう、一歩足を踏み出そう、そういう実行力を

2つめに感じました。そこには、大都市であった

り、地方都市であったり、過疎地で、あったり、ま

たは障害者雇用が進んでいたり、遅れていたりと

いうのは全く関係ない、この2点がすべてだと思

います。その中で仲間を増やしていったり、多様

な働くスタイルをつくっていったりというような、

広がりや奥の深さ、これが着々と進んでいるなと

いうことを感じました。以上がポスターセッショ

ンの内容です。

O村田氏 ありがとうございました。とにかくや

ろうという思いがあって、それを実行に移した、

その結果、だんだん広がり、ネットワークづくり

にも近づいてきているなという、実感をお持ちに

なったということですかね。やろうという思いを

実行を移すと、言うは易しなんですけれども、動

けたというのは、どういうところにあったんでしょ

うか。ただ、熱意だけでしたか。

0倉知氏 そこまでは私にもわかりません。でも、

きょう報告した方たちは、思いたったら動いたと

いう結果で、はなかったかと思います。しかし、 l人

で始めても、手をつなぐ仲間をつくっていくこと、

増えていくことでやりやすくなっているのではな

いでしょうか。また、働くスタイルも、雇用とい

うことだけではなくて いろいろなスタイルをつ

くることで、働くというハードルが低くなっていっ

ていることを感じました。

0村田氏 それがネットワークづくりにつながり

つつある。そのネットワークをみんなっくりたい

と思っているんですけれども、きょうのそのセッ

ションの中でうまくヒントみたいなのありました

か。

0倉知氏 そうですね、やはり意識して仲間づく

りをしていくとか、意識して多様な働く形態をつ

くっていくとか、そのあたりは少し意識が必要か

なと思います。皆さんさらっと報告していますけ

ど、多分、相当な戦略を練ってやってるのではな

いかと感じました。

0村田氏 なるほど。どうもありがとうございま

した。それでは、第 1分科会の舘さんの方から、

ご報告お願いいたします。

0舘氏私の第 1分科会のテーマは「耕す」とい

うことでした。そして、 7人の報告者の方に報告

していただきました。その「耕す」なのですが、今

の就労支援の現状を簡単に申し上げますと、まず、

就労できるためには支援、支えが必要だというこ

とです。それも身近な地域に支えの拠点がほしい

ということです。さらに、就労支援の拠点は自分

のところだけで自己完結するわけにいきませんの

で、それを支えてくれる、あるいは一緒に働いて

くれるネットワークがほしいということです。そ

れは当然、企業も含んだものですけれども。そう



いう考え方が、多分一般的になってきていますし、

自治体レベルでも具体的な動きが始まっています。

それで、行政の方や専門機関の方々に、多分サ

ブテーマとなる支援のあり方とネットワークにつ

いて、お話を伺おうと思いました。まず、地域就

労支援の鑑ともいえる、大阪の就労支援センター

のスポンサーである大阪市健康福祉局の白井さん

から、大阪市における就労支援のお話をいただき

ました。

お話を聞きましたらば、もうあまりにも余りに

も素晴らしいシステムで、関先生以下、皆様の本

当に努力のたまものだと、今さらながら私は感嘆

しました。

その上、さらに、地域での雇用支援ネットワー

クつくっていらっしゃる。雇用(就労)支援セン

ターと雇用支援ネットワークが車の両輪のように

なって動いている。そういうすばらしいお手本を

お聞きしました。私も東京で多少そのようなシス

テム作りに関わっていますが、東京都とそれから

大阪府はそういうモデルを見ながら、その就労支

援の拠点を地域にどうつ作っていくか、今苦労し

ているところです。

東京都は福祉部局が独自に就労支援事業を立ち

上げて、今、試行事業を行っています。それから、

大阪府は国の制度をうまく利用しながら、国の雇

用支援センターを作っていいくために、その準備

段階の準備センターの支援をしています。随分、

賢いやり方をとられてるんだなと関心いたしまし

た。各地でこういう就労支援の拠点をつくりたい

と思っている方々にとっては、大変有益な情報

だ、ったのではないかなと思います。

ただ、司会者としては、どういうふうに地域の

方を巻き込んでいくか、あるいは地域のそういう

支援をっくりたい人が、行政当局とどのような関

わりを持ったら、夢を実現できるのか、もう

ちょっと議論したかったなと思いました。

それから、既存の社会資源、例えば小規模作業

所、授産施設、そういうものを活用しても、地域

の就労支援のシステムができるよという、そのお

手本を見せて下さったのが滋賀県社会福祉事業団

の瀬古さんでした。

午前中振興センターの活動がビデオで上映され

ており、とても印象的だ、ったわけですけれども。

ただ、作業所をはじめ、色々とこだわりの多い施

設の方々をどういうふうに、まとめていかれたの

か、そのあたりもうちょっとお聞きしたかったの

ですが、時間がなくて深めることができず残念で

した。

さらに、既存の専門機関の報告が3つありまし

た。 lつは公共職業安定所、それから障害者職業

センタ一、最後に、リハビリテーションセンター

です。それぞれの専門機能を持ちながら、それを

中心に地域で他機関とネットワークを形成してい

る実態を報告していただきました。

門真公共職業安定所の田中さんのお話は「障害

者の職場適用を考える連絡会jについてでした。

そのような関係機関の会合がどうして今まで安定

所で、なかったのか、不思議でした。

それから、障害者職業センターの岡野さんには、

精神障害者の雇用支援ネットワークについて、東

京都の多摩地域の実情をお話して戴きました。精

神の就労に関しましては、医療・保健・福祉と、

就労関係者の聞に非常に認識のずれがあるといわ

れます。あるいは、そこを橋渡しをするシステム

がないともいわれます。けれどもども。病院とか

精神保健福祉センタ一、保健所、あるいは施設あ

るいは企業のネットワーク O それの中心になって

いるのが、職業センターの多摩支所です。ただ連

絡会を持つのではなく、実際に役割分担をしなが

ら仕事をお願いしたり、お願いされたり協同して

いる。我々が学ぶべき、お手本にすべきいいモデ

ルだと思いました。

最後に、名古屋市総合リハビリテーションセン

ターの加藤さんから、高次脳障害者の就労生活支

援の、むしろ問題提起がありました。高次脳障害

は分かりにくい障害であり、職業リハビリテー

ションがなかなか困難であるというお話でしたO

そして、施設としては、就労を確保するためには、

施設外の機関と連携しながら、地域での様々な支

援を受ける必要がある。従って、就労支援者も高

次脳障害の知識を持っていなくてはいけないとい

う、そういう問題提起を含んだお話でした。

総じて、 7人の方に短い時間でお話をいただく

ということは、議論深めるという意味では困難で

したが、本当に多くの情報提供いただき、そして

何よりも、報告者の就労支援にかける情熱に触れ、

225 



226 

このような分科会を持ててよかったなという思い

で一杯です。

以上です。

O村田氏 それでは、第2分科会の小川さん、お

願いいたします。

0小川氏 第2分科会は、「拓く」というテーマ

でした。あまり時聞がありませんので、細かいご

説明は省略いたしますけれども、ごく簡単にそれ

ぞれの発表の特徴について、お話をしたいと思い

ます。

企業組合ユニフイカの林さん。これは、この分

科会のテーマ自体が多分、社会の中で働くという

ことに、かなり重点を置いた実践を集めているの

だと思いますけれども、本当に呼吸器をつけて、

寝たきりの方も含めて、全国で7人の方がコン

ビューターのネットワークをつないで、企業組合

という形で仕事をしている。社会の中でといって

も、在宅だ‘ってちゃんと社会の中での仕事じゃな

いという、私にとっては、目からうろこの落ちる

ような、力強い報告でした。

それから、溝口さん。多分、午前中の知的障害

の方が3級のホームヘルパーを取るいう報告を皆

さんもごらんになったと思いますけれども、この

なんてん自体は有限会社という形態をとっておら

れるようですけれども、かなりおもしろい発想だ

なというふうに，思ってお話を聞かせていただきま

した。しかも、発想ではなくて、テキストが知的

障害の方に非常にわかりやすくなっていたり、カ

リキュラムが実習中心になって、普通の 3級のカ

リキュラムと随分変わっているのですね。その辺、

細かくお話を聞く時間はありませんでしたけれど

も、アイデアと方法論がうまく合致したすばらし

い実践だと思いました。

それから、授産施設、いわゆる福祉施設から知

的障害の方を就労につなげていくということで、

泉原さん、港第二育成園と、それから上野ひまわ

り作業所の奥西さんから報告がありました。両方

とも、いわゆる企業内授産というスタイルも使い

ながら、一つ一つ細かく聞いていくと、就労の形

態にも、いろいろなタイプカfあるんだろうなとい

う印象を受けました。細かくお話を伺う時間はな

かったんですが、とにかく社会の中で働くことを

支援していくんだという、そこさえしっかり持つ

ていれば、まだまだ施設も捨てたもんじゃない、

出せるんだなというふうに思いました。ただ、授

産施設には、「出せない」、「出さない」、「抱え込ん

でいるJと言われているところが多いけれども、そ

ことこういう施設との違いはどこなのというとこ

ろについて、もっと聞きたかったんですが、突っ

込む時聞がありませんでした。

精神について、 2本報告がありました。くすの

きクリニックの田川さん、精神科医の立場から、

これはどちらかというと、クリニックを利用され

ている方の概況をまとめた統計の報告だったんで

すけれども、私は精神の分野あまり知らなかった

んですけれども、非常に明解に精神障害の分野が

抱えている就労の実態というのが、よくわかりま

した。

印象的だったのが、厚生労働省の施策としては、

今はとにかく病院に入院している方の数を減らす。

10万ベッド減らすということが中心であって、病

院から出て地域にいる方の就労というのは、まだ

まだ、施策が追いついていなしミ。今の施策はなか

なかマッチしないという率直なご意見でした。

それから、ふれあいセンターの永山さんのところ

も、これもやっぱり会社形態をとっておられるん

ですね。普通はやはり、ちょっと就労とか難しい

と考えられる方が警備の仕事をされていたり、運

転の仕事をされていたり。有限会社と作業所とい

う機能をミックスして、やっぱり社会の中で働く

ということに結びつけておられました。

総じて、第 2分科会は、何というか非常にの

オーソドックスな支援というよりも、裏技系の支

援が多くて、「伊東家の食卓」の就労支援版のよ

うな話、たくさん聞けました。もっともっとああ

いう話を聞く時聞がほしかったくらいです。

やはり障害のある人の就労支援といっても、い

わゆる雇用就労、フルタイムの就労に結びつく方

の支援というのは、山の方のトップの方であって、

その裾野には、いろんなタイプの障害のある人も

働くということを支援する、その草の根の実践が

あるんだなということを改めて実感いたしました。

やはり、現場でやるべきことというのは、この

草の根が草の根で終わらないように、どんどん情

報発信をして、裏技を共有していつかその表技に

して、制度に結びつけていくということが大切な



のだなというふうに思った分科会でありました。

以上でまとめさせていただきます。

0村田氏 ありがとうございました。

私も第 2分科会も覗いたんですが、特に滋賀県

のナンテンの事業は、いわゆる国の緊急雇用創出

事業をうまく利用した。ああいうセンサー働かせ

方って、とても大事ですね。キャッチして、それ

をうまく利用すると、お国からのお金をうまく利

用して、支援できるわけです。ああいうセンスと

いうか、アンテナの張り方は、とても重要だと思

いました。それでは、第 3分科会、園武さんお願

いいたします。

0園武氏私が担当させていただきました第 3分

科会は、「つむぐ」というテーマをいただ、いており

ます。

私、最初にこのテーマをいただいて、何か文章

を書けというふうに事務局の方から言われまして、

考えたんですね。私が書かせていただいた文章は、

非常に自分でもぴ、っくりするぐらいソフトで美し

い文章だなと自分で、は思っているんですが、きょ

う分科会に来て、もうび、っくりしました。何て、

でこぼこな人々だろうと思いながら、でもこれが

本当なんだなというのを、実は実感した次第で、

ネットワークとかというと、とても聞こえがよく

て、あたかもネットワークというものが、ぽこっ

とその地域に生まれると、すべてが解決されるよ

うな、そんな錯覚を私たちは覚えてしまうのでは

ないかと思うんですが、実はそんなことは絶対に

ないということもまた、実践者であれば、誰でも

長日っていることだと思うんですね。きょうは、ネッ

トワークをっくりましょうとか、ネットワークは

いいですよ、なんていう話は実は 1件も出てきま

せんで、ネットワークをしたけれども、こうだぞ、

こうだぞと、そういう話をたくさん聞かせていた

だいたように思います。

紀南障害者雇用支援センタ一、置賜障害者雇用

支援センタ一、甲賀障害者雇用支援センター、こ

の3つがあっせん型の雇用支援センタ一、北山さ

ん、菅さん、大槻さんからは、本当に私はその後

ろに、この方々の後ろには、何十年の歴史がある

んだろうと、どんな技法が隠れているんだろうと、

そんなことをひしひしと{云わるようなお話・ばかり

で、例えばネットワークをっくりましたと。でも、

そこにじゃあ、あるところからお金がつきました。

お金がついたことで、非常に使いにくくなること

もある。実に実感をする一言であります。制度と

いうものは、きちんと新しく次から次へと生んで

いただいている昨今ではありますけれども、私た

ちはそれを本当にこなしているのかと、使ってい

ることで満足をしていないのかなと、そんな疑問

点を投げかけてくれたのが、北山さんや菅さん

だ、ったというふうに思います。

では、何を見つめて私たちは仕事をしていけば

いいのか。これはもちろん忘れてはいけないのは、

ご本人ですよね。憂いを抱える方々、生きにくさ

を抱える方々を見つめて仕事をしていくわけです

カ人ここでもまたおもしろいヒントをいただいた

のが、本人を見つめるというその一言、言ってし

まうと、実に危険な要素にもはらんでいると。あ

る施設の中で、とても高い壁が周囲にあることを

忘れてしまって、ご本人と向き合っている職員さ

んって、結構いるんじゃないかなと、そんな話も

出ましたし、また家族だから向き合っているつも

りなんだけれどもと。どうしてそこから働けない

んだろうと、そういう憂いもたくさん聞こえてき

ました。

じゃあ、大きなハードが変わればいいんですか

ということでは、またそれも違うようで、どうで

しょうか、全国的ではいろいろこれからの必要性

とか、またこれからの期待なんかで叫ばれている

ような団体の方々でも、とてもいいサービスをし

てくれてる人はいるわけです。じゃあ、その人に

なるためには、どうすればいいんだ、ろう。その人

を育てていくためには、どうすればいいんだろう

と、そういう話を最終的にはさせていただきまし

た。

それをちょっと今から、さささっとまとめさせ

ていただきたいと思いますが、まず皆さんの共通

点は、もちろん本人を見つめていこう、そして本

人はいつも変わるニーズを持ち続ける、そして人

生は進んでいく。年とともに、それから環境とと

もに進んでいく、ニーズは必ず変化する。 l分 l

秒変化するという、そのことを私たち支援者とい

う人聞か理解をしようじゃないか。その支援者が、

私たちが地域のまず、人になっていくことが大事

だということも語りました。
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どういうことかと言うと、地域の人になる。こ

の仕事をしている人って、結構、私頑張ってるわ

というタイプの人多いと思うんですよね。家に帰

ると、隣りの人に回覧判を回すのでも、何か

ちょっとぽんとポストに差し込むだけの人であっ

たりとか、隣りの人がどんなお仕事されてて、ど

んな PTAの活動されててなんていうのは、全然知

らなかったりする。私たち自身が、地域支援をや

ろうとしている、支援者の私たちが地域の人でな

いかも知れない。それは絶対できないですよね、

いい仕事が。そんなところもヒントをもらいまし

た。

そしてもう lつは、こういう場に来て、とにか

く情報や戦略をたくさん吸収していくこと、こん

な方法もあるんだ、こんな技もあるんだって。

じゃあ、自分の地域の特色を見つめて、何を使っ

ていくんだ、どうアレンジしていくんだ。そうい

う視点を持つことだ。ここまではいいんですけれ

ども、最終的に多分ここで皆さんが引っ掛かるん

ではないかというのが、やるのかやらないのかと、

そこなんだと思うんですね。私も生活があります

し、子供が生まれればもっともっと抱えるものは

大きいけれども、そこでもやっていくのか。

でも実は、そこを一歩乗り越えれば実績という

ものがついてくるし、 l人の人がもう私のそばに

ず、つといる。そうすると、今度は私 l人でやれる

ことの限界を必ず感じますので、その次にあの施

設にあんなサービスがついた。あの企業は、こん

なことしているらしい。この行政マンは何か

ちょっとよさそう O そんなことがだんだん見えて

くるわけですよね。それを一生懸命、走り回るこ

と、それこそが本当はネットワークなんです。

今、いろんなところに何とか協議会、何とか連

絡会、何とかシステム、何とかかんとたくさんあ

るんですけれども、とにかくそこにいることで、絶

対満足をする自分にはならないでおこう、そんな

話も最終的にはいたしました。専門家であること

は、とても必要であることかも知れませんが、専

門家であることを過信するとネットワークを過信

します。過信からは私は魔性と、そしておごりし

か生まれないと思います。そこを人間として、ど

う乗り越えていくか、そしてそこのときに、やっ

ぱりいつも元に帰って、ご本人を見つめて、ご本

人が必ず変化をしていく。ご本人が変わっていく。

その変わっている息吹を私たちは、ただ伝える役

であると。そこに周知をしていこう。そんなお話

をいたしました。

以上です。

O村田氏 どうもありがとうございました。

支援する側として、どうあったらいいかという

ことを、大変強く教えられた分科会だ、ったのかな

というふうにも思いました。就労支援というのを

考えると、これからの一番のキーワードは地域で

暮らす、地域で仕事をするという、地域がキー

ワードになると思うんです。地域住民とどう折り

合いをつけていくか、地域住民にどう理解を深め

ていくかということだろうと思うんです。地域社

会におけるいろんな面のつながりを、再構築して

いく必要を感じますが、このことに関して、具体

的にどういうふうに考えておられるか、具体的に

どうしたらいいのかということを最後にお三方か

ら伺いたいと思います。

舘先生からいかがでしょうか。

0舘氏難しい質問ですが、ある地域では、就労

支援の NPOつくろうということで、地域市民も

巻き込んでそういう活動が始まっています。大阪

の雇用支援ネットワークは NPOになられたわけ

ですけど、やっぱりそれは単なる関係者の運動か

ら、市民運動になりつつあると見ています。村田

さんおっしゃったように、これからやっぱり市民

が参加する運動として、ネットワーク作りを考え

たいですね。ある意味では企業、職場の方も市民

ですから O

例えば、東京都で考えているのは、単に企業だ

けじゃなくて、商庖街の方々とか、町にあるあら

ゆる働く場も含めて、みんなで一緒で、やっていき

たいということです。いずれはその就労支援の機

関、あるいはネットワークの中に積極的に市民の

方が参加して色々なご意見も頂けるだろうとも考

えています。関係者だけではなく、市民運動とし

て、特にネットワークは考えていく余地はあるか

なと思っています。

0村田氏 ありがとうございました。じゃあ、小

川さんお願いします。

0小川氏私はあまり総論的なことは話せないの

で、自分の仕事の範囲でお話をしますけれども、



私の仕事のメインはジョブコーチということなん

ですが、ジョブコーチというのは、ずっと職場で

ジョブコーチが直接支援をず、っと続けるんではな

くて、普通の従業員さんの支援をうまく取りつけ

て、障害のある人と普通の企業の従業員さんとの

橋渡しをしていく仕事をします。ジョブコーチは

とにかくできるだけ早く姿を消して、その専門家

が職場からいなくなることをゴールとするわけで、

地域での生活というのも、そのジョブコーチじゃ

ないですけれども、援助っき地域生活というのが、

出だしのところは特に私たちの対象としてる自閉

症の方なんかは重要で、例えばコンビニに買物に

行くのも、最初はスタッフがついて行って、だん

だんコンビニの庖長さんが理解してくれるまでは

ついて行くけど、だんだんスタッフはいなくなる。

駅の利用に関してもそう。そういうところで全部

支援者が、いわゆる福祉の施設の中にとどまって

いるんじゃなくて、地域の社会の中に出て行って、

最初はついて支援をして、橋渡しをしてだんだん

消えていくということを繰り返していきたいなと

いうふうに思います。

0村田氏つまり、地域の中に応援団をいっぱい

つくる、そういうことをしないとなかなか理解が

進まない、壁が残っちゃうという感じするんです

けれど。

0小川氏壁は必ず残って、そんなにきれいには

取れないとは思うんですけれども、食わず嫌いの

壁とか誤解の壁はかなり支援者が、最初、橋渡し

をうまくやることによってなくなると思います。

0村田氏 その食わず嫌いの壁ね、なるほどね。

じゃあ、園武さん。

O園武氏 実は、さつきまとめて最後のところに

専門家であることを過信しない、そのお話をした

と思うんですが、その実はプラスのところで、分

科会の中で出てきた話なんですけれども、特にこ

の就業支援、生活を含めた支援をやっていくと、

ちょっと見えてくることがあって、意外と私のよ

うな人聞が自宅を訪問をして、ああだこうだとい

うよりも、隣りのおばちゃんがちょっと声かけて

くれることの方が、実はご本人もここちよかった

りして、非常に結果もよかったりする。あと長続

きもしたりするんですよね。

衣食住で考えると、やっぱり住居の隣りの人、

それから食べ物を提供してくれる方、食堂のおば

ちゃんであったり、コンビニの人、お弁当屋さん

の高校生のアルバイトさんで、あったりとか、何か

そういう人をどのぐらい、この人たちはちょっと

変わっているけれど、ちょっとおもしろい人とい

うところを、やっぱりどのぐらい鍛えていけるの

かな。そういうところだと思います。

0村田氏 よくわかりました。ありがとうござい

ました。

さて、それともう 1点。小川さんのところでし

たっけ、障害者を甘やかすなというのありました

よね。障害持っているとなかなか社会性が身につ

かない、社会のルールを身につけていくのにも時

聞がかかる。もっとピシパシとやった方がいいん

じゃないかという意見も聞かれました、この辺は

どう思われますでしょうか。どなたか。

O小川氏確か、私の分科会での林さんのご意見

だ、ったと思うんですけれども、本当にそうだなと

いうふうに思う部分と、そうは言っても「障害者

は甘やかすなJということはないと思う部分があ

ります。甘やかしていい人、甘やかすというのも

変ですけれども、サポートをかなり手厚くやらな

ければならない方と、そういうことがマイナスに

なる方といろいろいて、それは障害のあるなしに

関わらず、人それぞれですから、障害があるから

甘やかすべきではないとか、そういうことではな

いと思うんです。

一般論として、かなり林さんが主張したいよう

な部分というのはあるんだと思います。ただ、基

本は一人一人に応じて、一人一人に必要なさポー

トをいうことに尽きると，思っています。

0村田氏 はい。いかがでしょうか。園武さんは。

O園武氏 そうですね、難しいと思いますけれど

も、甘やかすなということは働こうという場面に、

スタートラインに立ったときに、余りにも障害を

持たない人々と比べて、どうしてこんな理屈が通

らないんだろうとか、こういう常識をわかっても

らえないんだろうというとこからやっぱり基本的

には来ることだと思うんですが。社会がそういう

常識であることを、社会がそういうシステムで動

いていることを早めの段階から伝えて来なかった

責任というのは、やはり私たちは負わなければい

けない、というのを思うんですね。その意味では、
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甘やかすなというのもわかるんですが、情報を伝

えなかった私たちにも絶対罪があると、そこをど

うコントロールするのかなということだと思いま

す。

0村田氏 なるほど、どうもありがとうございま

した。

これからの日本の社会の雇用を考えると、高齢

者、女性、それから障害者を社会を担う 側に

まわってもらうという、システムづくりをしない

と乗り越えられないことが目に見えています。そ

のとき、障害を持った人たちとどう支援して、担

う側に回ってもらえるか、そのことを考えるのは

社会の責務だと思います。それができていないと

いうのは、障害者側の問題でもない、支援する側

の問題でもない、まさに社会の問題であるという

認識を私たちは、持たなければいけないとに思い

ます。

今までの社会は、行政があって、それから企業

があって、この 2つで社会を担ってきた部分があ

りますけれども、これからは地域社会の住民一人

一人が、どう社会を担えるか、その中に障害者を

どう受け入れて、しくみづくりが求められていま

す。

ったない司会でしたが、これで分科会報告終わ

らせていただきます。

どうも長いこと、皆さんありがとうございまし

た。(拍手)



閉会



閉会の辞

ご紹介しミただきました春田と申します。共催団

体を代表しまして、 一言閉会のごあいさつといた

しますけれども、今回の 24回大会は、現場主義

ということでありまして、程、は正直言って世の中

はやっぱり広い。いろんな人が元気で、働いている。

これは大変いいことだと。みんなが元気をもらっ

て帰ってほしい、というふうに思った次第です。

個人的なお話ですけれども、私自身も脳性麻庫

という全身性の障害を持って 40年近く働いてき

まして、還暦を過ぎまして私の理事会はあと 10年

常務理事やれというふうに言われてますけれども、

それがどの程度、本当に働くこと、 {動 き続けるこ

とができるかわかりませんけれども 、できる限り

一生懸命ねばって働き続けようと思ってます。

今回の大会では、そっちの方にいらっしゃる大

阪の事務局長の関さんを初めとする皆さんが、大

変一生懸命、準備から全部やっていただきまして、

私はただ名前だけのっけられた神輿の上に乗っ

かった人間でありますから、あまり私が何かいう

こともありませんけれども 、ただ関さんたちには

感謝を、皆さんからも大阪の皆さんに拍手をお願

いいたします。(拍手)

実行委員会でいろいろこれに対して、どう取り

組むか、どういう設定をするか、喧l宣誇誇ありま

春田文夫

全国就業支援ネットワーク会長/

障害者J[iは能訓練センター常務理事

した。なかなか思ったようには、いかなかったこ

ともあるかも知れませんけれども、予想を上回る

参加の皆さん方がお集まりいただいて、「全国就業

支援ネットワークへの誘い」という文章が皆さん

の資料の中に入っておりますけれども、これをよ

くお読みいただいて、個人参加もできるシステム

になってますので、ぜひともこの就業ネットワー

クを峰り立てるためにも元気な人が l人で、も増え

てほしし、。

この仕事は、いろいろ議論がありましたけれど

も、私たちが支援をするという責任をもって望む

には、やはり我々が元気でなきゃだめだと思いま

す。いろんな状況は暗いで、す。けれども、状況が

暗いからそこをどう工夫して明るい見通しを立て

られるかが、我々に問われていると思し、ます。で

すから、皆さん今後またお帰りになって、元気で、

自分たちも働き続けてほしいと思いますけれども、

また来年、この大阪で 25回を予定しております。

その節も 、またよろしくお願いしたいと思いま

す。

何かまとまりませんけれども、これをも って閉

会のあいさつとさせていただきます。

とごうもありがとうございました。

(拍手)
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開催期日 2001年 11月 16日(金)・ 17(土) 主催

開催場所:オオサカサンパレス

(大阪モノレール「万博記念公園駅」より徒歩5分)

大阪府吹田市千里万博公園 )-5

TEL06-6878-3804 

参加費:5，000円(資料代含む)※ 1日のみの参

加も同額です。

ナイトセッション(懇親会費) : 7，000円

昼食代(1食お茶付き 1，500円

お支払:受付後、約 10日後に「ご確認証兼ご請

求書」をお送り致しますので、 10月 26日までに

ご入金下さい。また宿泊予約券、参加証は、 10月

26日以降、ご入金確認させていただきました方へ

ご送付致します。

宿泊・航空券・ JR券:参加申込書を受付次第、

ご案内書類をお送りさせて頂きます。

締め切り:締め切り日は 10月 19日(金)とさせ

て頂きます。航空券は、 2ヶ月前、 JRは1ヶ月

前の販売となりますので、お早めにお申し込み下

さい。宿泊につきましても、部屋数に限りがござ

いますので、お早めにお願い致します。

サービス:手話通訳・要約筆記・点字プログラ

ム、その他のサービスをご希望の方は別紙申込書

に、ご記入下さい。

申し込み:日本旅行大阪営業所第一支庖(担当

者:武田倫)

干 541・0051大阪市中央区備後町 3-4・1山口玄ピ

ル6階

TEL06岨 6204-1790 FAX 06-6204・1805

※参加申し込みにつきましては、別紙申込書

(FAX)にて、お申し込み下さい。よろしくお願い

致します。

日本障害者リハビリテーション協会

協賛

全国就業支援ネットワーク

後援

内閣府障害者施策推進本部、文部科学省、厚生労

働省、国土交通省、全国社会福祉協議会、日本障害

者雇用促進協会、社会福祉医療事業団、大阪府、大

阪市、日本労働組合大阪府連合会、NPO大阪障害

者雇用支援ネットワーク、(社福)朝日新聞大阪厚

生文化事業団、(社福)読売光と愛の事業団大阪支

部、(財)毎日新聞大阪社会事業団、(杜福)産経新聞

大阪新聞厚生文化事業団、日本経済新聞社大阪本

社、NHK厚生文化事業団近畿支局
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